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平成２１年第３回香美市議会定例会会議録（第１号） 

招集年月日 平成２１年６月１７日（水曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 ６月１７日水曜日（会期第１日） 午前 ９時０２分宣告 

出席の議員 

   １番  山 岡 義 一      １４番  島 岡 信 彦 

   ２番  矢 野 公 昭      １５番  依 光 美代子 

   ３番  山 﨑 龍太郎      １６番  黒 岩   徹 

   ４番  大 岸 眞 弓      １７番  竹 内 俊 夫 

   ５番  織 田 秀 幸      １８番  山 本 芳 男 

   ６番  比与森 光 俊      １９番  前 田 泰 祐 

   ７番  千 頭 洋 一      ２０番  大 石 綏 子 

   ８番  小 松 紀 夫      ２１番  西 山   武 

   ９番  門 脇 二三夫      ２２番  西 村  成 

  １０番  山 崎 晃 子      ２３番  坂 本   節 

  １１番  片 岡 守 春      ２４番  石 川 彰 宏 

  １２番  久 保 信       ２５番  中 澤 愛 水 

  １３番  竹 平 豊 久 

欠席の議員 

  な  し 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  門  槇 夫   商 工 観 光 課 長  高 橋 千 恵 

  副 市 長  石 川 晴 雄   建 設 都 計 課 長  中 井   潤 

  収 入 役  明 石   猛   下 水 道 課 長  佐々木 寿 幸 

  庁舎建設担当参事  前 田 哲 雄   環 境 課 長  横 谷 勝 正 

  総 務 課 長  法光院 晶 一   ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  田 中 育 夫 

  企画課長兼土地開発公社事務局長  濵 田 賢 二   健康づくり推進課長  片 岡 芳 恵 

  財 政 課 長  後 藤 博 明   地 籍 調 査 課 長  田 島 基 宏 

  住宅新築資金担当参事  奥 宮 政 水   林 政 課 長  岡 本 博 臣 

  収 納 管 理 課 長  阿 部 政 敏   《香北支所》 

  防 災 対 策 課 長  吉 村 泰 典   支 所 長  二 宮 明 男 

  住 民 課 長  山 崎 綾 子   地 域 振 興 課 長  竹 内   敬 

  保 険 課 長  岡 本 明 弘   《物部支所》 

  税 務 課 長  高 橋   功   支 所 長 兼 参 事  萩 野 泰 三 

  福 祉 事 務 所 長  小 松 美 公   地 域 振 興 課 長  西 村 博 之 
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  農政課長兼農業委員会事務局長  宮 地 和 彦 

 【教育委員会部局】 

  教 育 長  明 石 俊 彦   幼 保 支 援 課 長  山 崎 泰 広 

  教 育 次 長  鍵 山 仁 志   生 涯 学 習 課 長  凢 内 一 秀 

  学校教育課長兼学校給食ｾﾝﾀｰ所長  和 田   隆 

 【消防部局】 

  消 防 長  竹 村   清 

 【その他の部局】 

  水 道 課 長  久 保 和 昭 

職務のため会議に出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  小 松 清 貴   議会事務局書記  府 川   愛 

市長提出議案の題目 

 議案第 ６８号 平成２１年度香美市一般会計補正予算（第１号） 

 議案第 ６９号 平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第 ７０号 平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 議案第 ７１号 香美市表彰条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ７２号 香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例の一部を改 

         正する条例の制定について 

 議案第 ７３号 香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ７４号 土地の取得について 

 議案第 ７５号 土地の取得について 

議員提出議案の題目 

 請願等第 １号 市道大平大法寺線の改良工事について 

 請願等第 ２号 香美市内業者の育成と併せて入札参加資格の見直しを求める請願につ 

         いて 

 請願等第 ３号 香美市水道業者の育成と入札参加条件の見直しを求める請願について 

議事日程 

平成２１年第３回香美市議会定例会議事日程 

                          （会期第１日目 日程第１号） 

平成２１年６月１７日（水） 午前９時開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名            

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

   １．議長の報告 

   ２．行財政改革推進特別委員会委員長の報告 

   ３．まちづくり推進特別委員会委員長の報告 
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   ４．産業建設常任委員会委員長の報告 

   ５．市長の報告 

     （１）繰越明許費繰越計算書の報告について 

        報告第 １６号 繰越明許費繰越計算書（一般会計）の報告について 

     （２）地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づく報告について 

        ①香美市土地開発公社 平成２０年度事業報告及び収支決算報告 

        ②財団法人香美市開発公社 平成２０年度事業報告及び収支決算報告 

        ③財団法人奥物部開発公社 

         ・平成２０年度事業報告及び一般会計決算報告並びに森林総合利用施 

          設等事業 特別会計決算報告 

         ・平成２１年度事業計画及び一般会計予算並びに森林総合利用施設等 

          事業 特別会計予算 

        ④財団法人アンパンマンミュージアム振興財団 

         ・平成２０年度事業報告及び決算報告 

         ・平成２１年度事業計画及び予算 

        ⑤株式会社香北ふるさと公社 

         ・平成２０年度事業報告及び決算報告 

         ・平成２１年度事業計画及び予算 

     （３）行政の報告並びに提案理由の説明 

 日程第４ 議案第 ６８号 平成２１年度香美市一般会計補正予算（第１号） 

 日程第５ 議案第 ６９号 平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第 

              １号） 

 日程第６ 議案第 ７０号 平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

              １号） 

 日程第７ 議案第 ７１号 香美市表彰条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第８ 議案第 ７２号 香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例 

              の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第 ７３号 香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第10 議案第 ７４号 土地の取得について 

 日程第11 議案第 ７５号 土地の取得について 

 日程第12 請願等第 １号 市道大平大法寺線の改良工事について 

 日程第13 請願等第 ２号 香美市内業者の育成と併せて入札参加資格の見直しを求め 

              る請願について 

 日程第14 請願等第 ３号 香美市水道業者の育成と入札参加条件の見直しを求める請 

              願について 

会議録署名議員 
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 ７番、千頭洋一君、８番、小松紀夫君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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（午前 ９時０２分） 

○議長（中澤愛水君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２５人です。定

足数に達していますので、これから平成２１年第３回香美市議会定例会を開会をいたし

ます。 

  これより日程に入りますが、その前に平成２１年第３回香美市議会定例会の開会に当

たり一言ごあいさつを申し上げます。 

  ６月も中旬も過ぎましたが、今年は梅雨の季節にもかかわらず西日本では降雨量が例

年に比べ５０％以下と極端に少なく水不足が心配をされております。このまま少雨傾向

が続けば農業や市民生活にも影響が出てまいります。 

  また、心配をされておりました新型インフルエンザも、幸いにも香美市では現在まで

発症事例は報告されておりませんが、秋口に強い第２波の発生が予想されておるわけで

ございまして、それに対する万全の備えが重要であろうと考えます。その対策はおろそ

かにはできません。 

  さて、議員の皆様方には何かとご多忙の中ご参集をいただき厚くお礼を申し上げます。 

  本議会には報告第１６号と、議案第６８号、平成２１年度香美市一般会計補正予算

「第１号」から議案第７５号、土地の取得についてまでの８議案が上程をされておりま

す。議員各位におかれましては、慎重な審議の上、適切妥当な決定がなされますように

お願いをいたしまして、開会のあいさつといたします。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の定めるところにより、今期定例会を通じて７番、千頭

洋一君、８番、小松紀夫君の両君を指名をいたします。 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  本件については、６月１１日の議会運営委員会で協議をいただいていますので、委員

長から報告を求めます。議会運営委員会委員長、山本芳男君。 

○議会運営委員会委員長（山本芳男君）   改めまして、おはようございます。議会運

営委員会からご報告を申し上げます。 

  本日招集されました平成２１年第３回香美市議会定例会の運営につきまして、去る６

月１１日に開催しました議会運営委員会の協議の結果を報告いたします。 

  まず、会期につきましては、お手元にお配りしました会期及び会議審査の予定表のと

おり、本日から６月３０日までの１４日間としました。なお、会議が順調に運んだ場合

の繰り上げての閉会と、会期の延長を必要とする場合については、議長に一任すること

になりました。 

  続きまして、会期中の会議ですが、本日、今定例会に付議されました提出議案の提案

理由の説明までとします。ただし、去る３月１２日に産業建設常任委員会へ付託されて

おりました請願等第１号、市道大平大法寺線の改良工事については、本日産業建設常任
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委員長より閉会中の審査結果の報告が付されることとなりましたので、採決まで進めて

いく必要があります。 

  会期２日目、１８日から、会期６日目、２２日までは、休日並びに議案精査のため休

会としました。 

  会期第７日目、２３日から、会期９日目、２５日までの３日間は、一般質問を予定し

ております。 

  会期１０日目の２６日金曜日は、財産の取得及び譲渡に係る追加案件を含む議案質疑、

連合審査会の後、各議案等は委員会付託ということになります。連合審査の終了後、引

き続いて各常任委員会において委員会の審査をお願いしたいと思います。 

  会期１１日から１３日までの３日間は、休日並びに議案審査整理のため休会となりま

す。 

  会期１４日目の最終日３０日は、各常任委員会の付託案件の審査報告と採決並びに追

加案件がありますので、委員会の付託を省略して、本会議方式で審議、採決を行います。 

  最終日の追加案件ですが、執行部から補正予算に関する案件が２件と、あわせて意見

書案４件が提案される予定です。意見書案の中で意見書案第６号については、原案につ

きましては、提出者と字句等のすり合わせを行った後、全会一致を目指すこととなりま

したのでご報告をいたします。 

  次に、一般質問の通告は、会期２日目、１８日木曜日午前１０時までに提出をお願い

いたします。一般質問の通告内容でありますが、質問の趣旨が十分にわかるように具体

的に記入の上、提出をお願いをいたします。 

  続いて、議会運営委員会で協議したその他の件についてご報告をいたします。 

  １点目は、本日議案上程等の終了後に全国市議会議長会表彰者６名に表彰の伝達を行

います。 

  ２点目に、本日本会議終了後、庁舎建設特別委員会、議員協議会を開催することにな

りました。また、２５日の本会議、一般質問終了後に、財団法人奥物部開発公社等の事

業報告に係る議員協議会を開催することになりましたのでご報告をいたします。議題等

については、事前にお知らせしたとおりです。 

  続いて、３点目の請願等第２号、香美市内業者の育成と併せて入札参加資格の見直し

を求める請願と、請願等第３号、香美市水道業者の育成と入札参加条件の見直しを求め

る請願については、地域産業の深刻な状況から入札制度の改善や見直しを求めた内容と

なっており、産業建設常任委員会に付託することに決定をいたしました。 

  次に、地元建築業界及び関連事業の振興に対する陳情については、県内の建築業界か

らの切実な要望であり、議長が預かり執行部につなぐことになりました。 

  その他の議会運営につきましては従来のとおりですので、議員各位の格段のご協力を

お願いをいたします。 

  以上、議会運営委員会から報告を終わります。 
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○議長（中澤愛水君）   議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

  お諮りをします。今期定例会の会期は、委員長報告のとおり本日から６月３０日まで

の１４日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   異議なしと認めます。よって、会期は、本日から６月３０日

までの１４日間と決定をしました。 

  なお、会期中の会議の予定につきましては、先ほど議会運営委員会委員長からも報告

ありましたが、事前にお配りをしております予定表のとおりであります。 

【会期及び会議の予定表 巻末に掲載】 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  初めに議長の報告をいたします。 

  市長から地方自治法施行令第１４６条の規定による報告第１６号の繰越明許費に係る

繰越計算書について報告書のとおり報告がありました。 

  あわせまして地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、香美市土地開発公社の

平成２０年度事業報告及び決算報告、同じく財団法人香美市開発公社の事業報告及び収

入支出決算報告の提出がありました。次に、財団法人奥物部開発公社の平成２０年度事

業報告及び一般会計決算報告及び森林総合利用施設等事業特別会計決算報告、同じく同

公社の平成２１年度事業計画及び一般会計予算並びに森林総合利用施設等事業特別会計

予算の提出がありました。次に、財団法人アンパンマンミュージアム振興財団の平成２

０年度の事業報告及び決算報告、同じく同財団の平成２１年度事業計画及び予算の提出

がありました。次に、株式会社香北ふるさと公社の平成２０年度事業報告及び決算報告、

同じく同公社の平成２１年度事業計画及び予算の提出がありました。 

  次に、本日、産業建設常任委員会委員長から閉会中の継続審査案件の審査結果の報告

がありましたので、お手元に配付しておきました。 

  また、今期定例会の議会運営委員会までに議長あてに請願書２件、陳情書１件が提出

されています。この件については、先ほどの議会運営委員会委員長の報告にありました

ように、議会運営委員会の決定のとおり請願２件は所管の産業建設常任委員会に付託す

ることにしましたので報告をいたします。陳情１件については、議長預かりとし、後日

執行部につなぐことにしました。 

  その他の報告事項につきましては、お配りしました議長報告書のとおりであります。 

  次に、行財政改革推進特別委員会の協議の推移、進捗状況について委員長から報告を

求めます。行財政改革推進特別委員会委員長、山﨑龍太郎君。 

○行財政改革推進特別委員会委員長（山﨑龍太郎君）   おはようございます。３番、

山﨑龍太郎です。 

  ３月議会以降、４月２０日、５月２９日に行財政改革推進特別委員会を開催いたしま

した。順次報告いたします。 
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  ４月２０日の議題は、１点目、住宅新築資金等貸付金の滞納整理の状況について、２

点目、市営住宅使用料等の滞納整理等の状況について、３点目、香美市内の各施設等の

管理委託及びその他の委託業務の現状についてであります。 

  １点目、住新の滞納整理の報告では、平成２０年度の総括について、平成２１年度よ

り一般会計に移行することに伴い収支が確定、２,１８０万円を一般会計に繰り出す結

果となった。滞納額は元利合計で平成１７年度６億２,０００万円は、平成２１年３月

３１日現在５億２,０００万円まで減少している。若干重複しますが、本事業の概要を

担当課の資料にて説明させていただきます。 

  住宅新築資金貸付制度は、劣悪な住環境の改善を図ること、対象地区住民のみずから

の努力によって持ち家を建てかえ、また取得することを促進することによって対象地区

外の住宅環境との格差をなくすることを目的として制度化されたものである。香美市で

は、合併前の旧３町村のうち旧土佐山田町が貸し付けを行っている。昭和４５年度の住

宅改修資金の貸し付けに始まり、平成８年度の事業終了までに住宅改修資金、住宅新築

資金、宅地取得資金と合わせて貸付総額は２２億円、貸付件数は５８２件に達した。貸

付資金は金利２％から３.５％で貸し付け、元利均等払いによって月々償還されている

が、滞納額が年々増大し、平成１７年度には元利合計で６億２,０００万円に達した。

その後は減少し、平成２１年３月３１日現在で５億２,０００万円ほどになっている。

このような状況のため、住宅新築資金等貸付事業特別会計の赤字額も増大したが、平成

１２年度末に一般会計から３億円超を繰り出し赤字を解消した。その後、一般会計から

毎年度２,０００万円から３,０００万円繰り入れていたが、平成１９年度以降、貸付金

の元利収入の増加や起債償還額の減少により繰入金が必要なくなった。住宅新築資金等

貸付事業特別会計は、平成２０年度で終了し平成２１年度からは一般会計に移行するこ

とになっている。 

  滞納をつくり出した原因については、借受人に対する貸付査定の甘さ、債務者、連帯

保証人が互いになり合っていること、債権に対する十分な担保を確保できなかったこと、

地域改善対策事業を優先的に進めるため低所得生活者に対しても住宅資金等を貸し付け

せざるを得なかったことなどが上げられる。また、借受人の就労の状態も悪化し、近年

に至っては滞納者の半数以上は６５歳を超える高齢になり、低収入であるため支払いが

困難な状況である。香美市では、滞納状況の回収を図るため顧問弁護士と契約を結び各

事例について相談。平成１７年３月からは司法書士にも債権の回収対策を依頼し、滞納

者との面談や書類作成等を行っている。平成１８年度からは順次法的措置に移行し、支

払い督促、訴訟、抵当権の実行等により積極的な回収を図っている。あわせて債権状況

では、全体のあらまし及び個別事案について、抵当権実行、強制競売の同時提訴１件、

２月、調停にかわる決定にて１,３００万円、支払い確定にて残額１８４万円の遅延損

害金を不納欠損とする件につき説明があり、質疑を行いました。いまだ支払いのない方

３２名の状況については、督促、催促は順次行っているが、個々の事情が、低年金、生
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活保護受給中で支払いに至ってない。連帯保証人への対応等は手続に従っている。平成

２０年度黒字であっても大もとの５億２,０００万円の滞納の現実を忘れぬようにとの

指摘あり。 

  ２点目の市営住宅使用料等については、成果として最終催告や強制執行の手続を行っ

てきたことで住宅使用者に意識づけができつつある。また、連帯保証人等に早い段階か

ら完納指導依頼書等を送付することで長期滞納者の発生を一定抑制できた。今後として、

必要法的措置はとっていくが、他方で行方不明、死亡者等の債権については適切な調査

実施後、回収不可能であれば債権放棄、欠損処理等を検討していく。平成２０年度は出

納閉鎖まで徴収率９６％を見込んでいる。ほか明け渡し訴訟、水道料滞納、黒土中棟入

居者入居募集等について説明を受け、質疑を行いました。滞納常習者が１名いるが、十

分手が届いてない現状がある。連帯保証人への催告者送付、給水停止を行うが改善に至

っていない。中棟一般公募９室の選考過程について、また選考委員会の役割について質

疑、意見がありました。 

  ３点目、香美市内の各施設等の管理委託及びその他の委託業務について、議会事務局、

総務課、企画課、香北支所、防災対策課、健康づくり推進課、物部支所、林政課及び地

籍調査課より説明を受け、審査を行いました。 

  議会事務局への質疑で、平成２１年度議会だより印刷業務が高額となった背景は、最

低額の業者が書類不備につき失格となった結果とのこと。企画課への質疑では、ＪＲ美

良布駅建物内清掃業務の委託に至った経過について。香北支所では、支所用務員業務委

託の契約のあり方について、責任の所在は、法的に整理された上で契約がなされている

か不明な部分があるので、本庁、物部支所含め調査を総務に依頼する点確認されました。

ほか、大荒の滝、轟の滝管理業務の委託金額の差について質疑あり。防災対策課の防災

無線保守点検委託について、随時契約の理由は導入業者であり、また企業ノウハウによ

る部分が大きい。健康づくり推進課では、機械警備委託費の減額理由について、撤去、

設置も含め競争見積もりした結果とのこと。エレベーター保守点検の委託費減額は、他

業者の参入の打診を伝えたところ（受託者が委託費を）下げてきた。エレベーターはメ

ーカーの意向が保守点検にも大きく働くが、研究すべきとの意見あり。物部支所では、

支所管理清掃業務委託について、委託費に整合性のある根拠が見受けられないとの意見。

郵便局が入って狭くなったが、委託費への反映はしているのか。道路維持管理委託の報

告の実態について等質疑がございました。 

  次に、５月２９日開催の特別委員会について報告いたします。 

  協議事項は、１点目、市営住宅使用料等の滞納整理等の状況について、２点目、各施

設の管理委託及びその他の委託業務についてであります。 

  １点目、市営住宅使用料等についてでは、住宅使用料等滞納額は例年２２０万円から

２３０万円繰り越していたが、本年は出納閉鎖時１００万円を下回る状況まで前進した

等の報告後、質疑では、明け渡し確定の黒土２号入居者は６月末で退居の予定。明け渡
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し決定後、課題のあった前山住宅入居者は５月１日より民間住宅へ移られたとの説明あ

り。 

  ２点目、各施設の管理委託及びその他の委託業務について、収納管理課、建設都計課、

保健課、農政課、商工観光課、下水道課、水道課より説明を受け、審査を行いました。 

  収納管理課では、顧問弁護士年間委託料について、通常より低目の委託料であるとの

見解。別費用については支払い督促事務から発生する。建設都計課では、公園維持管理

委託について、基本的に開発に伴い寄附いただいた公園では地元で管理をお願いし、遊

具等を備えた公園は地元に委託料を支払い管理いただくというスタンスである。除草作

業委託は、小規模工事等契約希望者登録者、受け手がいない場合は職員が作業を行って

いる。樋門操作業務は危険が伴うので保険は市がかけている。秦山公園宿直業務委託の

契約関係について質疑あり。保険課では、包括支援システムの保守委託について、委託

先が平成２２年度より福祉分野からの撤退にて、今後いかに対応していくか意見交換が

ございました。農政課では、中山間地域直接支払制度システム保守委託について、金額

上昇について、平成１９年度は山田のみ、平成２０年度は香北、物部の整備期間が無料。

平成２１年度より正規の費用になったとの説明がありました。商工観光課では、テクノ

パーク景観維持管理委託につき、周回道路の川岸も含め作業できないか委託者にお願い

してみる。八王子公園トイレ清掃は、庁舎清掃もお願いしているので金額は総合的に判

断しているとのことです。下水道課では、特定環境保全公共下水道事業に関する美良布

クリーンセンター及びマンホールポンプ維持管理委託業務は、有資格業者が１業者との

こと。金額高騰は流入量増加で、維持管理を週２回から３回へふやしたことで設計金額

上昇との説明あり。水道課では、検針業務委託の内容等について、浄水場、緩速ろ過池

清掃業務委託の山田簡水分高騰は、北滝本の（飲料水供給施設の追加）、（各施設の）

草刈りが新たに発生、香北分高額の理由は、地形や施設の多さによるとのこと。全体的

に見て見積もり積算だが、競争原理が働いているか疑問を呈する意見がございました。 

  以上で、行財政改革推進特別委員会の報告を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   行財政改革推進特別委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまの行財政改革推進委員会委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようでありますので、これで質疑を終わります。 

  次に、まちづくり推進特別委員会の協議の推移、進捗状況等について委員長から報告

を求めます。まちづくり推進特別委員会委員長、坂本 節君。 

○まちづくり推進特別委員会委員長（坂本 節君）   おはようございます。１３番、

坂本 節でございます。 

  まちづくり推進特別委員会の会議の経過と結果について報告いたします。 

  ４月２８日午前９時開会、出席委員９名で定足数に達してましたので協議を進行しま

した。 
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  協議事項は、提言書案の検討についてであります。提言書案の内容は、昨年、平成２

０年１１月まで協議、審査をしてきた政策課題を、本年１月から２月の委員会協議で取

りまとめをした事項を基本にして提言書案の作成をしたものでありますが、この提言書

案の内容について、これまでの委員会では審査、協議の項目を人口の定住策、産業の振

興策、福祉の充実策、基盤整備の４項目を大項目として、これをそれぞれ関連する具体

的な政策に中、小と細目化して綿密な審査、協議をしてきたところでありますが、これ

を提言書案では大項目を人口の定住策、第１項にして、人口の定住のために産業の振興、

福祉の充実、その充実策として各基盤整備を実施するということでそれぞれの政策課題

を策定し、提言することにしたところであります。政策項目の位置づけ等、これまで協

議してきた形式と少し表面上変わりましたが、内容的にはほとんど変わりはありません。

次の委員会で成文化して審査、協議をすることとしました。 

  今回の委員会での意見の中にこれまでにない意見がありましたが、それは人口の定住

を情報発信する部分が弱いということと、平場と奥地について合併後の協定後、機会的

に均等にしていくという動きがあるがそれでよいのか。集落も含めて困難なところは厚

い施策も打つとか、特別委員会で意見が一致すれば提言できるようには思うということ

であります。前段の、前書きの部分をもう少し厚くして、現在進めている施策と提言で

きる部分、夢までいくと実現不可能となるが、重要というように、提言書案を出す際に

認識はしてないといけないという意見。続いて、同様の趣旨かと判断できる意見があり、

平野部と中山間の部分ではそこに対する施策が違うと思うのでその分はきちっと提言し

ていかなければいかんであろうということです。 

  福祉政策ではかなり具体的な政策も出ているので産業振興策でも、もう少し具体的に

政策を出したがよいのではないかという意見など。また、実効性のある、やらなければ

ならない事業など、実効性のある事業は集中的に委員会も執行部の後押しをして、実現

へ向けて協力もしていける政策案を提言すべきではなど、それで動きがなければ絵にか

いたもちとなるのでそうならない体制づくりも必要であるということなどの意見。 

  新パッケージ事業も期待したけれども、目の前を味のよい魚が流れていくのに捕まえ

ることはできたのかどうか、あの魚を捕まえようと文書でもって対応すべきではなかっ

たかと。まちづくり委員会も少しのろまであった責任もあるかなと。しかし、予想外の

獲物がかかっているのかもと、少し余談が入りましたが内面は真剣そのものであります。

新パッケージ事業は、ユズも含めて申請してある。５月中旬には答申があるはずで、１

億円の予算を国からもらうようにしている。２つ出しているということですが、定住人

口をふやすということは市外へ職場を求めるということ、そうすると通勤するというこ

とになる、必然的に道路整備も重要となるのでは。物部、香北から高知へとなると時間

も要するので道路整備も必要ではないか。そうすると物部、香北も通勤圏内になってベ

ットタウン化ができてくるのではないかなど。 

  次に、高知工科大の現状と市の課題について、予定としては濵田企画課長から説明を
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受けることにしていましたが、濵田企画課長が出席できなかったので中澤議長からの説

明で、マネジメント学科について、副知事はこれをそのまま（高知市永国寺町へ）持っ

て行くということではなく、オープンカレッジのようにあそこで公開講座もやるという

こと。道を仕上げてもらったら（高知市から）２０分もあれば工科大まで来れるので、

夜学も工科大でできるのではないかなどの話もされたということであります。これは中

澤議長の意見であります。 

  その他、人口定住の観点から、市外へ通勤して所得を得る方法と市内で所得を得る手

段として、産業の基盤整備、企業誘致など、市の財源調達の観点からも審査、協議の後、

午前１１時３０分閉会しました。 

  次に、５月２２日のまちづくり推進特別委員会の会議の経過と結果について報告しま

す。 

  午前９時開会、出席議員９名で定足数に達していましたので、会議を進行しました。 

  協議事項は、前回４月２８日に審査、協議した提言書案の中の政策案について、字句

や文案の訂正したものを主として審査、協議したものであります。 

  内容のあらましは、香美市内へ定住を進めるための新築住宅固定資産税の軽減策など、

市有地で宅地となる土地を若者定住策の一環として安値で払い下げる対策、産業振興策

で（提言書案の提言）順位の変更、農地保全に関する表現の変更、進学給付に対するこ

となど、一連の協議の後で執行部から高橋商工観光課長の出席を得まして、地域雇用創

造推進（新パッケージ事業）などの進捗状況について説明を受けました。詳しく報告す

ると大変長時間となりますので、説明を受けたということでおきたいと思いますのでご

了解を得たいと思います。 

  以上でまちづくり推進特別委員会の報告を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   まちづくり推進特別委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまのまちづくり推進特別委員会委員長の報告に対する質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  次に、平成２１年第１回定例会の際、産業建設常任委員会が閉会中の所管事務調査と

していました請願等第１号、市道大平大法寺線の改良工事については、本年４月２３日

に現地視察を行い、４月２３日と本日の両日の審査を行った結果及び調査報告が作成さ

れ提出されております。 

  そこで、同常任委員会の審査の推移等について委員長から報告を願います。産業建設

常任委員会委員長、竹内俊夫君。 

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）   産業建設常任委員会の審査の報告を行

います。 

  本常任委員会において、地方自治法第１０９条に基づく所管事務の調査を行った結果、

会議規則第１０４条の規定により下記のとおり報告をいたします。 
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 １ 審査事件名 

  請願等第１号、市道大平大法寺線の改良工事について 

 ２ 審査の実施日 

  平成２１年４月２３日木曜午前９時３０分から現地視察と、（午前）１０時３０分か

ら審査を行い、そして、平成２１年６月１７日に審査を行いました。 

  審査の目的及び経過を報告いたします。 

  請願等第１号、市道大平大法寺線の改良工事について、平成２１年第１回定例会にお

いて当産業建設常任委員会に付託され、現地視察調査を実施しました。なお、請願書に

ある大平大法寺線は、正式名称は「入野佐岡線」であるとのことであり、以後は「入野

佐岡線」と表記をいたします。 

  また、現地視察後に産業建設常任委員会を開催し、執行部を交えて審査を行いました。 

  執行部からは、現在までの事業の進捗状況や補助事業の活用、請願書にある覚書等に

ついての補足説明を受け、委員側からは、現地視察を行った後の具体的な質疑等が行わ

れました。 

  次に、審査の結果であります。 

  現地視察、審査を経て導き出された結論として、道路の状況を視察した上で、大平、

大法寺地区の生活環境の向上、将来に向けての道路改良の必要性は認めるものでありま

す。ただ、行政が行ってきた事業の進捗状況、新しい道路の開通予定等による過去と現

在での状況の変化、また、香美市の今の状況ではこの道路以上に改良しなければならな

い道路があるのは事実であります。実際に現地を確認した上でも、この道路の改良には

莫大な費用が必要であることが予想され、早期にこの工事を着工することは困難である

との結果に達しました。 

  しかし、地元との覚書があること、地元住民の行政への感情を踏まえ、補助事業等の

活用による費用抑制の手だてや工法の研究を行い、実際の事業費の概算を算出するなど、

市としてどういう方法で改良ができるか研究するように取り組みを求める附帯意見をつ

けて、委員会といたしましては不採択と決定いたしました。 

  以上、産業建設常任委員会の審査の報告を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   産業建設常任委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまの産業建設常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

  １９番、前田泰祐君。 

○１９番（前田泰祐君）   はい。前田です。 

  私も取り上げて、紹介議員にならしていただいたということもありまして非常に残念

にも思うわけでありますけれども、今の報告を聞いておりますと、大変慎重に審査もさ

れたという、していただいたということで感謝もしているところでありますけれども、

まず１点目は、執行部の方を交えて話をされたということですが、覚書っていうことを
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ここに今書いておられます。覚書についての説明もあったと、この覚書っていうのと確

認書っていう、本来はこれ、本当は確認書なんです。確認書というのと意味が違います、

覚書と確認書の意味が違うと。覚書っていうのは確かに必要なものであるという、お互

いに認め合うということがこの確認書であるというふうに、この私の持ってるこの辞書

にちゃんと出ております。そういったことでこの覚書ということを書いてある、ここは

ちょっと変えてもらいたいなと思うことと。 

  もう１点は、この現在、その当時の、これは平成７年のことでありますけど、確認書

が交わされたのは平成７年で、平成１２年に森林総合センターの実施に関してこの確認

書というものがせられたということを地元の人から聞いておるわけでありますけれども、

そのときに周辺整備事業の第１点目に大平、ここの何、覚書、確認書には大平大法寺線

ということでありまして、大平線ということになっております。早急にその大法寺まで

を、平成９年度に完成を目指しているということをここに書かれております。積極的に

推進すると、目指していうことでありますが、今言われた、審査の中でも言われたよう

にいろいろと状況も、社会状況も変わってき、財政も変わってきたりいうこともあろう

かと思いますけれども、その当時に、当時といいますか、この現在の、今度の庁舎のこ

とでも一緒やと思うけど、自分、どうしてもここをするためには何とか町民（市民）と

の約束もしたり、確認もしたり、非常に、（工法の調査を）することがあってもこれ軽

いもんである、重みがない、こんなものは、何にもならんことになるんじゃないかない

うふうに思うわけでございます。 

  それともう１点、その審査の中で今道の必要性というものについてもちょっとお話も

伺いましたが、地元の実際にここに生活しておる住民からすると非常に必要な道路であ

る。生活上必要で、安全上も必要なものであるというふうなことを私もお聞きをし賛成

の議員としてなったわけでありますけれども、そういったことを地元の住民と話し合い

は少しでもされたのかと、今の部落長（自治会長）さん、尾﨑さんというのがもちろん

おられるわけですが、この方の（請願書の）発信になっておるわけですが、その方との

話し合いはされたのかということを１点お聞きします。 

○議長（中澤愛水君）   産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。 

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）   委員会としたら初めから委員会の委員

だけでこの調査、現地の視察調査をするということに決めておりましたので、地元の代

表の方、ちょっとほかの方はこの場に出席はしておりませんでした。それで構んかね？ 

○議長（中澤愛水君）   １９番、前田泰祐君。 

○１９番（前田泰祐君）   行政の方にお聞きをしたいですが、執行部には言われんか。 

○議長（中澤愛水君）   それはできません。 

○１９番（前田泰祐君）   いや、その話し合いの中で財政のこととかいろんなことも

言われたということをここに、報告書の中にあるわけですのでお聞きをしますが、あえ

て今後どうした方法で（工事が）やれるかいうことを研究をしていく、研究することの
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附帯をつけて不採択ということで、ある程度の含めというか柔軟性を持たせてくれたと

いう気はするわけですけれども、これももう十何年ですか、平成７年の約束ですから、

もう今平成２１年、もう平成２２年が来るがですが、そんなわけでもう長くなってくる

んですが、これどこまでそこのところも研究していくのか。何年かかるのかわかりませ

んけれども、状況もまだまだ変わってきます。ほんで、ひとつ産建のほうから、今後研

究をしていくということですが、どのような研究をされてきたのか、どこまで研究が進

んだのかということも今後話し合いしながらいっていただきたいということをお願いい

たしまして、終わります。 

○議長（中澤愛水君）   山﨑議員、質問ありますか。 

  ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。産業建設常任委員長に伺います。 

  附帯意見をつけて不採択ということなんですが、不採択というがはそもそも取り扱わ

ないということで、私はそういうふうに認識するんじゃけど、附帯意見をつけて採択と

いうふうな発想は委員の意見として出なかったのか、その点について確認させてもらい

ます。 

○議長（中澤愛水君）   産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。 

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）   はい。そのことにつきましては、委員

会の中でも何人かの方からそういうことでこの意見が出ました。まず、採択ということ

になりますと、もう採択となったらそのまま即実施になるというようなことじゃなかろ

うかと思います、という意見です。それから、継続となりますと、私たちは来年９月が

任期というわけですけれども、次への委員会にもこれが継続されるということになると

いうような意見が出ました。不採択としては、この当委員会ではこの問題は不採択とい

うことにするけれども、先ほど言いましたようにいろんな事柄を執行部のほうに申し出

をつけてこの当委員会は不採択ということにするという意見になりましたので、そうい

うことに決定をいたしました。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   もう１点だけ聞かせてもらいます。 

  委員長の報告も大体わかったような気もするんですけれども、実際採択しないという

ことであるんやったらこの前段に書かれてる、「しかし」からのこの３行ぐらいのとこ

ろについては、執行部に対しての拘束力というもんはおのずとないというふうには私の

ほうは考えますが、そのようなことについて議論をなされたのか。だから、あわせて言

いますと、委員長のあれでは採択すればすぐやらんといかんということを言われたよう

な気もするんですが、実際はやっぱり、そりゃ行政の都合もあるので、もちろん採択と

いうのはやっぱり強い拘束力を持つかもしれませんけれども、予算も絡んだ話になって

くるけど、そこら辺のところについて委員会でどのように議論されたのか、その２点お



 

－16－ 

答えをお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。 

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）   不採択であって、文書にも掲げてあり

ますように覚書もあること、地元の住民の行政の感情も踏まえてということであります

ので、補助事業も活用して今後の工法の研究もして、今後もこれにつきましては取り組

んでいってもらいたいというようなことも書かせていただきまして、この当委員会の、

私たちの委員会としてはこの不採択ということで決定をいたしました。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑ありませんか。 

  １３番、竹平豊久君。 

○１３番（竹平豊久君）   １３番。委員長に１点お聞きします。 

  報告書の中で莫大な費用が要るという報告がございました。これの意味合いとしては

地元の、先ほど出ておりました覚書の、いわゆる確認書ですか、そういった方向、地元

のそのままの要望、いわゆる工法でやると莫大な費用がかかると。したがって、結びと

して、附帯の意見として工法なんだから変更をして、少しでも経費が安くというような

内容というふうに受けとめたわけですが、その地元の要望としては、やはりその覚書と

いうことに準じての審査結果だと思いますが、そこの内容がわかっておればひとつお聞

きしたいと思います。 

○議長（中澤愛水君）   産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。 

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）   ちょうど場所は、皆さん方も間伐の作

業に行ったときに現地も大方の人が見たことがあるかと思います。大平と大法寺間は改

良がされてないということでありますが、ちょうどその真ん中あたりに改良がされてい

ない、ちょうど中ごろに鉄道の高架があります。その鉄道の高架というのはなかなか谷

底の深いところから橋脚を、橋台を上げております。そして、そこの橋脚と橋脚の間を

この入野佐岡線が通っております。それもその橋脚と道路が直角というか、真っすぐに

橋脚の間を通るならばまだ５０センチや６０センチの幅は持たれると思いますけれども、

なかなか斜めに道路が通っておりますので、橋脚が斜めに当たりますのでどうもこう救

急車も通りにくいと、通れないというような状況になっておると思います。そんなとこ

ろの現地を見ました。ところが、大平側のほうは割合にちょうど谷であります。両方が

谷でありますけれども、大平側のほうは割合に谷でもなだらかな谷であります。大法寺

側の橋脚から西はもう人が上から、木があるから下が割合に目隠しができて下を見ても

危険に思わないけれども、もしあれが木がなかったりしますと下はなかなか、人は下を

よう見ないようながけであります。そのようなところの市道の改良するときにどの方法

を使うかということになりまして、これはそのまま即橋台を、市道の擁壁をついたり、

かけ出しをしたりということにつきましては、なかなかこれは膨大な費用がかかるとい

うように見ました。皆の意見です。 

  そして、あとの質問がありましたことは、香美市でも旧物部、旧香北、旧土佐山田で
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もそうでしたが、これから先々土木事業もあるかと思います。そんなときに林道でも、

農道でもそうですが、必ず残土処理をしなければならないことがあると思います。その

ことにつきまして、どのあたりから残土をして、１年、２年ではなかなかいかないかも

わかりませんけれども、この残土処理も利用して幅員をとるというようなことをしたら

割合に費用も安くなりはしないかというようなことで、結びに書いてありましたがその

ようなことも研究をせられて今後の対応をしてもらいたいというような意見も出たとこ

ろですので、現地を見て感じたのを、そのままをさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに。 

  大岸さんは審査をしちゃあしませんかね。産建の委員さんじゃないですかね。 

○４番（大岸眞弓君）   教育厚生です。 

○議長（中澤愛水君）   教育厚生ですかね。はい。 

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   ちょっと１点お聞きしたいのですが、その地元との覚書もあ

ることであるから、それにも配慮してこういう附帯意見をつけてというご説明がありま

した。それで、この覚書が交わされていたことによって地元の皆さんからこういう要望

があったと思うんですけども、こういう超法規的なものといいますか、こういう超法的

なものではありますけれども、覚書は簡単にはそうほごにできんものであるというふう

に思うわけですが、この覚書の内容については委員会で精査をされているのかどうか。

そして、その取り扱いについては、今後もこういうことがあろうかと思うんですけども

取り扱いについてはどういう議論をされたのか、議論がありましたらお聞きしたいです

が。 

○議長（中澤愛水君）   産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。 

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）   覚書というほどの、ほどじゃないです。

ことにつきましては、詳しく説明を聞いたりどうこうすることはありませんでしたが、

ただ、佐野地区としての林業センターができるということの、それに対する地元への、

ちっとでも地元に協力をするということであったが、１つは前回の議会のときに出た佐

野の農道、市道については、それも、そういうことも覚書の１つであったというような

ことのような話もしました。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑ありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 

  日程第４、議案第６８号、平成２１年度香美市一般会計補正予算「第１号」から日程

第１１、議案第７５号、土地の取得についてまで、以上８件を一括議題とします。 

  行政の報告並びに議案第６８号から議案第７５号までの提案理由の説明を求めます。

市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   おはようございます。本日、平成２１年第３回香美市議会定
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例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方に大変お忙しい中ご出席をいただきまし

てありがとうございます。 

  諸般の報告並びに提案説明を申し上げます。 

  まず、関係各課の行政報告を申し上げます。総務課からお手元にお配りしてございま

すので、目を通しながらお聞きをいただきたいと思います。 

  定額給付金につきましては、４月２０日に申請受け付けを開始し、６月５日現在まで

に対象者の約９５％が申請を終えました。未申請者には申請を促す文書を送付いたして

おりますが、今後は未申請者の個別対策を進めます。また、ＤＶ被害者対策につきまし

ても独自に対応をすることといたしております。 

  市長会議につきましては、４月１７日、宿毛市におきまして第１１５回高知県市長会

議が開催をされました。２４の議案が提出をされました。その中のうち、新たな過疎対

策法の制定について、ニホンカモシカの個体数調整について、地域介護・福祉空間整備

等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱の改正及び運用についての３議案

を香美市より提案をし、採択をされました。５月１３日には、香川県琴平町におきまし

て第１２６回四国市長会議が開催をされ、四国４県合わせて４３議案が提出をされ、審

議、それぞれ採択をされました。６月３日には、東京都におきまして第７９回全国市長

会議が開催され、８６議案が審議され、採択をされました。 

  新庁舎の建設の進捗状況につきましては、昨年末に着手しました第２北庁舎の改修は

４月末に完成をしました。現在第２北庁舎には、選挙管理委員会、保健室、総務課定額

給付係、電算係が配置されています。広報香美６月号を通じて市民の皆様方に事務所移

転のお知らせをさせていただいております。選挙の期日前投票も新庁舎が完成するまで

はこの第２北庁舎で行うこととなります。 

  新庁舎の実施設計は、原案が完成し、現在構造設計について日本建築センターで構造

性能評価の審査を受けています。同センターの審査に合格しますと国土交通省の免震装

置に関する大臣認定を受けることができます。免震装置は新庁舎の骨格となる重要な部

分でありますので、慎重に作業を行っております。 

  また、南別館、西別館の事務所移転が完了しましたので、両建物の解体工事の準備を

進めております。６月じゅうに敷地内の電気切り回し工事を行いまして、８月末までに

は解体を終えたいと考えております。 

  このほかにも、電波障害など各種調査も並行して行っております。事前準備が整いつ

つございます。順調にいけば、今秋の９月には新庁舎の入札ができる見込みでございま

す。 

  企画課から、再編市営バス路線の運行についてでございます。市営バス事業につきま

しては、かねてより再編に向けた取り組みを進めてまいりましたが、平成２１年４月１

日より運行を開始しました。再編されました市営バス事業は、運賃体系の統一を初め、

減便には土日祝便の運休方式への変更や、新たな取り組みとしまして、過去に民間事業
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者による路線バスが運行されていた地域への廃止代替路線を含む新規路線５路線での試

験運行を開始しました。試験運行につきましては、期間を６カ月、１カ年と設定してお

ります。利用状況によりましては試験運行を中止することも想定しておりますので、市

民の皆さんには市営バスの積極的な活用をお願いをしたいというふうに思っております。 

  行政連絡会開催は、４月２５日に香美市立中央公民館におきまして平成２１年度の行

政連絡会を開催いたしました。当日は１１５名の自治会長さんが出席をいただきまして、

市及び議会から行政の報告、当初予算の説明、各課からの報告を行いました。その後、

地域課題あるいはまたさまざまな意見をちょうだいをいたしまして、質疑応答が行われ

ました。 

  姉妹都市、（北海道）積丹町との交流につきましては、６月１２日から１５日までの

間、北海道積丹町との交流を行いました。１２日は（北海道）積丹町を訪問し、松井町

長の表敬を初め久方ぶりの旧交を温め合う交流会などが開催されました。翌１３日から

は、（北海道）札幌（市）で開催されました第１８回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りへ１

５年連続合同チームとして出場をいたしました。また、６月２８日に開催される第４回

積丹ソーラン味覚まつりへの参加準備も進めているところでございます。 

  防災対策課、健康づくり推進課からは、新型インフルエンザについて報告をいたしま

す。５月臨時議会でも報告をいたしましたが、５月１６日に国内発生をしました新型イ

ンフルエンザは感染者数が増加をいたしております。夏に向かっては、現在は感染速度

は鈍ってきているものの、国内での感染は終息いたしておりません。その上、世界保健

機構は、６月１２日に新型インフルエンザの感染状況を世界的大流行を意味する最高度

のフェーズ６に認定をいたしております。感染度が強く毒性が弱いという特徴を持った

今回のウイルスでございますが、流行の波は一度だけではなく二度三度来るということ

が想定されておりまして、事前にできる準備を周到にしておく必要がございます。市民

の方々には、あらゆる機会を活用して予防などの広報活動をしていきます。また、５月

１６日に設置しました香美市新型インフルエンザ対策本部を中心にしまして、感染予防

用薬剤などの購入や発生時を想定した職員研修などを実施し、流行に備えていきます。

秋の終わりから冬にかけて勢力を盛り返すという可能性と、人から人へ感染を繰り返す

ということでウイルスが変異し爆発的に感染拡大する可能性も危惧されております。今

後は対策本部を維持し、秋以降をにらんで状況に応じた対応をとっていきたいと思って

おります。 

  保険課から、特定健康健診についてであります。平成２０年度の特定健診の実施率は、

目標４０％に対しまして３５.９％でございました。平成２０年度に明らかになった課

題への取り組みを一層強化し、今年度の目標を、４５％を達成するように取り組んでま

いります。 

  福祉事務所から、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画についてでございます。平成

２１年度から平成２３年度までの３カ年間を計画期間とする第四期高齢者福祉計画及び
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介護保険事業計画を策定いたしました。今回の計画は、第三期計画の理念や考え方を引

き継ぎ、介護が必要な状態になることを予防する介護予防事業などの高齢者福祉施策や、

適切な介護サービスが受けられるための介護サービスの円滑な実施などについて定めた

ものでございます。 

  また、障害福祉計画につきましては、平成２１年度から平成２３年度までの計画期間

とする第二期障害福祉計画を策定をいたしました。今回の計画は、第一期障害福祉計画

での進捗状況などの把握や分析を行うとともに、地域における課題などを踏まえ策定を

いたしております。国及び県の障害者計画を基本とするとともに、第１次香美市振興計

画を初めほかの計画との整合性を図ってまいります。 

  生活保護につきましては、平成２１年４月１日現在の被保護世帯数は３１０世帯、被

保護人員は３８９人で、前年度同時期と比べますと６世帯、１３人増となっております。

平成２０年度の保護申請件数は７１件で前年度とほとんど変わっておりませんが、開始

理由としまして就労収入の減少、喪失というケースが増加をいたしております。 

  農政課から、工事関係におきましては、予定の農道、用水路工事など６件を施工に向

け準備を進めております。村づくり交付金による秦山町用排水路は、交付決定後、発注

の予定でございます。県営施工による船谷池改修工事も本体工事に係る工事用道路に着

手いたしております。また、農地・水・農村環境保全対策は、現在４地区で行われてお

り、新たな地区の取り組みも見られております。集落営農などの支援事業におきまして

は、一般タイプ、モデルタイプで各１地区、共同機械の利用や受託作業など、集落によ

る営農組合の形成が進められております。 

  商工観光課からは、雇用対策についてであります。地域雇用創造推進事業と地域雇用

創造実現事業につきましては、厚生労働省で採択となり、現在地域再生計画を内閣府に

申請をいたしております。香美市地域雇用創造協議会の直轄事業となります。実施期間

は、ともに平成２１年７月１日から平成２４年３月３１日まででございます。地域雇用

創造推進事業は、事業規模８,９６９万３,０００円で２名の推進員を配置し、雇用目標

数を３年間で１０３名といたしております。地域雇用創造実現事業は、事業規模９,８

０５万円で６名を雇用いたします。さらに、検討中でございましたふるさと雇用再生特

別基金事業につきましては、４件申請をしましてすべて採択となっております。 

  魅力ある商店街づくりにつきまして、平成２１年度魅力ある商店街づくり助成事業と

いたしまして、ＪＲ土佐山田駅構内での香美市インフォメーション施設整備が採択をさ

れました。これは財団法人地域活性化センターの１００％の助成事業でございます。来

訪者に夢と希望が沸くような、アンパンマンのキャラクターを随所に描いた施設の整備

を行います。 

  下水道課からは、公共下水道事業につきまして、土佐山田地区につきましては、平成

２０年度の汚水事業は楠目地区で３.５ヘクタールの面整備が完成し、平成２１年４月

１日から供用開始を行いました。現在までの供用開始済み面積が合計で約２０４.１ヘ
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クタールでございます。平成２１年度は楠目地区約１.９ヘクタールの面整備を行い、

現認可区域２０６ヘクタールのほぼすべてを完成させ、平成２２年４月１日に供用開始

する予定であります。また、雨水事業は、平成２０年度中に都市計画道路高知山田線、

楠目地区で中央雨水幹線管渠１４０メーターを埋設いたしました。本年度は県事業であ

ります土生川河川改修事業の雨水幹線の吐き出し口付近での工事を予定をいたしており

ます。 

  特定環境保全公共下水道事業についてであります。これは香北町地区でございます。

平成２１年４月１日における供用開始済み面積は、約９９.４ヘクタールとなっており

ます。認可区域９９.４ヘクタールすべての面整備が完了いたしました。今後下水道計

画後に開発をされました隣接部を下水道区域に取り込むべく認可変更を進め、事業を含

め進めていきたいと思っております。 

  逆川地区の農業集落排水事業についてであります。平成２０年度に続き本年度も管渠

埋設工事の施工を予定をいたしております。当初の計画どおり平成２３年度末の完成に

向け事業を展開していきたいと考えております。 

  浄化槽設置整備事業につきましては、平成２０年度浄化槽設置整備事業は５９基の補

助を予定をいたしておりましたが、最終的には５６基となりました。平成２１年度も下

水道整備区域外の地域における公共水域の水質環境の向上を目指し、一層の事業展開を

図っていきたいと考えております。 

  環境課から、平成２０年度ごみ分別収集状況をお知らせをいたします。総収集量が

８,２１３トンとなり、４６１トンの減少となっております。以下、下に各分別の収集

量と前年度比を載せてありますので、ごらんをいただきたいというふうに思います。 

  地籍調査課からは、平成２１年度事業計画についてでございます。本年度は土佐山田

町大後入、香北町の河野の一部、物部町大栃の一部、物部町仙頭の一部、合わせて

６.１４平方キロを一筆地ごとに調査するよう準備を、作業を進めております。 

  林政課から、林業振興についてであります。平成２０年度は切り捨て間伐３９７ヘク

タール、搬出間伐１５０ヘクタール、作業道開設４２路線、３万６,７７９メーターの

事業を実施いたしました。４月１日から５月３１日までは、今年も市民の皆さん方に緑

の募金の協力をお願いをいたしました。また、平成２１年度新規事業としまして、地域

求職者や失業者などを雇い入れることを支援する高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業

費補助金を活用した委託事業１件と、高知県ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金を

活用した委託事業を２件実施する予定となっております。 

  有害鳥獣被害対策につきましては、平成２０年度の主な有害獣の捕獲頭数は、ニホン

ジカで１,１２９頭、イノシシで１４頭、猿４４頭となっております。狩猟期間におき

ましては、雄ジカ２４４頭、雌ジカ１９０頭が捕獲されました。当初の目標頭数、雄、

雌各６５０頭でございましたが、それには及ばなかったものの報奨金が出るということ

で狩猟期間における捕獲圧が以前より高まったものと考えられております。平成２１年
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度は、５月２７日現在でニホンジカ１３１頭を捕獲をいたしております。高知県が実施

主体となって実施されました国指定剣山山系鳥獣保護区内でのシカ個体数調整事業は、

昨年１２月から３月まで６回行われました。雄ジカ４頭、雌ジカ３１頭の捕獲が行われ

ました。なお、平成２１年度につきましては、香美市が実施主体となりまして行う方向

で作業を進めております。実施する際には、市民、関係団体、登山者などへの周知に努

めまして事故防止を図っていきたいと考えております。被害防止対策につきましては、

平成２０年度に電気牧さく３,６１０メーター、ネット牧さく４,８２０メーターの設置

を行い、農林産物への被害防止に努めております。 

  森林土木事業につきましては、平成２０年度繰り越し事業の林道開設事業につきまし

ては、御在所線が７月末完了予定であります。影仙頭線、押谷線が９月末完了予定とな

っております。平成２１年度林道開設事業につきましては、平成２０年度繰り越し事業

の完了後、早期に発注に努めてまいります。 

  平成２０年度繰り越し事業の林業緊急整備事業９件のうち、林道舗装事業４件につき

ましては、土質調査完了後の７月発注の予定であります。林業改良事業５件のうち、西

又河野線が７月発注予定、林道維持補修工事につきましては、５月に工事発注が完了し

まして１０月末の完了予定となっております。また、平成２１年度の林道舗装事業のう

ち、宇筒舞線につきましては、５月に工事発注が完了しました。８月末の完了予定とな

っております。 

  香北支所地域振興課からは、香北の自然公園開園につきましてでございます。好天に

恵まれました４月１１日の土曜日に、香北の自然公園の開園式典が福留功男さんご夫妻

をお迎えしましてとり行われました。関係者や小・中学生など１１０人が出席をいたし

まして、福留さんへの感謝状の贈呈、開園のテープカット、モニュメントの除幕式など

が行われました。式典中は香北中学校の吹奏楽部の演奏が披露されまして、式典に花を

添えていただきました。 

  物部支所地域振興課から、物部町の自治会長会についてでございます。平成２１年４

月９日に奥物部ふれあいプラザにおきまして、平成２１年度第１回物部町自治会長会を

開催しました。当日は２７名の自治会長が出席されまして、物部町自治会長会規則の承

認、役員の選任、また各課及び各組織より連絡事項、各地域よりの要望、質問などを、

質疑応答を行いました。 

  水道課から、美良布簡易水道の配水管漏水事故についてでございます。６月４日午後

５時ごろ、香北町日ノ御子で水道配水管の漏水事故が発生をいたしました。配水区域で

ある韮生野、美良布地域などの広範囲で断水が想定され、防災町内放送でお知らせをい

たしました。ちょうど夕食炊飯時と重なり大変心配をされましたが、広範囲での断水と

いう事態は回避できたものの、一部ご家庭で水圧不足が発生をし大変ご不便をおかけを

いたしました。その後、午後１０時に完全断水を行い本格的な修繕工事に入り、翌日午

前２時３０分にすべての復旧作業を終了いたしました。通水後、空気混入によります一
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部水道水の白濁が見られましたが、すぐに正常化し問題なく給水をされました。 

  学校教育課から、児童・生徒数の現状でございます。市立小学校は９校、児童数は

１,２３０人、市立中学校は４校、生徒数は６３５人で、児童・生徒数は１,８６５人と

なっております。平成２０年度の児童・生徒数と比べますと、３２人の減少となってお

ります。また、４月２２日には教職員総会が開催されました。教育方針が確認され、平

成２１年度につきましても順調なスタートを切っております。 

  学校訪問につきましては、５月２９日から学校訪問が始まります。１０月２２日まで

行われる予定でございます。教職員との研究、協議などを通じて現状を把握するととも

に、適切な支援によりまして学校教育の充実を図っていきたいと考えております。 

  全国学力・学習状況調査につきましては、昨年に引き続き４月２１日に実施をされま

した。各児童・生徒の学力や学習状況を把握し、今後の児童・生徒への教育指導や学習

状況の改善に役立ててまいります。 

  生涯学習課から、第４回香美市体力つくり少年剣道錬成大会が４月２９日に物部町大

栃高校体育館におきまして、小・中・高合わせて５８チーム、３２０名の参加により開

催をされました。 

  それから、幼保支援課から、保育園の開園及び建設についてでございます。なかよし

保育園は本年３月末に完成し、４月４日に関係者を招きまして落成式を行いました。施

設の概要は、敷地面積５,７０７平方メーターで、園舎は木造平家建て、建築面積２,２

５７.２平方メートル、園庭は約１,１００平方メートルとなっております。落成式当日

は施設見学会も実施し、多くの方々が来場いただきました。４月６日には入園式を行い、

新しい保育園として無事にスタートをきることができました。 

  Ｂ保育園の建設につきましては、地権者の方々のご理解、ご協力を得まして市道宮前

秋月丸線沿いに用地のめどがつき、今議会に用地取得の議案を提案することとなりまし

たので、よろしくお願いを申し上げます。 

  消防課からは、平成２１年１月１日から４月３０日までの火災、救急及び出動件数が

表にして記載をしてございます。昨年同期と比較しまして、火災件数は３件増加、救急

出動件数は昨年並み、救助出動件数も２件増加いたしております。なお、表をごらんを

いただきたいというふうに思います。 

  また、香美市消防団の春季の演習を４月５日に学校給食センター周辺におきまして、

土佐山田消防団員及び消防署員１３０名が参加し、本番さながら火災の想定訓練を行い

ました。また、４月１２日には大栃公園におきまして、香美市消防、香美市物部消防団

員及び消防署員約６０名が参加しまして、競技方式で放水訓練を実施し、放水までのタ

イムや正確さを競いました。 

  救急搬送中の交通事故についてご報告を申し上げます。６月１２日午後６時２７分ご

ろ、高知市大津乙、大津バイパス田辺島交差点で傷病者を搬送中の救急車が普通乗用車

と衝突、走行不能となる事故が発生をいたしました。この事故で普通乗用車を運転をい
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たしておりました会社員の男性が左手甲を骨折、救急車に同乗いたしておりました傷病

者のご家族が左ひざ打撲などのけがをいたしました。普通乗用車の男性、搬送中の傷病

者及びご家族は、高知市消防局の救急車２台で病院に搬送されましたが、いずれも軽傷

で入院の必要がなく、また搬送中の傷病者及び救急隊員にけがはございませんでした。

現在は旧車両を配備して対応しております。従来どおりの救急体制を確保いたしており

ます。今後は、これまで以上に緊急走行時の安全確認を徹底し、再発防止に努めてまい

ります。今回の事故でご迷惑をおかけしました搬送中の傷病者及びご家族を初め、関係

者の皆様方に対し深くおわびを申し上げます。 

  続きまして、今期定例会に提案します議案についての提案理由を説明申し上げます。 

  まず、報告第１６号は、繰越明許費繰越計算書（一般会計）の報告になります。 

  次に、議案第６８号は、平成２１年度香美市一般会計補正予算「第１号」でございま

す。歳入歳出予算の総額に１億２,０２６万３,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ１

４２億９,６２６万３,０００円といたしました。概要は、歳入では子育て応援特別手当

交付金の追加、緊急雇用創出臨時特例基金事業費補助金の追加、ふるさと雇用再生特別

基金事業費補助金の追加、魅力ある商店街づくり助成金の追加、県営街路整備事業債の

追加などが主なもので、歳出では子育て応援特別手当給付費の追加、林道立花南池線県

工事負担金の減額、緊急雇用創出臨時特例基金事業の追加、ふるさと雇用再生特別基金

事業の追加、駅前インフォメーション施設整備事業の追加などが主なものとなっており

ます。 

  また、国の補正予算に係ります地域活性化・経済危機対策臨時交付金及び地域活性

化・公共投資臨時交付金の補正につきましては、最終日に追加で上程する予定でござい

ますのでよろしくお願いをいたします。 

  議案第６９号、議案第７０号は、公共下水道事業特別会計並びに後期高齢者医療特別

会計の平成２１年度補正予算となっております。 

  議案第７１号から議案第７３号は、各条例の制定についてであります。 

  議案第７４号、議案第７５号は、土地の取得についてであります。 

  以上、平成２１年度香美市一般会計補正予算など、報告１件、議案８件の提案説明を

終わります。 

  なお、詳細につきましては、それぞれ担当職員から説明を申し上げます。議員各位に

おかれましては、審査の上、適切なるご決定をよろしくお願いを申し上げます。ありが

とうございました。 

○議長（中澤愛水君）   これで、市長の行政の報告並びに提案理由の説明が終わりま

す。 

  暫時、１０分間休憩をいたします。 

（午前１０時２６分 休憩） 

（午前１０時３８分 再開） 
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○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  局長のほうからちょっと訂正がありますので報告いたします。 

○議会事務局長（小松清貴君）   済みません。本日産建の委員長から報告がありまし

た陳情、請願等の文書表のほうなんですが、これの、これ本年第１回定例会、３月定例

会で委員会に付託したものでございますが、請願者の名前が「山﨑 豊」となっており

ますが、「尾﨑 豊」と、しっぽの「尾」でございますので訂正お願いします。 

○議長（中澤愛水君）   訂正を終わります。 

  これから、地方自治法施行令第１４６条の規定による報告第１１号の繰越明許費に係

る繰越計算書の報告とあわせて、香美市土地開発公社の平成２０年度事業報告及び決算

報告、同じく財団法人香美市開発公社の事業報告及び収入支出決算報告について質疑を

受けたいと思います。なお、平成１８年１月から指定管理者制度を適用している財団法

人奥物部開発公社の平成２０年度事業報告及び一般会計決算報告及び森林総合利用施設

等事業特別会計決算報告、同じく、同公社の平成２１年度事業計画及び一般会計予算並

びに森林総合利用施設等事業特別会計予算について、同じく、同年３月から（指定管理

者）制度を適用している財団法人アンパンマンミュージアム振興財団の平成２０年度事

業報告及び決算報告、同じく、同財団の平成２１年度事業計画及び予算について、同じ

く、同年８月から（指定管理者）制度を適用している株式会社香北ふるさと公社の平成

２０年度事業報告及び決算報告、同じく、同公社の平成２１年度事業計画及び予算につ

いて、以上の３機関の報告等については別途に議員協議会において質疑、応答の機会を

持つことにいたします。 

  それでは、（報告第１６号）繰越明許費繰越計算書の報告について、香美市土地開発

公社並びに財団法人香美市開発公社の事業報告及び収支決算報告について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

  ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  土地開発公社について少し教えてもらいたいんですが、７ページの公有地取得事業収

益、公有地取得事業原価ということで数字が書かれてますが、収益の上から３つ目と４

つ目、それに対する原価の部分、（公有地取得事業収益、３つ目）７,０００万円、２，

９００万円と３,４００万円というのが原価ですけれども、約。ほかの部分はそんなに

大きな収益が生まれてないけれども、この分については大きく、大きに、逆に言うと市

が高く買ってるというふうに、感覚的にはね。そうじゃないのであれば、これの積算の

根拠というか、そこら辺のところを具体的に説明をお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   土地開発公社事務局長、濵田賢二君。 

○企画課長兼土地開発公社事務局長（濵田賢二君）   山﨑龍太郎議員のご質問にお答

えいたします。 
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  ご指摘のところについてですね、本来公社の持っておる土地についての処理について

は簿価で引き取っていただくということになっておる。それは原則でありますけれども、

事業によりまして、特に国・県の事業については鑑定評価で引き取るということになっ

ておる関係から、公社としての扱いとしてはそういう原則論も持っとるわけですけれど

も、市との関係の中では高く買っていただけることもあれば損をすることもあるかわか

りませんけども、国と県の取り扱いについては鑑定評価ということで処理をされるとい

うことであるんで、市はそれで引き取りたいということがございましてこういう状況に

なっております。この数字を見ていただいたらわかりますように今回は鑑定評価のほう

が簿価より高いという状況がございますので、高く市に引き取っていただいたという状

況です。先行取得依頼の分につきましては、引き取りのときには簿価と、それから事務

手数料について４％という約束事になっとるわけですけども、現実的には取り扱いとし

て鑑定評価というところで処理をされたという結果がここに数字として出ておると、そ

ういうふうにご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   関連してお尋ねします。 

  そうしたら、簿価あるいは国・県の場合は鑑定評価の使い分けができるということで

すわね。また、ここに書かれてるすべての６件については、同じ基準の鑑定評価が上回

ったのでそのようにしたという認識でいいのか。それとも個々のケースによって判断基

準は違うのか。その点を再度お尋ねします。 

○議長（中澤愛水君）   土地開発公社事務局長、濵田賢二君。 

○企画課長兼土地開発公社事務局長（濵田賢二君）   個々のケースで取り扱うのかと

いうことですけども、原則論は原則論として存在するということは先ほどご説明したと

おりです。今回は、じゃあその原則論の部分かというところについて言いますと、鑑定

評価で引き取るしかないということでございましたので、個々のケースの扱いとしてそ

ういう処理をしたというご答弁をさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑ありませんか。 

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   財団法人香美市開発公社のところで１件お尋ねしたいです。 

  この１０ページの借入金明細表というので、これは３月議会におきまして債権放棄を

した２,０００万円と思うんですけれども、ここに、備考の欄に株券４００株購入資金

としてありますが、ちょっとわからなくなったんですが、この３月議会で議案に出てま

した、議案第５９号で出てました、株式会社への出資を目的として株を担保に２,００

０万円を借り受けたと、市から。もともとその株が開発公社にあって、それを担保に

２,０００万円を出資を目的として借り受けたのか、この４００株がこれどっから来て
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るのか、ちょっとその最初の４００株がわからないんですけれども。これまでの経過の

説明の中でゴルフ場オープン当時に町（旧土佐山田町）に対して４００株、５万円１口

として４００株の寄附があったと。それで、町（旧土佐山田町）はそれを受け取るわけ

にいかないので公社が持って、ほんで、公社はそれを、４００株を担保に２,０００万

円香美市から、旧土佐山田町から引き出したと、それに公社が９９０万円金融機関から

借り入れて、１０万円は別途調達で、３,０００万円で６００株の株を持っていたとい

う、こういう、最初の４００株がどういうふうにして開発公社に来てるのか、そのあた

りをちょっと聞きたいんですけれど。 

○議長（中澤愛水君）   土地開発公社事務局長、濵田賢二君。 

○企画課長兼土地開発公社事務局長（濵田賢二君）   株の取り扱いについてのお尋ね

を大岸議員からされておるわけですけども、この株がどういう経緯をもって公社に来た

かということについては現実的な話をするしかないがですけども、現実的に公社がその

株を持っておるということなんで、それが株を手に入れたときに株で来たのか、現金で

公社が取ったのかというのはどうかちょっとわかりません。旧土佐山田町が株でもろう

たのか、お金でもろうたのかということについてはその公社としてはここで私がご説明

することじゃないかなという気もしますんで、現実的に私が担当したときには４００

（株）という、全部で６００株ですけれども、さっきご指摘のあったとおり６００株で、

そのうちの２００株はもう処理ができてますので、市との関係でいうその４００株につ

いてご説明をするわけですけども、その４００株は株券として私の手元にあったという

ご説明をさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   そしたら、株券、株式として、株券としてあったのは６００

株、全部で６００株と思って間違い？１,０００株じゃないですよね、６００株。 

  それと、関連でちょっとお聞きしたいですが、広報香美６月号にゴルフ会員権をお譲

りしますというその広報が載りました。これでいきますと６口で５０万円ということで、

ちょっと私の推測ですけれども、３,０００万円の株式があって、ほんで、１００株に

１口としてゴルフ会員権、プレー権がついてきた。６口のプレー権というか会員権があ

ると、それの、そのときについてきたゴルフ会員権なのか。それと、会員価格５０万円、

当初より随分もう、こういう価格になるんですけれども、この売却した、仮にこれ全部

売却されて、その払われたお金というのは香美市のほうに入りますか。 

○議長（中澤愛水君）   土地開発公社事務局長、濵田賢二君。 

○企画課長兼土地開発公社事務局長（濵田賢二君）   お答えいたします。 

  前、旧土佐山田町から引き継いだ、香美市が持っておりました株については、ゴルフ

場が倒産した段階で整理をされたと。一定、何％か忘れましたけどもお金を清算として

清算金をいただいておりますが。それと、この会員権とは理屈上は別建てで、今度の新
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しいゴルフ場から付与されたもんというふうにご理解をいただきたいと思います。今お

っしゃられましたように、６月号の広報で現在持っておりますプレー権、これは無額面

のやつですけども、こいつについて売却をするというこの方向については３月議会で確

か説明させていただきましたけども、具体的な作業として進めとるわけですけども、こ

のお金については清算をする段階ですべて香美市に譲渡するということになります。す

なわちこの売れたお金で、若干その経費とってもらいますので、それを引いて残りが、

いずれにしてもその公社が清算されましたら、その残っておる財産はすべて香美市に引

き渡されるということです。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑ありませんか。 

  １０番、山崎晃子君。 

○１０番（山崎晃子君）   １０番、山崎です。 

  ちょっとわからないので教えてほしいがですが、財団法人香美市開発公社のほうです

けれども、先ほどの１０ページのその上のほうの都市計画街路用地とか、その秦山公園

とかの香美市への売却って書いてますけれども、これは今回の議案第７４号ですかね、

議案第７４号に出てますけども、それ、そっちのほうに売却というか、そういうところ

で香美市が購入したのか、ちょっと妙にわかりにくいのでそこら辺教えてください。 

○議長（中澤愛水君）   土地開発公社事務局長、濵田賢二君。 

○企画課長兼土地開発公社事務局長（濵田賢二君）   議案第７４号等については担当

課からお答えをいただいたらよろしいと思いますけども、その手前の公社の部分で言い

ますと、これも３月議会でご説明いたしましたように、事業目的があろうが基本的にも

う財団の持っておる土地については市に全部引き取っていただくんやということでご説

明をしたとおりです。結局その財団を解散するために今回の財団の持っておる土地につ

いては市に一たん、すぐ事業化するかどうかと、あと、向こうとしては引き取っていた

だくということできておりますので、これが即こっちに、議案第７４号につながるかと

いうことについてはちょっと公社としてはあずかり知らんところでございますので、ご

理解をお願いしたいと思います。 

（笑い声あり） 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  ちょっと理解が不足してますので再度濵田課長に聞きますけれども、この株券４００

株の部分、１０ページのところでね、これ購入資金と書いてるけれども、これ購入資金

というスタンスでいいですかね。ちょっとそこら辺が、最初ゴルフ場からね、（土佐山

田）観光開発から、香美市じゃなくて開発公社にいってたお金が原資であるんやったら

購入資金とはならないというふうに私は認識しますが、その点を再度説明願います。 

○議長（中澤愛水君）   土地開発公社事務局長、濵田賢二君。 
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○企画課長兼土地開発公社事務局長（濵田賢二君）   この間もずっとご説明しており

ますように、私がずっとつないできておりますその整理の部分については、現金として

土佐山田ゴルフクラブのほうからいただいて、それが、市（旧土佐山田町）が株券を買

えないので、そのとき町（旧土佐山田町）が株券を取得することはできないのでそのお

金をいただいて公社が買うたと、こういうふうに聞いておるがですけれども。ほんで、

ただ、私が手元にあるものは何かというたら、現金じゃなくて株があったという話は先

ほどご説明でしたがですけども、お金が動いておる、そのお金をもって株を買うたとい

う言い方をしたほうが一番わかりやすいでしょうか、その株を持っておると。株を、そ

の株そのものを土佐山田ゴルフクラブからいただいたということじゃないというふうに

聞いておりますけども。 

○議長（中澤愛水君）   副市長、石川晴雄君。 

○副市長（石川晴雄君）   私のほうから、私のわかる範囲で、今ちょうどここに書類

は持っておりませんので確認できませんが現金が、いわゆる当時のゴルフ（土佐山田ゴ

ルフクラブ）から町（旧土佐山田町）へ寄附金が入って、その寄附金は、いわゆるそれ

によってゴルフ場の会員になるということで株を取得すると。その株は市で、町（旧土

佐山田町）で買わずに公社で、開発公社でそれを買うということ、買ってもらいたいと

いうことで公社のほうへ町（旧土佐山田町）から依頼し、町（旧土佐山田町）から公社

へ現金を渡して、貸して、それでいわゆる株を取得したということで、その当時の町

（旧土佐山田町）もゴルフ場の役員にもなっておったという状況でございます。そう考

え、認識しております。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   もう一度だけ確認を。 

  そしたら、その寄附金があったというふうには全然今考えてなかったので、そしたら、

この４００株、さっき説明のあった４００株をもとに、これを担保にして市から２,０

００万円を借り受けたと、こういうことですか。 

○議長（中澤愛水君）   副市長、石川晴雄君。 

○副市長（石川晴雄君）   担保とか、どういうことじゃなくして、いわゆる町（旧土

佐山田町）から依頼を、その現金で依頼をされて株を取得したと、公社が取得したとい

う状況でございますので、ここに書いておるとおり購入資金をいわゆる今回は市へ返す

という状況でございます。ほんで、あくまでも購入は財団（法人）香美市土地開発公社

で取得をしております。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑ありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  以上で報告に対する質疑を終わります。 

  お諮りをします。先ほどの議会運営委員会委員長の報告にもありました平成２１年第

１回議会定例会で継続審査に付してありました請願等第１号、市道大平大法寺線の改良
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工事についてを議題とし、採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

  これより日程第１２、請願等第１号、市道大平大法寺線の改良工事についてを採決い

たします。 

  この採決は起立によって行います。本案についての委員長の報告は不採択であります。

請願等第１号、市道大平大法寺線の改良工事についてを不採択とすることに賛成の方は

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   賛成多数であります。よって、請願等第１号は、不採択とす

ることに決定をしました。 

  これより全国市議会議長会表彰の伝達を行います。 

  まず、事務局長から説明を願います。 

○議会事務局長（小松清貴君）   それでは、説明させていただきます。 

  去る５月２７日、東京都の日比谷公会堂において行われました第８５回全国市議会議

長会定期総会において、香美市の市会議員の皆様の中で６名の方が全国市議会議長会の

一般表彰をお受けになられました。 

  まず、一般表彰の方々でございますが、正・副議長４年以上、１８番、山本芳男議員。

続いて、議員１５年以上、３名ございまして、２３番、坂本 節議員、２２番、西村

成議員、１２番、久保信議員。続きまして、議員１０年以上、２１番、西山 武議員、

２５番、中澤議長でございます。また、同日、中澤議長におかれましては全国市議会議

長会から感謝状が授与されております。 

  それでは、伝達の方法でございますが、私のほうでただいまから点呼の上読み上げま

すので、呼ばれた方は前のほうへお集まりください。なお、伝達は中澤議長のほうで行

います。 

  まず、最初に議員１５年以上の表彰者の伝達から行います。２３番、坂本 節議員、

それから、２２番、西村成議員、そして次に、１２番、久保信議員。 

○議長（中澤愛水君）   表彰状、香美市、坂本 節殿、あなたは市議会議員として１

７年市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第８５回定期総会

に当たり本会表彰規定により表彰いたします。平成２１年５月２７日、全国市議会議長

会会長、五本幸正、代読であります。どうもおめでとうございました。 

（拍手） 

  表彰状、同じく西村成殿、あなたは市議会議員として１６年市政の振興に努められ、

その功績は著しいものがありますので、第８５回定期総会に当たり本会表彰規定により

表彰いたします。平成２１年５月２７日、全国市議会議長会会長、五本幸正、代読であ

ります。どうもおめでとうございました。 
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（拍手） 

  表彰状、同じく久保信殿、あなたは市議会議員として１５年市政の振興に努められ、

その功績は著しいものがありますので、第８５回定期総会に当たり本会表彰規定により

表彰いたします。平成２１年５月２７日、全国市議会議長会会長、五本幸正、代読であ

ります。どうもおめでとうございました。 

（拍手） 

○議会事務局長（小松清貴君）   続きまして、議員１０年以上、２１番、西山 武議

員、正・副議長４年以上、１８番、山本芳男議員。 

○議長（中澤愛水君）   表彰状、香美市、西山 武殿、あなたは市議会議員として１

０年市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第８５回定期総会

に当たり本会表彰規定により表彰いたします。平成２１年５月２７日、全国市議会議長

会会長、五本幸正、代読であります。どうもおめでとうございました。 

（拍手） 

  表彰状、香美市、山本芳男殿、あなたは市議会正・副議長として５年市政の振興に努

められ、その功績は著しいものがありますので、第８５回定期総会に当たり本会表彰規

定により表彰いたします。平成２１年５月２７日、全国市議会議長会会長、五本幸正、

代読であります。どうもおめでとうございました。 

（拍手） 

○議会事務局長（小松清貴君）   最後でございます。２５番、中澤愛水議員、伝達は

石川副議長よりお願いいたします。 

○副議長（石川彰宏君）   表彰状、香美市、中澤愛水殿、あなたは市議会議員として

１２年市政の振興に努められ、この功績は著しいものがありますので、第８５回定期総

会に当たり本会表彰規定により表彰いたします。平成２１年５月２７日、全国市議会議

長会会長、五本幸正、代読です。おめでとうございます。 

（拍手） 

○議会事務局長（小松清貴君）   以上をもちまして、全員の方に表彰状の伝達が終わ

りました。 

  ここで、２３番、坂本 節議員より議員表彰者を代表してあいさつをお願いいたしま

す。 

○２３番（坂本 節君）   坂本でございます。このたび６名の者が議員を長年勤続と

いうことで表彰をいただきました。不肖、私年長ということで、代表しましてお礼のご

あいさつを申し上げたいと思います。 

  私個人のことになりますけれども、いたずらに期間を長く務めたということだけであ

りまして、十分市民の皆様方、執行部の方にとりましても十分な活動ができたというよ

うには考えてはおりませんけれども、期待に沿えることを目指して懸命に努力はしてま

いりました。私ども議員というのは、やっぱり一般市民の代表として、ほいて執行部に
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対する、一番には議会活動が重要でありますが、四六時中議員というのは、議員活動と

いうのはつきまとうわけでありまして、議員に就職するともう年じゅう息を抜く間もな

いというのが実態であろうと思います。 

  それと、前に席をとられております執行部の皆様方も、個人としては同じ市民であり

ます。ただ、職務は違う関係上、職責につくと一般市民とは違うところがありまして、

それで行政の責任者としての責任を問うということでもありませんが、市民の代表とし

て私どもは懸命に執行部の皆さん方に対して意見をいたしてきたわけであります。時に

は失礼なこともあったかと思いますけれども、それも真剣に議員活動、議会活動をする

が上のことであったというようにご理解をいただきまして、ひとつお許しをいただきた

いと思います。もう私どもも先はわずかでございます。ですが、議員としてその職にあ

る限りは全力で今後も尽くしてまいりたいと思いますので、どうか今後におきましても

何かとご指導、ご鞭撻をお願いいたしたいと思います。 

  後になりましたが、私どもがこれまでに務めてくることができましたのも、一番には

市民の皆さん方の支援、そして応援のたまものであります。それがなくてはやはりこの

議席に着くことはできないわけであります。そして執行部の皆さん方の指導、そして

我々が議員として何とか無事に、そこそこ満足はできなくても認められる程度の活動が

できることによってこれまで務めてこれたことであろうと思います。そういう点で市民

の皆さん方、そして執行部の皆さん方に心より重ねて御礼を申し上げまして、言葉は足

りませんがお礼のごあいさつといたします。どうもありがとうございました。 

（拍手） 

○議会事務局長（小松清貴君）   ありがとうございました。被表彰者の議員の皆様に

おかれましてはこれを１つの節目とされ、ますますご精進されますようご祈念を申し上

げます。議長が被表彰者ということで、私のほうで進行させていただきました。 

○議長（中澤愛水君）   以上で表彰状の伝達を終わります。 

  これで本日の日程はすべて終わりました。 

  次の会議は６月２３日火曜日の午前９時から開会をいたします。 

  本日はこれで散会をいたします。 

  どうもお疲れでございました。 

（午前１１時１２分 散会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分） 

○議長（中澤愛水君）   ただいまの出席議員は２４人です。定足数に達していますの

で、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程に入る前に報告をします。８番、小松紀夫君は親族の葬儀のため欠席という

連絡がありました。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして、順次質問を許します。 

  １５番、依光美代子君。 

○１５番（依光美代子君）   おはようございます。１５番、依光美代子でございます。

通告に従って５項目について質問をさせていただきます。 

  最初に、女性特有のがん検診についてお尋ねをいたします。前議会ではがん検診全般

について質問をさせていただきました。今回は特に女性特有の子宮がんと乳がん検診に

ついてお伺いをいたします。 

  質問に入る前に、本市の状況について少し説明をしながら質問に入りたいと思います。 

  前議会では、子宮頸がんが若い女性に増加しているので早急な対策が必要ではないか

ということで質問をしましたが、本市には若い人には該当者がいないとの答弁でした。

該当者がいないのではなく、検診を受けている人が大変少ない状況がわかりました。特

に若い人の受診者数は、昨年、２０歳から２９歳の対象者は１,０３７人に対してたっ

たの１９人、１.８％でした。３０歳から３９歳の対象者は、１,０２５人に対して６０

人でした。５.９％です。それでもその前の平成１８年、本市ではがん検診は隔年で子

宮がん、乳がんと交代でやっておりますので、その前回よりは少しずつ上がってきてお

ります。昨年の受診率は１４.９％でした。しかし、高知県と比べると少し低い状況で

した。県内では昨年受診により子宮頸がんが１０人発見され、そのうち２０代から３０

代の該当者は３人でした。全国でこの子宮がん患者数が年間約７,０００人と推測され、

そのうち約２,４００人が亡くなっているということを聞いております。今回、国はこ

の若い女性に検診を受けやすいようにと支援を打ち出しております。 

  さて、次に香美市の乳がん検診の受診率はどうでしょうか。平成１７年より視触診か

らマンモグラフィー検診に変更されました。担当課の努力もあり、２つの検診ともに少

しずつ受診率が向上しております。平成１７年より前回の平成１９年の受診率は２

１.６％と上がってきており、全国平均より少し高くなってきております。高知県では、

従来の視触診に加えマンモ検診との併用検診をすることで、以前に比べがんの発見者は

四、五倍に上がったということを聞いております。また、欧米ではこのマンモ検診を国

を挙げて推進し、受診率は七、八割と高く、乳がんによる死亡は減少しておりますが、

日本ではまだまだ２割弱と低く死亡者はふえ続けております。全国的に乳がん罹患者は

増加傾向にあり患者数は約４万２,０００人と推定されていますが、実際には６万人は
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下らないと言われております。特に５０代後半が患者数のピークと言われております。

ここにいらっしゃる皆さんの奥さんは大丈夫ですか。検診を受けておりますか。 

  がんは決して怖いものではありません。早期に見つかれば完治は可能です。そのため

にも検診が大切です。現状のように女性特有のがん検診の受診率が低いということで、

今回、国の補正で特に女性の健康支援のために健康手帳と子宮がんと乳がん検診の無料

クーポン券の配付を決めました。今年の香美市の女性がんの検診の予定は乳がんのみと

なっております。ぜひこの制度を利用して、子宮がん検診もあわせてできませんか。日

ごろより担当課は受診率をいかに上げるかの大変な努力をしていますが、この制度を活

用することでより多くの女性に検診の大切さを意識づけるチャンスとなります。より効

果を上げることができると考えますが、いかがでしょうか。 

  また、この制度は１年限りと聞いておりますが、より効果を上げるためにも無料クー

ポン券配付の対象者の枠を広げることはできませんか。お隣の香南市では単独事業とし

て取り組むことを決定されました。この制度を活用することで市の負担も余りかけずに

女性の健康支援ができると考えますが、香美市としていつからどのように取り組むのか

お伺いをいたします。 

  がん検診についてもう１点お伺いをいたします。がん検診は早期発見、早期治療のた

めに行うものと思いますが、受診後、要精密検査となった人に対してはその後どのよう

にしておりますか。 

  以上、女性特有のがん検診についてお聞かせをください。 

  ２つ目に、健康まつりについてお伺いをいたします。 

  昨年の健康まつりは新たに体力テストなどを取り入れ盛会でしたね。アンパンマンミ

ュージアムがあるということで例年より多くの親子連れを見かけました。今年はどのよ

うな取り組みを計画しておりますか。 

  近年、子どもの体力低下を言われておりますが、こういった機会に児童・生徒が健康

への関心が芽生え、楽しく参加することで自分の体力を認識できるような体力測定や親

子で楽しめる軽スポーツなどができないでしょうか、お尋ねをいたします。 

  ３つ目に、美術館の企画についてお尋ねをいたします。 

  昨年秋に開催された第２０回企画展「古仏との対話－井上芳明と土佐の仏像－」には

連日たくさんの来館者がありました。３８日間で県内外から１万３,８２４（後に「１

万３,８２８人」と訂正あり）人の来館者がありました。美術館の帰りには市内で食事

をする人、包丁や新鮮な野菜を求め買い物をする人、市内を散策する人など、あの時期

は市内ではちょっとしたにぎわいがありました。また、タクシーを利用された方も多か

ったとタクシーの運転手からも聞いております。まさに美術館がまちの活性化に一役買

ったと言えます。昨年、平成２０年度の入館者数と売り上げ、収入額はどれぐらいあり

ましたか。また、今年の入館者数はどの程度を予測しておりますか。後半の企画はどの

ような計画を考えておりますか。お聞かせください。 
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  今、全国的に仏像に関心が高まりブームとなっております。仏像展は集客力が見込め

ますので、前回のような重要文化財クラスは難しいと思いますが、何か新たな仏像展を

企画することはできないでしょうか、お伺いいたします。 

  続いて、財政面でお尋ねをいたします。 

○議長（中澤愛水君）   依光議員、先ほどの通告書で「古仏」が「物」になっており

ますが、「仏」じゃないですかね。通告書、「物」が古い仏（「古仏」）やないかね。 

○１５番（依光美代子君）   古い仏（「古仏」）。 

○議長（中澤愛水君）   ミスプリやね。 

○１５番（依光美代子君）   通告は「物」になってます？ 

○議長（中澤愛水君）    そしたら通告書のほうを訂正してください、古い仏（「古

仏」）に。ミスプリがありましたので訂正をしておきます。 

  続けてください、どうぞ。 

○１５番（依光美代子君）   続いて、財政面でお尋ねいたします。 

  毎年財政難ということで経費が削られていますが、美術館には交際費の科目が必要で

はないですか。なぜならば、新しい企画を計画しようとするならば、作品をお借りする

ための交渉時には作家宅を訪ねるときは手土産の１つも必要です。そして、作家が下見

に来てくださったときは食事の１つも差し上げ、帰りにはお土産も必要ではないですか。

作家より作品を無料でお借りしようと思えば、やはりそれなりのことをしないと続いて

いきません。よりよいものを企画しようと思えばある一定の経費は必要と考えますが、

市としてはどのように考えますか、お伺いをいたします。 

  続いて、遍路道を生かしたまちづくりについてお伺いをいたします。 

  先月、（香川県）高松市で国土交通省四国整備局の呼びかけにより、お遍路を活かし

たまちづくり・地域づくり推進のための連絡調整会議が開催されました。会への参加対

象は、霊場もしくは沿道の市町村、県・国の関係機関、ＮＰＯなど関係団体でした。高

知県では２１市町村で香美市も含まれておりました。この関係者が一堂に集まり、四国

は一つという理念のもと四国４県が連携し、霊場周辺の町並みや遍路道の保全や整備、

景観形成を進める方針と聞いております。 

  遍路道を生かした地域を元気にする事業実施に向け、各県で作業部会をこしらえ、具

体策を議論し取りまとめを行い、それを四国４県で合意形成を図り、平成２２年度以降

より随時事業化していくと聞いております。香美市では沿道で独自に活動している地域

がありますが、これらを利用して何か支援の方法があるのではないでしょうか。 

  香美市は当日欠席したと聞いておりますが、なぜ出席できなかったのでしょうか、聞

かせてください。今後もこの会は引き続き行われますが、今後の対応はどのようにする

のでしょうか、お尋ねをいたします。 

  最後に、給食費についてお尋ねをいたします。 

  児童・生徒の給食費の滞納については、議会でもたびたび議論し、収納管理課の皆さ
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んが日夜訪宅を重ね、大変なご苦労のおかげで改善されつつあります。今回は児童・生

徒ではなく学校関係職員、いわゆる学校給食を食べているすべての職員について伺いま

す。合併時から現在までの納入状況と過去の滞納状況についてあわせて聞かせてくださ

い。滞納があれば、どのような事情で滞納になり、その滞納に対してどのような対処を

してこられましたか。現在この滞納は、ひょっとすると解決されておるかもわかりませ

んが、わかればその滞納期間が、どれぐらいの月日がたって納金されたとか、そういう

ことがわかりましたらお願いをいたします。そして、平成２１年度に入りまだ数カ月で

すが、給食費の納付期限が過ぎても入金していない職員はいませんか。それに対しては

どのように取り扱いをしていますか。 

  また、過去に滞納になった者の雇用体系別に教員が何名、臨時、パートがそれぞれ何

名かについてもあわせて聞かせてください。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   おはようございます。依光美代子議員さんの

女性特有のがん検診についてお答えをいたします。 

  今年度、子宮がん検診も実施できないかについてお答えいたします。 

  ご存じのとおり、香美市は隔年で子宮がん、乳がん検診を実施しています。今年度は

乳がん検診実施年です。ご指摘の子宮がん検診実施につきましては、検診実施機関等と

の協議が必要です。予算措置も必要ですので、現時点で実施するかどうかは明言はでき

ませんが、子宮頸がんの国庫補助金もありますので、今回対象の方々には検診をしてい

きたいと考えています。目安として来年１月から２月の休日検診を予定しております。 

  また、無料化の枠拡大については、今の財政状況では困難ではないかと考えますけれ

ども、関係部署と協議をしてみます。 

  検診の取り組みについてですが、７月１４日から始まります乳がん検診につきまして、

クーポン券等の発行はまだ間に合っておりません。対象者に対する自己負担金は、償還

払い方式でなく徴収しない方向で事業を進めていく予定です。既に乳がん検診を申し込

まれている対象の方々には、受診票にお知らせチラシを入れまして無料であるというこ

との広報をしていきます。検診の申し込みをされていない対象者の方々には、再度受診

勧奨と今年度無料で受診できることを個人通知する予定です。 

  それから、精密検査の指示の出た受診者の方々にはどういう対処をというご質問です

けれども、必ず通知をしましてその（精密検査の）結果をいただいております。医療機

関からの結果を見て対処をしておりますが、それが届かないときには必ず対象者の方に

お電話をしたりとかということで保健師がその後追いはやっております。 

  それから、健康まつりについてお答えをいたします。 

  健康まつりは旧町村で持ち回り開催しています。昨年度は香北町で実施しまして、雨

天にもかかわらず約３００名の参加がありました。今年度は物部町で１０月１１日日曜
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日に開催する予定で準備をしております。おっしゃるとおり昨年度は体力テストを取り

入れましたが、今年度はメタボリックシンドロームに着目した検査を予定しております。

さらさら血液、どろどろ血液の測定や、脳年齢計ＡＴＭＴで脳年齢をチェックするなど

を予定しています。 

  親子でも高齢者でもどなたでも楽しめる軽スポーツとしては、恒例の健康ウオーキン

グを保険課と共同で企画しています。物部町の湖水（永瀬ダム）を１周する予定です。

議員の皆様もぜひ参加くださいませ。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   教育次長、鍵山仁志君。 

○教育次長（鍵山仁志君）   依光美代子議員の美術館の企画についてお答えをいたし

ます。 

  香美市立美術館、第２０回の企画展「古仏との対話」につきましては、多摩美術大学

の青木准教授監修のもと県内９つのお寺さんの協力を得まして、重要文化財６体を含む

２５体の仏像と仏像写真とのコラボレーション展を開催をいたしました。３８日間の会

期中１万３,８２８人、１日平均３６３.９人と多くの来館者がありました。１回の企画

展といたしましては過去最高の動員数となっております。本展は特にリピーターが多く、

中には６回目という方もございました。また、県内のみならず本州からの来場者も多く

見られた展覧会でありました。会期中は、高知新聞社での新聞によります連載など報道

関係も大きく注目したことによりまして多大な宣伝効果を生み出し、県内外における当

館の認知度も上がったように思われます。 

  ご質問の平成２０年度入館者につきましては２万１,９２４人、収入額が５８３万

６,８５０円でございます。それから今年の入館者目標につきましては、約１万１,００

０人を目標としております。今年後半の企画につきましては、第２５回企画展、これは

「岩井王山と絵金」ということで７月７日から８月９日までの３０日間開催をいたしま

す。次に、第２６回企画展、これは「第３９回世界児童画展・四国展」でございまして、

８月１５日から９月１３日までの２６日間開催をいたします。次に、第２７回企画展に

つきましては、「土佐の熱き芸術家たち」ということで、前期が明治、大正から昭和へ

かけての作品でございまして、９月１９日から１０月２５日までの３２日間、後期につ

きましては昭和から平成へかけての分でございます。１１月７日から１２月２０日まで

の３８日間でございます。それから第２８回企画展、特別展「筒井広道追悼展」という

ことで（平成２２年）２月１３日から３月２８日までの３８日間開催をいたします。 

  次に、新たな仏像展についてでございますが、昨年開催した「古仏との対話」では過

去最高の入館者数を記録し、来館者からもぜひもう一度開催をしていただきたい、そう

いうふうな声が多いわけでございまして、重要文化財指定の展示につきましてはご質問

のとおり難しい問題がございます。それ以外の仏像を展示する形で、来年２回目の展覧

会を現在企画検討中でございます。 
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  それから、最後に財政面で予算がなければ新たな企画展は難しいのではないかという

ご質問でございますが、平成２１年度から枠配予算になっておりますのでなかなか予算

的には厳しいものがございます。ある一定採算が見込まれるところの展覧会につきまし

ては何とか準備はできますが、そのほかにつきましては、基本的にこの文化施設という

のは、地方の小さな市におきましての展覧会というのは非常に入館者が少なくて採算性

がとりにくい状況がありますので、知恵を出して企画展を年５回、あるいは年６回打っ

ていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   おはようございます。依光美代子議員のお遍路道を生かした

地域づくりについてお答えをさせていただきます。 

  この第１回お遍路を活かしたまちづくり・地域づくり推進のための連絡調整会議の開

催につきましては、私あてにご案内をいただきました。５月２１日に香川県で行うとい

うことで、この趣旨としましては、現在策定中の四国圏広域地方計画において、遍路を

生かしたまちづくり、地域づくりが、四国霊場八十八箇所と遍路文化により地域をつな

ぐプロジェクトとの位置づけをしていることから、このことを踏まえ、その趣旨、目的

等を達成するためにお遍路を活かしたまちづくり・地域づくり推進のための連絡調整会

議を設立をするということでのご案内でございました。 

  欠席した理由につきましては、別に他意はございませんが、ちょうどこの日重要な日

程が入っておりましたので私は欠席をさせていただきました。高知県２１カ市町村にご

案内があったようですが、うち８カ町村が出席をしたということを後でお聞きをいたし

ております。 

  なお、本市には霊場はございませんけれども、お遍路道としてその認定がされておる

道路があるわけです。その中で地域の皆さん方から、特に松本地域でお遍路の道を整備

をされるなど、また同時に休憩所を浄財を集められて整備をされるなどボランティア活

動をしてくださっておる方々がおいでになるわけです。そうした方々の思い、意思とい

うものを大切にさせていただくということも大事でございます。今後行政としてどのよ

うな支援ができるのか検討もしていきたいと思いますが、なお、この会議の内容につき

ましては、後日整備局からお見えになられるということの連絡があっておりますので、

またその中で検討もしてまいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   収納管理課長、阿部政敏君。 

○収納管理課長（阿部政敏君）   依光議員の給食費について、学校関係職員の給食費

について合併時から現在までの収入状況、滞納状況、滞納者への対処についてというこ

とで答えさせていただきます。 

  学校給食費は、８月を除き毎月納付義務者に請求がされまして、月末が納期限となっ
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ております。納期ごとに滞納者に対して督促状を納期限後２０日以内に送るようにして

おりますが、この督促状は一度送達をされます。督促にかかわらず納付がされない場合

には、毎年２回６月と１２月に催告書を送達をしております。 

  平成１８年度の合併時から現在に至るまでの滞納繰越は平成１８年度と平成２０年度

に各１件あっておりますが、次年度におきまして電話や臨戸、学校に出向き指導するこ

とによって完納がされております。現時点は滞納がない状況になっております。なお、

滞納整理につきましては、各給食センターと情報を共有しまして対応をしております。

そして、催告書が送達された者の年度別の人数は、平成１８年度が７名、平成１９年度

が２名、平成２０年度が６名となっております。そして、平成２１年度が始まっており

ますが、４月の給食費について督促状が出た数は教員を含め１３名、５月分について５

名となっております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   学校給食センター所長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田 隆君）   おはようございます。依光

美代子議員のご質問にお答えします。 

  給食費のことですけれども、学校関係職員については、県費負担教職員、市の用務員、

給食センター職員、市の臨時職員等、平成２０年度合計２７６人に給食を提供している

ような状況です。数カ月分が滞納になったケースもあり、その都度、直接本人と会った

り電話連絡する等で納入を促しているという状況です。 

  合併後ですけれども、教職員１人、学校用務員１人について滞納繰越となったケース

があります。公務員としての自覚の不足、保護者や地域住民への信頼を損ねるもんであ

りますし、このようなことがないように厳重に注意してやっていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １５番、依光美代子君。 

○１５番（依光美代子君）   １５番、依光美代子です。２回目の質問をさせていただ

きます。 

  それぞれに丁寧なご答弁ありがとうございます。 

  それでは、最初に女性特有のがん検診についてお尋ねをいたします。 

  うちの女性用のがん検診は隔年でやってるからなかなか難しい。しかしながら、そこ

を何とかいい方向でも、また相談もし検討をしてくださるということで、ぜひこういう

チャンスを利用すると、やはりそこに配布される、お知らせが行くことで、やはり検診

の大切さっていうことを認識される方も多いかと思います。それと、子宮頸がん、前回

でも言ったようにやはり若い人ががんなんか関係ないって、まだまだ大丈夫よっていう

意識があろうかと思いますので、せめてその対象者に（検診を）やられたら随分意識啓

発にもなって、やはり女性が元気に暮らしてくださる、それと、やはり少子化が言われ

ておりますので、子どもを産みたいと思ったときに産めない体になるほどつらいことは
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ないと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。 

  それと、（無料化の）対象枠のこともなかなか財政的に厳しいということですが、こ

の対象者数、昨年で見ても、経費としてこの受診率から考えてもそれほどたくさんの費

用をかけずに、負担をかけずに健康支援ができるのではないかと思いますので、なおも

う一度その辺のご答弁をお願いをいたします。 

  それと、無料クーポン券を今回配付をなさいますよね。償還払いでなく徴収の方法で、

あっ、反対、ごめんなさい、やられるということですが、そのクーポン券配付して受診

率をどれぐらいに持っていけれるかなということを思ってるでしょうか、お聞かせをく

ださい。受診率の目標設定するに当たりこんなことをやるとか、何かそういうためのこ

とを考えておればお聞かせをください。 

  そして、もう１点、受診の後の要精密検査、あとフォローしてくださっているという

ことで先ほどご答弁をいただきました。ちょっと私気になりまして、毎年いただく保健

センターのあれで見ますと、平成１８年まではずっと要精密検査の方ほとんどっていう

か、わかってるんですよね、異常があったとか、がんであったとか、がんの疑いがある

とか、その他の疾患であるとかっていうのが、平成１９年、平成２０年とどちらの検診

についても未把握で全くわかってないっていう数字が出てるので、そこの何かやり方を

変えられたのかな。もし、もうそこまでなかなか職員が少ないからできないとか何らか

あるのでしょうか。やはりこの後追いがすごく大事になると考えますが、課長はどのよ

うにお考えでしょうか、お願いをいたします。 

  それから、健康まつり、この次は物部でやられるということで、物部の自然の中で健

康ウォークなんかすごくいいと思いますので、そのときにぜひ子どもたち、子どもが参

加できる、せっかくのあの自然の中でやられるから、あの河原を使って何かできればす

ごくいいんじゃないかなっていう、やっぱり自分たちの、地元の物部の子どもたちもそ

うですけどやはりこの山田町の子どもたちが、やっぱり自分たちの香美市になって、そ

れを知る１つのきっかけにもなるんではないかと思う。それから楽しんでいろんなこと

をすると健康への芽生え、体力もまたついてくるきっかけにもなると思いますが、再度

よろしくお願いいたします。 

  企画展についてお伺いします。 

  済みません。先ほど私が質問を、訂正させてください。古仏展に県内外から１万

３,８２４人ということを申しました。次長のほうから「８２８人」でしたので、

「４」を「８」に訂正したいと思いますのでお願いをいたします。 

  今年の入館者は１万１,０００人を目標にされてるということで、また、次に仏像展

を計画をしてくださるということで大変私もうれしく思います。私もとっても仏像展が

好きでお寺へ仏像を見に行ったりもするんですけれども、本当に今全国的に仏像に関心

がある人が多い。えっ、こんな方がっていう若い人までもがすごく関心を持って行って

るから、来てもらうことでまたまちの活性化の役目も大きく担っていけるんではないか
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思いますのでぜひよろしくお願いをいたします。 

  それから、財政面でですが、本当に大変な中ご苦労してるっていうのをよくわかりま

した。けど、先ほどの答弁によったら、採算性とれるものに対してはまた別建てで考え

てくださるということですので、ぜひそれをお願いいたします。前回やられた仏像展で

の収益っていうのはかなりあったんではないかと思います。それで、あれだけたくさん

のお寺さんに来ていただくっていうことは、館長が何度も何度も足を運び、そしてまた

仏像を出すということで、仏像を出すに当たっては魂を抜く、持ってこられて、またそ

こに置いてあっても毎日お寺さんが通ってくださったりしてましたよね。そのときにご

厚意に甘えるばっかりじゃいけませんよね。やはりせっかく来てくださったらお食事な

りお茶なりしたりとか、やはり交通費程度のものはしていくべきではないかと思います。

本当に皆さんのご厚意のおかげで前回の企画展が成り立っておりますが、それは日ごろ

のおつき合いもあるし、それから、１回であったらそれは可能ですけどこれから続けて

いこうと思えば、やはり最低限の経費っていうのは必要でないかと思います。それとや

はり、あの仏像展をやったことで、先ほど次長が言われましたようにやっぱり県内はも

とより県外からも、香美市の田舎の小さな美術館でこれだけのものができるかっていう

ことですごく全国に名前が広まりました。また、今回やってました陶器のあの展示会も、

「日曜美術館」ですかね、ＮＨＫの放送で朝たまたま（テレビを）つけたらやってまし

て、もうその終わりの最後のほうでしたけどわあっと思って、そしたらその後大阪の友

達から今度、テレビ見たんだけどこうこうして帰るから、その期間内に行けたらいいけ

どちょっと無理かな、香美市っていいものをしてるねっていうようなお話があったよう

に、香美市の美術館っていうのはすごく今評価をされておりますので、これまちづくり

の１つとしてもやはり大事にしていくっていう観点でとらえていったら、香美市にとっ

ても大きな役割を担っていると思うんです。その辺はどのようお考えでしょうか、お願

いをいたします。 

  収益についても、なお繰り返し言って申しわけないですが、採算性のとれるものに対

してはぜひ必要経費を上乗せをできないか、再度お願いをいたします。仏像展をしよう

と思えば、やはりそれはもう個々のお寺を何度も訪ね、そして、（仏像展を）していく

から大事な仏像も貸してくださるということもありますから、普通の行政の事業の中で

は考えられないことだと思いますが、やはりよりよいものにしていくためには最低限の

必要な経費だと思いますのでご答弁をお願いいたします。 

  そして、続いて遍路を活かしたまちづくり（の会への参加）ということで、大変失礼

をいたしました。市長が大変お忙しいということで、重要な会があったということでご

欠席ということで失礼をいたしました。本当に市長は大変だと思います、すべての会に

出席するのは。また、どなたかがかわられて出席されてもいいんではないかと思います。

今回会へ出席した方からちょっとお話を伺いまして、そしたら今回高知県の欠席された

自治体が多かった。その理由は何だったかっていうと、交通費がないからっていう自治
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体が多かったっていうようなことをお聞きしました。私もひょっと本市も同じかなと思

い今回質問をさせていただきました。 

  実は庁舎内で少し気になることがあります。いろんな声があっても経費削減というこ

とで、交通費のかかるものはまず出席が難しいという声をよく聞きます。確かに財源の

ない中でやりくりは大変だということはよくわかりますが、会へ出席する、現場へ足を

運ぶことで、そこでの人との出会い、それは将来への人脈となります。情報、体験すべ

てがその人を育てます。人材はほうっておいても育つものではないと思います。財政難

であればあるほど人材育成が必要ではないでしょうか。せっかくのチャンスを逃してい

るのではないかと心配をします。市長もよく言われる住民と協働、これを実行していく

には住民をその気にさす人材が必要です。財源がなければ人を育てであります。それぞ

れ独自で活動している地域が継続して活動できるように、活動に必要な情報を提供する

支援が行政の役目であり活性化にもつながると思います。いろんな会へ行くことでいろ

んなまた情報も得られると思うがです。それぞれの地域でいろんな活動が、独自で頑張

ってる活動地域があると思うんです。そうしたときにそういう情報を知ってたら、あっ、

これここにいいんじゃないかなっていうようなことができるんではないかと思います。 

  今回これを１つに質問をさせてもらいましたけれど、その辺が私が非常に気になって

今回質問に上げさせていただきました。いろんなまた情報を、得たことを地域の支援に

生かすためにも、やっぱりこのまちでどこでどんな活動があるかいうことをどっかの課

１つの、今担当課によってそれぞれ分かれてますけれど、それが、その会の趣旨という

か、ちょうど（会が）バッティングするときがあるんですよね。わからない、どこか１

つでそういう活動を把握できるようなシステムができないものでしょうかと思いますが

いかがでしょうか。 

  人材育成の観点からもやはり会への参加を見きわめて、交通費も必要経費として見直

しが必要ではないかと考えますが、市長はどのようにお考えでしょうか。 

  最後に、給食費についてお尋ねをいたします。 

  先ほどの、確かに今はもう滞納は克服をされてるということでしたが、催告書を送っ

たという予想外の数値に驚きです。先ほども課長が言われたように、行政に携わる者が

こんなことでいいんでしょうか、考えられないことです。職員として住民のお手本とな

るべき者が、行政の職員に滞納があることが住民に知れると、収納管理課が幾ら一生懸

命努力をしても、職員が払わないものを払うかということになるのではないでしょうか。

仮にも、先ほど聞きましたら、今回平成２１年度に入って４月が１３名、５月が５名、

確かにお仕事が忙しくてうっかりとかいうことがあるかもわかりません。しかし、行政

に携わる者として当然わきまえるべきことではないですか。仮にもこの方たちは教育者

ですよ、子どもたちにどんな顔をして授業をしているでしょうか、常識では考えられな

いことが平然と見過ごされているのですね。 

  この過去に上がった方、現在、本年度に入っても、それぞれ納期になっても支払われ



 

－13－ 

てない方、こういう方たちには給食費以外でも他の税などについてもあるんではないで

しょうか。それに関してはあるかないかで結構です、聞かせてください。 

  それから、今お聞きをしてて感じたことですが、職員さん納付書で給食費は入金をし

ているんですよね。これだけ口座振替をいろんな集金に対して住民の皆さんにお願いを

しているんですけれど、職員に対してはどういうような対応をしてきてるのでしょうか、

お尋ねをいたします。 

  それから、過去の滞納者についてですが、その中に教員が１名と用務員さん、用務員

さんって多分今でしたら臨時契約というかそういうような契約であったかと思いますが、

臨時であれば１年契約ですよね、滞納があれば再度の採用は見送るべきではないですか。

任用責任はだれにあるんですか。少し私心配する、こういうことがおざなりにきてる、

この過去滞納があった職員さんには、先ほども言いましたが給食費以外に保育料や税な

どの徴収にも滞納があるのではないか、今お話聞いててそのようなことを感じました。

ぜひ、（滞納が）あるかないかで結構ですのでお聞かせをください。 

  そして、このような滞納状況について、その都度教育委員会は報告をされております

か、教育長のほうに、そして学校長のほうに報告されておるのでしょうか。以上、お尋

ねをいたします。 

  以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   依光美代子議員さんの２回目のご質問にお答

えをいたします。 

  対象枠の件、無料クーポン券が交付されなくても受診できる件は、ご理解をお願いし

たいと思います。 

  それから、受診率の設定ということですけれども、平成１９年度の乳がん検診が２

１.６％でした。ですので、全体として２５％の受診率を目指したいと思います。なお、

国が申しております受診率は、今度の対象の方、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６

０歳、香美市の対象者でいいましたら９７３人のうちの５０％を目指しなさいと、そう

いう指導があっております。 

  それから、がん検診の精密検査の後追いということですけれども、保健センター運営

協議会の資料を作成するときには３月末ですので、精密検査の結果が一部は出ておりま

すけれども、一部出てない関係で資料の中へ精密検査の状況を入れておりません。職員

に聞いた結果、精密検査は必ず後追いの調査をして、結果については把握をしておると

いうことです。 

  それから、健康まつりの子どもの参加ということですけれども、今回物部で合併後初

めて実施する健康まつりですので、１回目の職員同士の協議を１回しただけですので、

委員さんのご意見を次回の会のときに諮ってみるようにいたします。 

  以上です。 
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○議長（中澤愛水君）   教育次長、鍵山仁志君。 

○教育次長（鍵山仁志君）   依光美代子議員の２回目のご質問にお答えをいたします。 

  新たな仏像展の開催におきまして財政面での苦労があるということで、特別枠といい

ますか、予算はあるかないということでございますが、確かに館長さんはその仏像展に

おきましてお寺さんへの配慮とかいろんなところでご苦労はされておるとは思いますが、

基本的にそういうお接待とかいう部分につきましての費用はございませんということで

初めからお話はさせていただいております。そういうことで、来年予定されております

仏像展におきましての特別枠ということにつきましては、この前の運営審議会の中でも、

財政課長もちょうど委員さんでありまして、その中でも特別枠はないということで館長

さんにもお話をしております。ただ、入館者の予定というのがどれくらいあるかによっ

て、それに入ってくる特定財源、収入ですね、これに見合う企画展は可能であると思い

ます。そういうところの企画をしていきたいというふうに思います。 

  それから、最低限の経費は必要であって上乗せはできないかということは先ほど言い

ましたが、年間５本とか６本とか企画展を打ちます。その中で昨年の仏像展のように人

件費を除いた収入では採算が、実は大体とれるぐらいの入館者があっておりますので、

それを年間５本も６本も打つということになりますと大変な労力になりますので、それ

は無理かと。少なくても年間１本ぐらいはそういうふうに採算がとれるベースの企画展

は考えていかなければならないんではないかというふうには考えております。 

  それから、まちづくりの１つとして必要性はどのように考えているかということでご

ざいますが、実は企画から展示会までの期間でいいますと、１つの企画展で約２年から

３年かかります、準備に。ということは、その間にいろんな人のつながり、それから協

力を得ながら多くの人を巻き込んで、開催に向けて準備を進めていきます。その中でや

はりだんだんと口コミで広がっていくと。それで入館者数もそれに応じてふえてくる。

それから、やはり報道関係者の方々の協力が大変必要になってきます。高知新聞社さん

の連載とか、あるいは四国のＮＨＫの松山放送局でのピーアール活動、そういうもんも

毎回やってくれておりますので、そういう部分でなるだけ市の活性化に結びつけていき

たいというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   依光美代子議員の２回目の質問にお答えをさせていただきま

す。 

  このお遍路を活かしたまちづくりの会につきましては、先ほど言いましたように私自

身重要な日程が入っておりましたので欠席をしました。参加をしなかった市町村の中で

は経費がないからというふうな理由もあるようですが、私は経費がないから欠席をした

というわけではございませんので、その辺はご理解をいただきたいというふうに思いま

す。 
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  また、職員の研修やまた私の会議などにつきましても、経費の削減とはまた違った意

味で参加をしなければならない重要な会議、あるいはまた研修等につきましては積極的

に派遣をし、また出席をするようにいたしております。しかしながら、私に対しまして

のいろいろな会議、あるいはまた組織からのご案内は、（１）日のうちに３つも４つも

来るときもございます。恐らくそれ全部行きよったら庁内におるのは半分もないろうと

思います。そういう中で、やはり内容を見きわめていく、そしてその中で決定をしてい

くというふうにいたしております。私出不精でございますので、はっきり言ってあんま

り重要でないと思われる会には極力出席をしないようにいたしております。 

○議長（中澤愛水君）   収納管理課長、阿部政敏君。 

○収納管理課長（阿部政敏君）   依光議員の２回目のご質問にお答えさせていただき

ます。 

  学校関係者におきます口座振替の状況でございますが、一般の方と同じように口座振

替のお願いはずっとしておりますが、そうでない方も現在あります。 

  それと、学校関係者のその他の市の徴収金でございますが、滞納繰越されている方も

中にはあります。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   学校給食センター所長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田 隆君）   依光議員のご質問にお答え

します。 

  給食費の件ですけれども、滞納繰越となったケース、教職員１人、それと学校用務員

１人という報告をいたしました。その学校用務員さんは臨時の方です。正規の職員の用

務員さんもおられますが、臨時の用務員さんについては委託契約から臨時職員として辞

令を出しているというようなところです。臨時さんといいましても模範とならなければ

ならない方なので、さらにまた指導もしていきたいと思います。また、新たな人を採用

する場合には、滞納の状況とかも判断しながら検討していきたいと思います。 

  それと、滞納の状況についてですけれども、教育長、校長先生とかは連携もとりなが

らやっておりますし、やっていかなければならないと思ってます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １５番、依光美代子君。 

○１５番（依光美代子君）   １５番、依光美代子でございます。３回目の質問をさせ

ていただきます。 

  １回目のがん検診についてですが、受診後に要精密検査の後追いもきちっとやってく

ださってるということで、ありがとうございます。ずっと過去なんか見てたときに平成

１８年度までは数値がちゃんと出てるんですよね。平成１９年度から、平成１９年度、

平成２０年度が全くゼロになってることに今回、自分が質問するに当たって調べたとき

にあったもんで、あっ、どうしてかなと思ってちょっと気になりましたので、本当に安
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心をしました。どうぞ引き継いでよろしくお願いをいたします。 

  それから、美術館についてですが、なかなか財政難で特別枠ということは難しいって

いうこと、その辺もよくわかります。だけど、やはりよりよいものを続けていくために

は、そこには最低限の経費として必要ということで私は申し上げてるんですけれど、年

に１本ぐらいは採算性を考えてやっていく。やっぱり目玉になるものをやっていかない

と年々人が来なくなって、そしたら香美市の美術館っていうのは忘れられるがです。や

はりああいうものをやったから、あっ、香美市の美術館次は何やってるんだろうってい

う関心が県内外からでもやはり向いておりますので、それから、昨年に売り上げがあっ

たからその分を次回のその仏像展へ回すっていうことは不可能かもわかりませんが、採

算性がとれるものに対しては、やはり今は館長がご厚意でやってこられたと、けど、そ

の厚意があるからあれだけのものが成り立ったと私は感じます。やはり最低限、不必要

にする必要はないと思います。だけど、よりよいものを続けていくためにはそこの経費、

交際費っていうのはやはりきちっとしていくべきではないかと思いますが再度よろしく

お願いいたします。 

  それから、遍路道を生かしたまちづくりということで、香美市は交通費がないという

ことではなかったっていうことで私も安心をしましたが、ただ、そのときの行った方の

お話からもうほとんどの方がそういう理由だった。ちょうど私もある課でもそういうお

話を聞いたりほかのところでもあったりして、いや、これはすごく大事なことだと。今

回は１つのきっかけとして質問をさせていただきましたが、やはり会へ行くということ

はすごいその人が育っていくがですよね。先ほど市長は言われました、重要でない会は

極力もう行かないようにしていると。それは、市長にとって重要でないって思われるか

もわかりませんけど、その利用価値、後の今後を考えたときにどうなんでしょうか。市

長が行けれないときはほかの人がかわって、またその方もいい経験になるだろうし、独

断ですべてが重要でないと判断をされてるとは思いませんけれど、やはりこれからます

ます人材育成という面で、私はやはりいろんな会へ出席をするっていうことがその人を

育てていくんではないかと思いますので。先ほど交通費のほうも、参加をしなければな

らないものは積極的に進めて行かせているというご答弁でしたが、職員の中からそうい

うような声も聞きますので、そこにちょっと食い違いがあるんではないかということを

感じましたので質問をさせていただきました。 

  最後に、給食費についてでありますが、学校側ともこれからは報告をして連携をとっ

ていくっていうことぜひお願いします。教育者がこういうようなことが子どもたちにわ

かったり、それから保護者もその先生を尊敬できますか？やはり一番基本的なことだと

思う。これは学校関係職員だけではないと思います。先ほど収納課長も言われましたが、

ほかの職員さんの中にもある。それが周りから言われなかったらそのままで今日へ来て

いるという、その現象が見過ごされてきてますよね。私も今回このことを調べゆう中で

いろんな声を聞きました。こんなことではいかないと思うがです。職員っていう行政に
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携わる者として、やはり住民の手本になっていかなければならないと思います。そうし

たときに他の職員に対してですが、（滞納が）あるかないかということを聞きましたが、

（滞納が）あるということでのお答えでしたが、そうすればその滞納のある原課、原課

ではその職員さんの滞納が発生したときにどのよう対応してきたのでしょうか、聞かせ

てください。 

  それから、用務員さんの採用、今後はきちっと採用を、滞納があれば採用を見送って

いく、そういうことも大事やということでご答弁をいただきましたが、ぜひ最後に、市

長のほうにお尋ねをいたしますが、この同じ過ちを繰り返さないためにも任用規則の中

に、やはり臨時職員さんなんかの場合、パート職員とかそういう者に対して新たな職員

採用のときにはわかりましたが、そういう中でやはり滞納がある場合には採用しないと

いうことをきちっとうたっていくべきじゃないかということを１つ思います。 

  そして、もう１件は、（香美市）条例第１１号の第３条のところ、これ香美市の人事

行政の運営などの状況の公表に関する条例ですが、第２条に「任命権者は、毎年９月末

までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならな

い。」これをずっと毎年やられてますよね。その中に任命権者の報告事項というのがあ

ります。その中（第３条）にそれぞれ第１号から第８号まであって、第８号に「その他

市長が必要と認める事項」、この中にぜひその滞納状況、そういうのも報告せよとうた

っていくべきではないかと思いますがいかがでしょうか。そして、全職員に対し滞納に

ついて徹底すべきではないかと考えますが、市長はどのようにお考えでしょうか。 

  以上で３回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   教育次長、鍵山仁志君。 

○教育次長（鍵山仁志君）   ３回目の依光議員のご質問にお答えをいたします。 

  よりよい企画展を続けていくための最低限の必要経費についてでございますが、交際

費等必要ではないかということでございますが、作家さんとかあるいはその方たちの取

り巻きの方につきましては、準備の日あるいは当日の食糧費、これは弁当代になります

けど、これにつきましては食糧費ということで予算計上をしておりますのでそれは出て

おります。それが最低限ということになろうかと思います。ただ、お茶代という分につ

いてはうちのほうは予算化はしておりませんので、あくまでもその準備をしていただい

たお弁当代、あるいは当日の、作家さんたちにとっては当日は必ず来ていただかないき

ませんのでそのときのお弁当代等については、これは食糧費で予算計上して支出はして

おります。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   依光美代子議員の３回目の質問にお答えをさせていただきま

す。 

  会議の出欠につきまして、私に対しての、参加をするべきものを私の個人の判断で
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（不参加を）決めるということが行政のマイナスになりはしないかというふうなご質問

の内容であったかと思いますが、それも十分に加味した中での決定をしておるというふ

うに思っておりますのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

  また、滞納状況につきましては、公務員としてはあってはならないことであります。

そうしたことは当然、現状を踏まえまして職員には徹底をいたします。 

  また、再任用等につきましても、滞納状況等につきましては当然調査等も必要であり

ますので、そうしたことも徹底してまいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   依光美代子君の質問が終わりました。 

  次に、１０番、山崎晃子君。 

○１０番（山崎晃子君）   １０番、くらしと福祉を守る会の山崎晃子です。私は住民

の皆さんの声を大切にし、その思いを真っすぐ届けられるよう丁寧な質問に努力いたし

ます。市長並びに関係担当者から率直で明快な答弁をいただきますよう求めまして、通

告に従い質問いたします。 

  初めに、介護保険制度についてお伺いいたします。 

  介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるという介護の社会化を理念にスタ

ートし、今年で１０年目を迎えました。この間、介護サービスの総量はふえましたが、

構造改革のもとで利用者の負担はますます大きくなっています。さらに、制度は改善さ

れるたびに複雑でわかりにくいものになってきています。そんな中、厚生労働省は運用

による縮減策と制度見直しによる縮減策の両面で介護給付費を抑制し、国庫負担を削減

するための検討をしていたことが内部文書で明らかになっています。その中身は、利用

者負担を１割から２割にふやし、施設の居住費用も増額するというものや、介護保険の

利用上限額を２割引き下げて利用制限を図るもの、さらに住民税非課税世帯でも一定額

の預貯金があれば軽減しないことや、要介護認定者を減らすこと、介護保険の給付対象

者を重度以上に限定することなど具体的な削減策を検討しています。このような高齢者

切り捨てとも言える内容の検討が国民の知らないところで行われていること自体に私は

大きな不安を感じています。今でも高い保険料、利用料の負担に苦しんでいる高齢者が

多い中、このような内容が実施されれば今以上に負担は重くなり、介護サービスを利用

することすらできなくなってしまう可能性があります。現在の介護保険制度は高齢者の

状況などが反映されず、生活実態に合わない方向に進んでいると言わざるを得ません。 

  以上のことを申し上げまして質問に移ります。 

  初めに、在宅介護の現状と実態についてお伺いいたします。 

  冒頭にも申し上げましたが、介護保険制度のスタート時の理念は家族介護から社会で

支える介護へというものでした。しかし、１０年目を迎えた今も家族介護の負担は一向

に軽減されておらず、１年間に１４万人もの方々が家族の介護のために仕事をやめるな

ど、働きながら介護することができない状況に置かれています。また、核家族化が進む
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につれ高齢者が高齢者を介護するいわゆる老老介護の割合がふえ、全体の約半数を占め

ていると言われています。過日、ＮＨＫの福祉ネットワークという番組では、妻が夫を

介護しているお宅で夫を週２回おふろに入れてもらう介護サービスを受けているが、こ

の費用を捻出するために妻は夕食を抜いているという内容の報道がありました。また、

私のもとにも、もっとサービスを利用したいが利用料のほかにおむつ代がかかるので利

用できないという相談などもあります。少ない年金で暮らして、高齢者が介護が必要に

なると日常の生活費のほかに介護に要する費用が重くのしかかってきます。これらの費

用を捻出するためには生活費を切り詰めるほかに方法がなく、まさしく身を削るような

思いで生活をされているのです。このような中、介護を苦にした痛ましい事件もふえて

います。私自身年老いた両親やおばの面倒を見ていますので、介護をされている方の大

変さがよくわかります。それだけに新聞やテレビなどで痛ましい報道を見ると心が痛み

ます。京都地方裁判所で行われた介護疲れから起きた殺人事件を裁く法廷では、裁判官

が裁かれるべきは介護や福祉の制度だと指摘していますが、介護される方の状態、地域、

住居などの状況、医療体制など、それぞれに適した要件が整備されない限り在宅介護の

現状は改善されないのではないでしょうか。香美市の場合、在宅介護をされている方々

が抱える悩みや課題などを把握しているのでしょうか。現状をどのように認識されてい

るのかお聞かせ願います。 

  続きまして、高齢者虐待についてお伺いいたします。 

  厚生労働省のまとめによりますと、介護疲れが原因で起こった高齢者虐待の被害者の

約８割が女性であり、加害者の約４割がその子どもであるとしています。もし男性が母

親の介護をしなければいけなくなった場合、ふなれな家事をしながらの介護になるため

仕事をやめざるを得ないケースも出てきます。こうした場合、生活費と介護サービスの

利用料などの一切を１人で抱え込むことになり、たまりにたまったストレスや不満のは

け口は年老いた親に向けられることが多いのだそうです。私自身以前このようなケース

に直面したことがありましたが、親は我が子から暴力を受けていても他人には隠そうと

するため実態の把握に苦労したことがありました。他人に知られたくないという気持ち

が虐待発見のおくれにつながることもあるのです。虐待を早期に発見するため、そして

虐待をなくすために大切なことは、まず実態の把握を正確に行うこと、そして状況に応

じた対応を的確に行うことだと思いますが、香美市での高齢者虐待に関する把握状況や

対応等の実態はどうなっているのでしょうか、お聞かせ願います。 

  次に、相談窓口の周知についてお伺いいたします。 

  高齢者の中には介護保険制度のことをよく知らない方もおられ、やっと相談にたどり

着いたときには状態がひどくなっているケースが多いという話を介護の現場の方から聞

いています。年を重ねますと耳が遠くなったり、目が見えにくくなったり、いろいろな

面で身体機能に影響が出てくるものです。そのような場合でもよく理解できるように工

夫された方法で周知されるべきだと思いますが、その方法等も含めて周知の徹底はでき
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ているのかお伺いいたします。 

  次に、新認定方式についてお伺いいたします。 

  このことは、さきの３月議会でも取り上げさせていただきました。そのときに調査項

目の見直しで認知症の状態を判断する項目が削除されたことや、認定調査の判断基準が

大幅に変更されたことで関係者からは「本人の身体状況や生活状況がきちんと反映され

るのか。」と不安視する声が上がっていることをお伝えし、対象者や施設等への影響は

ないかとお聞きしました。担当課長からは、変更によって認定の審査が明瞭になると考

えられ、本人や施設等への影響はないと考えるとの趣旨の答弁がありました。しかし、

新たな調査項目、判断基準が与える影響等について十分な検証もしないまま認定作業を

行うことについて、関係団体から新基準では要介護度が軽く判定され従来どおりのサー

ビスが受けられなくなるとの批判がありました。これを受けて厚生労働省は、新制度の

実施から２週間もたたないうちに異例の経過措置を発表するなどの騒ぎがありました。

この経過措置は、新しい認定方式で要介護度が変わってしまった人で、本人から希望が

あれば従来どおりの介護度を認めるというもので、実施期間は検証・検討会の検証が終

了するまでの期間となっています。新しい認定方式が介護度の認定に影響があることを

厚生労働省が認めた結果の措置です。このことに関して、３月議会の影響はないとの課

長答弁と厚生労働省の認識及び対応との違いについてどのようにお考えなのか、課長の

見解をお聞かせください。あわせて香美市の新認定方式での認定状況についても詳しく

お聞かせください。また、この経過措置のことを更新申請者に対してどのように通知し

ているのかもお聞かせください。 

  次に、介護報酬の見直しの影響についてお伺いいたします。 

  介護現場の労働条件は、介護報酬の引き下げなどにより非常に劣悪な環境での勤務を

強いられてきました。そのため離職率が高く人手不足などの問題が出ています。今回の

見直しで国は、４月からの改定で介護報酬が一律に３％上がり介護労働者の賃金が２万

円アップすると言っていましたが、「実際には賃金はほとんど上がっていない。」とい

う声を聞いています。予定した引き上げが実現できなかったことには、加算の条件に合

わなかったり、加算をとるための人員配置が整わない、あるいはそのために人員の補充

をしても割に合わないなどの理由があるようです。また、利用者への影響も深刻です。

現在の介護保険制度では、サービスの充実や利用の増大、介護労働者の労働条件の改善

など、すればするほど保険料、利用料が連動して値上げされるという根本的な矛盾を抱

えているからです。香美市の場合、今回の介護報酬の見直しで利用者と介護サービス提

供事業者などへの影響はなかったのか、その状況をお聞かせください。 

  次に、在宅介護を支える医療体制についてお伺いいたします。 

  物部地区の場合には、地理的条件などからいつでも簡単に病院に行けるという状況に

ありません。しかしながら、何らかの疾病を抱え治療している方が多く、物部唯一の医

療機関である大栃診療所は地域住民にとって命を守る大きな存在となっています。大栃
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診療所では、各家庭を訪問しての診療や地域への出張診療なども行いながら住民の方々

の健康を守っているところですが、残念なことに介護が必要な高齢者は入院できないと

いうことを聞きました。自宅で介護を受けながら生活されている方が、「ぐあいが悪く

なったときに一時的にでもいいから入院できるような体制を整えてほしい。」と切望す

る声を多くの方から聞きますが、地域住民の命の守り手としての役目を果たしていくた

めに介護が必要な方の一時入院について今後検討していただけないかお尋ねいたします。 

  次に、物部町の小規模特別養護老人ホームの建設計画についてお伺いいたします。 

  私はこの問題について、さきの議会で物部地域の介護サービスの拠点として大事な役

割を果たすことになると期待していただけに住民の方々の落胆はとても大きく心が痛み

ますとお伝えしました。施設建設計画は引き続き第４期介護保険計画に盛り込まれまし

たが、一部の住民からは「計画だけで実際はできないのでは。」との声もあります。ま

た、物部からサービスがなくなるのではと心配する方もおられます。このような不安を

解消するためには、地域住民に対し具体的な建設計画を示しながら丁寧に説明し、不安

材料を取り除いていくことではないでしょうか。今後この計画を確実に実行するために

どのような取り組みをしていくのか、具体的にお聞かせください。 

  次に、介護予防事業に関してお伺いいたします。 

  介護予防事業の特定高齢者施策では、生活機能の低下が見られる要介護状態になる可

能性が高いと考えられる方々を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、

閉じこもりや認知症、うつ予防などを行うようになっています。これらの取り組みの目

的は、早い段階から高齢者ができる限り自立した生活を送れるように支援することによ

り、要支援や要介護状態の予防やその重度化の予防と改善を図ることにあります。しか

し、この取り組みを円滑に実施し、その目的を果たすためには対象となる方を早期に発

見しすぐに対応することが重要なかぎとなります。対象となる方の把握や各教室への参

加の呼びかけなどこれまでの事業の取り組みの状況をお聞かせください。あわせて介護

予防教室の実績と効果も町別でご説明をいただきたいと思います。 

  それと、認知症についてですが、介護現場に携わっている方々から「最近認知症の人

がふえてきている、早く何とか手を打たなければ。」と心配する声を聞きますが、本市

での認知症予防対策はどのような状況になっているのでしょうか。ほのぼの教室などの

取り組みも含めて具体的にお聞かせください。 

  次に、市営バス路線に関してお伺いいたします。 

  ４月から新規路線、５路線での試験運行が開始されました。試験期間は６カ月から１

年となっており、利用状況によっては試験運行を中止することが想定されています。こ

のことに関し質問させていただきます。 

  １点目に、高齢者の利便性についてお伺いいたします。新規路線の神池線は待ちに待

った高齢者の足、命の足として地域住民に大変喜ばれ、運行継続を望む声を多くの方か

ら聞きました。６カ月の試験運行ということになっていますが、この路線が一日でも長
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く継続され大切な路線になることを心から希望しています。これまで公共交通機関がな

かった地域に初めてバスが走ったということで喜びは大きいのですが、一方で課題もあ

るようです。あるお年寄りからは、「乗りおりのステップが高くて利用を控えてい

る。」と聞きました。また、デマンド方式という運行方式は、なじみが薄いせいか「利

用しづらい。」との声もありました。１つ例を挙げますと、朝一番のバスに乗車するに

は前日までに予約をしておかなければいけません。しかし、予約していても当日体調を

崩したりして外出を取りやめなければならないこともあるそうです。そういう場合、改

めてタクシー会社に電話してキャンセルするわけですが、「そのことにとても気を使っ

てしまい気楽に利用できなくなってしまった。」という声がありました。週一日のこと

ですから、だれもが気兼ねすることなく気軽にバスに乗れるようになってほしいですし、

可能であれば定期便として運行することを願うものです。地域住民の声を参考に、運行

方式も含めた検討を少しでも早い時期に行ってほしいと願うものですが見解をお聞かせ

ください。 

  ２点目に、減便地域の影響をお伺いいたします。物部町栃谷線のように毎日の運行か

ら週２回に減便になった地域では「とても不便になった。」との声があります。地域住

民からは「早急に復活を。」と望む声もあります。減便となった地域の住民への影響に

ついてどのようにお考えなのかお聞かせ願います。 

  最後に、シカの食害対策についてお伺いいたします。 

  近年全国の山間部でシカが増加しています。県内の生息数は約４万７,０００頭と言

われており、香美市と四万十市で多くの被害が報告されています。香美市は特産のユズ

の樹皮が食べられて枯れたり、植林のヒノキや杉などの皮をはがれる被害や若芽を食べ

られる被害が深刻化しています。そのほか、野菜類、水稲など被害作物は年間を通じて

多岐にわたっています。そんな中、ニホンジカの食害を防ぎ三嶺のササ原を取り戻そう

と、三嶺の森をまもるみんなの会と高知中部森林管理署の主催で防護さくを張る取り組

みが行われています。第８回目となる５月３０日は、約１４０人が参加して植生保護さ

くの設置や樹木へのネット巻きが行われました。私もこの作業に参加させていただいて

おりますが、モミやツガ、ヒノキなどの樹木の皮がはがされ枯れ木となった姿を見て、

緑豊かな三嶺の山がこのような被害に遭っていることにとてもショックを受けました。

また、牧場跡地の光石では一面に小指の先ぐらいのシカのふんが落ちているほか、草の

根を掘って食べるために土を掘った跡があちこちに見え、木の芽どきにもかかわらず草

が全く生えない状態でした。シカの被害は、樹木や作物だけにとどまらずさらに深刻な

問題も引き起こすと聞いています。通常は樹木やササの根によって守られている土壌が

ササ枯れが進むことでむき出しになり、大雨などによって侵食され崩壊を引き起こし大

量の土砂が流出することにつながるということです。先日このシカ被害について高知県

の鳥獣対策課と懇談する機会があったのですが、その際に担当者はシカの個体数を管理

する重要性と四国で統一的に進めることの必要性を強調していました。また、ある専門
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家は、あと５年たったらもう手おくれになると警鐘を鳴らしています。 

  以上のことを申し上げ質問に移らせていただきます。 

  香美市はシカの被害に対し積極的な対策をしているところですが、既に香美市だけの

取り組みでは限界に来ているのではないでしょうか。近隣市町村や四国の他県と問題を

共有し、一丸となって解決を目指すそのためのネットワークづくりを急ぐべきではない

かと考えるものですが市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   暫時１０分間休憩をいたします。 

（午前１０時２９分 休憩） 

（午前１０時４０分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   山崎議員のご質問にお答えします。 

  介護保険に関してお答えをします。 

  まず、在宅介護の現状認識ですが、平成１２年度から介護保険サービスが開始され今

年度で１０年目に入りました。高齢者の介護を社会全体で支えるという点ではおおむね

行き渡ってきたのではないかと考えます。それまでは介護を家族の方たちが支えていま

したが、介護保険サービスが導入されて支援が届くようになったと考えております。し

かし、社会全体の状況としては高齢化による介護力の低下、高齢者の単身世帯の増加、

社会経済情勢の変化などのために介護保険サービスだけでは十分でない状況もあります。

介護ストレスによる虐待やその傾向の見られる方の相談や、認知症で在宅生活が困難と

相談に来られる方など多くの課題はあると考えております。 

  次に、高齢者虐待の実態についてですが、地域包括支援センター設置後の平成１８年

度は高齢者虐待としての対応はできておらず、困難ケースとして対応しておりました。

平成１９年度から虐待として対応しており、平成１９年度の相談通報は３件で、そのう

ち２件を虐待として対応しております。平成２０年度の相談通報件数は２３件で、その

うち１８件を虐待として対応しております。今年４月から現在までは相談通報４件で、

４件とも虐待として対応中です。 

  次に、制度や相談窓口についての周知についてですが、第４期介護保険事業計画を策

定するに当たりアンケート調査を実施しましたが、アンケート項目の中の地域包括支援

センターの認知度についての項目で知っている人よりも知らない人のほうが多い結果が

出ています。周知をしてきたと考えておりますが、思いと違う結果が出ておりますので

一層の周知に努めなければならないと考えています。ただ、市役所から専門職が来たと

か、市役所に相談に行ったら話を聞いてくれたといった方々も地域包括支援センターの

職員と思っていない人もいると考えられます。地域包括支援センターの名称もあわせて
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周知していきたいと考えています。 

  次に、新認定方式の見解についてですが、厚生労働省が経過措置を発表しましたが認

定に際して影響が出ることを認めたものではありません。新認定方式によってより正確

な介護度の判定がされているものと考えております。また、認定調査員の調査は以前よ

りも多くの時間がかかるようになりましたし、認定審査会も以前より時間がかかってお

ります。より正確な認定がされていると考えますが、経過措置によって結果的に覆され

ることが発生をしております。いろいろな問題が発生をしていると考えております。 

  本市の認定状況については、今年５月末現在で１,６７０人が認定を受けております。

経過措置についての認定の関係ですが、４月１日から５月３１日までの更新申請者の経

過措置者について調査をしております。更新申請全数が２５９件で、経過措置の希望な

しが５３件、あとは経過措置の希望がありということで、軽度の判定が出た場合従来に

戻すが１５４件、重度の場合従来に戻すが１２件、重度でも軽度でも従来に戻すが４０

件です。そのうち５月末までに審査判定が終了した人については８０件で、そのうち経

過措置希望なしが１５件、経過措置希望ありの中で、軽度の場合従来に戻すが４０件の

うち該当した件数が７件、重度の場合従来に戻すが５件で該当した件数が１件、重度で

も軽度でも従来に戻すが２０件で該当した件数が８件でした。 

  更新申請者には、認定期限の２カ月前に更新申請の通知を送付し、あわせて経過措置

の内容について文書を入れ、厚生労働省から示された希望調書を添付し申請時に提出し

ていただいています。 

  次に、介護報酬の見直しの影響についてですが、全体として３％の介護報酬増という

ことですが、利用者からの負担増の苦情などは現在のところ聞いておりません。また、

介護サービス提供事業者からも特に意見などは聞いておりません。 

  次に、小規模特養の建設計画についてですが、具体的な取り組みについては現在の時

点でお示しをしますと、交付金事業の場合、例年２月市町村計画を国に提出し、次の年

度の６月に申請をして８月に交付決定をされます。その後、事業着手となります。今回

も交付金事業に手を挙げて行いたいと考えております。場所については、第３期の計画

を基本としつつ香美市の市有地で今年度じゅうに決定を考えております。 

  次に、介護予防事業についてですが、介護予防事業のこれまでの取り組み状況と介護

予防教室の実績と効果については、本日資料でお示しをしたとおりです。簡単に申しま

すと、１ページの特定高齢者通所事業については、介護に近い方を対象に行っている事

業でして、下のほうに書いてありますが、平成１９年度については約１,５００人ぐら

いが候補者で、そのうちの９００人ぐらいに訪問をしまして参加を募っておりますが、

なかなか参加していただける人数が少なくて、現状ではこういった表のとおりになって

おります。次、２ページ目は一般高齢者事業でして、これは社協などに委託をして行っ

ておる事業でして、香美市全体に行き渡ってきたかなという感じがしております。３ペ

ージ目の表については、自主的に各地で行われている集いの場となっております。 
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  そして、認知症の予防対策についてですが、啓発事業を今年度も実施をしていきたい

と考えておりまして、社協に委託をしております介護予防事業の中でサポーター養成講

座を年度内に何回かは行いたいと考えております。また、介護予防事業で特定高齢者通

所事業、一般高齢者事業においても認知症予防の事業に結果的にはなっているのではな

いかというように考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   山崎晃子議員さんの大栃診療所について、介

護が必要な高齢者が入院できないかについてお答えいたします。 

  ご存じのとおり大栃診療所は、物部地区の地域医療の核施設として乳幼児から高齢者

までの医療供給や健康教育に努めております。しかし、診療所であり、そこで行う医療

は限られております。そのために患者の状況に応じた連携体制をとらざるを得ない状況

です。急性期医療は医大、医療センター、近森病院、日赤、ＪＡ高知病院などへ、慢性

期医療は香北病院、香長中央病院、同仁病院などへ、介護領域は介護施設へと、こうい

う状況ですのでどうぞご理解くださいますようにお願いいたします。なお、診療所に確

認しましたところ、現在入院されておられる方は１１名とのことです。もう少し入院体

制を充実するように取り組んでいきたいと考えます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   山崎晃子議員の市営バス路線に関してという部分で、２

つのお尋ねをいただいておりますのでそれぞれお答えをいたします。 

  まず、高齢者の利便性をというお尋ねですけども、議員もご承知のとおり現在実施を

いたしております市営バスの運行につきましては、市内交通対策検討委員会の答申を踏

まえて事業化をしておるところでございます。その中で新しい運行方式として採用して

おりますのがいわゆるデマンド方式、正しくはオンデマンド方式と言われるものですけ

れども、効率的な中山間地域での運行形態として相当の自治体で現在採用されているも

のと見ております。ご指摘のようになじみが薄いこともあり利用しづらいということは

理解ができるところではございますが、地域住民の皆さんにはぜひ積極的な活用をお願

いをしたいと願うものです。デマンド方式につきましては、事前に連絡を入れるという

手間は要りますけれども、この手間を行政と利用者との協働作業という位置づけでお手

伝いをいただければと考えとるところです。 

  なお、運行方式の見直しにかかわります検討についてのご指摘もいただいております

が、答申でも全体を見直すことは、言われておるとおりでございます。適宜適切な対応

をしなければならないということは言うまでもありません。 

  次に、減便になった地域から復活を望む声が多く寄せられているがどう考えるかとい

うお尋ねですけれども、申しわけございませんけれどもそうした声があるという情報を
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いただいておりませんので、ご質問の趣旨でどう考えるかと言われましてもコメントの

しようがないというところでございます。バスの再編に関しましては、それぞれ関係す

る地域の自治会長等にそうした場と機会をいただきまして説明を行い、あるいは地域で

の調整もさせていただいた経過もあるわけですが、その中でやはり乗って残そう公共交

通ということと、答申の前提には血税の有効利用という観点がございまして、土、日、

祝日減便については余りにも状況が悪い、表現は悪いですけども空気を運んでいる状態

ということがあるということから、現実的な対応策として現在のような運行形態になっ

ておるところですので、ひとつご理解とご協力をぜひお願いをしたいと思います。なお、

私たちも住民の声を聞くことができるように努めなければならないということは申すま

でもないことですけれども、議員におかれましてもそうした地域の声をお聞きになった

場合には、ぜひ住民とのパイプ役ということで私どもにおつなぎをいただければ大変あ

りがたいと考えておるところです。今後ともどうかそういう意味でよろしくお願いをし

たいと思います。 

  答申を前提に事業化をしておるわけですが、改善等できる部分については、すぐにで

きることについてはすぐにするというようなことも現実的にはございます。例えば、先

日ですとバス停が暗いときには見にくいということもあって、反射材等、夜間も見える

ようにしたらどうかというご提案もいただきました。そういうことはすぐに可能でござ

いますから、そういった対応は対応でしてまいりたいと。そういうふうに声を届けてい

ただく、あるいはその住民から直接声をいただくという機会がございましたらそういう

ことで対応してまいりたいというふうに思っておりますので、今後ともご指導よろしく

お願いいたします。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   山崎晃子議員のシカの食害対策について、ネットワーク

づくりをとのご質問にお答えいたします。 

  高知県の資料によりますと、平成２０年度の有害鳥獣捕獲によるニホンジカの捕獲頭

数は、香美市においては１,１２９頭、周辺市町村では多くて２００頭前後、少ないと

ころでは１けた台となっております。本市が積極的に捕獲を行ったとしましても隣接の

県、周辺市町村に逃げてしまうことが考えられます。このような状況を打開するため、

本市では今年１月に本市以東１１市町村の担当者会を開催し一斉捕獲に向けた協議を行

い、３月に一斉捕獲を実施しました。同じく３月には県の嶺北林業（振興）事務所と協

力し、土佐郡以東から徳島県那賀町を含んだ１０市町村で一斉捕獲を実施したところで

あります。 

  一斉捕獲に関しましては、ニホンジカ被害対策の推進という共通認識に基づきある一

定のネットワークは構築できたものと考えておりますので、今後も継続して実施してい

きたいと考えております。また、平成２０年度からオブザーバーとして参加している剣
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山地域ニホンジカ等被害対策連絡会を通じ、捕獲が余り進んでいない徳島県側の市町村

とも連携を密にするとともに、有害鳥獣被害対策を実施している市町村で構成された四

国地域野生鳥獣対策ネットワークに積極的に参加することで、より広範囲のネットワー

クを構築しニホンジカ被害の軽減に向けて努力していきたいと考えております。 

○議長（中澤愛水君）   １０番、山崎晃子君。 

○１０番（山崎晃子君）   それぞれに丁寧なご答弁ありがとうございました。 

  まず、介護保険に関してですけれども、在宅介護の現状と実態というところで、介護

保険が１０年目になっておおむね行き渡ったということで言われてまして、また介護保

険だけでは十分でないという、在宅介護に当たってはそれだけでは十分でないっていう

ことで、課長のほうもこれだけでは支え切れないっていうことがわかっていただいてい

るということになりますけれども、在宅介護でもちろんその利用料とかそういったこと

も、利用料負担っていうことも大きな問題ですけれども、また介護者の精神的な負担、

これに関して認知症の人と家族の会っていうところがリーフ（レット）を出してるんで

すけれども、この中に「死なないで！殺さないで！生きようメッセージ」っていうこと

で、介護された経験のある方がそのメッセージを載せてるんですね。この中ちょっと紹

介いたしますと、「何度、主人に「一緒に死にましょう。」とお願いしたかわかりませ

ん。しかし、主人は「わしは死なん。この家から自殺者も殺人者も出してはいけな

い。」と言いました。」「母一人、子一人、その母が認知症になって６年。今まで自分

さえ我慢したらとがんばってきました。しかし、自分のストレスも体力も限界が来まし

た。性格上、殺人は無理。毎日死ぬことばかり考えていました。でも今みんなが今より

幸せになる方法を探しています。」っていうふうな何人かのメッセージが入ってるんで

すけれども、また、先日高知新聞のほうにも詩人の藤川幸之助さんという方が、介護の

本音を引き出してという見出しで自分の認知症のお母さんを介護した体験から詩をつく

られたっていうことで、介護疲れの末に不幸な事件や自殺を招かないために本音を言葉

に出して吐き出すことが大事だっていうことで強調されてました。 

  この介護の現場っていうのは本当に肉体的にも精神的にも追い詰められてくるわけで

す。警察庁によりますと、介護や看病疲れで昨年の自殺者は２７３人、このうち６０歳

以上が１５６人を占めていると。厚生労働省の調査では、６５歳以上の老老介護をされ

てる方３人に１人が死にたいと思うことがあるということを考えているという結果が出

てるということが掲載されていましたけれども、やはりこういった介護者を支援するっ

ていうところも、この介護保険制度にはそういったところが抜け落ちてるというか、な

いところなんですけれども、こうした介護者を支援する家族会のようなものとかそうい

ったことも考えていく必要があるのではないかというふうに思いますが、その点につい

てまたご見解をお願いします。 

  それから、在宅介護手当、それなんかの復活とかそういったところでの対応もしてい

かなければいけないんじゃないかというふうにも考えますが、その点もお願いいたしま



 

－28－ 

す。 

  それから、高齢者虐待のほうですけども、先ほど件数をお聞きしましたところ徐々に

っていうか、ふえています。平成１９年が３件、平成２０年が２３件ということでふえ

てきてますけれども、その発見から解消に至るまで、今対応されてるっていうことでし

たけれどもどういった手順で対応されていっているのか、もう少し詳しくお聞かせくだ

さい。 

  それから、ふえていってるケースっていうのは、そういったことを知らせないかんと

いうことでほかの周りの方が気がついてふえてきていってるのかとも思いますけれども、

そのあたりもちょっと、どうしてそうふえてきてるのかっていうこともわかれば教えて

いただきたいと思います。 

  それから、相談窓口については、やはり積極的に訪問してっていうことになってくる

かと思いますけれども、ぜひ周知を今後も続けていただきたいと思います。 

  それから、新認定方式のほうですけれども、これは結局更新申請者に対して、今の継

続を希望する方に対してはその前のでいきますけれども、新しく新認定方式で行った通

知も一緒に出してるっていうことでしょうか、その点を教えてください。 

  それから、（大栃診療所の）医療体制のほうですけれども、これ物部町の場合にはも

うこの診療所１カ所しかなくって、本当にもうこの診療所を頼りにしてるんですね。遠

くの、こっちへ出てくればたくさん病院がありますけれども、そういったところに行け

ないっていう方がたくさんおいでますので、往診をしてくださるっていうこともすごく

ありがたく思っているわけですので、在宅で生活をされてた方が一時的にぐあいが悪く

なって、それでほかのところ、診療所以外のところに入院しなくてはいけないっていう

ところを、やっぱり救急でほかの病院へ行っても次に戻ってくるとき、例えば先ほど言

うた大きな病院で治療して、いきなり家に帰ってくるほどまだ状態が落ちついてないと

いうか、それでも救急病院はできるだけ退院を勧めますので、そういったところで一時

的にでも状態が落ちつくまで診療所に入院させていただいてまたおうちへ帰るっていう、

そういった部分もしていただけたら本当にもっともっと大栃診療所の、物部の地域の住

民の方の命を守るっていうところで、健康を守るというところで出てくるんじゃないか

と思いますので、そういった点をぜひとも検討していただきたいと思います。 

  それから、老人ホームの建設のほうは、そしたら２月に申請っていったら、今年度の

２月に申請をして来年６月に決定ということですかね。そしたら、具体的に建設ってい

うのがされるっていうのはもう来年以降ということでしょうか。その間に土地をどうす

るのかとか業者をどうするのかっていうことで決めていかれるのか、そのあたりをもう

少し教えていただきたいと思います。 

  それから、介護予防事業のほうですけれども資料をいただきました。この中で、実は

私物部のほうの地域を回ってるときに、やはりちょっとお体の状態とか、認知の状態と

か、介護予防事業に参加されたほうがいいんじゃないかっていうふうなことを思いまし
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て物部のほうでやってるはつらつ教室のほうにちょっと参加をさせていただいたんです

けれども、ここでその日は利用者が４名でスタッフの方が４名ということで、はつらつ

体操と脳トレーニングを行ってました。楽しい会話の中で時間があっという間に過ぎて

しまったんですけれども、利用されている方にお話を伺うと、この週１回の利用を非常

に楽しみにしておられると。また、「ここに来てはつらつ体操をしだして、ひざが曲が

るようになってとてもよかった。」というふうな感想を聞いています。 

  それで、この資料からも改善をされた方が多いわけですけれども、１つ気になったの

は、せっかくこのいい事業が人数が少ないっていうことですね。先ほどの資料からも

１,５００人の特定高齢者のうちの、これ見てみますと、平成２０年度でいくと５２人

しか利用者がいないと、参加者がいないということで、そこには農繁期の参加が難しか

ったり、教室参加の同意が得られにくかったりして、２０人訪問して参加者が１人いる

かいないかの状態ということですが、農繁期の参加が難しかったりっていうことはお元

気な方が多いということなのか、本当にこの介護予防事業に参加しなければならない、

参加してほしい方が対象者としてピックアップされて声かけをされていってるのかって

いうところを非常に疑問に思いましたので、その点をもう少し詳しく教えていただきた

いと思います。 

  その際に、はつらつ教室は車の送迎とかがつきますけれども医師の診断も必要だとい

うことも聞きましたので、そういったところでもうちょっと対象者としても気軽に参加

ができるというふうなことも考えていったらいいんじゃないか。もうちょっとそのあた

りで、これをこのままこの人数ですっていうことじゃなくって、これどういうふうに取

り組んでいったらいいのかっていうことでその取り組みの状況、今までやってきた中で

どういうふうに改善をしていったらいいのかっていうことも含めてお願いします。 

  それから、（市営）バスの件については、またぜひともよりよい方向でお願いしたい

と思いますので、私のほうもそうしたパイプ役としてということでまたつないでいきな

がら一緒によい方向で考えていかせてください。 

  それから、シカの食害のほうについてですけれども、いろいろ四国４県での取り組み

もされていってるわけですけども、なかなか聞いてみますと、ほかの県ではこのシカの

食害に対して統一的な考えになっていないようなことも感じました。市長さんもこのシ

カの食害のネット張りには機会あるごとに参加をしてくださってるわけですけれども、

また前回のときには南国市、香南市の市長さんも参加されたわけですけれども、またそ

こで何か新たな３市で取り組みをされるとか、何かそういったことがあれば市長さんの

ほうにも見解をお聞かせ願いたいと思います。 

  以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   山崎議員の２回目のご質問にお答えします。 

  まず、介護保険に関しての現状認識の点ですが、その中で介護者を支援する家族会な
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どの立ち上げはどうかということと、それから、在宅介護手当の復活の検討はというこ

とをご質問をいただきました。 

  ６５歳以上の高齢者に対しての相談業務ということで地域包括支援センターで行って

いるわけですが、相談を受けてもどうしようもない場合もありますし、相談を受けるこ

とによって家族の気持ちが晴れたり和らいだりすることがあると思いますが、ご質問を

いただきましたので、各家族会と家族介護手当についてですが検討をさせていただきた

いと思います。 

  高齢者虐待についてですが、主にといいますかいろいろなケースがありまして、本人

それから、あるいは家族、親類などからの通報、連絡、相談、それから民生・児童委員、

それから警察などから連絡を受けまして対応をしております。それで、昨年度連絡会を

立ち上げまして、資料持ってきてないですのでちょっとメンバー覚えておりませんが、

法務局、警察、民生・児童委員、それから社協、福祉事務所と保険課、それから保健所、

そういった代表の方に集まっていただきまして連絡会を立ち上げました。そして、なか

なか地域包括支援センターや当事者だけでは対応に窮する困難な場合に、それぞれの当

事者でケース検討会を行うということが確認をされまして、今年度に入りまして何件か

それぞれのケースについて検討会を実施をいたしました。最終的には措置ということの

検討もされたわけですが、措置をするまでには現在のところは至っておりません、行政

として措置するということにはまだ至ってはおりません。そういったことで対応をして

おります。 

  それから、次に特養の老人ホームについてですが、１回目にお答えさせていただいた

とおりでして、今年度については来年２月に市町村計画を県を通じて国に提出をしまし

て、次の年度、つまり平成２２年度の６月に本申請をして、例年ですと８月に交付決定

がされます。それでその後事業着手ということになろうかと思いますが、それまでに業

者の選定を行いまして、場所についても今年度じゅうに決定をして、並行して業者の公

募も行いまして交付金事業に乗せていきたいというようには考えております。 

  それから、新認定方式での通知についてですが、最終的に決まった介護度を通知をし

ております。審査会で決まった通知ではなくて、経過措置の希望がある場合にはその介

護度ということで、それのみを決定したということで通知をしております。 

  それから、特定高齢者事業の参加者が少ないということですが、参加者については健

診とアンケート調査によって選定をしておりまして、平成１９年度実績では１,５００

人が候補者となったわけです。それで、特定高齢者ということですので介護に近い方が

選定をされ候補者になるわけでして、こちらが参加の勧誘を行ったとしても本人の希望

がやっぱり優先をされますので、余り無理強いをしますと、特定高齢者ですのでどうい

う状況になるかどうかわかりませんので、本人の希望を優先をして参加をいただいてお

ります。 

  確かに参加者が少ないということについては、今後改善するように検討もしていかな
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ければならないというようには考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   山崎晃子議員さんの２回目のご質問にお答え

いたします。 

  大栃診療所についてですけれども、心情的には大変よくわかるんですけれども、先ほ

ども申しましたとおり診療所の役割は初期医療の治療ということですので、急性期、慢

性期医療に関してはそういう施設へお願いをしなければならない状況があります。医療

体制上、准看護師さんが４名で対応しておりますので、診療所という役割からいうとそ

ういう体制になっております。ご理解くださいますようにお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   山崎晃子議員のシカの食害対策についてお答えをさせていた

だきます。 

  やっぱりネットワークづくりというのは一番大切だというふうに思います。そういう

意味では今までの経過によりまして一定の、先ほど課長から申し上げましたがネットワ

ークづくりができてきつつあります。そうした中で先般、ネット張りを３市が一緒に行

ったわけであります。これもボランティアの皆さん方、ＮＰＯの皆さん方の企画によっ

て計画をされまして、その中で３市長が参加をし、また議会からも議長を初め多くの、

本市からも議員の皆さん方も参加をいただいたということで、現実、現状を見ていただ

いたと思います。私も何回か（三嶺に）上がりましたが本当に毎年ひどくなるような状

況の中で、特にカヤハゲ付近、また韮生越の付近のいわゆるササの全滅状態、あの状況

を見たときには、早く何らかの手を打たなければ三嶺の状況は一変をするという思いが

します。昨年あたりにネットを張ったところを見ますと既にもう再生をしておると。山

崎議員も見ていただいたと思いますが緑がよみがえってきておる状況もありますので、

そうした作業も今後も必要だと思いますし、また、３市の市長が参加することによって、

やはり３市のこの貴重な物部川の水源地域でございますので、新たなまた取り組みも含

めお互いがこの問題を共有しながら検討をしていきたいと思います。 

  また、同時に近隣の県とまた市等についてでございますが、３市のみならず、そうし

た中でさきの市長会の中でも私は、今回はニホンカモシカの個体数調整についてお話を

させていただきましたが、その折にも愛媛県の市長さん、また徳島県の市長さんのほう

からも、やはりこの問題は大変大きな問題であるので一緒になって取り組んでいかなけ

ればならないというふうな賛同の声もお聞きをしました。そういうことから、県にもぜ

ひまた今後も指導をいただいて、ネットワークづくり、特に近隣の、いわゆるお隣の県

同士のそうした連携も今後も強めていきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（中澤愛水君）   １０番、山崎晃子君。 
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○１０番（山崎晃子君）   １０番、山崎晃子です。３回目の質問をいたします。 

  まず、１点、介護保険のほうの在宅介護のほうですけれども、これは療養病床の削減

の問題もありますので、やはりこの在宅介護で、そういった受け入れっていうところで、

やはり在宅介護を充実させていくっていうことが非常に大切になってくると思いますけ

れども、そういった点で介護保険だけじゃなくて福祉制度なんかも充実させていくとい

うことになってくるかと思いますので、その点また福祉、保健、そういったところと十

分連携をしていただいて、香美市で在宅介護をするに当たっては何が不足しているのか、

そういったところもまた調査をしていただいて、在宅介護ができるような受け入れ体制

っていうのを十分、各連携をしていただいて、受け入れ体制が整っていただけるように

検討もしていただきたいと思います。 

  それから、先ほどちょっと私が言った（高齢者）虐待のことですけど、ちょっとだん

だんふえてきてますけれども、このふえてきてる背景っていうか、どういったことでそ

ういうことが知られるようになって通報が多くなってきてるのか、何かこう背景がある

んじゃないかと思うんですけれどもその点をお答えいただきたいと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   山崎議員の３回目の質問にお答えをします。 

  在宅介護の充実ということですが、基本的に介護保険は施設から在宅へという大きな

流れを基本的には持ったものだと自分は考えておりますので、施設はできるだけ抑制を

していきたいというように考えてますが、そうすると在宅で生活するための充実策って

いうのは必要になってくると思います。事業所には、通所や訪問事業について抑制をし

てきた覚えはありません。いろんな事業所が参入してきてますけれども、お願いします

ということで事業所には頼んできておりますが、一方、先ほどご質問等もありましたよ

うになかなか介護保険サービスだけでは、社会それぞれの状況が変化をしてきておりま

して難しい状況もあります。そういったことから、先ほど出ました在宅介護手当につい

て検討したいというように考えます。 

  それで、福祉（事務所）と健康づくり推進課との連携については、連携をしながらや

ってきておりますが、今もう一層の連携を強めてやっていかなければならないというよ

うに考えます。 

  次に、高齢者介護の実態についてですが、背景としてどういったものがあるのかとい

うご質問ですが、今まで恐らく水面下ではあったのではなかろうかというように感じま

す。それが恐らく介護保険サービスも充実してきて知れ渡ってきたと、それから地域包

括支援センターについても知れ渡ってきたし、テレビや新聞などで報道もされてきてお

りますので、そういった相談機関があるということの周知も全体的に社会全体としてで

きてきたのではないかというようには考えます。そういったところから件数がふえてき

たのではないかというようには思います。 
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  原因ですけれども、多くは介護ストレスが原因だというようには考えておりますが、

ここ最近、何件かの事例では金銭トラブルでの虐待が多くなってきております。こうい

った社会情勢の変化ということもあって結構お年寄りはお金を持っているという、錯覚

というか、思い込みというか、そういったこともあったりしての虐待がここ何日かのう

ちに発覚した件数の中では多かった事例です。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   山崎晃子君の質問が終わりました。 

  次に、７番、千頭洋一君。 

○７番（千頭洋一君）   ７番、千頭でございます。平成２１年度第３回定例会での一

般質問につきまして、通告書に従いまして質問させていただきます。誠意あるご答弁を

よろしくお願いいたします。 

  私は、今回は市営住宅の駐車場整備と、それから観光行政、それから郵便事業会社に

よる地域サービスの３点について質問をさせていただきます。 

  まず、第１点目でありますけども、市営住宅の駐車場整備は万全であるかということ

でありますが、本市には条例で２４カ所に３１６戸の公営住宅が建設されておりますが、

それの共同施設として駐車場が２２８台分が整備されてると思いますが、この設置台数

が入居者数に対して不足してるんではないかということであります。すべての住宅で一

律はできないと思いますが、地域によっては１戸に対して１台、多いところでも１.７

台くらいという状況のようでございますが、ちょっと調べてみましたら下野尻の市営住

宅には一般住宅が１９戸と特定公共賃貸住宅が５戸の２４戸あるわけですけども、ここ

には条例では３６台の（駐車場）設置台数がありますが、駐車場が不足して現在でも駐

車場の待機待ちという入居者もおりますし、いろいろ調べてる中では、中には１世帯で

５台の車を所有している方もおいでました。そういった方は近くの私有地等に駐車して

おったり、またそれから公道上、不法駐車にもなりかねない現状であると思います。ち

なみに、近くにある県営住宅のコーポ太郎丸には１２世帯ありまして、そこには２４台

の駐車場、駐車台数、すなわち１戸当たり２台の駐車場が設置されておりますが、何と

かこの駐車場をもう少しふやしていただけないかと。いろいろ調べてるうちに、今は、

現在はある家庭では足りてますけども来年には社会人になるので、また車も必要ですが

駐車場がないと、今から不安になっておる家庭もございました。駐車場台数の解消のた

めにぜひ増設のお考えをお伺いしたいのが第１点目でございます。 

  次、２点目でございますけども、観光行政についてお伺いいたしますが、今年のゴー

ルデンウイークは１,０００円のＥＴＣ効果まざまざでございました。高速道路の通行

料金が大幅に値下げになったといった形で、県内の主要観光地での入り込み客数も、県

の観光コンベンション協会の集計では昨年のゴールデンウイークに比べまして３万人、

約１５％多い２３万人にも入り込み客があったと。本市のアンパンマンミュージアムは

前年比３２％増の２万９,０２９人で、１日の入館者数も連日の新記録で６,４８６人と
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大にぎわいであったということが新聞で報道されておりましたですが、それに対しまし

て周囲の駐車場不足で国道１９５号は大渋滞しておりました。県内外からの来場者はも

ううんざりしておりまして、中にはもう途中でＵターンしたと、別のほうに行楽地を変

更した方もあるとかお聞きしました。 

  これも１つは駐車場不足ではないかということでございます。現有の駐車場以外にゴ

ールデンウイーク期間中にでも近隣の民有地等を借り上げるなどして駐車場確保の対応

策をお考えはできないかということをお伺いいたします。 

  アンパンマンミュージアム周辺の住民の方が、今回も個人的にでございますけども県

外の来訪者に対しまして空き地を駐車場にして、うちには２台とめたとか、私のところ

は３台とめましたとかいうお話も後日聞かされましたんですが、そういったことも事前

に調査しておいて、もしできれば行政としてゴールデンウイーク期間中にでも近隣の企

業とか民有地等に対して借り上げのお願いをし、駐車場不足の解消をしてはどうかとい

うことをお伺いいたします。 

  それと、もう１つ、観光行政でございますが、物部町のふれあいプラザの入り口に設

置されました香美市の案内地図がございますが、設置場所の前には側溝がありせっかく

設置した看板に書かれている字句を全く見ることはできません。過日ちょっと物部のほ

うへお伺いしましたら、地域住民からは「何のためにこの設置をしているのか。」と、

「行政はどういう考えでこんなように設置したか。」ということの不平不満を耳にいた

しました。この設置場所の変更はできないとしても、看板前の側溝に橋をかける等をし

て看板設置の効果が出るような方策を、所見をお伺いいたします。 

  ３点目でございますけども、高齢者の安全、安心のため郵便会社等による地域サービ

スのお考えについてお伺いいたします。 

  「郵政民営化に伴い利便性の低下を改善しようと、日本郵政グループは地域密着型サ

ービスの強化に取り組んでいる」と新聞報道がありました。その内容は、高齢者世帯の

生活状況の確認、訪問金融サービス、小包、郵便物の集荷サービス等々、全国で郵便事

業株式会社、郵便局が実施しており、過疎、高齢化、独居老人の多い本市でも地域住民

の安全、安心のために郵便事業株式会社等によるこの地域サービス事業の受け入れの考

えはないかとお伺いをいたします。隣の香南市など全国で８県、１７市町村が高齢者の

生活状況確認サービスを受けていると。その内容は、配達途中に高齢者世帯を訪問する

などして、生活状況に変わりはないかということを聞き取りながら自治体に報告してお

る状況でございます。過疎地を中心に無償で高齢者世帯に声かけ運動をして、高齢者世

帯の生活状況の確認業務を受託しているといったことでございます。話し合う機会の少

ない独居高齢者たちにとっては非常にありがたいものと考えておりますが、この制度の

取り入れ等についてのお考えをお伺いしたいと思いまして、これで第１回目の質問を終

わらせていただきます。 

○議長（中澤愛水君）   財政課長、後藤博明君。 
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○財政課長（後藤博明君）   千頭議員さんの市営住宅の駐車場の整備は万全かという

ご質問に対してお答えいたします。 

  ご存じのとおり現状、下野尻団地の住宅戸数は２４戸、それに対しまして駐車場は３

６台の区画を確保しております。少なくとも入居者全員がその部分の１台または２台目

として利用しておりまして、３６区画全部が現在埋まっております。待機待ちのリスト

によりますと２名の方が待機をしておるというふうになっております。そもそもこの駐

車場につきまして、１台目につきましては各戸数１台配付すると。２台目以降につきま

しては当初から、これ平成１８年２月ということでございますが、下野尻の新築当初に

入居者説明会の中で２台目以降の抽せんを行って、その後待機待ち、それから余ったス

ペース１２台分、その分を割り当てる方と待機の方というリストをつくりまして、それ

が今現在のところ順番に補てんされながら２人が待っておるという現状でございます。

ほかの市営住宅につきましても駐車場が確保されてない部分も多々あります。今建って

おります黒土あたりはかなりスペース的によくできておりますけど、すべてが万全な体

制ではございません。ただ、市営住宅におりまして車を２台、３台ということになりま

すと、個人の住宅でも同様やと思いますけど、保管場所の確保につきましては個人所有

者のそういった部分で確保していただかないと、これが５台になったら５台分確保せえ

ということになりますと大変なことになってまいりますので、そういうことは現在のと

ころ考えてはおりません。 

  ただ、路上駐車とかそういったおそれがあることにつきましても、これは他の分野の、

車を運転する、それから所有する方のモラル問題になってきます。そういった部分につ

きましては、市営住宅だからそういうとこに置かないでくださいという、いわゆる広報

的なことはできますけど、それをどう、いかに市営住宅の部分として駐車場を確保する

とかそういったことについては現在のところ考えておりませんし、管理者としましてこ

こに予算を配分してやるという、緊急度ということで比べますとかなり低くはないかと

いうふうに財政的な立場からは考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   商工観光課長、高橋千恵君。 

○商工観光課長（高橋千恵君）   千頭洋一議員の観光行政についてお答えいたします。 

  １点目の、アンパンマンミュージアムの駐車場対策についてでございます。高速道路

のＥＴＣ１,０００円効果でミュージアムの入場者数が、５月連休は初めての大型連休

ということもあったと思いますけれども、連日新記録を樹立いたしまして大変うれしい

ことでしたが、１９５号線の周辺は大変大渋滞を起こしました。今後の９月の大型連休

に向けまして対策が必要となっております。理事会でも検討されたようですけれども、

近隣の個人商店の方が、台数は少ないですが協力してくださるとも聞いております。ま

た、雨天や部活によって制限は出てきますが、小学校、中学校の校庭等も検討したいと

考えております。さらに、有料とはなりますが鏡野公園の運動広場を臨時駐車場としま
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してバスでの運送することなども考えております。しかし、この場合はかなり高額とな

ってしまいまして課題が多く残ります。いずれにしましても主管課の生涯学習課やアン

パンマンミュージアムと協議をしまして、この対策につきまして一緒に考えることとし

ております。周辺の方々のご理解なくしては対応できませんので、議員を初め住民の方

のご協力をよろしくお願いいたします。 

  ２点目の、物部町ふれあいプラザ入り口に設置しました本市の案内板についてでござ

います。平成２０年度に県の補助を受けまして、国道３２号線を含め１９カ所に観光誘

導案内板を設置いたしました。その中の１つにプラザ入り口に設置いたしました本市の

案内地図板がございます。南国インターからは非常にわかりやすくなったというお声は

聞きましたけれども、苦情がたくさん来ているという情報は当課に入っておりませんで

したので予想外でございましたが、ご指摘の案内板につきましては、場所の変更ではな

く側溝にふたをする方法でより多くの方に見ていただくようにしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   千頭洋一議員の郵便事業株式会社による地域サービスに

関するお尋ねにお答えをいたしたいと思います。 

  ご質問のような郵便事業者との間におけますサービス提供は、類似事業としてお隣の

香南市で本年度から実施をされております。これはご質問の中にもございましたとおり

でございますけども、これは高齢者介護課、地域包括支援センターの所管事務となって

おるようございます、香南市の場合には。この事業につきましては、香南市が郵便事業

株式会社高知東支店との間で、実務的には野市集配センターでやっておるということで

ございますけども、高齢者の生活状況確認の業務委託契約に基づいて、郵便配達の外務

員が７５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者だけの世帯を訪問をし生活での困り事な

どを市に連絡をするという事業ですけども、これは業務として実施をされるということ

から有料の取り扱いとなっておるとのことでございます。 

  一方で郵便事業株式会社土佐山田支店にお尋ねをいたしましたところ、本市では物部

町地域の一部ではありますが、配達のついでに安否確認といいますか声かけをします、

ひまわりサービスを無料で実施してくださっているとのことでございます。また、小包、

郵便物集配サービスは、電話等で連絡をいただければ通常業務として行っているサービ

スだということをお聞きをしたところでございます。 

  ご指摘のように過疎、高齢化、あるいは高齢独居化の進む本市でありますことから、

こうした業務については検討課題であるというふうに思っております。なお、本市での

事業化の是非等に係る庁内での一定検討も要しますのでご理解をいただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   昼食のため暫時午後１時まで休憩をいたします。 



 

－37－ 

（午前１１時５１分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  ７番、千頭洋一君。 

○７番（千頭洋一君）   ご丁寧なご答弁ありがとうございました。２回目の質問をさ

せていただきます。 

  まず、市営住宅の駐車場の件でございますが、確かに財政課長さんも言われましたよ

うに非常に財政的に厳しいときでございますが、確かに１世帯で５台あるのをそれぞれ

全部準備せえということは申しませんが、ちょっと私（下野尻）団地の自治会長さんの

協力を得ましてちょっと調べさせていただいたところでございますが、２４世帯のうち

全員はちょっとできなかったですけども２１世帯調べさせていただきまして、もう既に

約４０台近くのあれ（駐車場）が必要だということで、あとの３世帯ぐらいがまだよう

把握してなかったところでございますけど、それにしましてもやっぱり４０数台は必要

じゃないかなということでございますので、財政が非常に厳しい折でございますが何と

かご検討をお願いしたいと。 

  同時に、ここの駐車場の入り口が高さが２.４メーターぐらいしかないがです。それ

で引っ越しのときなんかはもう駐車場のほうに車は、特にコンテナ車なんかの場合やっ

たら入ってこれない状態で、入り口で停車してそこで荷物の出し入れをしてると。それ

とか消防車なんかも全然中へは入ってこれない状況でございますので、ぜひ将来的には

北側のほうから車が入れるように何とかご検討をひとつお願いできればと、かように考

えております。これは何か旧香北町時代のときからも、何かそのような話が現在確かに

あったようでございますが、ぜひ北側の農地を若干購入してそこに進入路と駐車場を設

置できればというように考えております。ご検討をお願いしたいと思います。 

  それと、観光行政でございますが、確かに高橋課長さんも言われましたように９月に

やがてまた大型の連休もございます。近隣の住民の方々も協力してやりますと。それと、

中には駐車場の整備っていうんですか、車の整備についても私なんかボランティアでや

ってもいいですよというような声も聞かせていただきました。だから、できるだけ行政

のほうから声をかけていただいて、地域ぐるみで駐車場解消に向けて頑張っていただけ

ればと思います。 

  それと、物部町のふれあいプラザ前の看板の設置でございますが、側溝にふたをかけ

てやっていただけるということでございますので、ぜひそれはそのようにお願いしたい

なということでございます。できることならば設置する前に地域の方々とよく協議して

いただいて最良の場所に設置していただければなおよかったんではないかと、かように

考えておりますが、今さらそれを新しいところに取りかえろというのもなかなか大変な

ことでございましょうので、側溝にふたをしていただければ何とかあれは、目的が達成
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できるかとかように考えております。 

  それから、最後に郵便事業株式会社による地域サービスの件でございますが、お聞き

しましたら物部町のほうでひまわりサービスですか、これを何かされてるということ私

初めて知ったわけでございますけども、こういった事業をされておりましたらぜひこれ

を香北町、土佐山田町のほうにも広めていただければより地域の方々が、特に高齢者の

方々は安全、安心な生活を送っていただけるやないかということでございますので、そ

のあたりひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上で２回目を終わらせていただきます。 

○議長（中澤愛水君）   財政課長、後藤博明君。 

○財政課長（後藤博明君）   千頭議員さん２回目のご質問にお答えいたします。 

  基本的に将来、今後駐車希望台数がふえるということについて対応はし切れないとい

うことでございます。と申しますのが、入居のときにここの市営住宅においては駐車台

数がこれぐらいですよという説明はしております。それで、ここの件につきましても、

平成１８年２月に入居者に予備の１２台分について２台目の希望者が何人かおりました。

その分で順次抽せんにより待機者の方に割り当ててきたと。それから、その分で今度引

っ越しがあってまたあけばその順にというようなやり方で、現在あきができ次第常時待

機者に連絡して駐車場として使っていただいておるという経過がございます。そういう

ことがありまして、それからほかの市営住宅の駐車場におきましても基本的に１世帯１

台という原則的なものがありますので、それも確保できない市営住宅も多々あります。

それについても、入居のときそれはそういった部分をご理解の上入居していただいてお

るものとしておりますのでよろしくお願いします。 

  それと、駐車場の入り口の高さ２.５メートルという件につきまして、私これ十二分

に確認しておりませんので、もし緊急車両が入れないとか、それから引っ越しのときに

支障があるとかいう部分であって、対応できるもんであればしていきたいというふうに

は考えますが、何分既設の施設ができたもんでございますので、別ルートしか方法的に

は考えられないだろうというふうに考えておりますので、今後の検討課題となっており

ます。 

○議長（中澤愛水君）   商工観光課長、高橋千恵君。 

○商工観光課長（高橋千恵君）   千頭議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

  観光行政のアンパンマンミュージアムの駐車場の件ですが、ボランティアを含め地域

ぐるみでということですので、地域の方に再度ご理解をいただく努力をしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

  ２点目の、ふれあいプラザの入り口の案内板についてでございますが、地域の方とは

協議をすることができませんでしたけれども物部支所と相談をしながら位置を決定をし

た経過がございますので、側溝にふたをするということでよろしくお願いしたいと思い

ます。 
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  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   千頭議員の郵便事業株式会社による地域サービスの関係

の２回目のご質問についてお答えをいたします。 

  ひまわりサービスの件ですけども、お聞きをいたしますと以前に全市的に広げてほし

いという申し入れをしたような経過があるようですけども、そのときにはそれはできな

いというお断りをされたようです。やっぱり無償っていうことがあるからでしょうか。

先ほど１回目の答弁でもお答えいたしましたように、本市の課題として、本市のような

状況ではこういった部分については検討していく必要があるというふうに考えておりま

すので、一定、先ほどの答弁に戻りますけども事業化の是非等についても検討したいと

いうふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   千頭洋一君の質問が終わりました。 

  次に、２０番、大石綏子君。 

○２０番（大石綏子君）   ２０番、大石綏子でございます。４点、議長のお許しをい

ただきまして一般質問をさせていただきます。 

  まず、保健行政でございますが、平成２０年度の特定健診の実施率は、目標４０％に

対して３５.９％と報告されました。平成２１年、今年の目標を４５％に定めています

が、見通しはいかがでしょうか。伴って、昨年度で明らかになった課題への取り組みを

一層強化しとのことですが、その課題についてお伺いいたします。 

  ともかく健診については周知を行うとのことですが、広報は一方通行だと思います。

一生懸命に取り組まれている姿勢はわかります。しかし、市民の方から健診のあり方、

これは特定健診に変わったことですね、「（健診の）あり方を直接聞いて初めて理解が

できた。」という意見や、「受診率の向上には口コミが効果がある。」という意見をお

聞きしました。恐らく多くの方はそのように思っておられると推測します。その口コミ

の方法としまして、市民と行政のパイプ役である健康づくり各種団体があります。食生

活改善推進員協議会、健康づくり婦人会、健康づくり推進協議会ですが、この団体の連

携と活動支援が重要であると考えています。健診と食育は現代の健康づくりには欠かせ

ないものです。この２つが柱となる香美市一体で取り組む健康づくり組織が必要と思い

ますが見解をお伺いいたします。 

  次に、平成２１年度の対策としまして高知工科大と連携して実施したアンケート調査

の分析を実施し、未受診者対策や受診率向上等に向けて取り組むとありますが、この取

り組みの経過をお聞きします。以前聞いたことがあると思いますけれども、もう一度教

えてください。 

  ３番目に、これは男性の方の応援をいただきたいと思います。前立腺がん検診につい

てお尋ねいたします。近年、前立腺がんにかかる率とその死亡は増加の傾向にあります。
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また、このがんは高齢者のがんとも言われています。手おくれとなり死亡につながるわ

けですが、このがんの予防策はこれといってはないとのことです。しかし、早期発見で

あれば１００％治せるがんと聞いております。その早期発見に前立腺特異抗原であるＰ

ＳＡ検査があります。ちょうどこの今月１４日日曜日に、山田の中央公民館におきまし

て泌尿器関係の市民公開講座がありましたので少しだけでも勉強をする機会を得られま

した。そのお話の中でも前立腺がんは確実にふえており、アメリカではがんの１位だそ

うです。早期発見で治せる病気であるためＰＳＡ検査を推進してはいかがでしょうか。

がん対策基本法には入っておりませんが血液検査で簡単にできるわけですので、特定健

診のときにオプションとして加えていただけないでしょうか。 

  以上です。 

  続きまして、光ファイバー網の整備についてですが、光ファイバー網は高知工科大よ

り東、香北町、物部、それと土佐山田町の中心から遠いところにも入っていないと思い

ます。光ケーブル網は、大容量の映像データを速やかに送受信できる超高速インターネ

ットの整備や携帯電話の不感地帯をなくすることができます。今後システム化の進む社

会で行政情報提供や行政相談窓口、また議会中継、学校インターネットと、その学校同

士のネットワークなどシステム整備が必要であると思います。情報格差の是正や市民サ

ービスの向上、教育環境の改善のために企業に要望していただきたいと思いますが見解

を問うものです。 

  続きまして、自殺予防対策です。 

  人は強いようでも弱いところもあります。また、反対のことも言えると思います。日

本では１１年連続３万人以上の方が自殺で亡くなっています。その中で高知県は、昨年

は…課長さん、資料をいただきましてありがとうございました、平成１９年度まで出て

ますね。その平成１９年度の２４５人から平成２０年度は４４人減の２０１人となって

おりまして、それでも四国内では高知県はトップであり、県は５月に県立精神保健福祉

センターに自殺予防情報センターを設置しました。センターは悩みを持つ人に対する相

談支援体制の充実が目的で、県内にある各種の相談窓口である警察、保健所、民間団体

など関係機関のネットワークづくりの拠点となっています。 

  そこで、香美市ではどのように連携しているのでしょうか。また、このような周知は

どのように行っているのでしょうか。そして、自殺の実態に対して予防対策を講じてい

るのでしょうか。例えば、要因をつぶす対策ですが、要因には人それぞれさまざまな原

因がありますが幾つかの要因に絞られてくると思います。大体４段階だと思います。最

後はうつ病というところに一番多くたどり着きます。そして、相談窓口があることと、

連携し合うこと、また生き心地のよい社会をつくるなどは当然政治や行政と関連してい

るところです。具体的な対策なのですが、危険箇所としまして香北橋、これは香北町の

ＪＡガソリンスタンドの東から隣の小川地区にかかっている橋です、国道にかかってお

ります。その向こうの朴ノ木から国道にかかっている新在所橋ですが、ここに防止さく
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を望む声がありますが、そういう意見を聞きましたときには私も「それはいいです

ね。」とはちょっとよう言いませんでしたけども、頭に描いたことは浦戸大橋にもあり

ますよねということです。これには景観等ですから賛否両論があろうかと思いますが、

そのようなことを考え周辺にふさわしい防止さくの設置を県に要望できないでしょうか、

検討をお願いいたします。あるいはそれができなければさわやか感のある、意味のある

といいますか、私も見たことがあります、ちょっと待てとか命はどうとかという、そう

いう県外のことなんですけども看板を目にしました。私の言葉で言いますならばさわや

か感のある、意味のある看板の設置はいかがでしょうかということです。お尋ねいたし

ます。 

  続きまして、文化財の保護とその活用についてです。 

  私は、平成１８年１２月議会で文化財保護につきまして一般質問をいたしております。

その中で香美市には多くの遺跡があり、中でも埋蔵文化財の数は数千点に及び、特に伏

原大塚古墳や刈谷我野遺跡の出土品につきましては、貴重な埋蔵文化財であることは認

められていると思います。これらの文化財の現状と今後の保護、生かし方についてとい

う以前は質問をいたしましたが、再度同じことを質問させていただきます。 

  折しも６月１０日の高知新聞に、香南市が文化財センターを開設の記事が２枚の大き

な写真入りで大きく出ておりました。これですね、ちょっと出だしを読ませていただき

ます。「香南市の約１５０カ所の遺跡から出土した土器などの遺物を保存、展示する市

文化財センターがこのほど同市香我美町山北にオープンした。展示室のほか、遺物の洗

い場や保存室も備えており、同市教育委員会は発掘後の作業などを見ることで、地元の

歴史を知るきっかけにしてもらえればと学習効果に期待している。」ということで、こ

れはいいものができたなと、これを見まして、さて香美市はいかがでしょうか。私が平

成１８年に質問した後で、当時の山崎前生涯学習課長と原教育長さんが、考えていると

ころもあるけどねということをちょっとお聞きいたしましたが、そろそろもうお答えが

出てるころだろうと思います。さて香美市はどのように保護をし活用されるのでしょう

か、お伺いいたします。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   大石議員の保健行政についてのご質問にお答えします。 

  まず、特定健診の関係ですが、今年の特定健診受診率の目標は４５％ですが、達成の

見通しはということですけれどもなかなか難しい、困難であるというように考えており

ます。 

  平成２０年度に明らかになった課題ですが、相当周知を行いましたが、制度が複雑な

こともあってなかなか浸透しにくかったように思います。今まで病院にかかっている人

は受診を、基本健診の受診ですが、受診せんでもよいというように言ってきましたので、

そのため今年から突然受診してくださいというように変更しても理解をしてもらいにく
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かったです。それから特定健診の受診券の存在がわかりづらかったと。受診券っていう

と小さいようなイメージがあるがですが、Ａ４の大きさでしたのでちょっと存在がわか

りづらかったということです。それから個別健診受診者の健診結果通知が届くのが遅か

ったです。それから健診結果のデータ処理、費用決済が遅くなっておりました。未受診

者の未受診理由を把握できていないという、こういったことが課題として明らかになり

ました。 

  口コミについては非常に有効だと考えておりまして、健診前には各種団体の集まりに

は担当者が出向いて周知に努めております。 

  次に、工科大との連携についてですが、平成２０年７月に、昨年ですけれども高知工

科大学の教授から話がありまして、保険課と大学の研究室との間で連携が行えるかどう

かということで協議をしまして、９月に事業を実施することになりました。 

  事業内容は、特定健診の実施率向上を目的としたアンケート調査を行い、分析によっ

て実施率向上の施策を工科大学から香美市に提案してもらうというものです。高知工科

大学では国の要請を受けて政策立案にかかわる研究を実施中で、特定健診にかかわる研

究はその研究方法を多様な方面に展開するもので、研究成果を地域に還元するという取

り組みで地域の香美市に提案があったものです。 

  取り組みの経過は、平成２０年９月に事業実施を決定して、１２月にアンケート調査

票を発送しております。発送件数は国保の対象者約６,８００人から２,０００人を無作

為抽出しました。土佐山田町１,４００人、香北町４００人、物部町２００人に発送し

ておりまして、郵送で返送してもらう回収方法で、回収率が４３.１４％で８４９人の

方から回収をしております。現在大学で分析作業中でして、今月２９日に報告書の提出、

説明を受ける予定です。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   大石綏子議員さんの香美市一体で取り組む健

康づくり団体の必要性についてということについてお答えいたします。 

  健康づくり関係の各団体は、食生活改善推進員協議会と健康づくり推進協議会、健康

づくり婦人会です。この３団体は、香美市の健康づくり行政にはなくてはならない団体

です。ご自身の健康を、また地域の方々の健康づくりをと、ボランティア活動を大変熱

心にしていただいております。心から感謝申し上げます。 

  ご指摘の健診と食生活が健康づくりの柱となるということは、おっしゃるとおりやと

思っております。３団体の会員の方々にも、それぞれの立場でこのことは広く住民の方

に伝達をしてくださっております。各団体の一本化の取り組みについては、すぐには困

難ではないかと思われます。しかし、どの団体も目指すところはまずご自身自身の健康、

一緒に地域の皆様の健康、そして香美市全体の健康づくりであると思われます。今後３

団体と話し合いを持ち香美市の健康づくりについて再協議していきたいと考えます。 
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  次に、ＰＳＡ検査についてお答えいたします。 

  特定健診で採取した血液で前立腺がん検診を実施するＰＳＡ検査については、今のと

ころ検討していません。財政面でいえば１件２,３１０円で補助金制度もありませんの

で、昨年度の実績で試算すれば男性の特定健診受診者が８７２名ですので、２００万円

ちょっとが市の単独事業として必要となります。今後財政状況や前立腺がんの罹患状況

を勘案しながら検討しなければならないと考えます。 

  次に、自殺予防情報センターとの連携、その周知についてお答えをいたします。 

  この自殺予防情報センターは、平成２１年５月１２日に設置されました。設置から日

も浅いことから相談窓口の連携までには至っておりません。住民の皆様にもまだ広報で

きておりません。今後広報香美を通じてお知らせしていきたいと思っております。 

  なお、自殺予防いのちの電話については、保健センター香北とか中央公民館等にポス

ターを掲示したりカードを置いたりしております。いのちの電話相談に（相談）するよ

うに呼びかけていました。 

  次に、実態に対する自殺予防策についてです。 

  高知県の自殺者は、平成１０年度以降２００人を超えて推移しています。平成１６年

にはこれまでで最も多い２５６人の方が自殺により亡くなっております。また、人口１

０万人当たりの自殺死亡率では全国的にも高い水準にあります。お手元にお配りしまし

たグラフを見ていただいたらよくおわかりと思いますが、図１の上段で一番上の折れ線

グラフが高知県の自殺者の総数です。中段が男性、下段が女性で、手書きをしてありま

すのが香美市です。平成１６年に７人、平成１７年に４人、平成１８年に９人、平成１

９年に１２人となっております。それから下の図２ですけれども、人口１０万人当たり

の自殺死亡率です。平成１６年に全国で高知県は４位、平成１７年が７位、平成１８年

が１１位、平成１９年が７位と高位を占めております。原因を究明していくことは大変

困難なことです。県警の資料によれば、自殺者の７割を男性が占めております。年齢別

では男性は５０歳代が最も多く、次いで６５歳以上が多くなっています。女性は６５歳

以上が最も多く全体の４割を占めております。自殺の原因、動機別では健康問題が最も

多く、次いで経済、生活問題が多くなっています。特に経済、生活問題による自殺者は

平成１４年度に急増し、以降も高い水準が続いております。自殺は失業、倒産、多重債

務、長時間労働等の社会的要因とその人の性格傾向、家族の状況、生死観などが複雑に

関係しています。 

  自殺を予防するためには、先ほども申しましたとおり社会的要因、経済的問題などに

対する働きかけと、心の健康問題について個人に対する働きかけ、うつ病の早期発見、

早期治療などの両面から総合的に取り組んでいかなければならないと考えます。香北橋、

新在所橋の危険箇所の防止さく等の設置については、県と協議をしていただくように建

設都計課にお願いをしてあります。 

  以上です。 
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○議長（中澤愛水君）   建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井 潤君）   大石議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  中央東土木事務所に問い合わせをいたしました。「県管理の橋梁で県が自殺防止対策

を施工した事例はない。」というお返事をいただいております。ご質問にありました浦

戸大橋でございますが、昭和４７年に完成をいたしております。当時、施工は日本道路

公団ということになっておりますが、ここは自殺の名所になっておりまして、２回にわ

たって有刺鉄線つきのフェンス工事を施工してございます。内ら側に、内ら向けにフェ

ンスをして上れないようにしてあるのがが高知県で唯一の自殺防止さくではないかとい

うふうにお答えをいただいてます。橋梁に限りませずダム等の転落の危険がある場所に

つきましては転落防止の高欄等を設置をしておりますけども、特に自殺防止のための防

護さく、看板については検討していないようでございます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   大石綏子議員の光ファイバー網の整備についてというお

尋ねについてお答えをいたします。 

  高速通信回線の整備につきましては、ご質問のとおり香美市では、民間事業者による

光ファイバーを利用したインターネットサービスは高知工科大学まで整備が進んでいる

とお聞きをしております。現在民間事業者による光ファイバーを利用したインターネッ

トサービスが提供されていない香北、物部エリアについては、民間事業者が自主整備に

よる施設整備を行った場合採算面で赤字になることが予想され、サービスが提供されて

ないエリアとなっております。このような採算面を理由に民間事業者による光ファイバ

ーを利用したインターネットサービスが提供されない地域でサービスを提供する場合、

初期投資となる施設整備を行政が行い、民間事業者に施設を貸与しサービスを提供して

もらう公設民営方式が一般的でありますが、この手法でもサービスを提供する地域から

の施設利用料等、施設の運営管理費等の採算面で折り合いがつかなければ民間事業者に

よる参入は望めません。公設民営方式で民間事業者に参入をいただけない場合は、施設

を行政が設置し行政が運営するという、すなわち公設公営方式ということになりますが、

過日ＮＴＴ西日本高知支店に相談を行い、香美市全域で光ファイバーを伝送路とする超

高速通信回線を整備した場合の事業費をお伺いしたところ、概算見積金額でありますが

施設整備費用として２３億円という金額の提示を受けております。公設公営方式では施

設整備に莫大な費用を、香美市が投資した後もランニングコストとして施設の運営管理

費や維持費として伝送路の電柱共架に係る費用等の莫大なコストがサービスを提供する

ために必要となってきます。 

  以上のような状況を踏まえて、香美市が市全域での光通信網によるインターネットサ

ービスを整備、維持することは、現時点では困難であると判断をしております。なお、

個人向けではありますけども衛星を使ったブロードバンドサービスの提供が開始をされ
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ておりますので参考までに申し添えます。 

  また、携帯電話の不感地域解消に向けては県が取りまとめて要望活動を行っているこ

とから、そういったサイドからの要望を行いながら、またＮＴＴドコモ高知支店への市

長による要望活動などを行ってきました経過もあり、ＮＴＴドコモによる自主整備とい

う形でご協力をいただき、現在物部町別府地区地区、岡ノ内地区、浦山地区、香北町岩

改地区でのサービス提供に向けた整備計画が進められております。少しずつではありま

すけれども携帯電話の不感地帯の解消が進んでおります。 

  ご質問に対する香美市の現状は申し上げましたとおりでございますが、今後とも高速

通信回線網の整備や携帯電話の不感地帯の解消など、情報通信格差の是正に向けて企業

への働きかけを行っていくことが必要であると考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（中澤愛水君）   生涯学習課長、凢内一秀君。 

○生涯学習課長（凢内一秀君）   大石議員さんの文化財保護とその活用についてとい

うことでお答えをいたします。 

  埋蔵文化財につきましては、環境や文化に対する関心が高まる中でこれを保存、活用

していくことは大切なことであると思っております。これまでの埋蔵文化財行政につき

ましては、開発の進む中、それに対応する形で記録、保存の発掘調査に重点を置かざる

を得ない状況があったと思いますが、今後はその発掘されました埋蔵文化財を整理、保

存と活用を図っていくことが必要になってきているんではないかと思います。 

  香美市におきましては、おっしゃられましたように伏原大塚古墳、また刈谷我野遺跡、

またひびのき遺跡や香北の美良布遺跡など多数の遺跡がありますが、これらの遺跡から

の出土品につきましては、我が国の歴史や文化また香美市の成り立ちを理解する上で、

欠くことのできない情報を提供する貴重な遺産となっているところです。これまでにお

きましても出土品の活用につきましては、市内小学校での教材としての活用、また中央

公民館での展示、そして芸術祭、文化展での展示と解説なども行ってきまして市民の方

に親しむ場を設けてきたところであります。この６月には保育園の再編によりまして土

佐山田地区の楠目保育園があきましたので、これまではリースの建物でもありましたの

で、そちらを文化財事務所にということでつい先日引っ越しが終わったところでありま

す。これから整理ということになりますが、膨大でもありますので今後時間をかけて整

理することになりますが、ここにおきましては遺物の収蔵場所、また整理作業場として

活用を図っていこうと思っております。なお、そのほかにもスペースがありますのであ

る程度展示するスペースもとれるんじゃないかというふうに思っておりますが、今後、

当面ここの施設におきまして出土品の適切な管理、保管を行いながら展示もしていけれ

ばというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   ２０番、大石綏子君。 

○２０番（大石綏子君）   ２０番、大石です。２回目の質問をさせていただきます。 
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  ただいまは、私は議員になったばかり、お礼とかお願い事は一般質問では必要ないと

いうふうに教えられましたが、非常にご丁寧なお答えをいただきましてありがとうござ

いました。 

  まず、保健行政でございますが、岡本課長さん、今年の（特定健診受診率の目標）４

５％に対しまして困難であるとおっしゃいました。それは浸透しにくいと、その一言だ

ろうと思いますが、私が思いますのに今年の目標４５％に対しまして３５.９％なんで

すよね。もうあとちょっと一頑張りすればいけるんじゃないかと私は思っております。

っていいますのは県下的な状況を見まして一般市民の方は、２月にこの特定健診の受診

率状況が新聞に出されました。あれを見て、ごらんになって、いろいろと健康に関心の

ある方はお考えだと思います。その中ではやはり以前から梼原、大豊、本山、それから

安芸市のほうは個別健診をしておりません、集団健診だけでも若い人の健診率が非常に

高いと。それは、そういったところがなぜかっていうのは、やはり私が今質問しました

市民一体で取り組む健康づくりの組織があるからなんですよね。これは結構古くから取

り組んでるところもあります。安芸のほうでは平成１４年から、それから特定健診が入

ります平成１９年度には新たにまた一体で取り組む団体をつくり上げております。 

  というふうに、やはり先進地等の取り組みを参考にされるとか、お２人に対しての質

問になりますが、１回目の先ほどのお答えの中で健康づくり婦人会も食改さんも、それ

から健康づくり推進協議会の方も非常に一生懸命取り組んでおられます。がしかし、健

康づくり婦人会は土佐山田町、それから健康づくり推進協議会は物部と香北、食改さん

はそれぞれあります。うちの場合は、平成１８年合併をしましたのでそれというあれに

はいかないところはよくわかります。がしかし、そろそろこの特定健診を機会としまし

て、例えば市長を本部長としまして健康づくり対策推進本部、それはもうどういう名前

であろうと構いませんけど、まずその３団体、あるいは民生・児童委員、老人クラブ、

まだ、余り多いとだめなんですけどもお考えになって、そういった団体を巻き込みまし

て、やはり今の時代は食育と、そうそうこれは健診率、これを上げることを目標としま

して、これは必要なことだと思います。それぞれの団体の長さんがそう言われておりま

すのでご検討をお願いいたします。健康づくり婦人会の方に至っては、「もう何でもや

りますから言うてください。でも旗を振る人がいないんですよ。」って。「自分たちで

はできません。広報車にも乗ります。」って山田の方言ってくださいます。そういうこ

とで一体となった健康づくりを、そういった取り組みをされたら、その方たちが、食改

さんは地域に帰って伝達交渉しており、それから今のところ健康推進委員さんも各地域、

各自分の身の回り、１０世帯、２０世帯受け持ちを持って以前はやったこともあります

けれども、私も入っておりましたが、もう残念なことに個人情報保護条例などができま

して、あの使われ方によって非常にマイナス面が起きております。 

  それは別といたしまして、それと健康づくり婦人会さん、それぞれ口コミで自分の周

辺にありますよと。それで課長さん、今お答えいただいたようにそれぞれ団体があるた
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び団体の方には説明をされてますので、その説明を、その人たちにできることをやって

いただけたら口コミでいくと思います。ぜひ（特定健診受診率が）４５％に近くなりま

すように、最後の６５％を目指しましてお願いしたいと思います。これは市長さんの、

今は福祉、健康につきまして、これを制する者が非常にいい市長だと、そういうふうに

全国的にもちょっと聞いたことがありますのでぜひこれは取り組んでいただきたいと思

います。 

  それから、次に前立腺がんなんですけども、補助金の関係ですね。これは自己負担、

全額自己負担でしたら２,３１０円ですか、２,０００円前後だと思います。しかし、高

知県下的には９市町村が既に行っておりまして、大体自己負担５００円のところでやっ

ています。ちょっと言いましょうか、須崎市、四万十市、北川村、春野町、仁淀川町、

中土佐町、越知町、津野町、四万十町、三原町、四万十町は４９３人、四万十市が４５

５人受けてますね。これはお願いは、特定健診のときの血液検査ですので、オプション

ですので自己負担を幾らに、やりたい方はやっていただく、自分の健康は自分で守るが

基本ですから、お金が２,０００円までですのでさほど、健診の方８７２人で２００万

が必要とは言わずにせめてその半分、３分の１でも構わないと思います。オプションと

して取り組めないものでしょうか。 

  それから、続いて自殺のことですが、これ（自殺予防情報センター）は５月１２日に

立ち上がりましたので、しかし、皆さんもよくテレビ、新聞いろんなことで、また身近

なところでも自殺っていうのはふえております。今後取り組みをよろしくお願いいたし

ます。 

  それから、光ファイバーのほうですが、２３億円、国の補助がありますのでそれを使

ったとしましても、その後のことを考えますとなかなかということはよくわかります。

がしかし、若い方から、また役場（市役所）の職員さんの中でも若い方はやはりあった

らいいねという話、「どうしてもこれは言うてください。」って言われまして、けど私

自身が余り詳しくないもので非常にためらいましたけども、でも私の感覚としましては、

じゃあこの今、議会のほうでも取りかかっておりますけども、情報を提供するほうはい

いものをこれから新庁舎に向けてやりますけれども、じゃあ受け手のほうがしっかりし

てなかったら受けれませんよね。それと、農業にしても、それから株、その他仕事上の

こと、もちろん教育ですけれども、場所によって情報提供にやはり格差があると。この

ことについてどのようにお考えでしょうか。どなたでも構いません、お答えいただきた

いと思います。 

  それから、文化財の保護といたしまして、ああ、やれやれやっとということでござい

ますがこれから大変だろうと思います。オープンは大体いつごろの予定の見込みでしょ

うか。あれだけ香南市のほうのことが出ましたので、私とかいろいろそのことに関心の

ある方は、やっぱりあれと同等以上のものをお願いしたいと思うのは心理だと思います

のでよろしくお願いいたします。 
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  ２回目は以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   大石議員の保健行政について、２回目の質問にお答えし

ます。 

  各種団体の口コミが非常に重要だということのご質問ですが、１回目お答えさせてい

ただいたとおり口コミについては非常に有効だと思っておりますので、それぞれの団体

に出向いて行って、会員あるいは近所の方々に伝えていただきたいということでお話を

させていただいております。ここへ出てきた３つの団体だけではなくって、ＪＡとか消

防とかほかの団体へも保険課としては周知に努めるために出向いておりますので、口コ

ミについては重要だというようには考えております。 

  ただ、先ほど健康づくり推進課長からお話があったように、なかなか団体との統合っ

ていうのは難しいのではないだろうかというようにも私は思います。議員もお話があっ

たように個人情報の関係が非常に言われだしてきて、その法律の縛りがかなりあってな

かなか難しい、啓発に回るにもなかなか難しいのではないだろうかというような感じも

いたします。そういった団体の統一だけを待つのではなくて、明らかになった課題につ

いて一つ一つつぶしていって、（特定健診受診率）４５％を目標に今年度は、目標とい

うか、とりあえずは目標ですけれどもできるだけ周知に努めたいというようには考えて

おります。 

  次に、前立腺がんの特定健診へのオプションについてですが、特定健診は集合契約で

県下統一でやっておりまして、オプションであっても検査あるいは決済をついでにやっ

てもらうという場合に、それぞれの医療機関と香美市とが契約をせないかんような状態

になります。ですので、簡単にはいかんというように考えております。健康づくり推進

課の答弁になろうかと思いますが、自分が旧土佐山田町時代に保健センターにおったと

きに、前立腺がんの検診で当時の医大から話があって３年間ということで実施をしまし

た。なかなか、旧土佐山田町だけですけれども受けてくれる人が少なかったように記憶

しております。百数十名の方が毎年、３年間でしたけれども、だんだんしりすぼみにな

って少なくなっていったようなそんな記憶があります。大体精査にかかる人が１割程度

で、その精査にかかった中でがんを発見するのが半分ぐらいであったように思います。

なかなか場所が場所だけに検査を嫌うという人もありまして、またがんになったという

ことがわかっても処置をしないという方もおいでましてなかなか浸透がしにくかったよ

うに記憶しておりますし、発見の率もそれほど高いものではない、今は高うなってるか

もしれませんけれどもそれほど高いものではないじゃないろかと思います。 

  もしオプションで追加するのであれば、大石議員の提案とはちょっと異なりますけれ

ども県下全体でオプションとして追加するのであれば、例えば胃がん検診とか何かそう

いったもっと検査の発見率の高いものをオプションとしたらもっと受けてくれるのでは

ないだろうかというような気もしております。 
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  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   大石議員の２回目の光ファイバー網の整備に関するご質

問にお答えをいたします。 

  情報の格差があっていいかということについては、それはあってはいけないとは思い

ますけども、それは原則論のものであろうと思います。情報格差の部分でいいますと、

例えば地デジもそうであろうと思います。都市部であれば何の負担も基本的には要らず

にデジタル放送を見れるわけですけども、中山間へ行きますと共聴施設に係る経費も要

りますし、後々維持管理していくための負担も要るというような状況で、どうしても地

理的条件によってそういった格差があるというのは、これはもう現実問題としてやむを

得ない状況だろうというふうに思います。その中でもやはり地デジについては私どもは

優先して整備をしていかにゃいかん、何としてでも２０１１年７月２４日には間に合わ

せないかんということで取り組んでおるところでございます。 

  光ファイバーについてですけども、ＮＴＴの考え方といたしまして、速度の問題はあ

るけれどもインターネット環境としてはＡＤＳＬが整備されておるんで、そこでＮＴＴ

としてはとどめるというようなお考えがこの前お話ししたときには出てきたような状況

もございます。香北、物部についてだけでなく旧の土佐山田町の分でいいましても繁藤

地区が光ファイバーは入っておりません。ちょっとご説明いたしますと、ＮＴＴの説明

の中でこういうお話がございました。「山田の市街地を含めた工科大のあたりまではつ

いておるけども、今回香美市として整備をした場合に、この山田の分も含めて、いわゆ

る分母、すなわち対象世帯数の部分としては読まない。」と。すなわち見方としては、

「山田それから美良布、大栃、繁藤と４つの局があるんだけども、この残り、繁藤、美

良布、大栃の部分の世帯数で見るんだ。」と。「その場合に分子としてのいわゆる加入

率を見たときに採算が合うような状況でない。」と、「山田まで含めればいいんだろう

けどもそういう計算の仕方にならないんで、ＮＴＴとしては公設民営についてもなかな

か受けれないんだ。」という話を説明をいただいたところでございます。 

  そういった状況でございますので、なかなか公設民営でやらない以上整備というもの

は進まないだろうと。一方で、公設公営っていうことになってきますと後のランニング

コストの部分で非常に厳しいものがあって、なかなかそういったところには向かってい

けないだろうというような判断をしておる状況でございます。 

  先ほど少し触れましたけども、衛星を通じたブロードバンドサービスについて少し触

れておきたいと思いますけども、これＡＤＳＬは、既存の電話回線を使用するために設

備投資としては容易ですけども、局舎からの距離によって影響を受けて遠距離になるほ

ど通信速度が低下するという実情がございます。光通信については、有線の光ファイバ

ー網を構築するのに多額の設備投資が必要となって、なかなかユーザー数の少ない山間

部、離島に至っては行き渡らせることは難しいということで、衛星を通じてインターネ
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ット、すなわちブロードバンドサービスの提供をしようということでサービスが開始を

されとるわけです。これは経済的な負担の部分でお話をいたしますと、ＢＢＳＡＴとい

う会社が運営をしておるわけですけども、資料によりますと初期導入費が３万１,５０

０円、これは税込みです。後々使用していくための月額費用として、サービス費用が

５,２５０円税込み、それから機器のレンタル費用として１,４５１円、この経費が要る

ということですけども。そういたしますと、地上で整備をした場合に個人が負担をせに

ゃいかん分といっても、多少高くはなりますけども極端にはね上がって利用しにくいと

いう状況でもなかろうというふうに思っております。なかなか格差の是正というところ

を等しく埋めていくということになりませんけども、一方ではこういったサービスも生

まれとるというところで、こういった観点での利用も１つ考えていただきたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   生涯学習課長、凢内一秀君。 

○生涯学習課長（凢内一秀君）   大石議員さんの２回目のご質問にお答えいたします。 

  （文化財事務所の）オープン予定ということでございますが、香南市に大変立派な施

設ができまして大変自分としては戸惑っておるところでございます。香南市ほどの立派

なものをということではありませんで、現在の施設におきましてできる範囲で整備をし

て、展示スペースもとれればとっていこうというふうに思っておるところです。なお、

現在収蔵としては利用もしておりますが、展示につきましては大変これまで発掘されま

した量も多うございます。移転につきましてもひいとい、２日で終わるかなというふう

に思っておりましたら丸々３日もかかりまして、大変量も多うございまして、大変今ほ

うり込みというふうな状況にもなっております。また、それを整理します担当のほうも

ちょっとおめでたでお休みにも入るような予定もありまして、いつごろまたあそこを展

示用にできるかというようなこともちょっと時期的にもまだ明言できるような状況では

ないところであります。今後、展示スペースをとりながら活用していければというふう

に思っておるところですので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   ２０番、大石綏子君。 

○２０番（大石綏子君）   ２０番、大石です。 

  岡本課長さん、ちょっと私の提案とは違うというその（特定健診への）オプションな

んですけども、それはがん発生率が高いというものの順番なんでしょうか。っていいま

すのは、前立腺がんは、今ではがん対策基本法には（検診の対象が）５つ入ってますよ

ね。それが国の補助で国のほうから、厚労省のほうからおりてきてると思いますけども、

対象になってると思います。今や６番目なんですよ。今厚労省のほうと学界のほうとち

ょっといろいろあるようなんですけども、けど既に県下的には９市町村がやっておりま

すし、今それだけ前立腺がんがふえてきてるということの認識の上でお考えいただけな

いでしょうか。お金のほうはオプションでということで、今まで、旧土佐山田町で受診
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の方が少なかったということですが、ちょっとあれからふえてきている状況からしてい

えば年数がたってると思います。 

  それから、課題については１つずつ解決していきたいということですが、香美市では

個別健診を推奨しているということですが、先ほどお答えにありましたように今までお

医者さんにかかってる人は健診は行ってなかったんですが、その方も行ってくださいと。

それは個別健診を推奨していますってよくお知らせの中に入ってますけれども、これは

こういう文章を見てもなかなか一般の方にはわかりづらいと思います。もう少し平たく、

かかりつけのお医者さんをつくりましょうとか、何で個別健診を推奨しているとか、そ

ういったこともあわせてお知らせを、長くではなくて、皆さんに、団体の方にお知らせ

するときは。 

  私が今残念なのは、やはり市長を本部長として健康づくりの組織を、一体化とした組

織づくりは必要だろうと思います。その中で課長さんが、皆さんが一生懸命出向かれて

言ってもなかなか地域に帰って皆さんにお知らせしていくっていうことはどうなんでし

ょう。やはり香美市の健康づくりに取り組む姿勢はこうだっていうことがはっきり示さ

れてると、また市民の皆さんは広報を見てなるほどというふうにも思われると思います。

やっぱり一体化した取り組みは必要だろうと思いますが、そこで現在は健康づくり推進

課が保健福祉センター香北、保険課がこの（庁舎の）下、それから介護のほうが福祉事

務所と（地域）包括（支援）センター、連携がなかなかとりづらいんじゃないだろうか

と思いますが、新庁舎の折にはワンフロアになると思いますので、そこでもうぜひとも

この連携を密にしていただきまして旗振りをお願いしたいと思います。一体化した取り

組みは難しいでしょうか、市長を本部長としたそういった取り組みです。よその例もあ

りますので、やはり先進地も勉強していただきたいと思います。 

  それから、自殺予防ですが、建設都計課長さんにお答えいただきましたが看板という

ことをちょっと、防止さくをつくらないまでも何か方法がないでしょうか。また、危険

箇所としまして私は２つしか、ダム周辺もあるかと思いますが、もっと危険箇所を消防

のほうとかそういったところが押さえておられるのか、そういったところに看板等、そ

の看板もありきたりの看板じゃなくて何か気のきいた看板をできないものでしょうか。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   大石議員さんの３回目のご質問にお答えいた

します。 

  一体となった団体、香美市全体の団体で取り組むということは本当に必要性を感じて

おります。正直なところ、やはりまだ香美市になり切ってない部分がありまして、皆さ

ん大変熱心にやってはくださっております。ただ、どうしてもそういう私たちの旗振り

が下手なところもございまして、徐々にはそういうふうに一体化して進めてまいりたい

とは思っておりますけれども、最終的にはまだ香美市一体となるという団体まで育成す
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ることができておりませんので徐々に進めてまいりたいと、努力をいたします。それで、

先ほど申しました３団体については、近い時期に役員さんに集まっていただきましてそ

ういう協議の場もするような準備はしております。そのことで今後努力してまいりたい

と考えております。 

  それから、オプションでつけるＰＳＡについてですけれども、岡本課長が申しました

ように特定健診とどうしても一体化をなさないともう１回血液を注射器でとらなければ

なりませんので、かかりつけ医による健診を推奨しておる香美市としては、高知県全体

の取り組みがないと個別健診については実施が不可能です。やるとなる、もしするとい

う想定でいくならば今のところ集団健診の受診者しかできないという状況がありますの

で、正直なところこの健診についてはまだ一度も検討しておりませんので、そういうも

ろもろのことも含めて検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井 潤君）   大石議員の３回目の質問にお答えを申し上げます。 

 １回目のお答えのときに、特に自殺防止のための防護さく、看板は検討していないよ

うですということでお答えを申し上げましたけども、橋だけでございませんで、道路の

路側の高いところも非常に危険な部分があろうかというふうに思います。そんなところ

も考え合わせてみますと、なかなか絞り込むということが難しいかと思います。 

  なお、今後ともそういうことにつきましては、危険箇所につきましては協議をさせて

いただきたいというふうに思います。 

○議長（中澤愛水君）   大石綏子君の質問が終わりました。 

  次に、５番、織田秀幸君。 

○５番（織田秀幸君）   ５番の織田でございます。通告に従いまして３点についてお

伺いをいたします。 

  まず、１点目の、女性特有のがん検診の推進について。これは最初に依光議員のほう

から質問がありまして、若干ダブる点もあります。しかし、取り下げはしませんのでも

う一度また、ちょっと角度の違った方向で質問をしておりますので、片岡課長さんには

その点よろしくお願いをいたします。私も女性の皆さんのエールを想像しながらこの質

問をさせていただきます。 

  ２点目は、臨時職員の手当、これは期末手当のことについてお伺いをしたい思います。

いい返事がいただけるまで質問のほうもさせていただきたい、状況によっては市長のほ

うにバトンを回すかもわかりませんのでその点よろしくお願いをいたします。 

 ３点目、全国瞬時警報システム、Ｊ－ＡＬＥＲＴについてですが、この質問に入る前に

せんだって我が地域も自主防災の立ち上げに向けての資器材、約４０万円の資器材でご

ざいましたが、課長を初め担当の職員２人が来ていただいて、チェックもしていただい

て納品をすることもできました。本当にこういう形でだんだん積み上げることによって



 

－53－ 

地域の自主防災に向けての高揚、そういうもんにつながってくるんではないかと思いま

す。その節は本当にありがとうございました。先ほどのお話でありがとうとかそういう

ことは言わんようにっていうような話もありましたけんどお礼を申し上げておきます。 

  本題に入らせていただきます。 

  ２００９年度の補正予算の成立を受けまして、女性特有のがん検診の推進事業がスタ

ートをいたしました。本市も着手に向け準備が進められております。いろいろと大変と

は思いますが、これはスピーディーな説明と同時に（無料クーポン券の）交付をしてい

ただきたい、そのように思っておりますのでその点またよろしくお願いをいたします。 

  かつてはがんと診断が下されると本人に告知するかしないかが取りざたされて、がん

イコール死であるとのイメージがありました。日本の死因のトップは結核でありました

が、抗生物質の開発により今や結核による死亡は珍しいものになってまいりました。そ

の後、脳卒中が死因のトップになりましたが、１９８１年からがんが死因のトップにな

り、現在も右肩上がりにふえております。日本では毎年およそ１００万人が死亡してい

ますが、そのうち３２万人、すなわち３人に１人ががんで亡くなっています。６５歳以

上では２人に１人ががんで亡くなっているとのことであります。年を重ねる、すなわち

加齢により異常な細胞が生まれ、それがだんだんと積み重なり、検査でわかるほど大き

くなるには１０年から２０年の時間が必要とされています。しかし、検診を受け早期発

見、治療すれば完治するがんが４つあります。胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん

であります。このうち２つは女性のがんであり、２００８年のＯＥＣＤヘルスデータに

よれば、先進国では８割から９割の女性が検診を受けていますが、日本ではともに２割

から３割の受診率であるとのデータが示されております。がん検診は受けないと損とい

うのが世界の常識であり、これを日本の常識にするためがん対策基本法をつくり、がん

対策を強力に進めています。 

  しかし、現在子宮頸がんが急増しており、年間２,４００人以上が亡くなっておると

のことです。これは、原因はウイルスで、感染予防するワクチンも開発され世界の１０

０カ国以上で承認、使用されていますが、日本ではまだまだ承認されておりません。こ

の検診は保険適用外のため、どちらも１０分から２０分程度の検診で約６,０００円ほ

どの必要負担とのことであります。これは私も県の担当課のほうにちょっと聞きました。

ある資料では１万円ぐらいとかいう、そういうような数値もありまして、片岡課長さん

のほうに「１万円もするかえ。」いうことでちらっと前日に聞きました。１万円もはせ

んとかいう、そういう話でしたので、県に聞いたら飛び込みみたいな形で受けた場合は

６,０００円ぐらいの費用負担が要る、そういう話でありました。 

  今回の無料検診で、政府はがん対策推進基本計画の中で、検診受診率の目標として掲

げた５年以内に５０％以上の達成に向け大きなはずみになるものと、そのように期待を

しています。女性の健康を守るには検診の受診率向上が不可欠である、そのように思い

ます。 
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  以上のことから４点についてお伺いをいたします。 

  １点目が、本市でのそれぞれの対象者数及び無料クーポン券の広域利用についてお伺

いをいたします。これは、さきの依光議員の答弁の中で償還払いは検討してないと、入

れてないいうような答弁があったように思います。これは医療機関、病院とのやはり取

り決め、そういったもんも必要になってくるんじゃないかと思いますが、ひょっと中に

は県外のほうで受けたいとかそういう方もおいでになるんではないかと思いますので、

その点ちょっとまた一歩詳しく教えていただけたらと思います。 

  ２点目、相談窓口の稼働体制。これは推進が始まっていろいろ、ちょっと何人該当者

がおるかいうのはわかりませんけんど、いつどこでどのような形でとか、いろんな形で

相談があるんではないかと思います。そのときには専門の方の配置とか、そこまでは保

健師さんがおったら十分対応できるんかなと、そんなにも思っておりますけんど、これ

はまた職員の方、臨時かだれかそういう形で、やはりかちっとした体制を組んでいかな

ければならないのではないかと。これは有限、今年度末までに全部終えんといかんよう

な、そういう時限の決められたそういう制度である思いますので、そこらのこともちょ

っとまたお教え願いたいと思います。 

  そして、３点目の、対象者の検診受診への配慮や利便性。これは仕事を持っておる方、

そういう方が香北とか物部町とか、そういう方が仕事の関係でなかなか受けられないと。

そういった折に土曜日とか日曜日、仕事の休みの間、また時間外のマンモグラフィーの

専門の車とか、そういったものをどのように考えておるのか、そこらのことをまた教え

ていただきたい思います。 

  そして、４点目の、これは全国での検診受診率の結果いかんによっては単年度の事業

となる、そういった危惧もあります。そして、これは今、衆議院の選挙を目前にして政

権が変わればどのようにまたなるかもはっきりしたことは言えないのではないかと思い

ます。そういう中で、これは５年間のやはり実施によってかちっとした成果がおさめら

れるわけなんですけんど、これ１年間で終わってしまったら、あとの方（今年無料化の

対象でない方）は自己負担でまた検診を受けることになったら、これ不公平にもなって

きます。そして、担当の窓口としても一生懸命推進をしていただいて、そしてこの受診

率の向上、はるかに向上したぜよと、日本の２０から３０％の、そういう今までのデー

タと違うてだんだんだんだんと５０（％）に近づいていきよるいう、そういうような結

果次第によっては、いろんな政権交代があるにしろ推進はされるんではないかと、その

ように思っておりますが、その点も含めて課長の決意のほどをまたお聞きしたい思いま

す。 

  次に、臨時職員の手当についてです。これ今こうやってマイクを通して多くの臨時職

員の方も聞いておられるんではないかと思いますが、しっかりと訴えたい思います。 

  １００年に一度といわれる経済危機は雇用の悪化を招き、何ら保障のない派遣社員や

臨時社員は解雇を余儀なくされる場合もあります。連日の報道にあるとおりであります。
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ハローワークに駆け込むが、希望する職種につくのは困難な場合が多いようであります。

１次産業を基幹産業とする本市においても、働きたくても仕事がなく他県に出ていく若

者が後を絶たないのが現状であります。そのような環境下で生計を立てるため臨時職員

として頑張っている人たちが多くいます。本市役所においても約４００名の正職員と２

００名のパートを含む臨時職員が執務などの仕事に携わっております。これはアバウト

な数字で大変申しわけないわけなんですけんど、聞いたところによればパートとか清掃

のそういった方も含めたら２００名ぐらいの臨時職員の方もおいでになると、そのよう

に聞きました。また違っておればまた課長のほうからかちっとした数字をお願いしたい

な思いますが。 

  清掃要員の人を除けば、役所内で働いている人は皆が公務員であります。服務上の責

任はないとはいえ基本的に地方公務員法が適用され、守秘義務、職務専念義務などが課

せられます。中でも９１名の人が職員同様フルタイムで働いています。一般事務は日額

６,６００円、保育士などの有資格者は７,１００円と伺っております。職員同様に１カ

月働き、その年収は、これは１１カ月で１カ月は休まないといけないと。仮に１２カ月

計算したとしても年収は１５０万円にも届きません。また、日給制であるために、祝祭

日が多くある月はその分当然手取り額は減ってくるわけであります。県を初め周辺の市、

南国とか香南市においても期末手当が支給されています。ちなみに、県では一般事務の

場合日給６,９１０円で、昇給及び通勤手当は県は出しておりません。要は職場域の近

くの人を雇用するいう、そういう趣旨ではないかと思います。しかし、６月１日または

１２月１日に在職し、当該日現在において引き続き３カ月以上勤務する者には、勤務月

数に応じ期末手当に準ずる手当を支給をしております。これ県の示した数字なんですが、

３カ月以上、６月１日、１２月１日に在職して、３カ月以上４カ月未満、この方が一番

少ない金額なんですけんど、その方で６月は１万４,０００円、１２月で１万７,６００

円と、執行部の皆さんから見ればほんの少ない金額であります。（６月）１９日に香美

市も期末手当が支給されました。私もいただきましたけれど、執行部の皆さんは、これ

は私の予想ですけれど大半の方が３けたぐらいの期末手当をいただいとんじゃないかと

思います。後ろのほうで何か眼力強い、見られた方もおりますけんど。（臨時職員で）

６カ月以上の方で上限が４万４,０００円です、県の取り組みは。すなわち月数により

１万４,０００円から４万４,０００円の支給であります。先ほども言いましたように、

職員からすればほんのわずかな額であるかもしれません。本市の条例では、臨時職員の

給与は「予算の範囲内で任命権者が別に定める」、このようにあります。県と同様の支

給としても、中堅職員、また議員１人分でこの賄いが私はできるんではないかと、その

ように思っております。 

  以上のことからこの質問に入ります。 

  パートを除きフルタイムで働く臨時職員に、県や周辺他市は期末手当を支給しており

ます。臨時職員の依存度の高い本市も安定した雇用確保が不可欠ではないかと、そのよ
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うにも思っております。景気低迷が続く中、県の勧告に倣い本市においても５月の臨時

議会で正職員と特別職員の６月に支給する期末手当が一部凍結となりました。この額が

約２,２５０万円いうたですかね、ちょっと忘れましたけんどそのように聞いた記憶が

あります。民間とのバランスを考慮し適切妥当な判断である、私はそのように思いまし

た。すなわち支給額が多い人については民間ベースに比べて下げる、それはもっともな

ことで、また臨時職員の方は何ら保障もない、半年半年で契約を更新しながら頑張って

おります。こうした依存度の高い臨時職員に対して期末手当に準ずる手当を支給できな

いか、そこのところを前向きなご答弁のほどよろしくお願いをいたします。 

  そして、３番目でございます。 

  本市を取り巻く環境、本当にすばらしい、緑豊かな、自然豊かで緑が多い香美市であ

ります。だれもが住みやすい環境下にある、そのようにも思っているんではないかと思

いますが、しかしながら、よく調べてみますと地すべり危険地区や急傾斜崩壊危険箇所

がこの香美市にもたくさんあるわけなんです。温暖化によると見られるゲリラ豪雨、今

後また３０年以内に５０％の確率で起きるとされる東南海・南海地震の直撃を受ければ、

これはもう甚大な被害が想定されるわけであります。また、去る４月５日にオバマ大統

領がプラハで行った核のない世界の演説では、日本を含め多くの国々が支持を表明する

中、北朝鮮による５月２５日の核実験は、国際社会の中で高まってきた核廃絶、核軍縮

への機運に冷や水を浴びせるものとなりました。北に対しては、核実験の禁止及び大陸

間弾道弾の発射を行わないよう求めた国連安保理決議を無視して弾道ミサイルの発射の

機をうかがっております。北のミサイルは何を搭載するのか、またどこへ飛んでくるの

か、だれもが不安に思っているんではないかと思います。 

  こうした有事や大災害の想定のもとで市民の生命、財産を守り、いかに被害を最小限

に抑えることができるか、これが行政の手腕が問われるところであります。当然市民も

地域ぐるみで自助、共助の精神は不可欠であり、ともに協力し合うということは言うま

でもありません。災害時の初動体制の確立、これが大変重要なポイントを占めるわけで

すが、この初動体制が十分であるか否かによって状況は大きく変化をするんではないか

と思います。 

  以上のことからお伺いをしますが、本市では有事や大災害の予知及び災害状況を早く

地域住民に伝達する手段は整っているのか。これは現状をまた教えていただきたい思い

ます。旧物部、香北、山田で今までの自主防災の若干内容が違っているんではないかと

思いますが、また今後どのように本市、合併して４年目でありますが、向けて施策を進

めていくのか、そこらのことも踏まえて担当課長の答弁をお願いしたい思います。 

  ２点目に、緊急情報を人工衛星にて送信し、人手を介さずに伝達できる全国瞬時警報

シテスム、Ｊ－ＡＬＥＲＴの受信関連設備を整備する場合、これは交付金で処置ができ

る予算が成立をしておりますが、本市の対応、どのように取り組んでいくのか、いつご

ろになるのか、そこらのことを含めてご答弁のほどお願いしたい思います。 
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  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   暫時１０分間休憩をいたします。 

（午後 ２時３３分 休憩） 

（午後 ２時４５分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   織田秀幸議員さんのご質問にお答えします。 

  （女性特有のがん検診）対象者数についてです。子宮頸がんの対象者が、２０歳、２

５歳、３０歳、３５歳、４０歳で合計６５９人いらっしゃいます。乳がんにつきまして

は、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳で９７３人です。今年度は、隔年実施を

しておりますので乳がんを実施するように計画しております。無料クーポン券の広域利

用についてですが、これは、広域化するに当たっては高知県全体で協議が必要です。な

るべく利便性を考慮いたしまして実施検診機関、県とも協議が必要ですので、広域化が

実現できるように働きかけていきたいと考えております。 

  相談窓口の稼働体制についてですけれども、健康づくり推進課、物部支所、山田窓口

に保健師及び山田窓口、物部支所においては保健師または看護師を毎日派遣をしており

ますので対応ができるようになっております。電話による相談もかなり、十何人の職員

がおりますので、専門職がおりますので対応ができると考えております。 

  ３件目の検診受診への配慮についてですけれども、７月１４日から乳がん検診が始ま

りますが、ご存じのとおりクーポン券も手帳もまだ何にも間に合っておりません。先ほ

ども申しましたが、償還払いはもうせずに、最初から徴収しないように、対象者にはそ

のまま無料で受けていただくように準備をしております。受診票送付のときに、あなた

は対象者ですから無料ですよというチラシを同封します。検診申し込みをされてない対

象者の方々には、再度受診勧奨と今年度は無料で受診できることを個人通知する予定で

す。 

  子宮頸がんについてですけれども、今年は子宮頸がんの対象の年ではないですけれど

も、せっかくの補助金ですので、財政面、それから実施機関とも今後協議をしまして、

お若い方が対象ですので、できるだけ土日に検診ができるような準備を進めてまいりた

いと思っております。それがもうすぐにというようなことはできませんので、来年１月、

２月を想定しております。 

  今年度の目標値についてですけれども、平成１９年度の乳がん受診率が２１.６％で

す。今年度は全体として２５％を目指しております。国の目標はクーポン券対象者の５

０％ということですので、及ばないかもわかりませんけれどもできるだけ啓発活動をし

て積極的に取り組んでいきたいと思っております。それから、各団体の方々にも啓発活

動をお願いするつもりですし、広報香美の紙面を使って皆さんにお知らせすると、あら



 

－58－ 

ゆる方法で広報していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   総務課長、法光院晶一君。 

○総務課長（法光院晶一君）   臨時職員の手当についてお答えをしたいと思います。

議員の強い決意を持ってのご質問でございますので、私も心して市長にまで飛び火しな

いようにしっかりお答えをしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  臨時的任用職員に対して、期末手当を含めて諸手当を支給という、そうすることにつ

いては、これは可能であります。可能なんでありますけれども、諸事情を考慮して現在

香美市においては実施をしておりません。そのわけといいますのは、臨時職員制度の厳

格な運用というものへの影響ということがあることからそのようにしておるとこです。

議員お話になられましたように、地方公務員法に位置づけられておるということで、第

２２条の中に位置づけられておるわけですけれども、その手前の第１７条には職員の採

用ということで正規職員の正規な任用について書かれております。この臨時職員という

のは、その第１７条に照らしてみたときに特例的な取り扱いということになっておるわ

けです。第２２条に位置づけるとこういうことになっておりまして、それはどういうこ

とかといいますと、正規の職員につきましては能力実証主義ということできちんとした

試験をしてやれと、こういうふうになっておるわけですけども、臨時の場合はそういう

ことをやっていないわけですね。 

  それで、臨時の制度の厳格な運用というのは、臨時の任用というのは事務事業のボリ

ューム、あるいは繁閑、忙しいときとか暇なときとかということに照らして厳格に雇用

期間を定めなさいと、こういうことになっておるわけですね。この人は３カ月でいいと、

３カ月できちっとやりなさいと、６カ月でいいというんでしたら６カ月でやりなさいと、

こういうふうになっておるわけですけれども。ところが期末手当、言われるように６月

１日、１２月１日を基準日ということですから、そこに在職しておった場合に期末手当

が支給できると、こういうことになりますと、例えば５月３１日まで雇用したらいいと

いう人も６月１日にいてくれたら支給できるよと、こういうことになりますと、やはり

雇う側も雇われる側も人情として、制度が目の前にぶら下がっておれば何とか制度の適

用というふうなことがありまして、どうもそのあたりが、雇用形態が、それをクリアを

させようとするためにそうした少し厳格性が欠けたようなことが蔓延していくと。また、

基準日以降にそれをクリアしたということで一斉に退職されるというふうなことがござ

いまして、業務にも停滞が生じるということがございます。これは想像ではなく、これ

までこの旧３町村の中で実施をした自治体はあるわけですけれども、そこでそういった

弊害が生じてきたことから現在そこまで踏み切っていないというところでございますの

で、もう少し時間を置く必要があって、これをクリアできるような状態をつくる必要が

あるんじゃないかというふうに考えております。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 



 

－59－ 

○防災対策課長（吉村泰典君）   私のほうからは全国瞬時警報システムについてお答

えをいたします。 

  まず、本市におけます住民への情報伝達手段の現状についてでございますが、行政か

ら情報提供を行う手段の１つとしまして同報系防災行政無線が上げられます。このシス

テムは、市役所から中継局を経由し屋外拡声子局設備や個別受信装置へ一斉に電波を発

射して一斉に音声で情報を伝達できるものです。本市では旧香北町エリアでのみアナロ

グ方式の運用で実施をしておりまして、平時は道路の通行どめや断水、学校行事などの

情報提供を実施しております。残念ながらこのシステムは香美市全体では整備されてい

ないのが現状でございます。 

  一方、この同報系防災行政無線ですが、これからはデジタルの時代になっていくわけ

ですが、このデジタル同報系防災行政無線の計画は持っております。平成２０年度に基

本計画を作成いたしました。しかしながら、多額の費用を要するためすぐには次の段階

へ進むことができないのが現実でございます。 

  次に、国からの緊急情報を人工衛星を経由して市町村に伝達される全国瞬時警報シス

テム、Ｊ－ＡＬＥＲＴの整備に関するご質問でございますが、国での予算は可決されて

おります。しかし、その補助対象の条件等が記載された交付金要綱がまだ県までおりて

きておりません。本市における今後の対応につきましては、要綱が示された後、それを

見まして香美市の条件に応じた整備を探ることになるということになると思います。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   ５番、織田秀幸君。 

○５番（織田秀幸君）   ５番、織田でございます。２回目の質問をさせていただきま

す。 

  片岡課長さん、ご丁寧にご答弁いただきました。これは私の先走りで、着手するか否

かの段階でるる細かく質問に取り上げたわけなんですけんど、どうか私もまたすばらし

い成果が出るように見守りながら、またエールも送らせていただきますので頑張ってい

ただきたい思います。もう答弁はそれで要りませんので、ありがとうございました。 

  さて、２点目（臨時職員の期末手当）ですが、総務課長、実際そらもう行政の立場と

して満点の回答をいただきました。その中で、課長が言われる中で６月１日、１２月１

日の在職、その件で過去にいろいろあったと。私が聞いとる範囲では、確かに二、三カ

月の短期間の人もおりますけんど１１カ月、また来年の年も１１カ月いう形でそうやっ

て頑張っておる方もおりますし、そして、これはさっきも言うた、この期間だけ限られ

たいう、そういう人ではなしに、あとこの１カ月間はそしたらどうするべといったとき

に、本人が任意でこの月はお休みさせていただきますと、そういうふうな選択肢もある

ように伺っておりますが、そういったことも（期末手当が）支給されるようになったら

回避されるんではないかと、そのように思いますが。 

  その点と、そしてやはりこれフルタイムで働く職員が、聞いたところによると９１名
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おるいうことなんですね、約半数が保育士さんであると。本来臨時職員、先ほど課長の

答弁にありました、病気とか出産を控えうちの事務局も７月から休まれる人もおります

けんど、そういう方の穴埋めみたいな感じで私は臨時職員がおると。ましてやこの庁舎

内、また保育所へ行っても、我々からすればだれが臨時職員でだれが正職員か一切わか

りません。先ほど言いました守秘義務もあるし、努力義務も皆さん持っております、臨

時職員であっても。そしたらそれなりの対応、市民との接見についてはそれなりの対応

を強いられております。要はこれ９１名ものフルタイムで働く臨時職員がおる、これは

今後やはり検討をしていかなければならないんじゃないかと。ましてや本市においても

２名やめたら１名採用、そういった形で国のそういう施策に対応した公務員の削減、そ

ういう流れをとっております。ますますそしたら臨時職員が膨らんで正職が減ってくる

中で、これ民間ではちょっと考えられんことなんです、実際は。要は財政云々となれば

職員数を減すか、給料をカットするか、民間レベルでは２つに１つの選択をされるわけ

なんです。ますます正職が減って臨時職員が太っていって、これはちょっと形態自体が

おかしいんじゃないかと、そのようにも思いますけんど、そこのことについて総務課長

の考えをお聞きしたい思います。 

  そして、あえて私が申したいことは、臨時職員抜きでは行政が立ちいかん、そういう

状態もなってくるんではないかとか、先ほども言いました、年間通して１００万円ちょ

っとなんです。余りにもちょっとこう実入りが少ないんではないかと思います。高い人

から当然カットしたと、少ない人にはちいとでも手当てを差し伸べる。これは感情論を

言うて、行政総務課長が「よっしゃ、わかった。」そんなことを言うてくれとはひとつ

も思うとりません。それでも私の言うことが自然か不自然か。県を初め周辺の市と比べ

てみて、そこらの思い、これはもうたとえ１万円でも２万円でも、正職員の皆さんがボ

ーナスもらうときに少のうてもそうやってボーナスをいただけた。みんな喜んで執務に

専念していただけるんではないか。長い目で見たらやはりこれは行政の服務上プラスに

なるんではないかと私はそのようにも思っております。同じく机を並べて仕事をしなが

ら片や１円金もボーナスもいただけない。民間と違って公務員は景気、不景気関係ない

ですよ、実際のところ。そういう中でもうちょっと見直し考えていただけたらなと、そ

んなに思うわけであります。 

  そして、同報系防災行政無線いう形でそれぞれの旧３町村が形態は違ういうことで、

移動系いうんも課長ありますけんど、実際そりゃあもう大きな災害とか山がつえて車も

通れんなった。当然消防関係と協力しおうて同報系で、今、山田町なんかは火事等の場

合サイレンで周知しております。それがデジタル形式、そういう形で音声がもし入るよ

うになったらどういう、どこで何がいう、そういうことがいち早く住民にも周知徹底さ

れ、これは何でかいうたら初動体制、それぞれの地域では防災マップいうものをだんだ

んとつくっております。その中で、あっ、大変なことが起きそうな、起きた、そういう

ときにはそういった安全防災マップで描かれたその中に避難することができるんじゃな



 

－61－ 

いろうかと思いますが。どうかこれは、せっかく国がそういう設備に対しての補助を出

し、そういう今はまた大事なときでもあるしどうか前向きに取り組みを進めていただき

たい思いますが、そこのところを再度課長お願いをいたします。 

  はい。これで２回目終わります。 

○議長（中澤愛水君）   総務課長、法光院晶一君。 

○総務課長（法光院晶一君）   ２回目の質問にお答えをしたいと思います。 

  昨年１月３０日でありましたけれども、大阪地裁におきまして臨時的任用職員に対す

る年２回の一時金の支給が条例根拠を欠いているということで、これは違法だというこ

とで（大阪府）茨木市長に対する損害賠償の請求をすることを命じられております。こ

れは大体７,０００万円ぐらいだったと思うんですけれども、したがいまして、もうき

ちんとした自治法に、条例にうたいなさいということになっておるわけですが、それに

応じて条例整備がきちんとされなければならないということでなければ支給はできない

ということになると思うんですけれども。その場合におきましてもやはり非常に問題が

出てくるのは、臨時職員の場合ですと日額賃金で支払っておりますので、これを今やっ

ている職員の場合と同じような手法で実施するというのも、これも困難でありますし、

定額で支給するということになりますと一時金といえこれは労働の対価ですから、そう

したことからすると矛盾も生じてくるんではないかなというふうに思います。 

  議員のほうからはいろいろと、月数で考えたら矛盾もあるだろうけれども１カ月とい

う（休職の）選択幅があるようじゃないかということですけれども、この選択肢がある

ということについては、人事担当の課長のほうとしては全くそういうことはないという

ふうに思っておりますので、そういう運用をされておる課があるとしたら大変困ったこ

とだなというふうに思っております。先ほども申し上げましたように臨時的任用という

のは法の特例ということでございますので、これは、１つには緊急の場合、そして及び

２番目には臨時の職に関する場合に限ると、こういうふうに定めがされておりますので

そうした選択の幅というものはない。臨時雇用というのは、厳格の上にも厳格にやって

いかなきゃならないということになっておりますので、条例整備をしていくときにはそ

このあたりをきちんと整備をしきらないと（大阪府）茨木市のようなことになりかねな

いということになろうかと思います。 

  ９１名のフルタイム、保育所を支えておるじゃないかと。頑張っている臨時職、その

人たちのその対応をきちんと検討しなさいというお話がありました。確かに臨時で賄っ

ている部分っていうのは大変多うございます。臨時職員、非常勤の職員でありますとか

パート、アルバイトで事務事業が運営されているような実態、これもだんだんだんだん

そういう状況がふえてきているわけですけれども、そうした実態につきましては、香美

市としては、そこは労働条件の改善も大切なんでありますけれども、事務事業それ自体

をしっかり見直して、場合には思い切ってアウトソーシングするということも１つの選

択肢にしなければならないんじゃないかなというふうに思います。全く冷たい男だと議
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員は思われるかもしれませんけれども、臨時職員の労働条件の改善で１００万円も出せ

ばできるんじゃないかと、こういうお話でありますけれども、臨時職員の皆さんにつき

ましては、これは非常勤の皆さんもそうですけれどもこの４月からは、通勤費を（正職

員の）２分の１に制限をしておりましたけれどもこの２分の１を撤廃をしております。

これは撤廃した金額で大体３５０万円ほど（予算が）要りましたが、それにまだまだ９

月議会でも補正をさせていただかなければならないというふうに思っておりますけれど

も、日ごろ頑張っていただいておる臨時の皆さんについてはそのように少しずつ条件改

善をいたしておりますので、全く頭にないと、考えてないということではなくて、でき

るところから考えながらやっております。言われるように労働条件の改善という働く側

の皆さんのほうからの問題ではなくて、行政のほうの立場からも臨時の職員の雇用につ

いては近隣の自治体と競合しておりますので、雇用環境を整備をしていかないときちっ

と雇用をできないということもございますので、そういう点ではこの問題は決してきょ

うでこれでおしまいだというふうには思っておりませんので、今後とも勉強させていた

だきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君）   全国瞬時警報システムの件で２回目のご質問にお答

えいたします。 

  災害が発生いたしましたときに、議員が言われましたように初動体制、これは非常に

大事でございますし、それから被災地がどんな状況になってるかと、そういう情報も対

策本部はつかまないと正確に動きができないとか、そういう点でデジタル防災行政無線、

これは同報系、移動系あわせて非常に大事なことだと思っておりまして、早期に整備は

したいと、そういう思いはございます。 

  現実的にすぐできないというようなところで、一方でサイレンの利用はどうか等の考

えも、Ｊ－ＡＬＥＲＴを利用してということも出てまいったりしますですが、消防団員

の招集とかサイレンの鳴らし方にも種類がありまして、そういうサイレンの個数が、全

地域に周知するだけの個数があるかとか、今の段階でまだ全然わからないですけどいろ

んな問題というか課題があると思います。とりあえず、今回国会のほうで議決されまし

たＪ－ＡＬＥＲＴに関する補助事業、その補助金要綱がまだおりてきておりませんので、

それを見まして香美市としてはどんなことができるかというようなことを研究したいと

思います。 

  以上でございます。 

○５番（織田秀幸君）   ありがとうございました。 

○議長（中澤愛水君）   織田秀幸君の質問が終わりました。 

  次に、１１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   １１番、片岡でございます。通告に従いまして一般質問を

行います。 
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  まず最初に、農地法の改定についてお尋ねをします。 

  農地法の改定案が、多くの問題点や疑問点を残したまま６月１７日に成立しました。

農地法改定については、単に法改正だけの問題ではなく農業全体の問題として考えるべ

きであります。改定理由に耕作放棄地の拡大や担い手が不足していることを上げ、これ

を解決しないと生産力の向上ができないと言っています。しかし、なぜ今農地法の改定

をしなければいけないのか。耕作放棄地がなぜ拡大し、担い手が不足したかの検証があ

りません。耕作放棄地の増大は競争原理を農業に持ち込んだ結果であります。つまり、

食糧管理法を廃止し、米の価格を市場価格にゆだね、ＷＴＯで米を市場開放し国境措置

のガードを下げた上、ミニマム・アクセス米、輸入米を受け入れる一方で転作をしてき

ました。その結果、生産高は減少し農業所得も激減、後継者は育たず農家数も減少し、

耕作放棄地が拡大してきたのが現状であります。 

  これらの経過と結果を検証することなく農地法は改定されました。日本農業の根幹を

左右する農地制度の抜本的な改変は、広く国民的な論議と合意が求めらるのではないで

しょうか。今回の合意なき改定に対する行政としての認識はどのようにお持ちかお伺い

をするものであります。 

  現在の農地法の根幹である耕作者主義、農地は耕作者みずからが所有することが最も

適当であるとする内容でございますが、先人たちは血と涙のにじむ闘争の末、農地開放

によってかち取ったものであり、農業者の営農と生活を守り、日本の高度成長に大きく

貢献してきた厳然たる事実があります。所有から利用へと転換し、一般企業の農業への

参入の促進を図ろうとするものであります。参入を許せばまじめに頑張る集落営農や担

い手農家と競合することは明らかであります。資本力の豊かな企業にはやはり勝敗の結

果は明らかで、百害あって一利なしと言われているのは農民の立場でありますが、これ

に対する認識もあわせてお伺いをします。 

  経済財政諮問会議の民間議員は、２００９年２月３日、農政抜本改革に向けてを公表

していますが、その中で「所有から利用へ転換し、利用については原則自由化する農地

法改革法案を早期に成立させ、できるだけ早く施行せよ」と提言しています。また、財

界の総本山である日本経済団体連合会は、２００９年２月１３日に農地制度改革に関す

る見解を発表し、その中では農地法第１条に定める自作農主義の規定を見直し、２０年

を超える長期貸借制度の増設や農業法人の要件緩和が求められておりました。今回の農

地法改定にはその提言の多くが取り入れられております。農地法の改定は財界からの強

い要望があったことがはっきりしています。今世界的には商社による農地の囲い込みが

起こっています。日本の総合商社も争奪戦に加わっていると言われています。財界のね

らいは、第１段階として農業生産法人の要件緩和により企業参入に道を開いてきました。

今回の改定は第２段階であります。財界のねらう本当のねらいは、今後要求してくるで

ありましょう一般企業が農地を取得すること、農業委員会の必置規定の撤廃がねらいで

はないかと考えるものであります。「国民の生命の源である食料生産の基盤である農地
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を大企業、財界の手に渡してはならない」との声がありますが、香美市の農政の担当者

はどう理解しているのかお伺いをします。 

  ４番目として、この改定案の結果によっての本市への影響、流通や価格の問題も含め

てどのように考えているのかお尋ねをするものであります。 

  次に、市営住宅に関してお尋ねをします。 

  市営住宅黒土団地が、Ａ、Ｂ、Ｃ棟合わせて７０戸は完成しました。Ｂ棟については

３月２７日に業者との完成引き渡しが行われたと聞きます。Ｂ棟は１８戸で、４月には

老朽化していた他の市営住宅から９世帯が入居しています。そして残り９戸については

一般公募をし６月中旬に入居者が決定したと聞いていますが、まだきょうの段階では、

まだあとの９戸については入居されていないように思われる。完成引き渡しから３カ月

近くも入居が決定されなかったことになるが、もっとスピーディーな行政運営をすべき

ではないのか、率直なお考えをお願いします。 

  Ｂ棟については、入居決定の流れとして公募をした後選考委員会で決定すると聞きま

す。決定に至る透明性、公平性は確保されているのか、詳しくお尋ねをするものであり

ます。お答えください。 

  住宅Ａ棟に入居する時点、結局建てかえの始まった時点で飼育していたペット、これ

古い解体された住宅で生活していた人たちがＡ棟に優先的に入ったわけですけれども、

その時点では現在の（財政）課長さんではない（財政）課長さんが住宅の関係をしてお

りまして、答弁では、現在飼ってるペットについては新しい住宅についても持ち込みを

認めるという答弁をいただいていたんですが、その後ペットについての調査や点検、そ

ういうものについてはどのような経過でなされているのかをお尋ねします。 

  これで１回目終わります。 

○議長（中澤愛水君）   農政課長、宮地和彦君。 

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）   片岡議員の農地法の改正について

お答えをいたします。 

  まず、１点目に、この改定に対する認識はということについてでございますが、指摘

の農地法改正については農地の貸し借りの規制、大幅に緩和されます。企業などの農業

参入を促すことを柱とするものでございます。農家や地方に影響を与える重要な法律改

正と理解します。この改定については、認識ということでお答えしますと、改正法案は

両院賛成多数で可決、成立されたと認識をします。 

  ２点目の、担い手農家との（企業の）競合の件ですが、大多数の農業形態は家族農業

を主体に経営努力の中、生産から流通まで組織化しよりよい経営を目指してきました。

しかし、現実には条件不利な農地において点在の耕作放棄地が見られます。農地を耕作

者が所有するという考え方から、一般企業なども含めた効率的な利用を促す方向となり、

今までの特定農地の活用、その方策もなくなり、それから意欲と能力、資本力の企業が、

地域の理解や合意のない参入は競合となることも予想されます。今農業を取り巻く環境
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は厳しく、また収益が上がりにくいことも飛躍的に参入企業がふえるとは考えておりま

せん。一般の企業の参入は、国の目指す食糧自給率の向上、そして農地の有効利用、雇

用の確保、関連事業の展開など地域への波及効果まで期待をしてます。これが農業、地

域への周知なしに全面的に市場原理、そのような形に組み込むようであれば法の運用は、

そういう方法ではあってはならないと認識します。 

  それから、３点目の、農業委員会の必置規定の撤廃でございますが、今までも大きな

社会情勢の変動の中で農地に対し、土地利用の主体性は農地法や農業委員会、系統組織、

ＪＡも含め大きな役割であります。生産農地として守られてきました。農業委員会は、

地域の農家の合意のもと、農地の権利移動を合議制に基づき農地管理の原点で行ってき

た重要な行政機関です。これからも国の構造改革や規制緩和など法改正には地方農業の

役割を明確にし、産業として振興していかなければなりません。さきの指摘の中でも耕

作放棄地の発生は農地法改正の問題ではないと議員が指摘をされましたが、同様に認識

をしてます。 

  ４点目の、本市への影響でございますが、農業経営基盤強化の基本的な構想の中で香

美市担い手育成総合支援協議会を設置し、主業農家に対し７割以上の担い手比率を目指

し、農地の利用集積率も５割を目標としてます。この法改正により構想も含めさまざま

な影響が想定されます。担い手への優良農地の集積の困難さや条件の不利な小規模農地

や山間地の遊休地が発生すること、企業の農業への、流通のこともお聞きされましたが、

取り組み姿勢が、農家や生産者団体との合意形成による影響で大きく左右すると判断し

ます。個別の影響する内容についてはたくさんございます。今個別個別になかなかこれ

がこうとかいうようなお答えはようしませんが、大きなところはもう取り組み姿勢で大

きく変わってくるような影響となるんです。 

  以上お答えします。 

○議長（中澤愛水君）   財政課長、後藤博明君。 

○財政課長（後藤博明君）   私のほうから片岡議員さんの市営住宅に関連したご質問

にお答えします。 

  ご存じのとおり黒土、新しいＢ棟につきましては、３月２７日に完成検査を受けまし

て、同日付で香美市に引き渡しを受けおります。最初のご質問でございますが、それか

ら３カ月間、スピーディーな行政運営はできないかということでございますが、この間

につきまして当初ちょっと工事延長があったと、２月末であった完成が一月ぐらい延び

ておったという部分もあります。それと、香美市の（住宅の）一般公募する際に、市営

住宅条例の中で第４条という中に、「市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる２以上

の方法によって行うものとする」というような条文があるわけです。１番については

「市の広報誌」、２番に「新聞」、それから「市庁舎その他市の区域内の適当な場所に

おける掲示」とか、それから「テレビ又はラジオ」、こういったこれの２つ（以上の方

法）、現在香美市におきましては市の広報誌と市の掲示板、これにホームページを含み
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ますけど、そういった部分で広報を行っております。まず、３月２７日に完成して、ま

ず引き渡しを受けたと。その時点から当課におきましては広報にかけるとすれば４月１

日の広報（原稿の）締め切りにぎりぎりに間に合って、それで５月１日の広報でないと

広報ができないという状況に陥りました。それで５月広報に載せまして１週間ぐらい周

知させていただいて、その次の週から募集をかけて、その後選考委員会のための調査と

かそういった部分があって、結局６月というふうなのが実際の具体的な流れでございま

す。と申しますのは、例えば４月に広報へ載せるんであれば３月までに既に広報へ原稿

を送ってこにゃいかんよと。それより先やったらまだ完成間近で引き渡しが完全にでき

るかできないかという状態の中で動いてこにゃいかんという結果があるため、今回につ

いてはこういう形になったと。今回は新築という形になってますので、そういう暇がか

かったというふうに認識しております。これが空き部屋であればこっちの都合で修繕、

貸せれる状態になればもっと早く貸せれるという状況は生まれてこようとかと思います。 

  次の、入居決定の流れ、公募した（後）選考委員会で、透明、公平性についてでござ

いますが、住宅への入居決定の流れにつきましては、申し込み受け付け期間終了後に申

込者全員の入居資格と生活状況の調査を、大体１週間から２週間程度かけて事務局の担

当の者が聞き取りを調査を行います。それで、事務局のほうで資料を作成して香美市住

宅入居選考委員会のほうにお諮りしまして入居者を選考していくという流れでございま

す。選考委員会では、申し込みされた方それぞれの住宅に困窮している理由とか生活の

状況などの困窮度を判断し、困窮度の高い方を慎重に選考しており、今回の選考につき

ましても黒土Ｂ、少世帯タイプ２、標準タイプ７というような形で決定させていただき

ました。これにつきましては、これも例外なく公平に選考されたと私どもは考えており

ます。 

  次に、住宅のペットの飼育の状況でございますが、議員さんも先ほど、ご承知のとお

り以前から飼われていた方についてはそのペット１代限り飼育を認めておるという状況

でございます。それは平成１６年度完成のラ・メゾン桜、平成１０年完成の黒土Ａ棟の

２団地で数名の方が引き続き飼育をしている現状でございます。平成１９年度完成の黒

土Ｃ棟では誓約書、飼育の誓約書を出した方はおりません。また、平成２０年度完成の

Ｂ棟でも既に一部の移転者が入居しておりますが、従来どおりペットの飼育は認めてい

ない、おりません。その後調査とか点検につきましては、現実的にちょっと苦情があっ

たときに対応しておったという状況でございますので、定期、一時的調査とか点検は現

在行っておりません。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   片岡です。 

  農業問題については、大変見識の高いお答えだったと私は大変力強く思っております。

率直に聞きますけど、私も最初の発言でも言いましたけれども、こういう山間僻地の放
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棄地の解消ということについては、こんなん大企業が入ってきてとり合いこするという

ようなもんじゃないんです、絶対にね。だから、今大企業がねらってるのは、一体どこ

をじゃあねらってるかということになったら、これは識者が発表してますけど、金もう

けのために農業を大企業がねらっているということでは北海道、新潟県の蒲原平野と山

形県の庄内地方とかという、もう日本でも屈指の広さと基盤整備がされたところをねら

い撃ちしてくると。それで、どういうことをするかというたら低賃金の外国人の労働者

を入れて経営を軌道に乗せていくということなので、大変内容的にいえばその地域の住

みゆう人たちの生活そのものを破壊してくるというように思うわけです。だから、私た

ちはこの、ここの近くで見えてる放棄地へ大企業が入ってくるとこによって解決すると

いうようなもんでは全くないということだけは、もう行政のほうもはっきりしておかな

ければならないと思います。 

  農業問題について、２点目について質問します。 

  トヨタ自動車などの大企業が会員になっている（民間非営利）シンクタンク、日本国

際フォーラムが（平成２１年）１月に発表した提言があります。その提言では、緊急に

とるべき対策として農地を専業的農業経営者に集積するために小規模農家の撤退を促し、

離農する農家には農地の権利移譲などを条件に早期廃業の援助措置を導入すべきと求め

ています。つまり、家族経営のような小さな農家は農業を早々とやめてもらう。そのた

めに国は税金を使ってリストラを促せという提言であります。この提言に沿って…これ

からが大事ですよ、この提言に沿って２００９年の補正予算では農地の集積を加速させ

るための経費を盛り込んでいます。約３,０００億円を投ずる担い手の農地集積です。

これは今後３年間に小規模農地や高齢農家の農地を差し出せば、１０アール当たり年間

１万５,０００円を交付するものであります。まさに手切れ金と言われています。これ

を見ても財界の提言が政府予算にしっかりと反映されています。 

  今、課長さんもお話をしていただきましたが、日本農業の根幹はやはり家族農業、こ

の地域にもあるように何ぼ広いといいながらも、どれだけ平野が広いところでもやっぱ

り家族農業を中心に営々と続いてきたことに対して、これを破壊していくと。財界主導

の農政に対する、本当に怒りが込み上げてきますが、この点についてはもう一度見解を

伺うものであります。 

  市営住宅のことについては答弁がありましたが、２問目を質問します。 

  公募をする（黒土住宅Ｂ棟）９戸についても４月から入居できるよう準備をすべきで

はなかったか。なぜならば、古い住宅からこの新しい住宅に９世帯が移動してるんです。

民間でいえば建築後３カ月も遊ばせておく経営者はいない。民間では建築途中からでも

完成図を示して入居の募集している。入居希望者から見れば完成以後３カ月間も無駄な

時間と浪費をする行政の姿勢に不満は高い。平常からいえば市の収入になる３カ月間の

９戸分については、家は建てた日から消耗しているんです。人が入っても入らなくても

建てた年数によってその家の対価、評価が決まるんです。こういう９戸もの家を３カ月
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間も遊ばせて、そういうやっぱり市に入るべきものが入らないという、こういうことに

対するやはりどういうような見解を持っておるのか。民間と考えたときに、非常に私た

ちは庶民の立場に立ってない行政ではないかというように思います。この点の見解を伺

います。 

  もう１点。選考委員会に課せられた任務は、入居希望者に市の条例に定められた入居

の資格はあるのか、不正はないのか等を判定するところと理解している。しかし、今回

の場合は、残り９戸については選考委員会が入居者を決定している。選に漏れた希望者

には１通の文書を送りつけたままである。何で選に漏れたのか理由もわからないままで

ある。選考委員会の厳格なチェックを受けた後、入居資格がある全員を前にして当否の

判定をすべきではないか。行政の透明性、公平性から見ても、住民の理解がそういうや

り方なら得られるのではないか。特にある特定の人たちは、あんたは入れると、あんた

は選に漏れるということになれば、当然人間としての感情が入ってくるのではないかと。

この点での見解を伺います。 

  ペットについて伺いますけれども、地域の住民から役場（市役所）のほうにも苦情が

来てると思います。私のほうにも相談があります。その中で入居時、結局Ａ棟が建って、

今飼ってるのは飼ってよろしいということで部屋へ入れてるという、そういう写真等動

かぬ証拠は役場（市役所）は持っているのかどうか。それがために、犬には命、猫にも

命があります。やはり後がまを愛好家は抱いて入ってくると、入れてくるというような

ことの心配が住民の中にあってます、現実に。こういうところについての対応はどうい

うふうにするのかということ。 

  それから、もう１つ、ちょっと前後しましたけれどもＡ棟が２８戸か、２８戸建った

ときにその優先権はあそこの団地に住んでた人が入居の優先権があったんです。それは

行政も私も認めるところだと思いますけれども、そのときに２戸が空き家となったんで

す。このＡ棟に入りたくないと、いうたらＢ棟に入りたいのでＡ棟には入りたくないと

いうことで２戸が公募にかかったんです。そのときには選考委員会で選考された人たち

全員を集めて抽せんをしてるんです、これ。抽せんによって決定してる。だから、選考

委員会で決めてるときもあれば抽せんで決めてるときもあるということなので、私の言

う、最初の質問のとおり全員に、そういう入居の資格のある人を前にして当否を決めれ

ば、いうたら納得するわけよ。今回のやり方であったら何であの人が選ばれて私が選に

漏れるかということで、そういう不審な点が行政にあるというんですがこの見解を伺い

ます。 

  ２回目終わります。 

○議長（中澤愛水君）   農政課長、宮地和彦君。 

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）   ２回のご質問、農地の改革につい

て、またシンクタンク、企業側の声、そして今回国が制度化した農地集積加速化事業、

約３,０００億円の部分でございます。それについては、農家の誘導を図るような事業



 

－69－ 

助成、１０アール当たり１万５,０００円の部分でございますが、確かに言われるよう

に企業が本来農業という難しい職業に投資をして生産性を上げるというのは、平場をど

うしても利用しなければならないと。その部分につきましては、香美市の場合もやはり

投資基盤を入れたほ場整備地、広大な耕作放棄地が連担するような地域性をやはり対象

にしてると思います。ただ、今回のこの部分が直接高知県のようなこの地方の農業に、

地場の企業じゃなくて外から追わえてくるようなケースは少ないんじゃないろうかとい

う思いをします。まず、地域は、地域農業の調和を阻害するようなおそれがある場合に

は、今回もこの法改正の中に農業委員会でそれは好ましくないと判断する場合の位置づ

けもされております。まず、地域の合意形成、理解、そういうものが、やはり農地の効

率的かつ総合的な利用に支障を生じるおそれがある場合にはという判断をできるように

なっておりますので、香美市としてもそういうことが農業振興とか地域づくりに疲弊っ

ていうか影響をかけるような場合は、そういう視点で判断をしていかないかんと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   財政課長、後藤博明君。 

○財政課長（後藤博明君）   片岡議員さんの２回目のご質問にお答えします。 

  まず、一般公募の（黒土住宅Ｂ棟）９戸につきまして、やっぱりおくれたことにつき

ましては私ども事務局の不手際といいますか、そういったことによりまして不信感を抱

かせたことにつきましてはおわびを申し上げます。ただ、老朽の別の住宅から引っ越し

てくる方のほうを先に手順を進めた関係でこういう結果を招いたということにつきまし

て、私どももちょっと認識不足であったということ思いますのでおわび申し上げます。 

  次の選考委員会の件でございますが、いろんなうわさで、仮にだれかれに言うたらこ

ういくとかいうようなことも実際のところは聞こえてきました。けど、実際、今は選考

委員会の中で、香美市におきましてこの数年につきましては選考委員の中で甲乙を完全

に決めて選考していただいてきております。その経過につきましても黒土の関連とそれ

から香美市になった部分、時系列的に調べてみましたけれど、最初のうちに抽せんを行

っちゅう、確かに行ってます。ということは、条例上選考委員会があります。ただし、

機能してなかったという実態があるんです。それでやむを得ず抽せんでやったというこ

とを聞いております。ですから、１つの選考の中で、事務局としましてこれは公開の抽

せんにしてくださいというような意見は事務局としては言えませんので、選考委員の中

で甲乙つけがたいとかそういった場合にこれは公開抽せんにしましょうとかいう決定し

ていただければ、それなりの手立てを今後はしていけるんだろうというふうに思います。

ただ、今までの中ではその後全部選考委員会の中で入居者を決定しておるということで

ございます。 

  次のペットの関係でございますが、確かに以前、住民との建てかえのときのお話し合

いの中で、旧の黒土団地で飼ってたペット類はどうなるかというような声が住民の中か
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らありまして、その中の協議の中でペット１代限りといったら変なんですが、そういっ

た部分については認めようという経過がございます。それで、ラ・メゾンにおきまして

は２軒とか、黒土Ａ棟で５軒、あとＣ棟、Ｂ棟はございませんけどそういった分があり

ます。ご存じの苦情につきましても昨年いろいろ、飼っておる動物以外に外から入って

きた犬とか猫のふん害等々の苦情とかいろいろありまして、管理課としましては回覧で

周辺でこのふん尿が発生しますというふうな、こういった文を出すとか、それから飼育

の課題につきましては、基本的には飼うのは迷惑行為に当たりますので注意してくださ

いとかいうて流す文書、それは昨年になりましては３回ほど出しております。それと、

写真といいますか、ペットの写真は撮っておりません。ただ、こういった誓約書はいた

だいております。これで一応入居者の自覚と信義に基づいて飼っていただくと。あくま

でも共同の住宅でございますので、その辺のところをご理解いただきたいというふうに

考えてます。 

○議長（中澤愛水君）   １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   １１番、片岡です。最後の質問になりますけどよろしくお

願いします。 

  今日本の農業に求められているのはどういうことかということについてお話をさせて

いただきます。 

  政府・与党がこれまでの農政の失敗を反省し、食料自給率を向上させる農政に転換す

ることが最も大事なことであると。農業で生活をし、営農が継続できる価格保証を軸に

した政策、担い手の育成、確保、耕作放棄地対策の強化に踏み出すことではないでしょ

うか。これはまた、食料危機への対処と安全、安心な食料の確保、地球温暖化防止と内

需型経済への転換にも大きく貢献する道ではないでしょうか。家族経営農業を否定して

利潤第一主義の大企業に農業と農地をゆだねることは、農業の多面的な役割を放棄し、

農業の持続性に重大な障害をもたらし、国民にとっても余りにも失うものが大きいので

はないかと、私たちは率直に日本の農業を見たとき考えます。 

  課長さんの答弁でもその方向でお答えをしていただいたことと理解しております。見

解があればでよろしいですけど、私の３回目の質問を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○議長（中澤愛水君）   農政課長、宮地和彦君。 

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）   片岡議員の３回目のご質問、見解

ではなく最後の３度目の質問の考えについては、香美市の農業振興の部門で十分その考

えを持って進めております。今明確に課題と問題点、担い手問題、いろいろ取り組みの

部分は明確にして、その部分が香美市の特色にあった農業やということで進めておりま

す。微力でございますがまたご理解よろしくお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   片岡守春君の質問が終わりました。 

  お諮りをします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会にしたいと思いますが、これ
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にご異議はありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会することに

決定をいたしました。 

  本日の会議はこれで延会をします。 

  次の会議は、６月２４日午前９時から開会をします。 

  お疲れでございました。 

（午後 ３時５１分 延会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分） 

○議長（中澤愛水君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２５人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許します。 

  ６番、比与森光俊君。 

○６番（比与森光俊君）   おはようございます。６番、比与森光俊です。通告に従い

まして一般質問を行います。 

  まず、１点目に、来春任期満了により実施されます香美市市長選挙について門市長

のお考えをお伺いいたします。本年３月議会での一般質問の答弁や市長の発言の内容で

個人的に気がかりな箇所がございましたことから質問させていただきます。 

  ３町村合併以来３年３カ月、何かと大変な市長としての重責であったことは、私が想

像する以上ではないかと推察する次第でございます。合併協議で決められたことを実行

する傍ら、香美市のまちづくりに尽力されてこられたことは市民の１人として大いに評

価するところでございます。１年生市長として周囲からの強い風当たりに自己嫌悪に陥

ることもあったのではないかと思います。議会議員であれば、１期目だから、１年生議

員だからと前置きすることで許されることも大いにありだと思いますが、市長といった

立場上それもなかなか許されることではありません。昨年３月議会では、市長就任時の

新聞記事を引用し一般質問をさせていただきましたが、その答弁の中で、合併協議事項

に対する取り組みや多くの限界集落を抱えての政策など今後の課題も示された上で、残

された２年間、全庁挙げて将来に向けて揺るぎない香美市の基盤を築くために、微力で

はございますが努力してまいりたいとの答弁でございました。厳しい財政面から大変苦

労されていることは十分承知していますが、将来に向けて揺るぎない香美市の基盤構築

は、市長の思いからすればまだまだ建設半ばではないでしょうか。合併協定の新庁舎建

設といった大きな計画も、一応のめどはついたとしてもまだその途中にあります。新市

発足に当たり市長はあいさつの中で、「合併後の新しいまちづくりの基本理念を「輝

き・やすらぎ・賑わいをみんなで築くまちづくり」と定め、中山間地域の維持、保全と

環境対策を図り、地域のだれもが住みよいまちづくりを進め、地域全体の連携による産

業振興に取り組んでまいります。そして、住民の自発的なまちづくり活動の支援や連携

を図り、住民と行政の協働によるまちづくりを推進してまいります。夢と希望あふれる

新市、香美市の発展のため全力で頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。」

と述べています。市長も述べられたように、住民の自発的なまちづくり活動の支援や連

携を図り、住民と行政の協働によるまちづくりの推進、私も全く同感でございます。行

政と住民による協働作業なくしてまちづくりはあり得ないと思っています。 

  先月、厚生労働省から認められました地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）と
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地域雇用創造実現事業、この２つの事業の認可に当たり、市長みずから東京出張の際関

係機関に出向き認可に向け尽力された（後に「ヒアリングへは行っていないが、他方面

で尽力をした。」と訂正あり。）ともお聞きしました。地域雇用創造実現事業は、地域

雇用創造推進事業（新パッケージ事業）に取り組むことが大前提となっている事業です

から、推進事業だけが認可されることはあっても実現事業だけが認可されることは決し

てあり得ません。その意味からしますと、両方の事業が同時に認可されたことの意味は

非常に大きいと思っています。この２つの事業は３年間が１つの区切りとなっています

ので、門市長は、この事業に関しては平成２３年度末まで市長でいなくてはならない

と個人的な見解を持っているところでございます。今回の２つの事業に市長そして行政

がどこまでかかわりを持つのか理解していませんが、市長には市民とともに事業を育て

ていく責任があるのではないでしょうか。事業実施のこれからの３年間は、住民と行政

の協働のまちづくりの推進を唱える市長としてしっかり事業と向き合ってほしいと思い

ます。また、そうでなければ市民に対する裏切り行為であると断言しておきたいと思い

ます。 

  県内では、過日四万十市、土佐清水市で市長選挙が実施されました。隣の香南市では、

来春の市長選挙に向け現市長と２人の新人候補が立候補の表明をしたように聞いていま

す。あと半年もすれば平成２２年度予算にも着手することになると思います。香美市の

将来を思い、市民から信頼される行政のあり方を考えるなら、その態度を明確に表明す

ることは今後の指揮にも大きくかかわってくると思います。まさに今その時期が来てい

るのではないでしょうか。市長は香美市の将来像をどのように描いているのか、そして

来春３月で満了となるわけですが、引き続き香美市のために取り組んでいきたい施策等

はないのでしょうか。門市長の来春実施の市長選挙に対するお考えをお尋ねいたしま

す。市長にはまことに申しわけございませんが、私なりに市長にかわり１００点満点の

答弁も考え、描いておりますので、余り食い違いのないような答弁となりますようよろ

しくお願いいたします。 

  次に、厚生労働省から認可されました地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）と

地域雇用創造実現事業についてお尋ねいたします。 

  私が初めてパッケージ事業の通告（質問）を二、三年前の３月議会で行ったところ、

通告後に当時開かれていた国会で事業の内容が変更、見直されることがわかり取り下げ

たわけですが、担当課がどこであるか、当時の消極的な対応が今は懐かしく思われます。

その後新パッケージ事業になったように記憶しております。市長への質問でも少し触れ

ましたので話が重複する部分もありますがよろしくお願いします。 

  事業の認可に当たっては、市長が東京を訪れた際みずから関係機関に対し要望された

ともお聞きしました。（後に「ヒアリングへは行っていないが、他方面で尽力をし

た。」と訂正あり）市長の行動がなければ認可されたか疑問であるとの話もお聞きして

います。今回推進事業と実現事業が同時に認可された意義は大変大きいと思います。実
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現事業は、推進事業をすべて終えているか、または現在取り組んでいることが大前提で

すから、人材の育成と事業の推進で同時に国から１００％の助成を受け実行できること

は、今後事業にかかわるスタッフにとって事業を成長させる目標として非常に励みにな

るのではないかと思っています。平成２１年度からの事業ですから早々にスタートさせ

る必要があるわけですが、７月から駅前に事務所を開設するとの説明はお聞きしました

が、スタッフの人選など現在の進捗状況と今後のスケジュールをお尋ねします。 

  また、今月、６月６日には、高知県産業振興計画の実行に向けた尾﨑知事の住民説明

会が開催されました。計画策定に当たり昨年は住民座談会が実施され、私も商工の部門

で参加させていただきました。そして、本年４月１０日に開催されました物部川流域ア

クションプラン香美市策定報告会で説明をお聞きしたところですが、説明を聞く中でい

ま一つ理解できていない部分がありますのでお伺いいたします。高知県産業振興計画に

香美市はどのようにかかわっていくのかという点でございます。どのような形でどの程

度までかかわるのか、できれば具体的に答弁をお願いします。県の説明では、すべて県

が進めていくようにもとれますのでよろしくお願いします。 

  例えば、物部川流域アクションプラン項目９の物部のユズを総合的に売り出す取り組

みや、項目１０の香美市ブランドの確立・特産品づくり、項目１８の地場産業（土佐打

刃物、フラフ）の振興は香美市単独の取り組みで、具体的な取り組みにおける仕分けで

は、３項目とも平成２１年度において具体的な取り組み内容の検討を継続するとの仕分

けＣとなっています。県がＣからＢ、ＢからＡへの推進役となってくれるのでしょうか。

さきに述べました地域雇用創造推進事業と地域雇用創造実現事業の推進とも深くかかわ

ってくると思いますが、この場合は県の援助を受けながら連携していく事業となるので

しょうか。例えば、項目１０の香美市ブランドの確立・特産品づくりではシカ肉の活用

に向けた取り組みも含まれていますが、県の説明時に国の事業を活用していきたいとの

話があったと思います。地域雇用創造推進事業では、人材育成メニューの中でシカの活

用講座も取り上げていますが、県の取り組みを、言葉は悪いかもしれませんが利用する

ことは可能なのでしょうか、よろしくお願いいたします。 

  次に、親族里親制度についてお尋ねいたします。 

  この制度は、両親が死亡または行方不明などで児童の養育ができないとき児童の３親

等以内の人がかわって養育する場合の制度で、このような場合児童扶養手当の受給も考

えられますが、養育する人が児童の祖父母など高齢者で老齢年金など公的年金を受けて

いる場合、児童扶養手当は対象外で受給できない問題がありました。そのことを解決す

るため親族里親制度が創設されています。申請には児童相談所の所長の許可が必要で、

申請の窓口が児童相談所であることから市町村ではほとんど広報活動をしていません。

また、制度に対する認識も薄く、多くの市町村窓口では案内さえしてこなかった現状に

あるようです。そしたら県が広報活動をしているかといえば、多くの県でしていないの

が現実のようであります。高知県はどうか県にお聞きしましたところ、広報活動はして
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いませんし、当然のごとく該当する受給者はゼロ、そして受給対象者は未定という実態

でございました。県内で年金暮らしの高齢者の方が孫の養育をしているケースが全くな

ければよいわけですが、１件でもあれば早急な対応が求められることは当然ではないか

と思います。 

  そこで香美市の現状をお尋ねするわけですが、（親族里親制度は）創設されて６年が

経過しています。親族里親制度について、これまでに広報活動など十分な対応が行われ

てきたのでしょうか。受給者は、県内がゼロですから香美市も当然ゼロになるわけです

が、対象者の調査、洗い出しを一度すべきではないかと思います。香美市内に該当する

対象者が全くなければそれにこしたことはないわけですが、市内にはそうした児童・生

徒を受け入れる施設もあります。経済的に祖父母の手を離れた児童・生徒はいないのか、

民生・児童委員さんなどの協力もいただきながら調査する必要があると思います。今後

の対応をお尋ねいたしまして１回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   おはようございます。比与森議員のご質問にお答えをさせて

いただきます。 

  香美市の将来像、そして今後取り組む施策への思いも含め来春の市長選挙に対する態

度と考えを問うというご質問でございました。 

  ご承知のとおり平成１８年３月に合併をいたしました。そして、新市まちづくり計画

の中で、平成１９年３月には進化する自然共生文化都市、香美市の基本構想を、振興計

画をつくりました。そして、その中で基本理念としまして、先ほど比与森議員も言われ

ましたように「輝き・やすらぎ・賑わいをみんなで築くまちづくり」、このことを市政

展望の基軸としまして第１次香美市振興計画をつくり上げたわけでございます。 

  香美市におきましては、大変厳しい行財政環境やその現状、また課題を踏まえまして、

市政発展のため、また短期的、長期的な視点に立ってこのこと、この中でなすべきこと

を明確にいたしております。この計画は１０カ年といたしておりますが、しかしながら

平成１９年から平成２３年の間の５カ年間の基本計画は、そこでまた見直し等も行われ

ながら、そして毎年ローリング等も重ねて今の香美市に合ったまちづくりを進めていく

ことが今後も大事ではないかというふうに思います。特に香美市としての課題としまし

ては、人口減少あるいは少子高齢化への対応、また都市としての求心力づくり、暮らし

やすさの確立、未来を築く人づくり、市域のマネジメント、地域経済の確立、こうした

ことが課題としてあるわけでございます。また、このことをこの振興計画の中でうたっ

ておるわけでございます。着実にこの振興計画に沿って進めていくとともに、先ほど言

いましたように現実的に課題となっておる問題を一つ一つクリアしながら香美市として

のまちづくりを進めていくということが将来へ向けてのまちづくりになっていくのでは

ないかと、そのように思っております。 

  さて、来春の市長選に対する態度と考えを聞くというご質問に対しましては、私とし
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ましては残された私の任期は９カ月余りでございます。今は残りの任期を、期間を最後

まで誠実に努力し、その責任を果たすことが私の最大の任務と考えております。これま

でのとおり職員と一丸となって全力でその職務に取り組んでまいります。そして、その

後市民の皆様方のご理解とご支持が得られ、許されるとするならば、いま一度市長とし

ての責任を果たすための、その覚悟を持って市長選に立候補させていただく決意をいた

しました。大変厳しい困難な時代を迎えており、私自身力不足は認識をいたしておりま

すが、今後も職員の協力と議員各位のご指導をよろしくお願いをいたす次第でございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   商工観光課長、高橋千恵君。 

○商工観光課長（高橋千恵君）   比与森光俊議員の地域再生計画についてお答えいた

します。 

  まず、議員のおっしゃられた中で訂正をさせていただきたいと思います。市長が厚生

労働省へヒアリングに行ってご尽力いただいたという点でございますけれども、ヒアリ

ングには行っておりませんので訂正をさせてください。しかし、別の面でご尽力を大変

いただいております。 

  それでは、ご質問の１点目でございますけれども、地域雇用創造推進事業の進捗状況

と今後のスケジュールについてでございます。 

  推進事業、実現事業ともに５月８日付で採択を受けまして、現在内閣府の地域再生計

画の決裁待ちをしているところです。この事業は、香美市地域雇用創造協議会の直轄事

業ですので、５月に協議会を開催いたしまして事業内容の承諾を得ました。各事業とも

に７月１日からの実施となっておりますので、現在４月採用のリーダー４名の決定と事

務所の整備等、事務局の体制づくりを行っています。会長は市長で統括は商工観光課が

行います。９月には実現事業の推進委員をさらに４名採用いたしまして、平成２４年３

月３１日までの３年間事業を実施いたします。推進事業は、雇用を推進するための人材

育成メニューや雇用拡大セミナーの実施、就職促進のための相談などを行いまして、３

年間で香美市民１０３名の雇用を目指しております。さらに、実現事業におきましては、

都市圏への観光、商品ピーアール販売、マーケティング、旅行担当者のモニターツアー、

香美市特産品の掘り起こしやホームページでの商品販売に至るまでの事業化と、農作業

の受託データ集めやシステムづくり、農閑期の試験野菜づくりなどを行いまして農業の

後継者育成につながる事業の実施をしてまいります。この事業名を「柚子香る里から世

界へ！香美市パワーアッププロジェクト」と題しております。 

  次に、高知県振興計画、物部川流域アクションプランに香美市がどのような形でどの

程度かかわるかについてでございます。 

  このアクションプランは、各種団体や農、商、工、観光等に携わる住民の座談会を経

まして内容が決定されたものです。と同時に、平成２０年度に高知労働局と当課で連携
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しまして、雇用戦略チームの協議の中で検討された事業内容と同じものが含まれており

ます。アクションプランの項目９の物部のユズを総合的に売り出す取り組み、項目１０

の香美市ブランドの確立・特産づくり、項目１８の地場産業（土佐打刃物、フラフ）の

振興については、これから始動する地域雇用創造実現事業の中に組み込まれております

ので、この事業を進める過程の中では国・県の補助金や助成金が必要になる場合が出て

くると想定されております。この事業を推進する際に県の各機関とも相談しながら進め

なければならない点もたくさん出てくると思いますので、県の助言ですとか協力を得な

がら進めていくということになります。これらの事業はほとんど香美市の実現事業で実

施するということになりまして、逆に県がかかわることになってくると思われます。県

が事業を実施するというのではなく住民力や各地域で実施して、それに対して県がどう

いうふうなかかわり方をするかというのがこの県の産業振興計画であると私は理解して

おります。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   福祉事務所長、小松美公君。 

○福祉事務所長（小松美公君）   おはようございます。比与森光議員の親族里親制度

につきましてお答えします。 

  まず、１点目の、制度に対する対応は十分であったかということです。 

  比与森議員もご指摘のとおり両親や実際その子どもさんを養育している者が死亡とか

行方不明などの状態になった場合に３親等以内の親族の方が里親として養育するもので

すので、両親がともに死亡となるようなケースは少なくて、確かに香美市でも親族里親

の相談件数というのは過去にもないようです。それで、事例として取り扱ったことがな

いというのが現状です。それからまた、県内でもゼロということでした。中央児相にち

ょっと聞いたところでは、平成１８年から平成１９年かけて１件あったようなこともち

ょっと聞きましたけど、とにかく事例は少ないということです。 

  それから、広報活動ですけど、１０月が里親月間ですので例年１０月に里親に関する

広報は掲載しておりますが、特に親族里親制度とかっていうことについての広報は行っ

てはおりません。 

  それから、この調査をする考えはないかということです。 

  特に調査するとかまでは考えておりませんが、里親制度について広報などに掲載して

おります。それにあわせて親族里親制度ということも盛り込みましてこういったピーア

ールをしていきたいと思います。また、児童相談所と連携を図りながらピーアールの体

制とか充実の強化に努めていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ６番、比与森光俊君。 

○６番（比与森光俊君）   ２回目の質問というか確認をさせていただきます。 

  市長におきましては、今後とも香美市発展のためによろしくお願いしたいと思います。 
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  振興計画と香美市の取り組む推進事業、実現事業との関係ですが、一度確認という意

味で、そしたら推進事業、実現事業を香美市が積極的に取り組むことによって、内容が

一致しているアクションプランについては県の協力を十分得ながら香美市が取り組んで

いけるというとらえ方でえいのか、これ１点確認だけ、答弁をお願いします。 

  それと、親族里親制度の件ですが、これ他の県で市町村が全く親族里親制度という制

度を理解してないことから、祖父母が児童の養育をする際児童手当が、先ほど言いまし

たように受給できない、そのまま置き去りになった事例があることから今回質問をさせ

ていただいたわけで、これまでそういう認識があれば対応をすぐできると思いますけど、

認識がないままに今まで来ていたから対象者がないという高知県の現実もあるわけです

ので、その辺はピーアールをされるということですけど、そういう養育に困っている祖

父母が出て児童・生徒の養育がなかなか思うようにいかんというような事例が起きない

ような対応をお願いしたいと思います。 

  以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   商工観光課長、高橋千恵君。 

○商工観光課長（高橋千恵君）   比与森議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

  県の産業振興計画を基本といたしまして、十分理解をしながら、そして香美市の実現

事業に組み込ませてともに一生懸命取り組んでいく努力をしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   福祉事務所長、小松美公君。 

○福祉事務所長（小松美公君）   比与森議員の２回目のご質問にお答えします。 

  確かに、特に調査とかまでは考えておりませんけど、地域の実情に詳しい民生・児童

委員さんとかにこういった制度があるということもお知らせして、そういった対象の人

がいるんでしたら福祉事務所のほうへ相談していただけたらというようなピーアールも

していきたいと思います。また、今後こういったお子さんが出てきた場合とかも、保育

所とか学校とかへ通ってると思いますので、両親が死亡するとかそういった事態になれ

ば当然把握できると思いますので、こういった関係機関と連絡、連携を図りながら、こ

ういった制度があるということで相談などを通じまして中央児童相談所のほうへつなげ

ていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   比与森光俊君の質問は終わりました。 

  次に、２１番、西山 武君。 

○２１番（西山 武君）   おはようございます。２１番、西山 武でございます。通

告に従いまして一般質問いたしますが、その前に、通告書の訂正をお願いしたいと思い

ます。「市内業者で施工できる公共工事は市内業者に発注を！」という項目の上から６

行目ですけれども、「業者が沢山あり」の次へ「制限付競争入札」の前に、「今の制限

付競争入札」というふうに、「今の」を挿入していただきたいと思います。 
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  それでは、質問に入りたいと思いますが、その前に、先ほどの比与森議員の質問に対

して市長が来期も汗をかくという決意の発表がありまして、ますます責任が重くなると

思いますけれども、市民の目線に立った行政を進めてくださることを期待して一般質問

を行います。 

  それでは、まず、市内業者で施工できる公共工事は市内業者に発注をという件で質問

をいたします。 

  昨年６月議会の一般質問で同趣旨の質問と最低価格の見直しを求める質問をいたしま

して、賛同を得た答弁をいただきました。そして、その後の入札ではそのように市内に

本店のある事業者を指名する指名競争入札が行われてきたようであり、また、本年度よ

りは最低制限価格の見直しも行われ、市当局も地元の業者、いわゆる市内に本店を置く

事業者の育成の大切さに気づいたと安心しておりました。しかし、建設業者２４社の有

志一同から出された請願書を見て、私なりに少し調査をしてみまして大変びっくりしま

した。といいますのは、昨年までは指名競争入札で、６月に指摘した後は香美市内に本

店のある事業者が指名されていました。また、本年度からは入札方法が変わりまして制

限つき競争入札となっており、それによりますと、香美市内に本店がなくても営業所、

事業所の届け出さえあれば入札に参加できる取り扱いになっていたことでした。これは

前年度までの取り扱いと全く変わっていて、香美市内に本店を置く事業者を全く無視し

た取り扱いであります。なぜこのようなことになったのか理解することができません。

香美市に本店のない届け出事業所を見てみますと、ほとんどが名目上の事業所であると

思われます。真に香美市で営業する事業所に制限するべきでないでしょうか。 

  （平成２０年）６月８日、高知市発注の汚水管渠築造工事の入札状況を見ますと、入

札資格にははっきりと高知市内に主たる営業所、すなわち本社を有する者、また６月１

５日、南国市発注の排水対策事業でも、入札参加資格は南国市に本店を有する者となっ

ております。また、聞いたところでは、隣の香南市は昨年度まで香美市と同じ指名競争

入札ですが、香南市に本店がある事業者を指名しているということです。このように近

隣の３市では本来の地元事業者、地元に本店を有する事業者を優遇する措置をとってお

ります。また、添付してあります資料にありますとおり、６月５日発行の建通新聞によ

りますと、国交省においても直轄事業で名ばかりの支店、営業所を排除し地域に密着し

た事業者に配慮する方針であると報じられております。このように近隣の市だけでなく

国までもが地域の事業者に対し配慮をしております。香美市ではどうでしょうか。周り

の３市からは香美市に本店を置く事業者は入札から排除され、しかも香美市の工事につ

いては届け出さえ出ていればフリーパスで市外業者が入札に参加できる状況です。この

ように不合理なことはありません。香美市民の税金を使った公共事業です。昨年の質問

に対する答弁でも香美市内に主たる営業所を置く事業者の重要性が認められたものと考

えておりますが、そこで、今後発注する土木工事については香美市内に本店を置く事業

者に制限すべきだと考えますがどのようにお考えでしょうか、見解をお伺いいたします。 



 

－11－ 

  また、お渡ししてある資料を見ていただきたいと思いますが、香美市発注の６月１１

日付の入札結果があります。まず、下水道工事では１６社が入札し、うち半数の８社が

名ばかりの市外業者と思われます。たまたま市内業者が落札しておりますが、最低価格

を下回り失格になった業者もいます。このことからも制限方法の見直しの重要性がわか

ると思います。 

  次に、もう１件の入札結果記録を見てください。これは予定価格１５２万円の市道の

維持工事に対しまして１６社が入札し、そのうち４社が市外業者であります。また、落

札者は香南市に本社があると思われますが、６月１日に法人設立届が出されたばかりで、

その１０日後に入札に参加し落札したものです。香美市民としてとても納得できるもの

ではありません。また、予定価格が１５２万円くらいの工事に市外業者を入れる考えが

理解できません。この落札した会社の営業実態はどのようなものか、おわかりいただけ

ばお伺いいたします。 

  また、予定価格が１５２万円という少額の工事を市外に本店を持つ業者が落札して何

とも感じない市当局の見識を疑います。どのようにこの点に関して感じているかお尋ね

いたします。 

  また、入札業者を見ればＡランク業者が３社も入札しています。小規模事業者を保護、

育成するためにも少額の工事に対しては入札基準を見直し、せめて予定工事を公表して

います、多分２５０万円以上の工事がありますよと公表してると思うんですけども、そ

れくらい以上の額にＡランクの入札（参加）条件を規制する考えはないかお伺いいたし

ます。 

  また、水道事業者からの請願も建設事業者と同じ趣旨だと思います。水道事業者に対

しましては、失礼かもしれませんが香美市内に本店を置く事業者は小規模業者が多いと

思います。しかし、水道に故障や事故が発生したとき一番頼りになるのは香美市内に本

店を置く事業者であります。市民の命の水の安定給水を図るためにも、土木業者に対し

ても同様、市内に本店を置く事業者に対して配慮し、市民が安心して生活できるように

入札制度を考えるべきだと思いますがいかがでしょうか。 

  また、Ａランク業者は全工事に入札できますが、香南市においては金額を制限してお

ると聞いております。このランクの見直しも、土木工事と同様に何らかの見直しが必要

なのではないでしょうか。お考えをお伺いいたします。 

  次に、土佐打ち刃物の伝統を後世に残せるようにという点について質問をいたします。 

  土佐打ち刃物は、高知県を代表する伝統ある地場産業の１つであり、香美市を中心と

して南国市等で多く生産されています。そして、その販売先はほとんどが市外であり、

尾﨑知事も提唱する地産外商の代表的な製品であります。香美市や高知県の経済に少な

からず貢献しておるものと自負しております。しかし、主要な販売先である農林業の環

境の変化、すなわち農業の機械化の進展や外国産材の輸入自由化による林業の構造的不

況により厳しい状況が続いております。このような中業界も危機感を持ち、旧土佐山田
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町時代、県の協力のもと国の伝統的工芸品産地指定を受け、伝統技術の収録や後継者育

成に努めてきました。この間、香美市及び南国市の協力のもと後継者育成の条例をつく

っていただき、後継者育成につきましても努力してまいりました。何人かの希望者もあ

りましたが、この条例のもと修行に励み、取り組みを行いました。しかし、なかなかう

まくいきませんでした。現在は、伝統的製法の技術の習得に関しては親子間でも利用で

きるように条例の運用をしていただき活用させていただいております。せっかく希望者

があらわれ、この制度を利用してうまくできなかったのは、希望者を受け入れる施設、

設備がなく、受け入れを個々のかじ屋さん、事業者に頼むことしかできなかったのが大

きな理由だと思います。受け入れ事業者は、１年間の補助はありますけれども、鍛造業

というものは自分が体を動かして品物をつくり生計を立てております。その補助のもと

に事業を進めていきましても、なかなか次へ進むのは難しい面もあったと思います。そ

のような理由が大きな理由でなかったかと思いますが、それに伴いまして次のようなこ

とを考えました。 

  また、全国には大きな刃物産地が７カ所ありまして、それぞれの産地に組合がありま

す。その７つの組合が利器工匠具連絡協議会という組織をつくり、産地間競争はしなが

ら情報交換やよりよい刃物生産のために協力しております。２年前には、香美市及び南

国市の協力をいただきまして南国市で全国大会を開催しました。本年は新潟県三条市で

開催され、１４年ぶりに訪問してきました。１４年前に訪問したときには練習場や体験

施設が欲しいと語り合った（新潟県）三条市でございますが、行ってみますと、平成１

７年に三条市が各種補助金を利用して市の施設として三条鍛冶道場という施設を建設し

ていました。それは資料を添付しておりますので見ていただければわかると思いますが、

そこでは刃物での体験や本格的に使用できる設備や道具も完備されていて大変人気が出

ているということでした。それを聞き大変うらやましく感じた次第でございます。香美

市でも生産者の高齢化も進んでおります。この伝統産業を後世に残すためにも、今こそ

このような施設を建設すべきであると思いますし、業界としましても強く要望いたしま

すがいかがでしょうか。この施設ができますと、つくる場所によりましては観光との連

携も考えられるのではないかと思います。そうなりますと香美市の発展にもつながると

考えますので何かいい案をお考え願いたいと思いますし、また、先ほどありましたよう

に県のアクションプランとの連携も考えて、このようなことができないかお伺いして１

回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   副市長、石川晴雄君。 

○副市長（石川晴雄君）   改めて、おはようございます。私のほうから、西山議員の

市内業者で施工できる公共工事は市内業者に発注をという中で、にお答えをいたします。 

  質問の中で、昨年６月議会でも同種の質問をと、その中では最低価格の見直しの質問

でございました。また、その中で本年度より入札方法が変わり今おかしな点が出ている

と、業者においても危機感を持ち２件の請願が出ている。市内に営業所があるといって
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も名だけの業者がたくさんあり、制限つき入札では排除できず、今の入札制度ではとい

うことですね、また、水道も含めてですが入札のランクづけの見直しについてというこ

とでございました。それについてお答えを申し上げます。 

  質問の工事発注につきましては、昨年６月の質問でもお答えをしましたとおり、年度

の当初に市長がその年度の発注方針について契約等審議会に諮問し、その答申を経て発

注方針を決定しております。契約等審議会では、昨年度の入札状況をもとに本年度の発

注方針を検討いたしましたが、昨年度は１４件もの不落を生じ、再入札、再々入札とい

った状況もあり、この対処方法として本年度は、契約の希望のある事業者に参加をして

いただく一般競争入札方式を試みとして採用することに決定をいたしました。この場合

入札参加資格を市内に本店または支店、営業所のある事業者と制限つきとして発注をし

ております。審議の中でも支店、営業所につきましては特に協議、検討をされました。

結果、旧３町村の時代から、合併前から引き継がれて本市に貢献されているという一定

の市民権が認められております。一般競争入札方式の告示後、本市に営業を置く事業者

も質問のとおりあらわれ入札の参入業者の増加につながっております。先ほど質問の中

で、昨年までは香美市に本店のある事業者のみで入札しておったということでございま

すが、質問の中で、それは昨年も、合併後同じように支店、営業所で入札に参加してお

りました。 

  ご指摘のとおり、このたびの請願にもありますとおり今日の業界の、また地域の経済

状況はいよいよ厳しさを増しております。このことは重々承知しております。このよう

な中で、せんだって総務省からも地域活性化・経済危機対策臨時交付金に係る地域の中

小企業の受注機会への配慮について通知があったところでございます。これは地域の中

小企業への発注の機会を増加しなさい、配慮しなさいということでございます。このよ

うなことも踏まえ、すべてが質問のように名前だけの支店、営業所だけとは考えており

ませんが、地域事業者への優先発注を考える視点から、建設業法に基づいた支店、営業

所といったことも踏まえ契約等審議会で検討してまいりたいと考えております。特に、

殊にこのたびの請願、また議会のご意見、特に議員さんのご意見も参考にしながら、改

善するところについては改善して今後もより地域の活性化につなげていかねばならない

と考えています。水道工事についても同様に考えております。 

  また、ランクづけの見直しは今のところ考えておりませんが、これも審議会において

協議してまいりたいというように考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  また、殊に水道課関係の水道工事につきましては、２４時間体制で今現在、各水道施

設を管理していただいておりますが、それも市内業者ではなく市外の業者に今委託して

昼夜で管理をしていただいておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   西山議員の土佐打ち刃物の伝統を後世に残せるようにという
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ことで、新潟県三条市の施設の例を挙げられました。その中での技術の伝統や、またそ

の習得、見学できる施設の建設をというふうなご質問であったわけです。西山議員には、

いつも土佐打ち刃物の発展に対しましてのご努力に心から感謝と敬意を表する次第でご

ざいます。 

  土佐打ち刃物は、高知県を代表する地場産業の１つであります。また、今県が進めて

おります産業振興計画の地産外商の代表的なものであるというふうに認識をいたしてお

ります。特に本市は鍛造業発祥の地として多くのかじ屋さんが業をなしており、本市に

とっても誇るべき産業としての位置をなしております。その技術、伝統を将来につない

でいくことは大変大事なことでございます。技術を習得したり、また伝統のわざを見学

できる施設の必要性は強く感じておりますが、新たな施設を建設をするということは、

将来の運営なども含めましてクリアしなければならない課題も多いと考えますので慎重

な検討が必要ではないかというふうに考えております。 

  また、先ほど観光部門との連携もというふうにお話がございました。そうしたことも

含めましてなお検討の必要があろうというふうに思います。 

○議長（中澤愛水君）   ２１番、西山 武君。 

○２１番（西山 武君）   ２１番、西山でございます。２回目の質問をさせていただ

きます。 

  まず、市内業者で施工できる工事についてでございますが、先ほど合併前からのそれ

ぞれの旧町村に貢献があった業者という話もありましたが、香美市内業者も大変貢献を

してきているはずでございますし、また現在、私が先ほど指摘しましたとおり高知市、

南国市、香南市で、香美市内に本店を置く土木事業者は制限つき競争入札の制限事項に

よって入札に参加できないというような状況になっておると理解しております。それを

知った上で香美市の土木工事に本店のみならず営業所等を設置登記をした事業者を入れ

て平気でおるという考えがどうしても理解できません。 

  また、契約等審議会ということですが、審議会の会長は副市長ではないかと思います

けども、市内業者、香美市ということを考えますと、いかにして香美市内に営業拠点を

持つ業者に配慮するかということが市当局としても一番重要なことでないでしょうか。

先ほど言いましたように国交省でさえ地域の事業者を大事にしようとしております。そ

して、くどいようですが香美市を取り巻く３市では香美市内業者は入れてもらってない

んですよ。それに、支店、営業所が、香美市内に届け出があったらいうて入れて平気で

おるという香美市役所当局の考えが到底理解できませんが、これが市民に目線を置いた

行政運営でしょうか。その点で改めてこの請願、当然委員会に付託されておりますので

委員会で結論が出ると思いますけども、その点についての見解をお伺いしますとともに、

先ほど私が言いました１５２万円の予定価格、市外に本店を置く、６月１日に（法人設

立の）届け出をしたばかりの事業所、この事業所が香美市に今まで、旧土佐山田町時代

に貢献してきたでしょうか。当然（今まで）入札には参加してないんですよ。そういう
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事業者が落札して平気でおるというのは理解できないんです。先ほどもこの入札、１２

９万１,５００円で落札された、この工事が市外業者に落札されたことに対してどのよ

うな考えを持ってるか、先ほど聞きましたが答弁ありませんでした。改めて聞きます。

これぐらいの金額の工事が香美市内業者でできんわけないんですよ。そういう制限して

いいんですよ。ほかの事業でも全部そうなんです。ほかの周りの近隣の市が香美市内業

者もどうぞという状況で入札参加できればお互いそうしてやればいいんですけども、そ

ういう現実でない以上、香美市内業者は成り立っていかないんじゃないでしょうか。い

ざ災害等緊急の場合になってきますと、だんだん減少している、香美市内に本店を置く

事業者が少なくなると、困るのは香美市民であります。その点につきまして改めて答弁

をお願いいたします。 

  打ち刃物の後継者の件ですけれども、先ほども言いまして、重要性は市長も理解して

いただきました。しかし、業界も高齢化が進み、いよいよ今がラストチャンスじゃなか

ろうかというふうに思っております。県の産業振興計画、アクションプランにも打ち刃

物を取り上げるということで提案もされております。そういういろんな事業補助制度を

利用して施設をつくれば、後の維持管理の大変さも想像できます。（新潟県）三条市に

ありますし、また（大阪府）堺市にも同様の施設があります。いろんな施設を調査、研

究し、今後どのようにしてできるかをぜひ研究して、このすばらしい技術が後世に残せ

るように努力していただきたいと思いますが、改めてもう一度そのお考えをお伺いいた

します。 

  これで２回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   副市長、石川晴雄君。 

○副市長（石川晴雄君）   私のほうから市内業者に発注についてを再度お答え申し上

げます。 

  質問のとおりよい制度とは全く考えておりません。いろいろと弊害も見えてきており

ますので、そんなようなことから今後、先ほども答弁させていただきましたように改善

するところは改善して、今後も地域の活性化につながるような方法で進めていきたい。

なお、営業所を置いて１０日ぐらいでとった（落札した）というような、そういうよう

な弊害も出てくる状況になっておりますので、そこらあたりを見直していかなくちゃな

らないというようには考えておりますが、何しろ今のいわゆる一般競争入札の告示後と

いうことになりますので、それを踏まえて検討してまいりたい、契約等審議会のほうで

も諮っていきたいというように考えております。 

  なお、ここで私が、（契約等審議会の）会長といいましても私即そういうふうにしま

すという返事にはなりませんが、質問のように自分も考えておりますのでそこらあたり

を了解していただきたいというように思います。 

  以上です。 

（２１番、西山 武君、自席から「いやいや、１３０万円の金額で市外業者が受注して
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どう思っちゅうか、はっきり答えて。」と発言する。） 

○副市長（石川晴雄君）   いや、そういうことです。今言ったとおりです。 

（２１番、西山 武君、自席から「そらいかん、そらいかん。」と発言する。） 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   西山議員の２回目のご質問でございますが、１回目ですべて

私の思いを述べておりますので、これにつけ加えてどうこうと言えるものでもございま

せん。今日までも鍛造業界に対しましてはさまざまな事業、あるいはまた補助制度、そ

うしたものもさせていただいております。今後もこの鍛造業の育成につきましては、先

ほど言いましたように重要な産業の位置づけとして思っておりますので、そうした意味

からもこの施設の建設につきましては、なお建設についての考え方をまとめる、またと

いいましょうか、この施設のいわゆる建設をするに当たっての慎重なやっぱり検討が必

要であるというふうに認識をしまして、先ほど１回目のご質問でお答えをいたしており

ますので、すべてそのとおりでございますのでよろしくご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中澤愛水君）   ２１番、西山 武君。 

○２１番（西山 武君）   ２１番、西山でございます。３回目の質問をします。 

  まず、刃物につきましては、市長の答弁のようにできるだけ前向きな検討をお願いし

ておきます。 

  土木工事につきましてですけれども、先ほどるる言ってるように、今の現状でいいと

思ってないというふうな、答弁ではそういうふうな感じに受け取ったんですけども、す

ぐやるという返事もありません。審議会は会長が開催すれば開催できると思うんですよ。

それで、告示してある事業があればそれを今から変えるわけにいかないんですけども、

これから入札にかける、告示する事業については、即変えようと思えば制限かけること

できるんですよ、制限つきですからそのように制限もできるわけです。そういう点も踏

まえて、審議会で決めなきゃいけなけりゃきょうでも、すぐあすでも開いて、香美市内

に営業本拠を置く事業者が安心して事業ができ、万一のときには香美市民の生命、財産

を守ってもらえる事業者に残ってもらえるようにしていくのが行政当局の務めじゃない

でしょうか。 ’９８豪雨を思い出してもらえばわかるんですよ。災害に遭ったときには、

市内業者は損得抜いて応急復旧に協力してくれました。その事業者が減ってるんですよ。

ああいうことがまた起こっては困りますけども、やはり市内に健全な土木業者が残って

もらわななりません。そういう観点から周りの３市では市内業者を優遇してると思うん

ですよ。香美市も同じ考えに立たなきゃおかしいじゃないですか。その点に対して市長

の考えをお伺いしまして３回目の質問といたします。あとは委員会で審議をすることに

なると思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   西山議員の３回目のご質問にお答えをします。 
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  契約等審議会につきましては、私のほうが諮問をさせていただきまして、その答申を

いただき、そして私のほうで決定をさせていただいております。先ほどのご質問の趣旨、

また同時に今回出されております請願等の意味を含めまして、この契約等審議会に諮問

をさせていただくということでいきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   西山 武君の質問が終わりました。 

  次に、１番、山岡義一君。 

○１番（山岡義一君）   １番、山岡でございます。通告に従いまして一般質問を行い

ます。 

  通告の「門市長の政治姿勢」ので上から２行目「１００年に一度という経済不況」

となっておりますが「経済危機」というふうに訂正を願います。 

  それでは、質問を行います。 

  香美市、門市政が誕生しまして３年余りになりますが、この間、香美市のまちづく

り計画に基づき多くの事業に取り組んできたところでございますが、また、１００年に

一度という経済危機の中、重要課題の克服に向けて全力を傾注しての取り組みは、その

政治姿勢を評価されるものであります。特に市街地を中心とした施策としては、新庁舎

の建設は平成２３年の完成を目指しての（市長の）責任であります。また、子育て対策

についてのなかよし保育園の本年４月の開園、またＢ保育園の建設として取り組んでお

りますが、門市政の子育て支援策については、市民の合意のもとに進行しております。

過去に保育所統廃合施策につきまして、過去の旧土佐山田町政の中で挫折をした経過が

あります。これは、門市長が市民からの、いかに信頼度の高さであるかということで

ございますが、門市政のもとまだまだ多くの施策に取り組む必要があると思われます

が、ここで就任３年間の感想とその成果についてお尋ねをします。 

  次期市長選への立候補につきましては比与森議員への答弁で表明がありましたので、

市民からの信頼度の大変高い市長として市民も安心することだろうと思います。今後の

活躍を期待するものであります。 

  次に、新型インフルエンザの問題でございますが、日本で半年以内に大規模な感染拡

大が起きると押谷東北大学教授が警告しております。その対策につきましてお尋ねをす

るものでございます。 

  ３番目に、人権教育の問題でございますが、５月２２日、門市長を会長とする香美

市人権教育推進協議会総会がふれあい交流センターで開催されました。６２名の役員の

うち事務局員も含め１６名の出席であったように思われますが、まことに出席者が少な

く寂しい思いをしたものでございますが、このことに対しましての見解をお尋ねし、次

回の会議への、どのように考えておるのか、対策につきましてお尋ねをします。 

  ４番目に、雇用創出の問題でございますが、県は県緊急雇用創出臨時特例基金事業に

３５億３,０００万円を上乗せをし、２０１１年までの雇用創出目標を６,５００人にす
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る方針を明らかにしました。これは離職した非正規労働者や中高年齢者の雇用を創出す

るものでありますが、介護や福祉、教育などの分野で重点的な人材確保を図る目的であ

ります。県は既に市町村との調整を始めているようでありますが、実際にこの分野での

雇用創出が可能になるのか、その計画についてのお考えをお尋ねをします。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   山岡議員のご質問にお答えをいたします。 

  市長の政治姿勢と次期市長選挙への立候補についてということでございます。 

  このご質問の中で、就任３年間の感想と成果について聞くということでございますが、

私は３年、市長をお預かりをして３年になるわけでございますが、端的に言って普通長

かったようで短かったと言いますが、私にとりましては短かったようで長かった３年で

ございました。しかしながら、そうした中でも議員の皆様方のご協力、また市民のご理

解、そして職員の努力、そうしたものの中で、まず合併協議事項で示された協定項目を

一つ一つ着実にやっていく、行っていくということを最大の責務として取り組んできま

した。また、同時に旧３町村間の旧町村意識をやはり一掃しながら、香美市として一つ

になっていけれる、そういう情勢を図っていくこと、これもまた１つ大きな使命であっ

たというふうに思っております。 

  反省することばかりでございまして、何ひとつ成果として取り上げるものもございま

せん。先ほど言いましたように、でき上がりつつあるものはそれぞれの方々の努力の結

晶のおかげだというふうに思っておることでございまして、そういう意味で今後のこと

につきましても、先ほど述べましたように皆さん方のお力をおかりしながら進めていか

なければならない。当初市長に就任をしたときに述べましたが、総合力でこの厳しい時

代を乗り越えていきたいというふうに述べました。私も、今も総合力でやはりこの時代

を切り抜けていきたいというふうに思っておりますのでご指導をお願いをいたします。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君）   山岡議員の新型インフルエンザについてのご質問に

お答えいたします。 

  新型インフルエンザは５月１６日に国内第１号が発生しまして、その後一時期の急激

な増加から、夏場を迎え現在は勢いが衰えているものの感染は相変わらず続いておりま

す。議員が言われるように冬が近づいて気温が下がり湿度も下がってきますと再びウイ

ルスの活動が活発になってき、また毒性を強めてくる可能性があります。香美市の今後

の対応といたしまして、国や県の方針、行動計画、それらに従って５月１６日から設置

しております香美市新型インフルエンザ対策本部を必要時に開催して協議し、状況に応

じた対応をとってまいりたいと思います。それから、今回の新型インフルエンザに関し、

暫定的に策定しました香美市新型インフルエンザ行動計画に基づいた対応をとってまい
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りたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   生涯学習課長、凢内一秀君。 

○生涯学習課長（凢内一秀君）   山岡議員さんの人権教育についての質問にお答えい

たします。 

  先日、５月２２日に開催されました人権教育推進協議会につきましては、おっしゃら

れますように市長が会長となっておりまして、香美市におけます人権に関する課題への

取り組みを推進します中心的な協議会となっております。全市的な見地から行政を初め

としまして小・中学校、また公共機関等の代表者、そして企業や各種団体の代表者など

６２名から組織されているところです。当日の会合につきましては、４月９日にふれあ

い交流センターとも打ち合わせを行いまして、日程調整をいたしまして設定をしており

ましたが、事前に欠席の連絡の方も８名ほどありました。例年半数ほどの出席もいただ

いておりますのでそのまま開催をしたところですが、結局言われますように、ちょっと

計算違いますが事務局を除きますとうちの集計では１８名という出席でございましたが、

少数という出席になっております。これまでも十分な参加ではありませんが、平成１９

年度は２８名、平成２０年度は２９名という参加をいただいておりますが、これと比べ

ましても少ない状況、大変少な過ぎる状況となっておりました。 

  今後におきましては、４月、５月につきましては会合等も重なる場合もあろうかと思

いますが、このような会合にも気をつけまして、また行事等にも気をつけながら、日ご

ろからの人権問題に対する意識のほうが大切であると思いますので、またその向上も図

れるように日ごろの啓発活動に努めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中澤愛水君）   商工観光課長、高橋千恵君。 

○商工観光課長（高橋千恵君）   山岡議員の雇用創出についてお答えいたします。 

  緊急雇用創出臨時特例基金事業に係る追加配分と事業計画書の提出依頼が、６月５日

付で県より通知がありまして各課に追加募集を行っているところです。香美市には、当

初の配分枠の２,５９０万円に加算をいたしまして６,２７０万円の追加案が示されてお

ります。また、ふるさと再生特別交付金事業も追加募集として募集がかかってくる予定

となっています。特に介護、福祉分野、治安、教育、文化分野におきましては、重点分

野として事業例が示されております。平成２１年度分の事業計画の県への提出日が今月

末となっておりますので、各課からの要望待ちの状態でございます。現在も失業者数が

増加しておりますので、３年間事業ではございますけれどもなるべく平成２１年度に前

倒しをして依頼をされております。 

  参考事例では、地域包括支援センター等に配置されている専門職が相談、支援事業に

集中できる環境をつくるために、利用者に関する情報整理ですとか連絡、調整等の事業

を行う臨時事務職員を雇用するとか、あるいは学校でのＩＣＴ、情報通信技術ですが、
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（ＩＣＴ）活用を利用するため授業や研修等におきまして教員のＩＣＴ活用をサポート

する支援員を外部人材を活用して配置するなど例が挙げられております。まだ提出はさ

れておりませんけれども、福祉分野での公園での草刈り等の整備事業が検討されている

と聞いております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １番、山岡義一君。 

○１番（山岡義一君）   ２回目の質問をいたします。 

  門市長におきましては、６月１７日の第１回目の質問で申しましたが非常に市民が

信頼をしております。それに基づきまして今後ますますの活躍の期待をするわけでござ

いますが、どうか次期市長選挙を積極的に頑張ってほしいというふうに思います。 

  以上です。 

  次に、新型インフルエンザの対策の問題でございますが、新型インフルエンザは、対

策としては自分で、市民みずから身を守ることが大事であります。当市が発行しました

新型インフルエンザから身を守ろうのパンフレットの発行は、大変絶好の機会に発行さ

れよかったというふうに思います。この秋に向けての一層の啓発に取り組んでほしいと

いうふうに思います。 

 また、新型インフルエンザ対策本部を５月１６日に立ち上げて取り組んでいるという

ことでありますが、この開催内容等につきましてできれば教えていただきたいと思いま

す。例えばどういう、これは庁内での策定、施策ですがどういう協議をされておるのか、

それをお尋ねします。 

  また、厚生労働省は、新型インフルエンザの国内対策の見直しにつきましては一般医

療機関で診療を行うということを表明をしておりますが、本市の医師会の意見はこのこ

とについてどのような状況であるか、わかればお教えを願いたいというふうに思います。 

  次に、人権教育推進協議会の件でございますが、当日は市の職員の中で市長、副市長、

総務課長、それと事務局関係者が出席をされました。そのほかの市職員並びに各学校の

校長さん方が役員となっておりますが、ほとんどこの出席がなかったというふうに思わ

れます。中央公民館での落書き差別事件につきまして、その後の反省が妙に少ないよう

に思われます。この会議へ出席をしておりました石川副市長にそのことについてお聞き

をしたいと思います。どういう考えか、差別事件の反省に基づいて人権教育の啓発に取

り組んでおると思いますが、そこのあたりをお尋ねをしたいと思います。 

  また、雇用創出の問題でございますが、介護、福祉、教育の分野でのそれぞれの計画

があるようでございますが、雇用創出については大変に難しい状況があると思いますが、

どうかこの交付金を最大限利用いたしましての取り組みを期待をするわけでございます。

これは答弁は要りませんが一生懸命に取り組んでほしいというふうに思います。 

  以上で終わります。 

  もう２回の質問で終わりたいと思いますので、あと誠意ある答弁をお願い申し上げま
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す。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君）   山岡議員の２回目の新型インフルエンザについての

ご質問にお答えいたします。 

  ５月１６日に香美市で立ち上げました新型インフルエンザ対策本部でございますが、

今まで話し合われた内容についてでございますが、まず最初国内で発生したときは大変

緊張しまして、暫時高知県にもやってくるだろうという緊張の中で話し合いを行いまし

たが、大変四国内でも接近をもうしてきておりますが、夏場に向かってだんだん感染が

弱まってきた、そういうところから一時話し合いました施設の閉鎖とか、それからイベ

ント、それから集会等をどうするかとか、学校の行事とか話し合いをどうするか（話し

合いを）したけれど、今の現在の状況でそれは、特にそういうことはしないという状況

でおります。そして、今やってる手だてといたしまして香美市の主な施設の玄関先に手

指の消毒液を置くとか、それから施設の入り口に高知県で新型インフルエンザが発生し

た場合に施設を休館とかする場合がと、表現で（休館する場合が）ありますというふう

な張り紙をしてございます。そして、新聞の折り込みなんかでも市民に啓発をいたしま

してですが、職員においても基本的な手洗い、うがい、せきエチケット、そういうもの

を十分に心がけていくと、今そういうふうな対応をとっております。 

  なお、これから、今後秋の終わり、冬にかけてまた猛威を振るってくる可能性がござ

いますので、それに向けて十分に構えていきたいと、そうふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   山岡議員さんの新型インフルエンザに対する

医師会との連携ということについてお答えいたします。 

  ５月２８日に中央東地域新型インフルエンザ対策会議というものが開かれました。そ

の席には南国市の医師会長さん、それから香美郡の医師会長さん、嶺北の代表の医師会

長さん、それからＪＡ高知病院の先生も見えられておりまして、それから各市町村の課

長、消防長等が出席をしました。その席での議事録の一部をお知らせします。実際に治

療されておられる先生方ですので大変緊張を持って、素人にはわからないようなことが

いろいろ、さまざま出てまいりました。まず、対策の目的としまして、感染を可能な限

り抑制し健康被害を最小にとどめるということ、社会経済を破綻に至らせないというこ

とを皆で共通認識をいたしました。それで、この会議で出された重要なことは、やはり

言われておりますようにハイリスク者、慢性疾患を持っておられる方、糖尿病とか心疾

患とか腎臓病疾患の方は、やはり死亡率が高いということが言われております。そうい

う方の死亡をさせないと、そういうことが出されております。それから、医師会からは、

特に市町村にたくさんのご希望といいますかそういうことが出されてきました。発熱者

は医療機関の受診を控えることを広報してもらいたいと、１人の感染者が出た場合には
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汚染してしまうと、その状況で医療機関を閉鎖しなければならないのでそういう広報を

徹底してしていただきたいと、そういうご要望がありました。広報でもお知らせしまし

たし、そのことによりましてチラシもお配りしました。新聞の折り込みチラシも入れさ

せていただきました。学校閉鎖のこともいろいろと協議を、先生方から出ておりました。

それとタミフルのこと、その状態のところでタミフルのことが出ておりまして、今の時

点で患者が出てもタミフルが市中に出回ってないと、医師の先生方でさえ手に入らない

と、そういう話がありました。それは保健所の所長さんのほうから、保健所へ連絡をし

てくれさえしたら県の備蓄等を回す手配をするというお話もありました。それから、小

児科の先生からは大変緊迫した状況が報告されまして、発熱者へは医療機関（の受診）

を控えるというようなことが言われますけれども、小児科医は半数以上が発熱の子ども

たちであると、この問題をどうするかということと、せんだっても新聞に出ておりまし

たが１０代のタミフル投与にかかわる異常行動の問題をどうクリアするかと、そういう

問題が出されておりました。せんだっての新聞も、基本的に厚生労働省は１０代へのタ

ミフルは禁止をするという新聞報道がされておりました。それで、予防投与をタミフル

でするとかいうような問題も出ておりまして、それはだれがするかというような専門家

ならではのいろんな問題が出ておりました。重複しますけれども、今回、現在のところ

１０代の罹患者が、高校生が多いにもかかわらずタミフルが使えんことはどうするのか

と、今は重症ではないけれども今後どうしたらいいかというような大変重たいようなこ

とが出ておりました。 

  そういうことで、５月２８日は１回目でしたけれども、今後感染が出始めるときには

またそういうような会議が開かれると思います。 

  報告、以上です。 

○議長（中澤愛水君）   副市長、石川晴雄君。 

○副市長（石川晴雄君）   私のほうから人権教育についての中で、人権問題について

副市長としてどうとらえておるかということでございましたのでお答えをさせていただ

きます。 

  市長も市民と協働のまちづくりを掲げておりますが、人権問題はまちづくりの基本で

あると認識をしております。その中でも差別落書き等が現在しており、今後も人権問題

を市民全員が共有することが肝要であるというように考えております。 

  以上です。 

（１番、山岡義一君、自席から「議長、市職員の参加が少なかったについて。」と発言

する。） 

○副市長（石川晴雄君）   申しわけございません。５月２２日のいわゆる香美市人権

教育推進協議会総会に非常に市職員の参加が少なかったということでございます。 

 このことも含めてですが、要はもっと職員自体に理解を求めていくということも大事

ですが、周知徹底がされておったかなということを自分も考えております。そういうこ
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とも含めて、今後こういう会議のあるときには周知徹底をさせていくということが肝要

であるというように考えております。今後は自分も含めてそういう体制で進めていきた

いというように考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   山岡義一君の質問は終わりました。 

  暫時１０分間休憩をいたします。 

（午前１０時３８分 休憩） 

（午前１０時５１分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  次に、３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番、山﨑龍太郎。通告に従い順次質問をいたします。 

  まず、１点目に、核兵器廃絶のアピールをという点についてお尋ねしてまいります。 

  核兵器のない世界に向けて世界が大きく変わり始めています。今年４月５日、アメリ

カのオバマ大統領は、（チェコ）プラハで「核兵器を使ったことのある唯一の核保有国

として米国は行動する責任がある…アメリカは核兵器のない平和で安全な世界を追求す

る。」と演説し世界的な反響を巻き起こしました。こうした国際世論が広まるきっかけ

をつくったのが、アメリカの元国務長官ら政府高官４氏が２００７年と２００８年１月

に核兵器のない世界を呼びかける共同論文を発表したことにあります。その後イギリス

でもベケット外相が４氏の呼びかけを支持し核廃絶のための行動を訴え、動きはスペイ

ン、ドイツなど他のＮＡＴＯ諸国にも広がっています。また、市民レベルでの運動も大

きな後押しとなって、２００５年、ＮＰＴ再検討会議は何の合意もないまま終了しまし

たが、２０１０年の再検討会議では、核保有国の明確な約束をもとにＮＰＴの運用を見

直すことなどが議題に決まりました。日本では、作家の井上ひさしさんらの提唱で非核

日本宣言運動が全国に広がり、現在まで１,８４８自治体中４２４人の市町村長、２９

４人の議会議長らが賛同し、政府への意見書を上げた自治体は２２９となっています。

埼玉では、この運動を現職の市長や議会議長らが記者会見で県民に呼びかけました。ま

た、毎年広島、長崎で原水爆禁止世界大会が行われ、世界じゅうから代表が集まって核

廃絶や戦争のない世界を訴えています。昨年の世界大会に集まった内外の代表は、２０

１０年に開かれる国連本部でのＮＰＴ再検討会議に向けて世界でアピール、「核兵器の

ない世界を」の署名を集めるよう呼びかけました。 

  そこで、市長にお聞きします。この署名運動には、広島の秋葉市長や長崎の田上市長、

ノーベル物理学賞受賞の益川さんや女優の吉永小百合さんらも賛同して各地で取り組ま

れています。昨年視察研修した京都府綾部市では、日本で初めて世界連邦都市宣言を行

った市として中国やイスラエルと交流を行い、毎年１０月１４日を平和と環境の日と決

めて市民の集いを行っています。自治体ごとでそれぞれのやり方があっていいと思いま
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すが、市長も核兵器のない世界、平和な世界に向けて何らかのアピールをされてはいか

がでしょう。平和、核兵器廃絶に対して市長の姿勢、行動は、市民に対し最大の安心、

信頼を示すメッセージであり勇気を与えるものであります。明快な答弁をお願いいたし

ます。 

  続きまして、下水道事業についてお尋ねします。３月議会で同僚議員への答弁で本事

業への今後の展開等については説明を受けたところでありますが、私は２つの視点から

質問をさせていただきます。 

  １点目に、今後の下水道事業の推進に当たって、国土交通省の効率的な汚水処理施設

整備のための都道府県構想策定マニュアル（案）が生かされたか、また生かされていく

のかというところであります。前書きでは、「近年、人口減少や高齢化の本格化、地域

社会構造の変化など、汚水処理施設の整備を取り巻く諸情勢が大きく変化していること、

また、市町村合併による行政区域の再編や地方財政が依然として厳しい状況にあること

に伴い、汚水処理施設の整備の一層の効率化が急務」とし、市町村の汚水処理施設整備

の構想についても見直すように３省連名で通知が出されマニュアル（案）が改訂された

わけでありますが、本市の公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水事業等

にいかに反映されたか伺います。 

  また、処理区域の設定では、「経済性をもとに集合処理が有利か個別処理が有利かの

判定を行う」と明言しておりますが、本市での対応は明確になっているのか。今後市町

村が事業主体の浄化槽整備推進事業等の検討はなされたのか。あわせて整備スケジュー

ルでは、リスク軽減策として長期的にも下水道整備の効率性が提供されることが想定さ

れる地域と、従来どおり整備した場合に長期的には施設の稼働率が低下することにより

下水道整備の効率性が十分担保されないおそれがある地域に分けて段階的整備の方針を

定めると指示しておりますが、本市での各事業の位置づけをお尋ねするものであります。 

  そして、最も大切な住民意向の把握では、住民との事業に対しての負担、義務等も含

め認識の共有を重要としておりますが、現在まで、また今後の姿勢を伺うものでありま

す。 

  ２点目に、下水道使用料収入及び維持管理について、行政として検証も行い計画を持

ち合わせているのかという点についてお尋ねいたします。私は、水洗化率向上のための

努力不足について再三指摘はさせていただいたわけで、過去には地域での説明会にはサ

ポーター役として議員さん等にも参加してもらうとか、供用開始から３年を経過しよう

としている市民には水洗化の再度の案内を出すこと、利子補給制度の改善などさまざま

提案させてもらってきたわけでありますが、昨今接続率の若干の向上は伺っているとこ

ろでありますが、市民の中にはもっと早く丁寧な説明等を受けていたら水洗化していた

のにという方は結構おられるのではないでしょうか。きつい言葉で申せば、行政の怠慢

が生んだ収入減があったという点は今後の事業の推進に当たっての反省点にすべきと思

います。実際供用開始１年目から３年目まで、どの水準まで持っていく、そのことの達
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成のためにさまざまな手段を講じる、また３年以降が経過した方々への具体的接触、受

益者負担金は支払っているが水洗化されていない方、受益者負担金も払っていない方は

どうするのか、再度の戦略が必要と考えますが担当課の見解を求めます。 

  市民の声として、「受益者負担金と分担金に統一性がないのに使用料は市内統一であ

るという矛盾については精査すべき。」との意見もございました。諸般の報告で、特定

環境公共下水道事業では９９.４ヘクタールすべての面整備が完成し、今後隣接部を取

り込むべく認可変更を含め事業を進めているとのことでありました。まちづくり推進特

別委員会等でも説明を受けた処理原価、平米当たり６８８円と大変費用を要しているこ

と、あわせて市民に迷惑もかけた汚水吹き出し等にも見られる粗悪な工事から来る通常

不要な経費はいかほど発生するのか。私は、もちろん業者の責任は当然ありますが、瑕

疵担保責任も問えない現在、監理監督すべき行政の責任は明確で、下水道事業の今後の

展開において無駄の排除の観点から、市民に多大な迷惑をかけないためにも十二分に検

証すべき点であると考えます。答弁を求めます。 

  続きまして、安心・安全メールについて伺います。 

  全国各地にて地域で発生する災害、犯罪情報等を素早く市民に伝え、行政と市民を深

く結びつける手段として実績もつくり上げられている本事業を、本市においても有効な

情報伝達システムとして取り入れるべきと提案させていただきたい、見解をお尋ねしま

す。そもそも２００４年ごろより総務省の地域安心安全情報共有システムのモデル地区

指定を受け各地で取り組まれ、積極的に推進した自治体では、登録者も順調に伸ばし住

民にも喜ばれているとのことであります。携帯電話やパソコンから市の担当に住所、名

前、電話番号を入れたメールを発信するか電話申し込みで受信登録すると、警察、消防、

気象会社などから市に入った防犯、防災情報が配信される仕組みであります。調べたと

ころ年間５０件ほど配信されているところが多いようであります。内容としては不審者

情報、空き巣事件発生時の防犯状況、振り込め詐欺、架空請求の事例紹介、訪問販売の

警戒など、また台風、大雨時には停電、土砂崩れ情報、警報発令、避難勧告などが流さ

れ、登録市民から身近な情報や要望の返信を受けることもできるとのことであります。

本市の場合、広域である上高齢化も進んでおり、市民への情報提供は広報等で行われて

おりますが緊急性に乏しいところがあります。昨今の事例を取り上げれば、新型インフ

ルエンザの情報等はメール一斉送信にて市民に最新情報を知らせる運びになったと考え

られます。手続的には高齢者等には面倒だととらえられがちですが、携帯電話所持率も

高く、ほとんどメール機能もつけている方が多いようであります。受信時に見てさえい

ただけたら情報は伝わるわけであります。登録時にも適切なサポートがあれば一度の手

続でよく、普及効果は大きいと考えます。以上の点から、市民との情報共有システム構

築に対し前向きなお考えをお持ちかお聞かせいただきたいと思います。 

  以上で１回目を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 
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○市長（門槇夫君）   山﨑龍太郎議員の核兵器廃絶のアピールをということでのご

質問に対してお答えをさせていただきます。 

  先ほどご質問の中にもございましたように、（チェコ）プラハでアメリカのオバマ大

統領の演説にありますように、核兵器のない世界、核廃絶に向けての核保有国からのメ

ッセージというものは大変各国に大きな衝撃を与えました。このことは確実に核兵器の、

核廃絶の動きとしてさらに広まっていくものというふうに思っております。そのような

動きの中で、北朝鮮の２回目の核実験に対しまして世界各国から非難の声は高まってお

ります。また、国連安全保障理事会におきましても追加制裁決議が採択されるなど、北

朝鮮に対する非難の声は高まっております。このような動きは大変今の世界の動きに水

を差すものでございまして、大変遺憾なことだというふうに思っております。我が国も

世界で唯一の被爆国として、「核を持たない、つくらない、持ち込ませない」という、

いわゆる非核三原則のもと一層その行動が求められていると考えます。 

  市長として何かのアピールをとの質問でございますが、長崎市長が会長を務めており

ます日本非核宣言自治体協議会に加盟をするなど、核廃絶に対しましても強いメッセー

ジを、支持を表明をいたしております。また、先日は原水爆禁止平和行進をされておら

れます方にもお会いをし、激励もさせていただきました。また、広島長崎議定書に賛同

する都市アピールへの署名もさせていただきました。本市としましても、非核平和宣言

都市を決議をしているまちとして今後も一貫して平和主義を旨とした姿勢を堅持しなが

らまいりたいと、そのように考えております。 

○議長（中澤愛水君）   下水道課長、佐々木寿幸君。 

○下水道課長（佐々木寿幸君）   山﨑龍太郎議員の下水道事業について順番に答弁さ

せていただきます。 

  まず、効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル等についてい

かに反映されてきたかということでございます。 

  平成１３年度に策定されました効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定

マニュアルにつきましては、それまで公共下水道を管轄いたしておりました旧建設省、

現在の国土交通省、それから農業集落排水事業を管轄しております農林水産省、また浄

化槽を管轄しております旧厚生省、現環境省でございますけれども、その３つの省でお

のおの別々に実施されておりました汚水処理構想をまず統一をすることを目的としまし

て、その効率的な整備促進のために策定されたものでございます。これに基づきまして、

各都道府県に対しまして構想を持ちなさいというふうな形でおりてきたものが平成１５

年７月に高知県の構想としてまとめられております。その中におきまして、現在のこの

香美市におきましては、旧町村単位でおのおの、平成１５年でございますので構想を上

げたわけでございますが、まず土佐山田町地域、これは流域関連、浦戸湾の東部流域関

連の公共下水道事業でございますけれども、こちらにおきましては全体の計画区域、現

在の全体計画区域４４０ヘクタールを周辺部に拡大をいたしまして５０３ヘクタール、
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いわゆる家屋の連担している地域を取り込むというふうな形で計画がされております。

また、香北町地域におきましては、現在特定環境保全公共下水道で昨年度面整備の終わ

りました美良布地区９９ヘクタールに加えまして、農業集落排水事業としまして吉野地

区、こちらは吉野、永野、朴ノ木を含めた８０ヘクタールを新たに事業として採択して

いきたいと。また、旧物部村、現在の物部町地域におきましては、特定環境保全公共下

水道におきまして大栃地区６５ヘクタールの計画がおのおの策定されまして、県の構想

の中に取り入れられております。この計画の中で、現在は土佐山田町地域におけます都

市計画区域内の流域関連の公共下水道事業、これは汚水、雨水両方でございますけれど

も、その事業と、そして香北町におけます特定環境保全公共下水道、美良布処理区でご

ざいますが、その２つの事業に加えまして現在土佐山田町、当時の計画になかった分で

ございますけれども、土佐山田町逆川におきまして農業集落排水事業を実施しておると

ころでございます。 

  下水道の整備につきましては、都市機能並びに地域住民の生活環境の向上を図るとい

うものを目的としておりまして、市町村固有の事務というような形でとらえられており

ます。また、新規事業等につきましても、社会情勢や市町村の意向等を十分に踏まえて、

県構想及び策定マニュアルの見直し等の時期にかかわらず適宜適切に見直していくとい

うふうな形でマニュアルにも記載されておりまして、そのような形で事業を実施してい

るところでございます。 

  次に、処理区域の設定でございます。 

  マニュアルにおきましては、先ほど山﨑議員は「経済性をもとにして」と申されまし

たが、「経済性などをもとにして集合処理が有利か個別処理が有利かを検討し最適な集

合処理方式を設定する。」と記載されております。この検討につきましては、経済性を

もとに処理方法の検討を行うことは基本としておりますけれども、当然地域特性及び汚

水処理施設の特性、そして住民の意向などを総合的に考慮しまして最終的な設定を行う

こととされておりまして、香美市におきましてはこれらを総合的に判断した上で現在の

計画をし事業を実行しているところでございます。昨今の道路事業の凍結等に見られま

すように経済性や費用便益、ＢバイＣのみを判断基準としているわけではございません。

３０年、５０年先の香美市を目指し、良好な住環境の向上、いわゆるライフラインの構

築を目指していくということをまず目標に掲げまして、現在下水道課では計画及び事業

の実施をしておるところでございます。 

  また、個別処理としましては合併浄化槽の設置事業、これを採択しておりまして、補

助金を支出しております。しかしながら、この合併処理浄化槽といいますものはあくま

で個人の施設でございます。将来にわたり確実な維持管理がその個人に対しての責務と

なっていくことはもとより、またその耐用年数、浄化槽の平均の耐用年数は約２６年と

されておりますが、それを過ぎた場合には全額今度は個人負担によります再度の浄化槽

設置が必要となるというふうなことなども考えまして、総合的に判断して現在の下水道
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の計画区域内、全体計画区域を含めまして、今後の拡大部分も当然含めますけれども、

単に経済性のみによって安直に個別処理、浄化槽事業に移行、変更することのないよう

な形で十分に検討を行っていきたいと。あのときやっておけばよかったと後で言っても

補助事業はもらえません。そのような形を十分に踏まえて、この５年先、１０年先じゃ

なく３０年先、５０年先を目指した計画を持って事業を推進していきたいと考えており

ます。当然ながら長期にわたる事業でございますので、財政計画は最も重要なところで

ございますので、そこを基本といたしまして将来にわたる計画事業を進めていきたいと

考えております。 

  ３番目の市町村の整備スケジュールでございます。 

  香美市におけます下水道構想は、先ほど１番目の最初の項目で述べたとおりでござい

ますけれども、人口減少によりフル活用されなくなる場合を想定しリスクを軽減すると、

そういうふうな柔軟性を持たせる整備手法を検討するということでございますが、当然

このような検討も行っております。しかしながら、再三申し上げてますとおり効率性の

みを重視することなく、市内各地のこの事業を行っている地域の公平性等も十分に考慮

した上で、現在進行中の事業においてはその進捗率等に大きな相違が出ないように段階

的に柔軟で機動的な整備スケジュールが望まれるものと考えておりまして、それを基本

として計画をしていきたいと考えております。 

  次に、住民の意向の把握でございます。 

  下水道事業は、地域の良好な生活、自然環境を保全する施設といたしまして市民と密

接にかかわる都市基盤施設でございます。将来にわたりその使用料金及び受益者負担金、

受益者分担金等、直接的な費用負担を強いるものであるために、当然住民説明会が必要

でございます。現在は工事前におきまして地元説明会、地元のその周辺、当然該当する

皆さんはもとよりその進入路に当たる皆さんにつきましても、各個人に直接手紙を出し

まして日時、場所を決め住民説明会を行っております。また、その供用開始後におきま

しては、積極的に水洗化の推進のお願いを現在実施しているところでございます。これ

はまた後ほど述べさせていただきます。また、下水道事業の適正な運営を図るために設

置されました下水道審議会へも使用者の代表の方、また市民の代表である議員の皆様方

の代表の方にもご参加いただきまして、積極的に下水道運営に携わっていただいておる

ところでございます。 

  次に、下水道使用料及び維持管理費の検証でございますが、水洗化向上に向けての計

画ということでございます。 

  この水洗化率の向上は、下水道課といたしまして最も力を入れている工事の推進と並

び２つの大きな柱でございます。具体的に申しますと、現在供用開始をしたところ、既

に供用開始をして３年を迎えようとするところ、そして３年を過ぎたところ、そのよう

な形で３つに分類をいたしまして、それらに対しまして年に３回、いわゆる未接続、接

続をされていないご家庭に対しまして接続をお願いしますというふうな文書を直接各個
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人に送付をいたしております。これは平成２０年度、昨年度から始めたものでございま

すけれども、この効果といいますものを検証いたしますと、平成１９年度比で排水設備

の申請が公共下水道区域では１３１％、また、香北町地域におけます特定環境保全公共

下水道区域では１２４％と、前年度比３１％及び２４％の増という形で皆さんのほうか

ら排水設備の申請をいただきました。これは皆様方の環境意識に対する非常に向上をも

とにするものでございますけれども、当然経済的な負担も市民の皆様方にかけるもので

ございますが、今後ともこのような形で下水道課といたしましては積極的に、いわゆる

営業活動でございますので、このような形でとらえて今後とも推進していきたいと考え

ております。 

  また、このような形で出てくる排水設備の申請書は当然業者さんのほうが持ってくる

わけでございますけれども、その業者さんに対しまして、この隣のこの家はまだしてな

いけど営業に行かれましたかというふうな形で問いかけもいたしまして、どんどん積極

的に営業活動にも行っていただくということで、その業者さんに対しましてもそういう

ふうな指導も行っております。 

  平成４年に香美市内で最も早く供用開始しました土佐山田町の市街化区域、いわゆる

商店街の付近５７ヘクタールにおける水洗化率でございますけれども、今年３月末現在

で８４％となっております。当然このぐらいの数値になってきますと道路側溝への生活

雑排水の流入というのは激減をいたします。そして、悪臭の発生であるとか蚊の発生で

あるとかほとんどなくなってきまして、住環境が非常に向上してきております。いわゆ

る昨今の環境に対する意識向上とも重なり今後ともより一層の水洗化が図られていくも

のと期待されますけれども、下水道課といたしましても少しでもお手伝いができればと

考えて事業を進めていきたいと考えております。 

  最後に、完成度の低い工事でございます。 

  旧香北町におけます下水道管渠布設工事は、全体的に完成度が低く多くの箇所でいわ

ゆる瑕疵が見られるということは再三ご説明してきたとおりでございますけれども、勾

配の急な箇所につきましては大幅な滞水は見られませんけれども、勾配の緩やかな箇所

における滞水、これは調査用のカメラが水没するほどの滞水が見られます。また、クラ

ック、管割れですが、それによります地下水の流入、また管がつぶれて調査カメラが向

こう向きに通れないと、これは下水道審議会で審議していただいた議員の皆様方にはビ

デオで見ていただきましたけれども、そういうふうな状況が見られます。これは調査を

順次、現在行っておるところですけれども、余りにもその箇所が多いということで修繕

に要する総事業費の把握までまだできていない状況です。ただ、このまま置くことがで

きない状況でございますので、ある一定現場を把握した後でどのくらいまでを、どの辺

までを修繕するべきか、どの程度まで修繕するべきかを適切に判断いたしまして、トー

タルの事業費等も踏まえて財政課のほうに順次要望をしていきたいと考えております。 

  また、工事に対する監理監督につきましては、今現在は旧来から旧土佐山田町で行っ
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ておりました検査時において滞水があれば受け取らない、手直しをしていただくと、検

査時はすべての管渠に対してテレビカメラを入れて検査をしております。その段階で、

変形及びクラック等は当然でございますけれども滞水がある一定以上あれば受け取らな

いというふうな形で、ある一定といいますのは、管渠につきまして大体３ミリから５ミ

リ下がれば滞水が起きます。それぐらいの滞水が起これば受け取りはしないということ

を基本に、現在高知県でも一番厳しいと言われておりますけれども、その程度の厳しさ

を持って監督及び検査をして受け取っていかないと、将来にわたりその維持管理費はす

べて市民の方に対して負担になっていきますので、工事監督職員に対しては常々そうい

うふうな指導をいたしまして現場の監理をしているところでございます。 

  以上で１回目のご質問に対する答弁を終わらせていただきます。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君）   山﨑龍太郎議員のご質問にお答えいたします。 

  安心・安全メールのシステムを香美市でも取り入れるべきではないかという点でござ

いますが、この安心・安全メールをインターネットで検索しましたところ、このシステ

ムを取り入れてる自治体は全国的にありました。このシステムでの配信サービスの内容

ですが、先ほど山﨑議員が言われたような内容が載っておりました。登録者が希望、ま

たは知りたい情報を行政から直接得られるシステム、こういう点で便利なシステムだと

は思います。ただ、情報を受け取る人は登録者に限られておりまして、多くの人がこれ

を利用するにはなかなか至らないのがまだ現実ではないかと思います。行政として多く

の課題を持っている中で限られた人員、予算の中で優先順位としてはどうかと考えると

ころで、今の段階でこれを実施するとはなかなか言えないところでございます。今後の

検討項目の１つととらえていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ２回目の質問をさせていただきます。 

  核兵器廃絶のアピールについてですが、市長の平和に対する考え方が明確に聞き取れ

まして大変、また核兵器廃絶についてもさまざまな取り組みをされてるということが理

解できました。 

  １つ、非核三原則のことにも触れられましたけど、非核三原則を国是としつつも政府

は日本、自国への核の持ち込みをやっぱりあいまいにしている限り、国際的な場での核

兵器廃絶の提唱も説得力に欠けるものであると私は思っています。非核宣言こそ日本に

できる最高の国際貢献であり、先ほど１回目にも述べました、非核日本宣言運動が広が

っておりますが、市長はこのことに賛同の意思表示はされているのか、その点お尋ねい

たします。 

  もう１点、平和行進に関しましても激励をしてということでしたけれども、今年で５

２回目を数える平和行進も、過日本市から香南市まで多くの足跡をつくり上げられたわ

けですけれども、１回目から参加されている草の根の地道な活動として核兵器廃絶を呼
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びかけている山田の方からは、「市長さんからメッセージ等がいただければ一層歩みに

も力が入る。」と申しておりましたが、そういう点はお考えがないのかお尋ねいたしま

す。 

  続きまして、下水道事業についてですけれども、課長の話では大変マニュアルについ

ても検討はしてるが柔軟な解釈をされてるというふうに私のほうはとらえさせてもらっ

たわけですけど、１つ、経済性を中心に私も言ったんですけど、経済性等のことで、な

どにこだわってるということで、やっぱり地域特性も考慮に入れてということでありま

すが、実際のところやはり個別の浄化槽設置ということが今、課長のほうから話が出て

ましたけど、私思うにさまざまな県からの計画も先ほどるる言われたわけですけど、本

市の場合やっぱり多くの中山間を抱えているところで、個別処理でも市町村が進める浄

化槽、市町村整備推進事業等が、個人で行う浄化槽設置よりは市民にとっては歓迎され

るのではないかとも考えたりもします。あわせてほかの事業と数字面から比較等はなさ

れているのか、その点を再度伺います。 

  それと、３点目の整備スケジュールの中で、課長の話では進捗率に大きな相違を生ま

ないようにということで言われていましたけども、このことはちょっとマニュアル案に

書いてあるニュアンスと違うんじゃないかと思いますが。やはり将来負担も含めて、こ

の事業を優先させるというめり張りのあるやり方というのは考える必要があるんじゃな

いろうかと私は思いますが、その点も再度伺います。 

  続きまして、水洗化率の向上に向けてですけども、向上に向けてやった効果について

はるる説明を受けたところですけど、その間取り組めてなかったことについての検証と

いうことが私は大事と思うんですわ。実際のところ、下水道審議会のことも話があった

んですけれども、そういうところでも今までそれがやっぱり収入減に至っていたという

ことは、山田の商店街も（水洗化率が）８４％まで上がってきたということですごく評

価はするんですけど、その平成４年からのこの期間ですわね、その点についての検証の

ことを私は１点申し添えておきたいと思います。 

  ３つに分類してさまざま案内出してるということですけど、年に３回出しているとい

うことであれば、水洗化が不可能な場合の方の、アンケート調査等で（回答を）回収し

てみたら経済面のみでなくて数々の今まで行政がつかんでなかった理由があるかもしれ

ませんので、そういう部分のところもつかむ必要があるんじゃないかということで言わ

せてもらいます。 

  財政課サイドでは、総枠方式にて下水道事業への配分限度は現在３億５,０００万円

であるというふうに伺ってます。そういう限度も設定されてる中で将来の市民負担のこ

とも言われたわけですけれども、実際やはり工事の完成度が低い箇所なんかは、これも

やっぱり検証ということでいうと今後どれだけの費用がかかるかまだ想定できないとい

うところですけれども、行政の、過去の行政であろうが現行政であろうがチェック機能

で行った部分は、これぐらいであるということは明確にしておかないと今後の下水道行



 

－32－ 

政において市民理解は得られないのではないかということです。再度の答弁を求めます。 

  安心・安全メールについてですけれども、なかなか優先度が低いというか今のところ

は想定してないというふうな答弁でありました。私が調査させていただいた市では新市

長が民間出身でもあり、当時国の補助制度もあるので、市民に即時の情報提供の面で果

たす役割が大きいということで導入して、そのまちは現在５万人の人口で３,６００人

までの方が登録して、特に最近ふえているのは子どもの保護者等を中心に加入者が増加

しているとのことであります。システム自体はもう完成しておりますので、市町村であ

ればいつでもダウンロードが可能とのことであります。初期費用は１００万円から３０

０万円ぐらいで、システムの保守費は年１０万円から３０万円ほどでありました。課長

もおっしゃるとおり担当課も限られた人数で事務を行っているところですけど、新しい

庁舎建設時には防災面等でも、きのうの答弁でもありましたように新システムに移行し

ていくということですが、やはりもう少し優先度を上げて調査、研究をできないものな

のか、その点を再度伺います。実際、具体的に不審者情報があったときなど、教育委員

会に連絡あれば学校へ連絡が行って保護者へ行ってその日のうちに、瞬時に、警察なり

から連絡があったときに伝わるような仕組みになっているのか、その点。それからまた、

悪質商法とかが広報等には載りますけど、実際この地域に被害が広がってるというとき

に瞬時にやっぱり、だれかに、メールという形であれば記録が出ますので、それを見せ

回ることはできますので、そういうことで先ほど言った市でも１割弱の人が登録すれば

やはり周りに、耳から聞いたわけじゃなくて目で見れますので一定情報共有がなされる

というふうに私は考えますが、その点を踏まえて再度の答弁をお願いします。 

  以上で２回目を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   山﨑龍太郎議員の２回目の質問にお答えをさせていただきま

す。 

  国是といたしております非核三原則の中でさまざまなこの三原則の考え方、また運用

の中で、過去の歴史の中でさまざまな形が今新聞などでも報道もされております。しか

しながら、国是としている以上は、そして私ども「非核、平和都市」宣言を宣言をして

いる以上はやはりこれに基づいて、この行動が求められるのではないかというふうに、

私自身はそのように考えております。 

  また、同時にこの平和行進についての代表の方とお会いをしましてお話もさせていた

だきました。私自身行進はなかなかできませんけれども、そうした方とお会いをしてお

話をすることには何らやぶさかな思いは持っておりませんので、その辺よろしくお願い

したい…。 

○議長（中澤愛水君）   下水道課長、佐々木寿幸君。 

○下水道課長（佐々木寿幸君）   山﨑龍太郎議員の２回目のご質問にお答えいたしま

す。 
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  下水道事業の市町村（が進める）浄化槽を、市町村管理の浄化槽を比較したかという

ことでございます。 

  まず、市町村の管理の浄化槽というのは、浄化槽市町村整備推進事業ということで環

境省のほうから事業化されております。高知県の中では土佐町とか旧東津野村（津野

町）において事業実施されているところでございますが、これはある特定の地域につい

てそこの部分をどうしても整備をしなくてはいけないと。これは１つの例を申しますと、

水道の水源地の上流に位置する集落をまず整備をしていくとかいうふうな形のところに

つきまして、いわゆる通常の浄化槽は個人の維持管理でございますけれども、それを市

町村で維持管理をしていくということを政治的に判断をいたしまして事業として採択を

していくというふうな形がとられる分がこの浄化槽の市町村整備推進事業のまず最も目

的とするようなところ、その地域を特化していく、ここはどうしても必要だから市町村

が維持管理をしてでも浄化槽を整備して、いわゆるその地域の汚水処理を、公共水域に

流す分の水質浄化を図るということを目的としたものを、まずそのような形が事業の目

的というふうな形にうちはとらえております。当然そのような形ですので、現在の香美

市におきましては、いわゆる公共下水道事業と、あとは個人で当然管理をしていただく

ようになりますけれども浄化槽の設置整備事業に補助金を付していくというふうな形で

の二本立ての事業を行っておるところでございます。この辺につきましてはさまざまな

検討も行った上で各市町村ともに計画を立てておりますけれども、なかなか市町村が浄

化槽の維持管理をしていくということまで踏み込んでいきますと、当然必要になってい

る、手が挙がる地域がたくさんあるようになってきます。そこまで財政的に今度はでき

なくなってくるということも踏まえますと、やはり浄化槽につきましては浄化槽法に基

づく事業でございますので、いわゆるそこに入れる汚水につきましてはし尿、雑排水の

みでございます。浄化槽法に基づく分につきましては、工場排水であるとかそのような

部分につきましては浄化槽法として原則として受け入れることができないというふうな

形になりまして、いわゆるし尿、雑排水のみの処理という形になりますので、当然通常

の認可のあるところというふうな限定もされてくるわけでございます。財政事情、その

３億５,０００万円のトータルの事業費等も考慮いたしまして、当市といたしましては

下水道、現在の公共下水道及び特環、農集、これに加えまして浄化槽の各個人への設置

事業で対応していきたいと考えております。 

  次に、めり張りのある重点施策をしてはいかがかと。 

  手を洗って流れる汚れた水はどこも一緒でございます。やはり現在のやっている事業

をとめることなく、いわゆるその財政事情の許す中で精いっぱい経済的な方法等も十分

に考慮しながら現在の事業を早く完成をしていきたいと、それによってまたそこから先

に、現在の都道府県構想にあります区域の拡大であるとか新たな事業であるとか、そう

いうふうな部分は財政的な面も十分に検討した上で今後将来的に検討していきたいと考

えております。 
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  下水道の水洗化率の向上について、過去の検証等。 

  私も下水道のほうは昭和のころから平成６年ぐらいまで工事監督職員として従事をし

ておりまして、その当時は早く管を入れること、早く供用開始をするということを目的

といたしておりまして、いわゆる水洗化率の向上までなかなか目が向けれなかった時代

でございました。私自身の年齢的なものもあったかと思いますけれども、そのように、

現在振り返ってみますと、やはり水洗化率の向上というのはすべてにおいてプラスにな

ってきます。これは当然受益者負担金、受益者分担金ももちろんですが、使用料収入を

いただくことによって下水道事業の特別会計における健全な運営ということも踏まえる

と、この水洗化率の向上というのが最も、いわゆる事業をした後で力を入れるべきとこ

ろではないかというふうなことを私、（下水道課へ）かわっていきまして、課の中で協

議をいたしまして、またそのときにも既に課のほうではこういう案がどうなということ

で、年３回程度手紙を出してみてはどうかということも会議の中から出てまいりまして、

それは早急にしてみようと、いろんな方策、施策をやってみてどれがいいかというやつ

を踏まえて、また次へつなげていきたいということで、まず手紙を出してみようという

ことで現在の水洗化率の向上への手紙、お願いの手紙というふうな形になっております。 

  この手紙を出すことによって、いわゆる一方通行じゃなくアンケート等で回収したら

ということでございますけれども、この手紙を出すことによって受益者の方、水洗化を

されてない方から直接お電話をいただいたり、直接おいでていただいたりとかさまざま

な相談がございます。その辺はすべて集約をしておりまして、あの中にはどうしてもひ

とり暮らしで年もいってると、どうしてもよう接続せんという方も相談においでる場合

もあります。ケース・バイ・ケースで下水道課としても対応させていただいております。

その辺につきましても皆さんからいただくお電話、また来庁してきてお話をしていただ

くお話につきましてもすべてデータとして順次残していって、この方はこういう形で前

回お話をいただいたけれどももう１回出させていただきますと、手紙だけは出させてい

ただきますのでという了解も得た上で、また子どもさんとかお孫さんのほうにお話をし

てみてくださいとかいうふうな形で手紙を出ささせていただいているところでございま

す。 

  完成度の低い分の全体事業の把握でございます。 

  調査につきましてもやはりある一定限度の調査費用しかうちのほうも計上を、財政課

のほうに要求がなかなかできないような現在の状況ですので、一気にすべてを調査でき

れば全体の事業費もすぐに押さえれるところでございますけれども、いわゆる道路の陥

没であるからあやしいなとか、ここは何かおかしいぞというふうなところへ重点的にテ

レビカメラを入れて、なかなかテレビカメラのほうの調査もお金が張りますのでその辺

につきましてもそのような形で対応した上で、なおかつ総合的に全体の事業費を統計し

ていきたい、それによって修繕費、いわゆる昨年お話ししたと思いますけれども下野尻

団地の前でわずか２メートルのクラックを直すのに２００万円、メーター１００万円、
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実際直したのは１メーター５０ぐらいでございますのでそれ以上の金額が後々の修繕に

は要ります。その辺も踏まえた上でどの辺までを手直しをしていくかということも、下

水道の管渠として最低限の機能を果たすということを基準といたしましても判断してい

かなくてはいけないなと考えておりますので、今後ともご指導のほうよろしくお願いい

たします。 

  以上で答弁を終わらせていただきます。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君）   山﨑龍太郎議員の２回目のご質問にお答えいたしま

す。 

  安心・安全メールの件で優先順位を上げよと、そういうご要望でございます。 

  今の段階では、先ほど申し上げましたとおりという認識を持っておりますが、その１

つは、先ほど申し上げましたとおり登録者が大半になるということまではなかなかいか

ないではないかと。それから、今の情報の手段でございますが、いろいろそれぞれの部

署で使っておりますですが、１つは広報誌、これは月に１回とかいうことなんでござい

ますが、それから香美市のホームページがございます。それから、先ほど議員も言われ

ました同報系の防災行政無線の計画もございます。今のところ香北町のみにしかその放

送設備はございません。それから、少年育成センター、ここには不審者情報とかいろい

ろ情報が連絡されてきまして、センターのほうでは幼稚園、保育園、小学校、中学校等

へその内容を判断しましてファクスを送っております。そして、家庭へは保育園や学校

等から連絡が行くというようなことになっております。それから、新型インフルエンザ

の件に関しましても、これは広報等待ちよったらいかんというので、新聞折り込みで新

聞をとっておる方のお宅へ配付をいたしました。そして、必要な場合には広報車等の利

用もあるわけでございます。そういうふうに総合的に伝達手段を使っているわけでござ

いますが、防災対策課として、１つ気象情報というのがございますですが、気象情報は、

これは非常に刻々と変わりまして、うちのほうで打ち込んでおりましてもはや新たな展

開がテレビのニュースとか気象情報で流される。それが、災害が仮に発生したとします。

例えば大きなものは南海地震とか、これはここでこれが起こったので、どこそこでこう

いうふうな被害が出ております、とても打ち込んでいる間はございません。これは、報

道関係もどんどん電話もかかってきてそれに応じなければなりません。テレビとかラジ

オとかそういうふうなので放映されるのが早くて新しい情報が得られると、実態的には

そういうふうになると思います。通常の平常時の気象情報とかそういうことは人員的に

余裕があれば打ち込めるということもありますですが、そういうようなことを総合しま

して、この安心・安全メールにつきまして住民の、市民の方のニーズが高まり、これは

要望が高いよということが感じられる段階になればまた違ってくると思いますが、今の

ところ実施予定がないということで、検討項目の１つということでお願いしたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。 



 

－36－ 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番、山﨑龍太郎。３回目を行います。 

  下水道課長、アンケートは必要ないという認識なのか、３回年にお手紙出したら１０

０％の方がそしたら来庁されるとか電話かかってきゆうという認識ですか。実際そうじ

ゃないから、今のところは来てくれてる人はその人に説明責任果たすけど、実際来れな

い事情の方とかいうとき、手紙出してるんですから、それに来れない場合はこのアンケ

ートをお返しくださいというふうな、その労力で状況がつかめるということが、水洗化

されてない方の状況がつかめるということが大事じゃということを私は申してるわけで

すのでその点のお答え願います。 

  安心・安全メールについてですが、課長、人が少なかったら市長に言うて人をふやし

てもらわんと、やっぱり市民の命にかかわる問題になりますのでね。実際そこら辺で、

ホームページのことも言われましたけれども、ホームページと、ほいたらメールという

たらどちらが市からの情報がよけ伝わりやすいかというたら、携帯電話は皆さんがほと

んど持ってるようなご時世になってますので、ホームページいうたらまだ、昨日も質問

あったように光（ファイバー）の地域が山田の工科大ぐらいまでで、あとはＡＤＳＬと

かそちらのほうですので、やはりそういうふうにちょっとでも市民に緊急に情報を、も

し防災対策課でできないんであればそれこそ企画課に振るとかそういうことも踏まえて、

市民の命を守るという観点で、検討はされるということですので、優先順位を上げてと

いってもなかなか上がらんみたいですけど新しい庁舎で防災のシステムも総合的に考え

るということも聞きましたので、実際進んでるところでは市民の１割ぐらいが登録して

る現状もあって、特に児童の保護者等からは喜ばれるという現状もありますので、その

点を再度お考えいただきまして答弁をよろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   下水道課長、佐々木寿幸君。 

○下水道課長（佐々木寿幸君）   山﨑議員の３回目の質問にお答えいたします。 

  確かにそのアンケート等というのも非常によきご提案でございます。その辺も含めま

して、今後予算のほうも含めて十分に検討をした上で対応していきたいと考えておりま

す。 

  また、今回このような一般質問ということで、下水道使用料及び維持管理というふう

な形で下水道の特別会計に対してご質問いただきまして、また次の段階へつながるもの

とありがたく思っております。まことにありがとうございました。またよろしくお願い

いたします。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君）   山﨑議員の３回目のご質問にお答えいたします。 

  安心・安全メール、メールは定着してきておるし、命にかかわることであるので人の

配置もしてこれは優先すべきではないかということだと思います。確かに人の命にかか
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わることはあらゆる手段をもって、伝達にかかわるものであれば伝達手段をとっていか

ないかんというふうに思っております。このメール配信、検討項目の１つとしてとらえ

ますですが、人の命を守るためにいろんな手段を考えていくということでやっていきた

いと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   山﨑龍太郎の質問は終わりました。 

  昼食のため午後１時まで休憩をいたします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  次に、１４番、島岡信彦君。 

○１４番（島岡信彦君）   １４番、島岡信彦。通告に従いまして一般質問を行います

が、この文書に、ちょっと質問事項という欄で「青少年に」になっておりますが、

「の」にお願いいたします。 

  それでは、一般質問いたします。 

  青少年の健全育成についてでありますが、次代を担う青少年が心身ともに健やかに成

長し、社会環境に適応し、自己を確立しながら１人の人間として社会参加していくこと

やその方法を見つけ出すことができることが今後の香美市にとって非常に重要であると

考えます。今日、青少年を取り巻く環境は、パソコンや携帯電話などの情報社会の目覚

ましい普及、発展により青少年に悪影響を及ぼすものがはんらんしております。少年非

行の増加は、少年を取り巻く環境が著しく悪化するとともに家庭の教育力や地域社会の

非行を防止する力も薄れているのではと考えます。また、少年自身の道徳心の欠如や社

会性の欠如、あるいは対人関係の未熟さ等にも大きな問題があるのではないでしょうか。

青少年を健全に育成するためには、国や地方公共団体を初め家庭、学校、地域社会が一

体となって総合的に取り組みを進めることが重要であると考えます。本市においては公

共施設の落書きといった事例も見受けられますが、そういった青少年の現状を把握し、

正しい方向へと導いていく上でも少年育成センターの業務については重要であると考え

ますが以下の点についてお伺いします。 

  平成２０年度、平成２１年度の補導状況及び内容についてはどうか。 

  また、家庭、学校との連携についてはどのように行っているか。 

  次に、警察ほか関係機関との情報連携も重要であると考えますが、その点については。 

  次に、万引きには、特別な道具を必要としないことから安易に行われてしまい犯罪の

中でも最も件数が多いのではと考えます。昔ならば貧しくてお金がなく必要に迫られて

盗んでしまうというようなことが多かったと思われますが、現在ではゲーム感覚で万引

きを行っている場合もあるのではないでしょうか。道徳的意識が低下しているのではと

感じますが、あらゆる犯罪の入り口でもある万引きについては、再犯したり常習化する
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おそれもありますが以下の点についてお伺いいたします。 

  万引き等についての実態はどうか、また指導についてはどのように行っているのか。 

  次に、無職少年の就労についての取り組みはどのように行っておられるのか。 

  最後に、青少年を初め子どもたちは、自分の心の葛藤に悩み、親にも友人にも相談で

きずにいる子どもたちが多いのではないでしょうか。人はさまざまな障害や悩みを乗り

越えて成長していくのですが、心でうまく処理できないまま思わぬ行動、万引き等とい

った行動に出てしまう場合もあるのではないでしょうか。一度の過ちや失敗を一生背負

っていくのではなく、それを正しい道に導いていくことが地域社会づくりをする行政と

しても重要であると考えます。そういったことから教育委員会として、今後の青少年の

健全な育成についての方針についてはどういうふうな方向性を持たれるのか。 

  これで１回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   少年育成センター所長、鍵山仁志君。 

○教育次長兼少年育成センター所長（鍵山仁志君）   島岡議員のご質問にお答えをい

たします。 

  青少年の健全育成についてでございます。 

  議員が先ほど申されましたとおり現在の社会情勢の中では、やはり弱者と言われる青

少年にかなりしわ寄せがいってるんではないかというふうな危惧もされております。そ

の中で、平成２０年度の香美市における補導状況ということでございますが、補導した

少年たちの延べ人数は５０人、うち女子が６人、無職少年が一番多く２８人でございま

す。中学生が１４人、高校生ほかが８人となっております。このほかというのは無職少

年ということになります。無職少年は、喫煙、中学生は怠学、これは学校へ行かずにた

むろしている状況だと思います、で補導されることが多かった状況があります。平成１

９年度が１００人だったので平成２０年度は半減して、比較的現在は落ちついていると

いう状況でございます。平成２１年度の補導の状況でございますが、６月現在で補導し

た少年たちの延べ人数は１６人、うち女子は４人、中学生９人、定時制の高校生４人、

アルバイトの少女３人となっております、これは内訳でございます。中学生は不良交遊、

コンビニで騒いだりしていた状況でございます。あとの少年たちは喫煙関係でございま

す。この補導人数は少年育成センターが出会った少年たちの数であり、時間帯が違えば

若干状況も変わってくるんではないかというふうに思われます。 

  次に、家庭、学校との連携についてはどのように行っているのかということでござい

ますが、鏡野中学校とは毎日情報交換をしております。また、他の学校とも必要に応じ

て情報交換を行っており、今後もできるだけ各学校に足を運んで連携をとっていきたい

と少年育成センターのほうでは考えております。家庭には就職等、必要に応じて訪問を

しているということでございます。 

  次に、警察ほか関係機関との情報連携も重要であると考えるがという点でございます。 

  香美警察署とは、不審者情報や少年問題などで情報を交換しながら取り組んでおりま
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す。また、夜間補導等の巡回を一緒に行っていたり、あるいは今後もさらに情報交換、

連携を深めながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 

  次に、万引き等についての実態はどうかということであります。それからまた補導に

ついてはということでございますが、万引きにつきましては、直接育成センターが連絡

は受けたことがないようでございます。関係機関からの情報によりますと、コンビニや

量販店での万引きはありますが、店舗からの連絡は家庭、学校、警察にありまして、少

年育成センターのほうに連絡が入ることはなかったという状況であります。これは少年

だけではなく大人にも（万引きが）あり、広い世代の問題と言えるというふうに考えて

おります。今後関係機関や学校と協力して啓発活動や指導に当たっていきたいと考えて

おります。 

  次に、無職少年の就労に向けての取り組みについてでございますが、少年たちから相

談もあるのでハローワークへ行ってみたりもしております。なかなか雇ってもらえる仕

事がないようなのが現状であります。それでも地域の人のお世話や本人の努力で最近４

人の者が仕事についています。少年育成センターとしても今後ともサポートを続けてい

きたいと考えております。 

  教育委員会としての青少年の健全な育成についての今後の方針ということでございま

すが、香美市教育委員会は少年の非行防止、健全育成については、家庭、学校、警察、

関係機関、各団体、民間有志、地域の方々と綿密な連携をとりながら、少年非行の未然

防止のために早期発見、早期補導を行い、また健全育成活動のために、地域においては

香美市内にある２６団体のスポーツ少年団活動や各地域の単位子ども会、あるいは校区

子ども会、市子ども会連合会からなる子ども会活動を推進していきます。また、青少年

の健全育成は乳幼児期から始まっており、幼保支援課、学校教育課、香美市教育支援セ

ンター、ふれんどるーむでございますが、引き続き毎月の教育委員会内の管理職会にお

いて情報を共有しながら連携して取り組んでいく方針でございます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １４番、島岡信彦君。 

○１４番（島岡信彦君）   １４番、島岡です。２回目の質問を。 

  次長よく調べてますが、万引きについてはもう少年育成センターに（連絡が）全くな

い、家庭と学校に（連絡が）あると、それで警察に（連絡が）あるということは、警察

に（連絡が）行くまでの事態の中でもう何らかの処分というふうに受け取って構いませ

んか。ほんで、家庭と学校には（連絡が）あると、少年育成センターには（連絡が）な

いということは、その辺もう１回ちょっと聞きたいです。学校と家庭、何で少年育成セ

ンターにそれがないのかというのは、万引き自体をもうそこで、学校と家庭でしまいを

つけてるのか、警察へ（連絡が）行くということは、いろんな形でもう処分されておら

れるのか、その辺がちょっと。 

  それと、無職少年についてでありますが、やっぱり無職少年という形で補導されてい
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る中でいろんなこう問題を起こしてくる子どもが多くなってくる状況になりやあしませ

んろうか。そういうときにやっぱり就労の保障、ハローワークへ連れて行ったとかいう

よりか、少年育成センターとして就労、まあいうたら学校でようやっておられる職場体

験とかいろんな、そういう無職少年いうのはなかなかハローワークで見つけてきても継

続がないと思われますので、学校らで行いゆう職場体験的なもんを何か企業とかそうい

うところにお願いして、これちょっと自分が浮かんだのは香美市にあります企業等人権

啓発連絡会議と、企業の人がいっぱい集まりゆう連絡会議があります。そういう職場の

人にお願いして職場を体験していただく、就労の支援をしていく、サポートしていく形

が少年育成センターでとれないものか、それをもう１回。 

○議長（中澤愛水君）   少年育成センター所長、鍵山仁志君。 

○教育次長兼少年育成センター所長（鍵山仁志君）   島岡議員の２回目の質問にお答

えをいたします。 

  万引きの件でございますが、警察に（連絡が）行くまでに少年育成センターのほうに

通報がないかということですが、基本的にそのお店にとっては犯罪というとり方をして

いるんではないかと、私個人では思っております。そういうことから直接家庭とか学校

とか、あるいは警察のほうに通報するということではないでしょうかね。というのは、

その時点でなかなか、私服でありますと無職の少年については年齢等もなかなか判断も

つかない状況も多分あろうかと思います。ただ、最近この店の中へ、一応これ香美市の

少年育成センターということですが、万引きは犯罪ですというふうな、こういうポスタ

ー的なものを張るような予定もしております。というのは、ここには刑法第２３５条窃

盗、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、１０年以下の懲役または５０万円以下の

罰金に処すという犯罪ですね、これは犯罪ですというふうなポスターをコンビニ等に張

るようなことも考えております。 

  それから、無職少年の就労の問題でありますが、確かに就労のサポートについてはな

かなか行き届かない部分があります。というのは、まず少年と接するときに気軽に悩み、

あるいは就労の問題を話をしていただけまでにかなり時間がかかるということでござい

ます。やはり悩みを聞いてあげる、あるいは就労の相談を受けるということになるまで

の、どう言いますか、人間関係ですかね、そういうのをまず構築をしていかないとなか

なか話が、心は開いていただけないというふうな状況もあります。その中で４名の方が

仕事についたということでございます。この内訳でいいますと３名が１５歳、今年中学

卒業して高校１年組といいます。それからもう１名は１８歳で、この少年は施設帰りの

高校３年組というところでございますが、このうちの２名は自分で見つけて、それから

１名は補導教員がハローワークで見つけてきた仕事で就労しております。それから１８

歳の施設帰りの少年につきましては、ちょっとその状況はわかりませんが現在就職して

おるというふうな状況で、できる限り青少年の相談にも乗っていってそういうサポート

を今後ともしていきたいというふうに考えております。 
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  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １４番、島岡信彦君。 

○１４番（島岡信彦君）   １４番。済みません、３回目はめったにいきませんけど１

つだけ。 

  やっぱり僕が一番思うことは、ちょっと過ちを犯した、１回つまずいた、そういう子

どもたちへのフォローの仕方を今後やっぱり教育委員会として、まだその就労支援する

サポートを専門的な、子どもと、子どもと対等にして話する、なかなかそういう人間関

係をつくるのが難しいと。しかし、これはやっぱり、問題を起こして立ち直るためには

やっぱり一人一人の子どもをしっかり聞き取れる耳を持っていかんと、それを理解して

いくことがやっぱり重要になってきます。１回の過ちで最後までずっと烙印を残される

ことでは困りますので、そういうことになったら困りますき、教育委員会のトップとい

たしまして教育長、その辺について体制、もう最後ですきお願いします。 

（笑い声あり） 

○議長（中澤愛水君）   教育長、明石俊彦君。 

○教育長（明石俊彦君）   島岡議員さんの３回目の質問にお答えをしたいと思います。 

  おっしゃるとおり青少年の健全な育成ということを考えたときに、やはりそういった

過ちが正しい方向で矯正されていくということは本当に大切なことであるというふうに

思います。実際学校等で児童・生徒の状況を見ていますときに、万引き等へつい走って

しまうという例も数多く見てきました。そういう中でどう子どもと向き合って、正しい

方向を子ども自身で見つけていくことができるのかというふうなことをすごく感じてお

ります。そういう意味でも、やはり自分の行ったことは正しいことであったのかどうな

のかということを子ども本人にしっかり考えさせるということは大切でありますが、同

時にそのことは、やはり自分のこれからの行動の中で改めることができる、更生をする

ことが十分にできるんだということもまた同時に子どもと一緒に考えていく、見詰めて

いくということが大事になってくるというふうに思います。そして、これは学校とか一

教師とかいうことでなくて、少年育成センターであるとかあるいは警察であるとか、そ

して保護者の方と一緒に子どもを見守っていく、そういった共通理解をしっかりこう持

ちながらその子どもの将来を見詰めていくということが大事になってくるのではないか

というふうに思います。過ちを犯した子どもにとっても、家族含めてみんなが自分のこ

とを大切に思ってくれているんだ、また心配をしてくれているんだということがわかっ

ていく中で、これからの自分の道をしっかりこう考えていくことができるように指導、

助言をしていくことが大事ではないかというふうに思いますし、そういった関係する、

みんなの協力の中でしっかり地域の子どもたちを見詰めていく体制、組織づくりという

ふうなことを考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（中澤愛水君）   島岡信彦君の質問が終わりました。 

  次に、８番、小松紀夫君。 
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○８番（小松紀夫君）   ８番、小松紀夫でございます。通告に従いまして順次質問を

させていただきます。 

  まず、物部町への地域密着型老人福祉施設整備につきましてお伺いをいたします。こ

の質問につきましては、昨日山崎議員が同様の質問をされております。実は、自分はち

ょっと私用で昨日欠席をしておりまして、重複をする部分があろうと思いますけれども

ご答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

  かねてより物部町に施設整備を計画をしておりました地域密着型老人福祉施設は、昨

年３月に建設を目前にして白紙に戻りました。材料費等の高騰による建設コストの増大

が原因であり仕方のないところもございますが、建設を待ち望んでいた方々の思いを察

すると残念でならないところでございました。そこで、香美市第四期高齢者福祉計画及

び介護保険事業計画によりますと、この施設整備につきまして第三期計画より物部町へ

の施設整備を計画し、公募による事業者募集を行ってきましたが整備に至っていません。

「本計画（第四期）期間も引き続き物部町への施設整備に向け公募を行い、施設整備が

実現できるよう取り組みます。」とございます。ただ、私はこれを見まして、わずか４

行でございまして、たったこれだけかと思ったのが率直な感想でありまして、これで本

当に建設が具体的に進んでいくんだろうかというふうな感じがしたところでございます。

具体的な部分につきましても何ひとつ書かれておりませんでしたので数点お伺いをいた

します。 

  まず、公募の方法や建設場所は前回と同様なのでしょうか。 

  また、国の建設補助金は前回と同様に交付をされるのでしょうか。また、その額面も

わかりましたらお伺いをいたしたいと思います。 

  また、国の補助金や建設場所の無償貸与以外に建設に係る本市独自の支援というもの

を考えておられるのでしょうか。 

  また、最後に、合併前から具体的な計画がなされていたにもかかわらず現在に至って

いるということを踏まえまして、なるだけ早期の建設が望まれるところでございますが、

タイムスケジュールをお伺いをいたしたいと思います。 

  次に、保育教育についてお伺いをいたします。 

  本市には、合併前の旧土佐山田町すこやか子育てプランを引き継いだ形で香美市全域

の子育て世代がだれでも利用できる保育サービスを示した香美市すこやか子育てプラン

がございます。プランの中では、「保育所を子育て支援の中核施設と位置づける」とう

たっております。そこで、子育て支援の中核施設における保育教育につきまして数点お

伺いをいたします。具体的な事例につきましては後段でお伺いをすることといたしまし

て、まず本市保育教育、また保育運営の根幹の部分につきましてお伺いをいたしたいと

思います。 

  私が園児の保護者や保育現場の声を直接お聞きをした中では、旧３町村の保育教育の

よい部分、よい取り組みがそれぞれこの本市の保育教育に生かされているように見えて
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きません。これは保育行政に限ったことではございませんけれども、旧３町村のよい部

分はそれを尊重して新市の取り組みの中に生かしていくと、このことが合併のメリット

の１つではないだろうかというふうに考えますが、保育現場では残念ながらこの合併の

メリットが出ていないように感じているところでございます。一部の保育士の中には、

「自分たちの実施してきたことがすべて正しいのだからあなたたちもそれに従いなさ

い。」、こう言っているという話も耳にしているところでございます。なかよし保育園

が開園をして、またＢ保育園も建設の計画がどんどん進んでいると、そういうふうに施

設が飛躍的に充実していっている、こういう機会に本市の保育教育の根幹につきまして、

見直すところは見直し、よいところはさらに充実をさせていくということが必要と考え

ております。本市の保育教育のあり方につきまして教育長のご見解をお伺いをするとこ

ろでございます。 

  次に、具体的な事例につきまして数点お伺いをいたします。 

  まず、ある保育園では、親しみがわくと、こういう理由で園児を呼び捨てにしている

と聞いております。中には保育士を呼び捨てにする園児もいると、こういうふうなこと

も聞いております。確かに親しみがわくからと言われますとそのような気がしないでも

ないですけれども、別に呼び捨てにしなくても親しみは幾らでもわくんではないかとい

うふうに思うところでございます。一方、小学校では人権を尊重すると、そのために児

童をさんづけ、君づけで呼び、児童同士でも君づけ、さんづけで呼び合うように指導し

ているところでございます。本市ではさまざまな人権教育が行われているにもかかわら

ず、最も大切なこの幼児期に本市の子育て支援の中核施設において現実にこのようなこ

とが行われております。教育長のご見解をお伺いをするところでございます。 

  次に、園児がみずから気づく、そういうことが大切であるという理由でおもちゃや絵

本、靴などの後片づけを指導しない園があるというふうにも聞いております。私が思い

ますには園児の成長段階、この段階ではまだ自主性に任せると、年長さんは別としまし

て自主性に任せるような段階ではないのではないかというふうに考えます。自主性に任

せることも大切なこととは思いますけれども、３歳から５歳の園児には繰り返し教える

ことのほうが必要ではないかと考えるところでございます。教育長のご見解をお伺いを

するところでございます。 

  最後に、園児の紫外線対策につきましてお伺いをいたします。ＷＨＯ世界保健機構は、

子どもの紫外線対策の必要性を訴え続けております。子どもに紫外線対策が重要な理由

として数点ご紹介をいたします。子ども時代は細胞分裂も激しく成長が盛んな時期であ

り、大人よりも環境に対して敏感である。子ども時代の日やけは後年の皮膚がんや白内

障の発症のリスクを高める。生涯に浴びる紫外線量の大半は１８歳までに浴びる。紫外

線被曝は免疫系の機能低下を引き起こす。子どもたちは室外で過ごす時間が多いため太

陽光を浴びる機会が多い等々でございまして、そのほかにも、紫外線とは関係ありませ

んが熱中症の危険と、そういうことなど対策の必要性は明白でございます。本市におき
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ましては、大栃、双葉、美良布保育園では合併前から保護者負担で園児全員に帽子を持

たせ、室外で遊ぶときなどは紫外線対策のために必ず着用するように指導をしていると

ころでございます。しかし、そのほかの園におきましては園児全員に帽子を持たすこと

はしておらず、保護者に任せて、帽子をかぶってくる園児もいれば持っていない園児も

おるように聞いております。ただし、保育士の方々は室外においては万全な紫外線対策

を行っているようでございます。 

（笑い声あり） 

○８番（小松紀夫君）   したがいまして、一部の園では紫外線対策の指導は行われて

いないということでございます。このことも園児がみずから気づくのを期待をしておら

れるかどうかはわかりませんけれども、紫外線対策が叫ばれているこの昨今、市内のす

べての保育園で実施をする必要があるのではないかというふうに考えます。教育長の見

解をお伺いをいたします。 

  以上で１回目の質問といたします。 

○議長（中澤愛水君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   小松議員のご質問にお答えします。 

  地域密着型老人福祉施設整備についてお答えをさせていただきます。 

  まず、公募の方法についてですが、公募の方法については具体的には固まっておりま

せん。 

  場所についてですが、場所については第三期の計画で奥物部ふれあいプラザの駐車場

に設置するということで進めてきておりましたが、第四期計画についてもこの場所を基

本としつつ、地域は物部町内の市有地ということで市有地というのは市の土地というこ

とで他の市有地を検討中であります。今年度中に場所を決定したいと考えております。 

  国の交付金についてですが、交付金については前回と同じように国の交付金を利用し

たいと考えております。金額は２ユニット以上で４,０００万円です。 

  次に、市独自の支援についてですが、市独自の支援については考えておりません。 

  最後に、タイムスケジュールですが、国の交付金事業を利用したいと考えております

ので、交付金事業の場合例年２月に市町村計画を国に提出して、次の年度の６月に申請

をして８月に交付決定がされます。例年こういったサイクルで行われておりまして、こ

れからいきますと今年度は来年２月、つまり平成２２年２月に市町村計画を県を通じて

国に提出をして、次の年度、つまり平成２２年６月に申請をして８月に交付決定を受け

たいと考えておりまして、その後事業着手ということになると考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   幼保支援課長、山崎泰広君。 

○幼保支援課長（山崎泰広君）   それでは、小松紀夫議員の保育教育についてお答え

させていただきます。教育長の見解ということでご質問をいただきましたが、担当課と

して見解を述べさせていただきたいと思います。 
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  まず、（保育教育の）あり方のことでございますが、香美市の就学前教育では、子ど

もの生活がより安定し、活動が豊かになるような環境に配慮しながら家庭や各関係機関、

地域社会との連携を図り、基本的な生活の基礎をはぐくむとともに、さまざまな体験を

通して豊かな感性を育て心身の健全な発達を図ることを方針としており、この方針をも

とに各園で保育目標を定め、それぞれのやり方で保育に取り組んでいかなければならな

いと考えております。 

  次に、具体的な事例についての見解でございますが、まず園児を呼び捨てにしている

ということにつきまして、この質問を受けまして改めて各保育園に確認をいたしました。

基本的には呼び捨てにしていないということでございますが、一部でしているというこ

とも確認がされました。危険回避のためなど時と状況によっては呼び切りであっても不

自然でない場合もあると思いますが、大事なのは相手を大切に思う心がなければならな

いということであり、このことを踏まえながら園長会でまた議論をしていきたいと考え

ております。 

  また、おもちゃや本、靴の片づけの指導をしないということについては、厚生労働省

の示している保育所保育指針では、保育の実施上の配慮事項の１つとして子どもがみず

から周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守りながら適切に援助す

るということになっておりまして、園児のそれらの行動を見守りながら指導することに

しています。 

  また、帽子の屋外での着用については、市内各園で帽子を家庭から持ってくるようお

便り等で連絡しておりまして、園外保育や日差しのきついときにはかぶらせるようにし

ています。なお、帽子を忘れた場合には保育園にある帽子を貸して着用させるようにし

ております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   教育長、明石俊彦君。 

○教育長（明石俊彦君）   小松議員さんの保育教育についての質問にお答えをしたい

と思います。 

  就学前教育の大切さということを最近特に強く感じているところでありまして、例え

ば学力の課題であるとか子どもたちの体力の課題であるとか、そういったことも突き詰

めればもうこの就学前のときからその大きな課題の部分は含まれているというふうに思

います。そして、就学前教育の中で子どもたちが本当に安心して豊かな心でさまざまな

ことにチャレンジしながらすくすくと育っていく、そういう環境をつくっていく必要が

あるということを痛感をしています。そういう中で基本的にはそれぞれの園で協議し、

取り組んでいるわけですけれども、毎月定期的に園長会を開いて教育委員会としての方

向性であるとか、あるいは課題について話し合いをしてきています。 

 また、今年から私自身さらに保育園の実態を自分の目でしっかり見て感じたいと思い

まして、いわゆる園訪問という形でなくて、私が時間的にあいた時間にいつでも行かせ
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てもらいたいと、特に接待とかそんなことは一切必要ないので構わないときに行かせて

いただいて子どもの様子、保育士さんの保育をしている様子を見せてもらいたいという

ことで、本年４月早速全保育園を回ってきました。そういう中でもさまざまな姿を、子

どもたちの姿はもちろんですけども保育士さんの指導している姿も見てきました。若干

保育園によってそれぞれ違う姿も見ましたし、このことについてはどうかなと思うとこ

ろもありました。そういったことについては園長会を通してこちらから課題も投げかけ

ながら、ともに議論を交わして少しずついい方向へ変えていきたいというふうに考えて

います。 

  さまざまな課題が出されていますが、すべてを一遍に解決ということにはならないか

もしれませんが、一つずつ着実に議論をしながら香美市としての方向性をしっかり考え

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（中澤愛水君）   ８番、小松紀夫君。 

○８番（小松紀夫君）   ２回目の質問をさせていただきます。 

  まず、物部町への地域密着型老人福祉施設の整備に関してですけれども、スケジュー

ル等々お答えをいただきまして大体わかってきました。ただ、前回、昨年３月に直前で

白紙に戻ったという部分につきまして、これは建設のコストが、急激な材料費の高騰で

上がった、そのために白紙に戻ったということですけれども、少々そのコストが上がっ

ても建設をして運営をすればある一定の採算が最終的にはとれると、そういうことであ

れば材料費が上がって建設コストがかかるということでやめますということにはならな

かったんじゃないかというふうに思うんです。そういう経緯から考えまして、やはり事

業者の方は、一定の採算がやはりとれなければ経営をしようとしないのではないか、ま

して赤字覚悟でやろうという業者はいないんじゃないかと思うわけです。 

  そこで、この公募につきまして、やや前回のことを踏まえまして心配をしているとこ

ろです。それがその後の質問の市独自の支援は考えていないかというところにつながっ

ていくんですけれども、まずは、スケジュールはできましたですけども公募して手が挙

がらなかったと、そういうことになりますとそらスケジュールも何もあったもんではな

いわけでございますから、この公募で幾つかの事業者の方が手を挙げていただけるのか、

自分の心配はそこにありますので、そのあたりについて見解をお伺いをしたいと思いま

す。 

  それから、保育教育につきましてですけれども、本市の保育教育のあり方につきまし

て担当課長さんから保育教育の理念というものを述べていただいたわけですが、自分の

言いたいのは本市の保育行政、保育教育の根幹の部分は、先ほどの質問でもお話をしま

したですけども自分たちの実施してきたことがすべて正しいのだからあなたたちもそれ

に従いなさいと、これが現実に今の香美市の保育教育の根幹であるというふうに僕は思

ってるんです。ですから、この部分を改めてよいところは取り入れると、そういう見直

しも含めてしていただきたいなと、そういうふうに考えてるんです。ご見解をお伺いを
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したいと思います。 

  また、帽子着用につきましては、お便りで保護者に、いわば保護者任せにしているわ

けですけれども、かぶってない子には園が貸し出しをして、外で遊ぶときはかぶるよう

に指導してるということですけど、見ればわかるんですけども着用せずに遊んでおる子

が多いです、それが実態です。紫外線については、以前はそんなに言われてなかったん

ですけれども今天気予報でも必ず紫外線の情報を流す時代でございまして、以前はやっ

てなかったけど今はやらなくちゃいけないということはやはり取り組んでいただきたい。

保護者任せにするよりは、できればイニシアチブをとって、子どもにすべて構えるよう

にして、必ずかぶるような指導をしていただきたいというふうに思います。ご見解をお

伺いしたいところでございます。 

  また、これは教育長が人権広報あけぼので書かれていた文章があるんですけども、子

どもたちが教育の主人公で、子どもたちにしっかり寄り添いながら、一人一人が大切な

存在であることを認識し、人権の視点を一層大切にし取り組んでいかなければならない

というふうに書かれておったわけですが、先ほど具体的事例を幾つか自分が話しました

ですけども、ちょっと教育長のこの方針とは反してる部分がありはしないかというふう

に思うんです。そこで教育長のご見解を再度お伺いをいたします。 

  ２回目の質問といたします。 

○議長（中澤愛水君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   小松議員の２回目のご質問にお答えします。 

  公募について（業者の）手が挙がるのかどうか心配ということで、そうなった場合に

どういう対策を考えているのかというようなご質問だったと思うんですが、確かに何人

かの方からやってくれる事業者があるろうかねというような心配をお聞きをしておりま

す。確かに全国的にも地域密着型のサービスの施設整備が進んでません。それで、この

３月に国が小規模の介護施設に対して交付金の増を検討をするということで、施設整備

についての後押しを考えております。３月に検討するということでしたが、まだ交付金

の増についての通知等はありませんが、全国的に進んでないという状況があるというこ

とは国も承知をしておりますので交付金の増があるのではないかと期待をしております。 

  また、市長会でも市長に、県の市長会へ提案していただいております、交付金の増と

それから施設の中の内容ですが、個室ユニット型にこだわらず多床室を幾らか認めても

らいたいという、そういった要望も市長会を通じて国へ要望をしておりますので、そう

いった緩和もされるだろうという期待を持っておりまして、また第三期の（計画）期間

中でも事業者からはうちやったらこうやるにとかいうようなご意見もいただいておりま

すので、手が挙がらないことはないのではないかというようには考えております。今年

度いっぱいで国の変化等があろうかと期待をしておりますので、好転していくのではな

いかというようには考えております。 

  以上です。 
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○議長（中澤愛水君）   幼保支援課長、山崎泰広君。 

○幼保支援課長（山崎泰広君）   小松議員の２回目のご質問にお答えをいたします。 

  ２点のご質問だったと思いますけども、１点目は、よい点を取り入れた保育を行って

いただきたいということやったと思います。 

  先ほど１回目の答弁で申し上げましたように、理念といいますか香美市の保育方針に

つきましては述べさせていただきました。保育方針につきましては、香美市は統一的な

ものを定めて実施をしております。しかしながら、この方針に基づきまして各園で保育

目標というものを定めております。また、各保育園は環境も人数も違います。そういっ

た中でいろんなやり方をしなければならないと思います。同じような画一的な方法とい

うのはなかなか難しいんではないかというふうに私も思っております。それぞれのよい

点を尊重しながら保育に生かしていくような努力をしていきたいと思っております。な

お、毎月園長会を連絡会とともに議論の場としておりますので、この中でも取り上げな

がらさらに深めていきたいと思います。 

  また、帽子の着用の件ですけど、先ほど申されましたように香北、物部のほうにつき

ましては、注文を園のほうで受けて持ってない児童について購入をしていると、その他

の保育園につきましては、各家庭にあるものを持ってきていただいているという違いで

ありまして、同じように各保育園のほうには持ってきていると思います。なお、着用に

ついては多少のばらつきがあるということですので、そのあたりもまた確認して徹底し

ていきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   教育長、明石俊彦君。 

○教育長（明石俊彦君）   小松議員さんの２回目のご質問にお答えをしたいと思いま

す。 

  子どもたち一人一人をしっかり見詰めて、子どもたちが教育の主人公となるように教

育を行っていきたいという思いは同じであるというふうに思っていますが、いろんな点

で意見を闘わさなければならないことはたくさんあると思っています。そういう中で、

一昨年から保育園と小・中の教職員が同じ課題を持って研修をするというふうな場を設

けて取り組みをしてきております。昨年度はそれに加えて幼稚園の先生方にも声をかけ

て、来ていただいて、保・幼・小・中一緒に研修を行いました。今年は、単に講師の先

生を招いてお話を聞くかということだけでなくて１本保育園の取り組みで実践発表をし

てもらい、小・中学校からも実践発表をしながら共通の取り組みについてどうしていっ

たらいいのかというふうな意見交換の場も持って、さらに研修を深めたいというふうに

考えています。そして、そこでの大きなテーマは特別な支援を要する子どもたちに、昨

年の講師の先生からは気になる子どもへの支援という形での講演をいただいたわけです

けれども、そういう子どもたちに対して保育園ではどういう実践をしているのか、小学

校では、中学校では、そういうことを共通の課題としてお互いの意見を交換し合いなが
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ら、よりよい子どもの育ちへつながっていけるように研修を深めていきたいというふう

に考えています。そういった取り組みを基本にしながら、今後保・幼・小・中の連携が

しっかりできていくように取り組みを深めていきたいと考えています。 

○議長（中澤愛水君）   ８番、小松紀夫君。 

○８番（小松紀夫君）   ３回目の質問をさせていただきます。 

  まず、帽子着用状況につきましてですが、すべての園が結果的には同じようにやって

ますよということでございますが、じゃあ、確かに持ってきているのかもしれませんけ

どもね、子どもが、実際かぶってないんでこれは指導してないということです。直接行

って見てみればすぐわかりますので、見ていただいて指導をやはりしていただきたいと

いうふうに思いますのでよろしくお願いします。 

  それと、園長会、月１回開いて意見交換しているということでございますが、やはり

その席で、自分が一番最初にご指摘をさせていただきました、自分たちのやり方が正し

いということでなかなかよいと思われる部分を取り入れずにそのまま通してしまうとい

う、そういうやり方が実際あると、こういうことですので、そういう部分をやはりもっ

と柔軟に、時には臨機応変に、今の時代に合った方向というかそういう方向に改めて、

改善できる部分は改善していこうということを園長会で訴えていただきたい、方針とし

て教育長から直接言っていただきたいと、そういうふうに思いますのでよろしくお願い

をいたします。 

  あと（地域密着型老人福祉施設の）施設整備につきましてですけれども、国がいろい

ろ今後交付金をふやすとか、いろいろそういう計画があるということなど、手を挙げる

事業者はいるだろうということですが、若干不安もありますけどもそういう方向でいっ

ていただこうと祈っているところでございます。今少し調査をしたところですけれども、

香北町にございます特別養護老人ホーム白寿荘ですが、ここに入所の申請をしているけ

ども満員で入れない、いわゆる待機組と、待機をしてる方で物部町在住の方が特養のほ

うで１２名、養護のほうは７名、合計１９名がいわゆる待機組、物部町の方で待機をし

ている方がおります。また、私事になって恐縮でございますけども自分の祖母、家は大

栃にあるんですけども今その白寿荘のほうに、特養のほうでお世話になっているところ

です。ちょっと認知症が進んできておりまして、自分が会いにいくと「もうまあ大栃へ

帰ろうと思いゆう。」と、こういうふうにたびたび言うわけでございまして、ただもう

手足もかなり衰えまして１人では生活ができないわけですけれども、それでもやはり住

みなれた、生まれ育った土地で暮らしたい、こういう思いあるわけでございます。そう

いうところでございますけれども、この香美市の中で物部町だけがこういう施設がない

のが現実です。最も高齢化率の高い物部町にはないわけでございますので、何とかこの

施設の建設につきまして、できれば市長さん、市長さん、できればきょうの午前中に次

回市長選についても決意表明をされました市長さんに、この計画の期間中に、それはも

う物部へ施設を建てましょうという決意も一言いただければと、ありがたいがなと、そ
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ういうふうに思うところでございます。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   小松紀夫議員の３回目の物部町への地域密着型老人福祉施設

整備についてのお答えをさせていただきます。 

  課長のほうからるる話をさせていただきました。この施設につきましては合併協議の

中で随分議論をされまして、そして物部町に建設をするという運びの中で計画を進めて

おりました。小松議員さんご承知のとおりの状況の中で残念ながら一時挫折をしたわけ

でございます。しかしながら、今期の計画にきちっとのせまして、そして建設をすると

いう方向で進んでおります。いろいろと心配されることもございますが基本的には建設

をするというもとで、常に私も保険課長とお話をしながら、どういう状況で進んでいく

ぜよと、またどういう方法でやっていくぜよということも常に話し合っておりますので、

どうしても建設をしなければならないと、そのように私自身も思っておりますのでまた

ひとつご協力、ご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中澤愛水君）   幼保支援課長、山崎泰広君。 

○幼保支援課長（山崎泰広君）   小松議員の３回目の質問にお答えをいたします。 

  帽子の着用につきましては、また、るる教育長ではありませんがあいた時間に現場を

見させていただきたいと思います。 

  それから、園長会での議論、指導の件ですが、園長会では各人の意見を尊重するよう

に、できるだけ多くの園長から意見を聞くように振っております。確かに意見の多い園

長さんと余りない園長もおるのも事実でございます。一応私も双葉保育園のほうの園長

を兼務しておりまして、その件に関しましては意見を申し述べさせていただきますので、

できるだけよりよい保育のために議論を尽くしていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   小松紀夫君の質問が終わりました。 

  暫時１５分間休憩をいたします。ちょっと休憩中に協議をしたいと思いますので、ち

ょっと長いですけれども１５分休憩をしたいと思います。 

（午後 ２時０３分 休憩） 

（午後 ２時２０分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  ９番、門脇二三夫君。 

○９番（門脇二三夫君）   ９番、門脇二三夫です。議長の許しを得ましたので、通告

順に従いまして一般質問をさせていただきたいと思いますけれども、少し質問要旨の訂

正をお願いしたいと思います。１１ページの「（２）木質バイオマスによる活性化」と

いうことで、３行目「このビジョンを否定するものではないか？」となってますが、
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「このビジョンを否定するものではないが」というふうに「が」に訂正をお願いをいた

します。 

  まず、香北町の白石地区の崩壊対策についてお伺いをいたします。 

  同地区の宮本、中屋地区には４戸の人家と耕作地がありますが、このうちの１戸の敷

地内の鶏舎、鶏小屋ですけれども、と納屋の間の通路は物部川沿いに地盤が下がってお

り、納屋内のコンクリートにもクラックが見られるのであります。また、耕作地は元水

田ですが、同じく物部川沿いに向け傾斜し、水が張れず畑として耕作をしているのが現

状であります。この被害の発生している人家からほぼ垂直に七、八メーター下は物部川

の河川敷となっており、住んでおられる方の話では「豪雨で永瀬ダムが放流をした際は

敷地から三、四メーター近くまで水位が上がる。」とのことであります。また、「被害

が拡大したのは五、六年前からで、川の中州が高くなり過ぎたためではないか。昔は漁

をするやな場として利用するとともに市内のＩ社が砂利をとっていたため砂利が堆積す

ることはなかった。」とも言っておられたのであります。調査当日は中央公民館で尾﨑

知事の地域アクションプランの説明会がありましたので崩壊や地すべりが心配される物

部川南岸を確認をしたところですが、物部川によく見られる通称黒磯と言われる風化に

弱い地質で構成をされておりました。こうした地質が道路沿いで見られるのは県道久保

大宮線立花から平井、神池、黒代、五王堂などで、林道亀ヶ峠線黒代分岐では、道路開

設時基礎部分を掘ったためにかなり上部から崩落をしたのであります。また、林道楮佐

古松床線、現在市有林となっている場所も同様であります。川の状態については後日調

査しましたが、中州は永瀬発電所導水管から三、四百メーター上流まであって、幅は広

いところで１００メーター、高さ三、四メーターとなっています。川の流れは永瀬ダム

放水ゲートから猪野々でほぼ直角にカーブし、旧香北町、旧物部村が設置していたごみ

焼却場直下で緩くくの字形にカーブした後はほぼ直線で永瀬発電所の放水口まで続いて

いて、その後川幅が狭くなりＳ字形に流れを変えています。ダム放流時には激流となる

ものの、被害の発生している人家や耕作地のある宮本、中屋前で川幅が広くなっている

ことや、すぐ下流は川幅が狭く、かつＳ字になっていることから中州が発生したと考え

られるのであります。また、放流した水は激流となっていますし、ほぼ直線で流れてき

ますので中州を乗り越し、一定流れると水面は水平になろうとしますから水は左右に分

かれますし、下流は川幅が狭くなっているために複雑な流れとなって人家の敷地や耕作

地の基礎を洗い流しているのであります。中州にある松の木の１メーター５０センチぐ

らいのところに流木が巻きついており、水の速さと中州を乗り越していることを証明す

るものであります。先ほども申し上げましたが、基礎となっている岩盤は地表にあらわ

れると風化によってぼろぼろと崩れるのであります。水の流れが基礎部分を洗うとその

上部は小崩落を起こし、それでも残った部分は木の根や竹の根によって何とか崩壊を免

れています。 

  この地すべり崩壊対策については、平成１９年１２月１３日付で当時の区長から、今
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言いますと自治会長になりますが市あてに要望書が提出されていて、市からは平成２０

年度から県協議をする旨の回答がされています。また、本年２月２６日、猪野々集会所

で県企業局が開催した関係集落への説明会の質疑、応答の中で質問をしたとのことであ

ります。これを受け３月３日、県河川課３名が訪問し聞き取り、現地調査をされたとの

ことでありますが、前向きな回答はなかったようであります。その後６月１８日、県河

川課３名、香北支所３名が再訪されたとのことでありますが、住んでおられる方にとっ

ては納屋が崩落するかもしれないという不安を持っておられます。市は市民の命と財産

を守る義務がありますが、このように危険な場所についてはもっと積極的に介入し早期

に解決をすべきと考えるところでありますが、所信についてお伺いをいたします。 

  ２番目に、林業振興対策についてお伺いをいたします。 

  １５年前の木材価格は、杉３メーター材、１立方当たり２万２,０００円から２万

４,０００円、４メーター材で２万円から２万６,０００円だったものが、現在では３メ

ーター材で５,０００円から６,０００円、４メーター材で１万２,０００円と４分の１

から半分の価格となっていて、山林所有者の生産意欲は減退をし間伐作業を行うことは

困難となっています。このことは、森林組合など林業関係に職を求めている方々の仕事

量の減少が心配されます。物部町の林業会社では主に皆伐を行っていましたが、合板製

造会社から受け入れを断られたこと、また一斉に伐採するために五、六千円の価格では

搬出単価を下回って、伐採すると赤字が拡大するために現在事業を休止をしているので

あります。県の地域アクションプラン説明会で香美森林組合長から、「輸入木材の制限

と出荷調整などを行い大径木の生産を。」との意見がありましたが、香美市内の山林所

有者の所有林は３ヘクタールから５ヘクタールで、しかも点在していて効率的な作業が

できないのが現実であります。また、搬出間伐では一部補助金が上乗せされますが、今

の市況ではこれをプラスしても経費が上回るため間伐が進まないことが危惧され、こう

した作業に携わっている物部森林組合や香美森林組合の作業がなくなるおそれがあるの

であります。そこで、高知中部森林管理署等と協議し国有林の間伐作業の前倒しもお願

いすべきと考えますが、相手のあることですから緊急避難的に仕事を確保する必要があ

るのではと考えているところであります。そこで、短期と長期に分け次の２点について

お伺いをいたします。 

  まず、作業道の開設についてであります。本市では作業道開設についてメーター当た

り１,５００円補助をしていますが、作業道開設時の支障木や作業道開設後の間伐材の

販売代金や搬出材に対する補助金を負担としてきたところであります。搬出経費を下げ

るためには林道や作業道は不可欠ですが林道には規格があって、実際使用する場合には

本当に必要なのか疑問に思われるような構築物があるなど、価格を押し上げるため道路

密度の拡大につながりにくくなっているのであります。国・県の制度を活用することは

もちろんですが、道路密度を高めるためには規格のない、価格の安い作業道を計画的に

開設する必要があります。特に作業道は山なりに開設するために林道に比べのり切りが
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少なく、地下水の流れを変えませんし、路面にウエーブをつけることによって降った雨

水は１カ所に集中せず、沢や谷の水を余り汚さず環境に優しい工法とも言えるのであり

ます。しかし、現在の木材価格では、１１トントラックで単純に計算しますと１台当た

り５万円の売り上げで、伐採費用や搬出、運搬費用を差し引くと山林所有者は不足分を

持ち出さなくてはならないのであります。昨年前半までは、作業道開設に伐採した支障

木や作業道開設後の間伐材の生産額や搬出材に補助される負担金、補助金などを活用し

ていたのであります。また、物部町内や香北町東北部などのように急峻な山の場合は、

県や市の補助金では不足するため山林所有者は、先ほど申しましたように材価で補いを

しておりましたけれども、現在の材木価格では将来のめどが立たないことから間伐も進

まないのではと危惧されます。このことは作業道開設や皆伐、間伐などで経営している

物部、香美両森林組合の経営を圧迫するのではと心配されるところでもあります。両組

合では、就労している方は１００名近くいて市内の重要な雇用の場となっているのであ

ります。 

  そこでお伺いをいたします。現在の県・市の補助金では、山林所有の方は進んで作業

道開設をし間伐するまで考える意欲は見られないのであります。計画的に作業道を開設

し市の約９０％を占める山林の有効活用や森林の持つ多面的な機能を守るためには、県

には国の制度のようにのり切りの量によって補助率を変更するよう要請しながら、市と

しては当面山林所有者の負担が要らない制度によって両森林組合の仕事量の確保も必要

と考えるところでありますが、所信についてお伺いをいたします。 

  続きまして、木質バイオマスによる活性化についてお伺いをいたします。本市では、

香南市とともに香南香美地域新エネルギービジョンを策定していて、その内容は「木材

を利用し半炭化ペレットを製造する、そして、その焼却灰は肥料として利用する。」と

しているのであります。私はこれを否定するものではありませんが、もっと利用価値が

高く用途の広いエタノール製造も検討すべきと考えるところであります。このことにつ

きましては過ぐる議会でもお伺いをいたしましたが、広島県に本社のある株式会社ジュ

オンは、樹木由来のディーゼル排気ガス浄化水溶液、略しますとＢＣＬですけれども、

を製造していますが、森と生きるという意味から樹木の「樹」と恩を返す「恩」から

（会社名を）名づけられたものであります。この株式会社ジュオンでは、広島県庄原市

に木材２４トン処理可能なエタノール製造を目的とした工場を建設中で、平成２３年か

ら本格稼働するとのことで、５月１３日に庄原市役所と工場建設中の工場団地内を視察

したところであります。（広島県）庄原市役所では木質バイオマス活用プロジェクト構

想について説明を受けましたが、この構想に至ったのは本市同様木材価格の低迷、担い

手不足などによる森林の荒廃が進んだことと、市長の公約によるものとのことでありま

した。（広島県）庄原市の面積は１,２４６.６平方キロ、森林面積は市の面積の約８

４％に当たる１,０５０平方キロで、うち人工林は３８.９％であります。（広島県）庄

原市は、平成１７年３月末に７市町が合併をし市制を施行していますが、これと同時に
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庄原市地域新エネルギービジョンを策定、平成１８年には庄原森のバイオマス産業団地

構想、平成１９年には庄原市地域新エネルギー重点ビジョンを策定し、具体的な取り組

みとして以下の７点を上げているのであります。 

  平成１９年からは、木質バイオマスエタノール製造実証試験として、株式会社ジュオ

ンは庄原市の間伐等施業後の林内残材を利用して布野工場で排出ガス浄化溶液を製造し

ており、この排出ガス浄化溶液を抽出した後のチップを酵母などを用いて発酵によるエ

タノールの量産化実証試験を行っています。 

  ２番目に、同じく平成１９年には、二酸化炭素の排出削減と木材関連産業の活性化及

び森林環境の保全を目的に温泉施設で使用する灯油ボイラーを、木質バイオマスを使用

する木質チップボイラーへの変更をしています。 

  ３番目に、公共施設へのペレットストーブ導入として、平成１９年から平成２０年度

に市内の小学校２１校に３５台、公共施設へ２５台、計６０台を設置、学校教育では環

境に関する意識醸成などを目的としています。 

  ４番目に、ペレットストーブ購入促進補助金として、市内の個人及び法人がペレット

ストーブを購入する場合１２万円を上限に３分の１を助成する制度を創設しています。 

  ５番目に、（広島県）庄原市では新庁舎を完成されていますが、庁舎の空調エネルギ

ーを補う木質ペレットボイラーを導入していて、地中熱熱源システムとの併用によって

環境に配慮したエネルギーの利用と木質バイオマスの有効活用を積極的に進めるとして

います。 

  ６番目に、木質バイオマス利用プランとして、木くずから排出ガス浄化水溶液、プラ

スチックの原料となるリグニン、インクの原料となるセルロース炭素を製造するプラン

トを庄原工業団地に建設中であります。 

  ７番目に、間伐材や林地残材を活用し、市内のペレットストーブやペレットボイラー

への供給を目的にペレットを製造するとしています。 

  そして、株式会社ジュオンの製品の特徴と使用可能なものを上げますと次のとおりで

あります。 

  排出ガス凝集液、これは先ほど申しましたように船舶やトンネル工事で使用する発電

機で発生するすすを回収、洗浄、焼結、焼いて固めるというんですね、すると、燃料電

池の電極材であるカーボンナノチューブの原料として供給が可能としています。 

  ２番目に、バイオエタノール、樹木から製造するため今主流となっている食料を原料

としておらず、食料不足や価格の高騰を招くことがない。 

  ３番目に、リグニンは、ＥＵでは環境問題から２５％以上植物由来のプラスチックを

ブレンドすることを求めていますし、日本でも家電メーカーなどではこれら植物に由来

するプラスチックが利用されるようになってきています。 

  ４番目に、セルロース系の炭素でございますが、複写機、印刷機に使うトナーやイン

クの黒色の原料はアセチレンガスを不完全燃焼させてできるすすを原料としているので
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すが、複写機や印刷機は消費者に近い製品を提供しているということで、これらの製造

メーカーは環境問題、安全性から石油系セルロースから植物由来のものに交換する研究

開発が進められているようであります。 

  現在工業団地に建設中のプラントでは１日に２４トンの木材を利用するものですが、

用地は６,０００平米、建物が２,３００平米で、総事業費３０億円、プラント２４億円

のうち１２億円は国の補助金となっています。本格稼働するのは平成２３年からですが、

リグニンを１,０００トン、セルロース系炭素を８００トンを製造し、年間販売額を１

１億円と試算しています。製造原価は５億６００万円、平成２３年には税引き前純利益

は１億９,５００万円となっていて、平成２７年からは税引き前の純利益は４億円以上

となっているのであります。ただし、この材料原価では、木材価格をトン当たり５,０

００円、総額３,６００万円としているところであります。しかし、先ほど申し上げま

したように税引き前純利益から考えると、（木材価格が）トン当たり１万円から１万

５,０００円程度となっても十分利益を上げることが可能であります。日本のポリプロ

ピレン市場は２００１年調査では２,４００万トンで、ＥＵのように２５％植物に由来

するものに置きかえたとするとリグニン６００万トンが必要であります。これら植物に

由来するエタノールやリグニンなどについてもっと積極的に研究する必要があると考え

ておりますが、所信についてお伺いをいたします。 

  以上で１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（中澤愛水君）   香北支所地域振興課長、竹内 敬君。 

○香北支所地域振興課長（竹内 敬君）   門脇議員よりご質問のありました件につき

ましてお答えをいたします。 

  香北町白石地区崩壊対策についてですが、平成１９年１２月１３日付で当時の白石地

区自治会長名で要望書が提出されています。その後、昨年１月より高知県中央東土木事

務所も含め現在まで現地調査を数回行い状況変化等の確認を行いましたが、当初確認時

からこれといった変化は見られておりません。現地調査の結果、河川水流部から宅地部

までの高さは約２０ないし３０メートル程度あり、斜面中間付近には上流上部からの流

入水を受ける小段もあり、一部岩盤等の露出部の表面風化は見られるが、木々が多く植

生をしているため当該住家への影響は少ないものと思われます。 

  なお、非常時の河川水位については、前後の河道確認等により宅地付近までの上昇は

確認できませんでした。また、河川状態については、両護岸付近に天然の玉石等が堆積

し、水は河川中央付近を流れており護岸への直接の、現段階での影響は見られませんで

した。緊急時の永瀬ダムからの放流について、「最大計画流量は毎秒２,７００立米、

当地区上流の新御在所橋への越流はある。」との県の報告はありますが、実際の放流量

については毎秒２,０００立米以下の放流であり、橋けた下余裕高さ１.５メーター以上

確保での運用となっております。ただ、一時的水位上昇は考えられますので、そのため

の護岸侵食による復旧は河川管理者にて可能と考えられます。なお、県土木事務所と協
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議をし、河川及び水位等の関係を明確にした横断図作成の測量を考えております。これ

により管理区分を明確にし今後どうするべきかを、負担金等の関係もあるため土地所有

者及び県関係機関と協議を行いたいと思っております。また、関係機関と連携をとり、

人家付近でもあるため経年変化の確認も兼ねた危険地区パトロールを行いたいと思って

おります。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   門脇二三夫議員の作業道の開設についてのご質問にお答

えいたします。 

  平成２０年度における作業道開設実績としましては、緊急間伐総合支援事業、森の腕

たち育成事業、間伐実施事業などにより４２路線、延長３万６,７７９メートルの開設

を行い、森林の見回りや造林、切り捨て間伐、搬出間伐の推進を図っております。市の

単独事業における平成２０年度の実績は、緊急間伐総合支援事業の中の保全型作業道整

備事業で１２路線、延長２,８３４メートルの開設を行い、事業費６１８万６,０００円、

補助額４２５万１,０００円となっており、１メートル当たりの補助額は１,５００円、

平均補助率は６９％となっております。現在の木材市況を考慮した場合搬出間伐を行っ

ても採算がとれない状況になっておりますが、環境、木材の将来性を考えた場合間伐は

必要不可欠であり、そのためには作業道開設も重要であります。しかしながら、計画性

のない個々の道を開設するより施業計画に基づいた、例えば森の工場を設置し、費用対

効果等を考慮して、補助率アップ等を含め検討していきたいと考えております。 

  続きまして、木質バイオマスによる活性化についてのご質問にお答えいたします。 

  現在の木材価格は、世界同時不況による住宅着工戸数の減少などにより木材需要が低

迷し極めて安価な市況となっており、このままの状況で推移しますと国内林業が産業と

して成り立たなくなるのではないかとの危機感を持っております。こうした状況もあり、

５月中旬に関係者数人で木材を原料に付加価値を高めたバイオマス製品の開発を研究し

ております広島県庄原市の株式会社ジュオンのバイオマス関連産業の視察を行ってきま

した。この会社は、（広島県）庄原市と連携し木質系バイオマスを活用した事業展開を

進めており、（広島県）庄原市が研究用の施設を建てジュオンに無料で使用してもらい、

バイオエタノール、バイオプラスチック、セルロース系炭素の製造、利用等に向けた研

究開発を進めております。この会社は平成２１年度から新しい工場の建設を約３０億円

かけて行う計画で、この工場が完成するとエタノールを製造する過程から出る副産物と

して年間にリグニン１,０００トン、炭素７５０トンを製造し、１６億２,５００万円の

販売を見込み、原料となる木材は日量２４トン、購入単価は１トン当たり５,０００円

を見込んでいるとのことでした。エタノールの製造につきましては、木材の付加価値を

高めた有効活用の可能性もありますので、視察に同行しました高知県企業局並びに門脇

議員のお知恵もかりながらまずは各種調査の作業を進めていきたいと考えております。
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よろしく。 

○議長（中澤愛水君）   ９番、門脇二三夫君。 

○９番（門脇二三夫君）   ２回目の質問をさせていただきます。 

  まず、香北町白石地区の崩壊の可能性のある敷地ですけれども、課長のほうから説明

はいただきましたが、南岸も流れはあります。というのは、先ほど言いましたように中

州の上にある樹木の１メーター５０の（高さ）ところに流木が巻きついてたということ

は、当然両方へ、あこで（水が）分かれるということですので、そのことはご理解をい

ただきたいと思います。 

  それと、もう１つは、いろんな事業があると思いますけれどもこれ本当に住みゆう人

は大変やと思うがですよ。納屋が崩れるかもわからん、そこに落ちたら崩落をしますの

で。 

  それと、もう１点は、大事なことは、あこにある黒磯という（地層）のは我々は砂子

って言いますが、ざらざらざらざら崩れる石ですので、必ず（水が地層を）洗うがです。

現状は確かにかたいように見えるでしょう、岩盤ということでかたいように見えるんで

すが、実際はそうではないです。先ほど事例を言いましたように物部のほうでもそうい

う場所があって、萩野支所長はご存じですが猪野々のほうへ越すところ、あそこも同様

の地質です。先ほど言いました（河川水流部から宅地部まで）２５メーターから３０メ

ーターいうのはもっと上流部やと思いますよ。その家のあるところはもっと下流ですの

で、私は何回も行きました、４回行きました。やっぱり現地を見て確認をしてやらんと、

話だけで、上からのぞくだけではなくてやっぱり現場におりて川のほうからその家を見

る。それから川の状態がどうか、あこは、発電所の放水口の下流域は本当に狭くなって

Ｓ字になって、今度Ｓ字が直ったときには吉野ダムになってますよね、逆流する場合も

考えられるんですよ。そういう波のことも、波となって返ってくるようなこともやっぱ

り考えていただかんと、ただ現場を見るでなしにいろんなことを想定しながらやってい

ただくということでその家の人の不安ものくでしょうし、できるだけ早い機会で解決を

するようにしていただきたいと思います。 

  それから、作業道の件についてお伺いをします。 

  確かに課長の言われるとおり森の工場とかいうふうに、作業効率のえいところへやっ

たらえいです。しかし、これも実際の山主にしたら赤字なんですよ。今のところ、その

工場の認定を受けたところはできるでしょうけれども、それ以降進むかどうかという心

配がありますよね。そうすると、せっかくつくっちゅうこの香南香美新域新エネルギー

ビジョンもだめになるわけです、材が出んと。そういうことも見越して、やっぱりどう

いうふうにしたら一番安い単価でいくのかとか、一番どこが効率的にできるのかという

ことを決めていただかんと、森の工場は今んところはつきます、事業で入ってますから、

個人所有のところは（事業が）つく可能性がないんですよ。この前笹温泉の上部、若齢

杉を切りました。１１トン車１車で３万５,０００円です。これやったら（黒字が）出
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るわけないんですよ。貯金を出してまで木は切りません。ですから、早急に国のほうに

も要望せないかんのは、京都議定書で日本は炭酸ガスを６％削減をしますよと、そのう

ちの３.８％を森林に吸収をさせますよということを言ってました。それが、平成１７

年２月１６日に林野庁がこのままでは２.６％しか吸収ができない。それは何でかとい

うと、林業不振と森に対する予算が少ないということを国自体が認めちゅうがですよ。

そこで、森林組合の体質強化をとりあえずはするということで、全国に９００ある森林

組合を半分にするということで森林組合法の改正案が出てます。そういったことも含め

てやっぱり国のほうにも、この問題については要請をする、先ほど言いました県のほう

についてものり切り、国の場合は１万円から５,０００円という幅があって、のり切り

の多いところは当然単価が高いわけですね。高知県で見ても、皆が大正方式というのは

えい方式やと思ってますけど、同じなのよ、物部のほう、香北のほうでやりよるのも。

のりを切った分を山から持ち出さないという方法ですから、おんなじなの、結局は。た

だ、山の傾斜がきついかきつくないかということによって、例えば県の２,０００円、

３,０００円という単価で抜けれるところと１万円でないと抜けれんというところがあ

ります。特に香美市の持つ山間地域というのは山が急峻ですので、やっぱりそういうこ

とは要請をしてほしいなというふうに思います。 

  以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   香北支所地域振興課長、竹内 敬君。 

○香北支所地域振興課長（竹内 敬君）   門脇議員の２回目の質問に対しましてお答

えをいたします。 

  まず、１つ目の河川から住家までの高さでございますけれども先ほどお答えで申し上

げましたは現在の河川の水流部、流れている場所ですね、ちょっと離れたとこになりま

すけどそこからの高さが２０ないし３０メートルということで申し上げたところでござ

います。 

  それから、現在の中州のところで、流木ではありませんけれども多少流れてきたもの

がひっかかってる状態も実際に見ておりますので、そこまで水が来ておるというのは確

かでございますが、せんだって行きましたときにはもう草がぼうぼうで木々も繁茂して

おりましたので、その流れついたものがいつ流れついたというのはちょっと実際によう

把握しておりませんですが、実際としましては流れておることは確かでございます。 

  それから、そういうことも含めまして工事の関係としましては、護岸工事、それから

途中のがけの治山部分、それから住家防災対策部分の３ところというふうに分けて工事

が考えられますので、先ほども申し上げましたように今年の危険箇所パトロールも含め

ました、現地を見ました上でどういう工事が可能かというふうなことを考えてまいりた

いと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 
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○林政課長（岡本博臣君）   門脇議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

  作業道等の補助率アップを含め国・県への要望をしていただきたいということでござ

います。 

  現在森の工場づくりにつきましては、将来にわたって安定的に木材を供給できる一団

の森林区域ということで、１作業班が年間を通じて就業しましておおむね５年間継続し

て仕事があるという、それぐらいの広さでございまして、約、面積にしますと２００ヘ

クタールという面積がございます。それで、現在香美市内における認定済みの森の工場

ですが、香北町地区が２,４８６ヘクタール、それから御在所、河野地区が４３９ヘク

タール、それと中ノ川、小峯、クロヌタ地区が３９５ヘクタール、それと物部町地区第

１号施業モデル地区が６０５ヘクタール、上穴内地区が２４０ヘクタールということで、

５地区４,１６５ヘクタールございます。これは、県の産業振興計画につきましても森

の工場を含めて林業の振興といいますか、生産性の向上、間伐の促進を図っていただき

たいという計画もございまして、市としてもそういう取り組みをしていかなければなら

ないというふうに考えております。 

  それで、現在の木材市況につきましては非常に安いということになっております。こ

れは物部森林組合のストックヤードの単価でございますが、平成１８年２月、これは合

併の一月前ですが、ヒノキで４メートル材の１５センチから１６センチで２万６,００

０円、１立方です。杉が９,５００円でございましたが、現在、今年５月の単価ではヒ

ノキが１立方１万５,８００円、杉が８,２００円という単価でございまして、現在もう

ちょっと下がっておるかと思います。非常に安くなっております。現在搬出作業道もそ

うでございますが、搬出間伐に要する補助ということで森の工場では県の補助金として

１立方３,５００円出しております。それと市の継ぎ足し分が１,０００円ございまして、

４,５００円を継ぎ足して、それでも今の木材価格ではなかなか経営が苦しいというと

ころです。それで、搬出経費は立方当たり約１万円ぐらいかかりますので、先ほど申し

ました単価にこの４,５００円の補助を上積みしましてもほとんど林家にはお金が入ら

ないというふうな状況になっておりますので、作業道の開設単価とか、それから搬出間

伐に要する経費とかいうものを含めて国・県に要望していきたいと、アップを含めて、

アップするように要望していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   門脇二三夫君の質問が終わりました。 

  次に、１８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   １８番、山本でございます。きのうからの一般質問という

ことで、もう（午後）３時でございますが、大変皆様方お疲れの場合、また２日間課長

が席をあけたということで後々また仕事もあろうと思いますので、できるだけ簡単に質

問をさせていただきたいと思います。 

  また、私の質問につきましては、午前中に比与森議員のほうからも産業振興につきま
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して質問もございまして大体の商工観光課長のほうからの答弁もございましたが、ちょ

っと私のほうからも質問させていただきたいと思います。私産業振興につきまして、１

点だけ今回は質問させていただきましたので極めて通告書が簡単なものでございますけ

ど。 

  それでは、合併をいたしまして香美市として発足し、はや３年３カ月が経過をして、

合併時には２万９,８２９人の人口が今年、平成２１年５月１日現在でございますが２

万８,５７３人と、激しくはないものの今なお市外に住民の流出が静かに続き、人口の

減少の一途をたどっております。人口が流出するということは、本市に娯楽施設がない

とか歓楽街がないのかいうことではなく、基本的に働く場がなく、そのために特に若者

が市外に流出するのが著しいのが今の現状であろうかと思います。このような状況の中

今後の本市の将来を考えますと、若者の流出を防ぐには働く場の確保が喫緊の課題であ

ると、私はこのように存じておるところでございます。そこで、本市の経済の活性化、

雇用の機会の増大を図るには、産業の振興以外にはないということは言うまでもありま

せん。では、産業の振興を図るにはいかなる道があるかと考えたとき、１つ目には企業

誘致、２つ目には地場産業の振興に尽きると思います。こうした今の本市の状況を見ま

すと、雇用の促進を図るには手っ取り早いのが企業の誘致であろうと思います。企業誘

致をいたしまして地元雇用ということになろうと思いますが、本市の過疎化現象、若者

の（流出に）歯どめをかけたいという思いで県と旧土佐山田町時代に工業団地高知テク

ノパークの７区画が造成されたと思います。現在４区画で企業が操業されておりますが、

残りの３区画についてはいまだに残された状態であり、県の商工労働部企業立地課だと

思いますが、連携をとりながら企業誘致に懸命に努力されているようでございますが、

成果が上がってないのも事実であります。これは努力が足りないというのではなく、産

業の空洞化が言われる今日の時代の背景によるものであると私は理解しております。し

たがって、幾ら努力しても事態の変化の兆しもないのが実態であろうと存じます。 

  そこで、このような状況の中で、２つ目に上げました地場産業の振興、特に加工品の

開発が香美市には必要ではなかろうかと、そういうことによって働く場の確保を努力す

べきであると考えます。そこで、このたび高知県産業振興計画の実行に向けた計画が示

されまして、６月９日に尾﨑知事の住民説明会が開催をされ、物部川地域アクションプ

ラン、香美市でのプランで香美市の事業の概要も何点か示されております。本市として

この実行に向けて開発、研究をすべきと考えますが、どのように取り組まれるか所信を

お伺いをいたしまして１回目の質問といたします。よろしくお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   山本議員の産業振興についてのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

  特に、今県の進めております産業振興計画の実行に向けて市としてどのように取り組

んでいくかということでございます。 
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  ご承知のとおりこの産業振興計画につきましては、尾﨑知事のいわゆる政策といいま

しょうか、尾﨑県政をかけた大変大きなプロジェクトになっておるわけでございます。

せんだっても６月９日には、中央公民館におきまして３市、物部川流域の住民を集めた

説明会がございました。また、その前に５月１１日でしたが、物部川流域の３市長と知

事との懇談会をこの土佐山田町で、香美市で行ったわけでございます。順次こうした説

明会を、県を７ブロックに分けまして推し進めてきておりまして、特にこの産業振興計

画についての説明を、知事みずからが出て熱を入れて説明をしてきております。当日の

資料も参考にさせていただきますが、さまざまな会議の中で今回ほど知事が先頭に立っ

て、旗を振ってこの振興計画を推進をしていっておる姿というものを見るのは初めてで

ございます。今まで経験が私は浅くはございますが、いろいろな場合で知事の話を、ほ

かの知事の方の話も聞きますけれども、尾﨑知事ほど本当に職員の先頭に立って旗を振

っておられる、あの姿を見るときに、やはり高知県の今の現状というものは知事の心の

中に大変厳しい状況の中で映っているのだということを感じるわけでございます。 

  そうした中で特に知事が言われておりますことは、高知県の現状としましては特に人

口減少が甚だしいということで、全国に１５年先駆けての自然減が起こっておるという

こと、また、同時にこれからにつきましても全国に１０年先駆けて進んでおる。同時に

１人当たりの県民所得につきましても全国４６番目という状況にあるというデータをも

とにして、この高知県をいかに浮揚さすかということが伝わってくるわけであるわけで

す。知事は、ご承知のとおり国の財務省のほうでエリート官僚として活躍をされておら

れました。そうして外から高知県を見ていたのと違って、やはり自分で高知県へ帰って

きて、自分で各県内を歩いた中で、あるいはまた高知県の実態を見た中で、実感として

やはりこうしたものがあるというふうに思っております。ただ、そうした中で、見た中

でまだ高知県が生きていけれることも、要素もあるということも、そうした新鮮な目で

見た中であるだろうと。どっぷりと高知県の中でつかっている者に見えない部分があの

知事には見えているのではないかなと、そんな思いがいたしております。確かに我々高

知県にずっといる者につきましては、あるものが当然のように思っておりますけれども

外から見た場合、あるいはまた新鮮な感覚で見た場合それは当然でなく、このことが売

りになる、全国では希少価値の高いものである、そんなふうに思っておられるというふ

うに思いまして、我々としましてもやはりそうしたことを再発見をするという意味では

大変刺激的で、また、同時に衝撃を受けたというのが実感でございます。 

  そうした１つの知事の考えのもとに今回産業振興計画が、各種団体あるいはまた住民

の皆さん方の参画のもとに計画が樹立をされまして、そしてアクションプランが作成を

されました。香美市は、この物部川流域として香南、南国、香美が一体となって一つの

アクションプランを作成をしております。また、それぞれの市によりましても独自の計

画もできておるわけでありまして、香美市としましては１１のアクションプランの樹立

をいたしております。これは一つ一つもうご紹介はしませんけれども、この中には特に
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物部のユズの振興であるとか、あるいはまた木材の利用促進であるとか、また地場産業

であります打ち刃物、またフラフ、そうしたもんの振興であるとか、そうした今この地

場にあるものをいかに、さらに磨きをかけてこれを販売ルートに乗せる、地産外商へ向

けてこれを持っていくのかというところまで来ております。今後こうした具体的なもの

を一つ一つ点検をしながら、また今県の地域産業振興監も一等級の方が派遣をされてき

ております。県と一緒になりましてこうしたものを底上げをしながら売り出していく、

そして高知県の経済を支えていけれる原動力になっていく、そういうシステムをつくっ

ていこうとしておるわけでございます。 

  この香美市から出ております項目につきまして、Ａ、Ｂ、Ｃの３ランクに分けられて

おります。そうした中で香美市につきましてはＣランクの部門があるわけでございます

が、ＣランクをやはりＢランクに、Ａランクに上げて、実質的にこれをやはり打ち出し

ていくという１つの作業も必要でございます。また、午前中にも話がございました地域

雇用創造推進事業ですか、これともリンクをしながら進めていくということも大変必要

でございまして、まだまだ課題もございますけれども県としましてもローリングを重ね

て、現実化をしていけるようにしていくというふうな体制で来ておりますので、私ども

もそうした姿勢、県と一体となりまして事業を進めていくように努めてまいりたいと、

そのように思っております。 

  先ほど言いましたように、私最初お話をお伺いしたときに絵にかいたもちにならんよ

うにということを申し上げました。いろいろと計画は立てましてもなかなか、実行に移

す段でこの果実というものがなかなか目に見えないというのがたびたびあるわけでござ

いますが、今回いよいよ高知県の浮沈をかけた大変大きなプロジェクトでありますし、

県を挙げて、知事が先頭になってこれを進めてきておりますので、香美市としましても

そのことを十分に理解をしながら県とともに一緒になって進めてまいりたいと、そのよ

うに思っておりますので。また、このことは議員さん、また住民の方々のお力をからな

ければなかなかまた達成ができない部分もございますので、ぜひお知恵をおかりをしな

がら進めていきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いを申し上げたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   １８番、山本でございます。 

  ２回目の質問といいましょうか、先ほど市長も言われましたように今回尾﨑知事が先

頭に立って、本当に高知県を何とかしようという思いでこのプランを立てて、振興計画

も立てられたわけでございます。それによりまして、市長のほうもこのプランに沿って

県との連携もとりながら今後進めていくというようなお話をいただきました。これはや

はり市のほうでもかなり、これをやるようになれば仕事量もふえてくるわけでございま

すが、そうすることによって仕事量がふえればなかなか積極的にできないというような
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こともあろうと思いますが、ある課ではもうこれ以上が仕事があったらできんというこ

とも聞いたこともありますが、そういうことではやはり、幾ら、これは執行部が進めて

いかなくてはならないだろうと思いますので、その辺がやはり私は心配しておるところ

でございます。 

  それとまた、やはり市役所の職員がやるということは、なかなか動くにも限度が出て

くるんじゃないかと思います。これは西土佐町ですかね、中脇さんという方がストロー

ベイル山間屋というのをやっておるらしいですが、この人も役場の職員であったそうで

すがなかなか動きにくく限度があるということで、自分が退職してやろうという思いで

今やってなかなか成功しておるようでございます。そういうことで、やはりこれは市民

にも協力もしていただかなくてはならないということで、意欲がないとできんと思いま

す。これはやはり、そして地道な活動になろうと思いますので、皆さんにもそれぞれの

農協、婦人部とか、それぞれの団体がおりますが、それぞれの皆さんに商品開発だとか

ありました場合には呼びかけてやっていただくような形にしなきゃ、それなりによって

起爆剤となっていくと思います。 

  また、これは、最近では大学でも、あちこちの大学で食に関しての、食品開発が非常

に進めて、地元の産品を売り出そうということであちこちでやっていただいております。

また、お隣の南国市は工科大と産業振興について協定をされておるらしいですが、また

香南市は高知大と協定をされて、地元の産業活性化につなごうということで協定をされ

ておりますが、私は地元のこの香美市が一番先に工科大とこういう協定も結んでやるべ

きだったと思いますけどそれが何かできてないようで、お隣の南国市に、これが一番最

初に工科大が協定をされた自治体らしいです。その協力分野については、教育の人材育

成とか地域の文化と産業振興、地域の政策課題、地域の防災など７項目で、期間は３年

間らしいですが、そして、まず地域の大学としての商品ブランド化など協力できる専門

分野で連携したいということでございますが、私は地元の、工科大は香美市にございま

すが何でこれができなかったのかなという疑問も持って、せっかく工科大がありますの

で地域の香美市の発展にご尽力は絶対いただけると思うんです。それが何かできてなか

ったかなと思って、それで今後工科大とも連携を組んでいただきまして、この産業振興

にもやはり協力をいただいてやらなくてはならないと思いますが、その点を市長どのよ

うに思われるかお聞きしたいと思います。 

  以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   山本議員の２回目のご質問にお答えします。 

  おっしゃるとおりでございまして、大変職員に負荷がかかっております。特に国の緊

急対策の交付金を初め新たなそうした制度の中で新たな事業が入ってきておりますので、

職員は大変厳しい、仕事上、に迫られております。悲鳴を上げておる課長もこう見ます

と何人もおりますが、本当に私もそれを知りながら、わかっておりながらあれもこれも
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というふうにまだ申し上げておるわけでございまして、そうした中で先ほど申し上げま

したようにこの産業振興計画につきましても、これも大変ハードな仕事がたくさんある

わけでございます。先ほど申し上げましたように官だけでやれるものではございません

ので、特に民間の方々にも参画をしていただいて、そしてやっていこうというのがこの

産業振興計画でございます。 

  また、先ほど申し上げました地域雇用創造推進事業につきましても、既に民間の方々

にも参画をしていただきましてその事業を進めるようにいたしております。 

  また、同時に高知大学、高知工科大学との連携につきましては確かに協定は結んでお

りませんが、合併前から高知大にしましても高知工科大にしましても連携協議会を組織

をいたしておりまして、常に情報あるいはまた議題等につきましても定期的に協議をし

ながらご指導もいただいております。市以外に協定を結んでという部分もございますが、

私どもは自分、工科大につきましては、このまちにある工科大でございますのでいつで

も走り込んでお話ができる、そういう関係にあると思います。高知大につきましては、

協定を結んで今進めております。今後もそうした連携をより強化しながら住民の皆さん

方、あるいはまたそうした学の部門であります大学の皆さん方との連携をいただいて進

めてまいりたい、そのように思っております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   山本芳男君の質問が終わりました。 

  お諮りをします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会にしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会することに

決定しました。 

  本日の会議はこれで延会をします。 

  次の会議は、６月２５日午前９時から開会をします。 

  どうもお疲れでございました。 

（午後 ３時２５分 延会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分） 

○議長（中澤愛水君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２５人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許します。 

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   皆さん、おはようございます。４番、大岸眞弓です。私は、

住民こそが主人公の立場で一般質問を行います。 

  質問に入ります前に通告文の訂正をお願いしたいのですが、最後の端のページでチャ

イルドラインの質問ですが、質問要旨の２行目ですが、「県外などで」となっておりま

すけれども、これを「県外なので」と訂正をお願いします。 

  それでは、順次質問を行います。 

  まず１点目の、米軍の低空飛行訓練問題についてからお伺いをいたします。 

  米軍機の低空飛行訓練が四国の各県で頻繁に繰り返されています。特に今年になって

頻度が増しています。四国には通称オレンジルートと呼ばれる米軍機模擬爆撃訓練ルー

トがあります。資料の１枚目をごらんいただいたらいいと思うんですが、オレンジルー

トと示してありますが、和歌山県方面から徳島県に入りまして那賀川沿いに香美市物部

町へ、そして三嶺や梶ヶ森山系の谷間を低空で通り抜け、早明浦ダムや愛媛県西条市の

変電所など７ポイントを標的に見立てて爆撃訓練をし山口県岩国に至るルートです。本

山町役場では５月２２日現在で、その資料にも真ん中辺の囲みにありますけれども４０

回、５７機の低空飛行を確認しております。これは昨年１年分の飛行機数よりも多い、

現在までの時点で確認となっております。土佐山田町在住のある方が、今年３月にお墓

参りのため郷里の嶺北地域に行っていたとき、物すごい爆音とともに米軍機が間近に来

るのが見えて思わず地面に伏せてしまったということでした。また、通過するとき山の

木の枝が揺れるのが見え、あんな低さで飛ぶのかと本当に肝のつぶれる思いがしたとの

ことでした。嶺北地域では、騒音だけでなくいつ墜落するかもしれないという恐怖や不

安が常にあります。実際、１９９４年に早明浦ダム上流に墜落しています。１秒ずれて

いたら小学校に落ちていたかもしれないという際どい地点でした。１９９９年にも香南

市沖で墜落事故が起きています。しかし、それ以降も危険な低空飛行訓練が生活圏域を

巻き込んで繰り返されております。去る１月２７日、香美市の上空を飛行する米軍機Ｅ

Ａ－６Ｂプラウラーがカメラでキャッチされました。ちょうどそのときの写真をここに

拡大して持ってきておりますが、（写真を示しながら説明）ここを、この山、これが高

板（たかさか）山（後に「こうのいたやま」と訂正あり。）か何とかいう山って聞いた

んですが、ここの位置を飛行しているのがとらえられております、この位置です。そし

て、それを拡大したのがこの写真です。この写真からその米軍機のＥＡ－６Ｂプラウラ
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ーということが判明をしております。撮影をしましたのは土佐山田町在住の写真家で、

ちょうど矢筈山に登山をし山の写真を撮ろうとしてカメラを構えていたときに２機飛来

してきたということです。 

  この写真をもとに、さっきも言いましたように写っている機体の大きさや周囲の山の

高さなどから飛んでいる高度を割り出すことができるとのことで、先日日本共産党四国

ブロック事務所で現地調査を行いました。この資料は四国ブロックのほうでまとめたも

のであります。２枚目に調査の状況を示しました資料をつけておりましてそのときの状

況を、後で読んでいただければよろしいと思うんですが、私自身も平和団体やマスコミ、

県外からお招きした測量士の方々に随行しまして矢筈山山頂での調査に参加をいたしま

した。測量士の方がＧＰＳなどを使い写真とか聞き取りをもとに割り出したところ、最

低安全高度を定めた航空法に違反している可能性が強いことが科学的に証明されました。

お話によりますと、非常に精度の高い写真で極めて正確な数値が割り出せたのではない

かとのことでございました。その複雑な数式の資料もあったんですけれども、私では説

明不能ですのでこれにはつけてはおりませんが、割り出した結果こういうことになった

ということです。この調査につきましては地元の新聞でも報道をされておりましたので

ごらんになった方もあると思います。 

  この調査結果をもとに、去る５月２５日には飛行中止を外務省に要請するとともに直

接米軍に抗議するようにとの申し入れを県知事に対し行いました。対応してくださった

のは副知事でしたが、副知事は、これまで県は２回外務省に要請をしてきているが再度

要請します。その際にはこの調査報告書も添えて中止要請をしなければならない。今ま

では目撃情報等が主で、こういった数字で示した資料は初めてとのことで、役立つ資料

として使わせていただきますとのことでした。また、そのときの担当課長や副知事のお

話では、本山町などとは連携をとって、飛行が確認されたらメールで情報をやりとりす

るなどの対応をしているとのことでした。昨年７月１６日に、沖縄県嘉手納基地に配備

されております米空軍特殊部隊輸送機ＭＣ－１３０、１枚目の資料にＭＣ－１３０ルー

トというのがありますが、これが徳島県の吉野川沿いに飛来しまして、川面すれすれに

飛んでいるのが見えた、橋に当たりそうな低さだったので体が震えた、音もなく飛んで

きて部屋の窓に飛行機が迫ってきたなどの目撃情報が警察等に殺到し、墜落したのでは

ないかということで消防車、パトカー、救急車も出動して大騒ぎになったそうです。運

動団体や徳島県知事は外務省を訪れ低空飛行の中止要請を行いました。米軍側は、飛行

したのが米軍機であることは認めたものの高度は基準に違反していないとの姿勢に終始

しておりました。しかし、抗議の声に、１カ月後には航空法の高度基準に違反している

と認めたとのことです。米軍がそう認めたのは初めてのことで、繰り返しの要請や科学

的に裏づけられた資料、写真を前に認めざるを得なかったのではないでしょうか。 

  以上のことからお聞きいたします。香美市の上空を通過する危険な低空飛行訓練は中

止を求めるべきであると思いますがいかがでしょうか。具体的には、住民から目撃情報
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を収集するなどして県や嶺北地域とも連携し、ふるさとの空の安全、また地域の安全を

守るために行動する必要があると思いますがお聞きをいたします。 

  続きまして、人権問題についてお聞きします。 

  昨年暮れに人権意識調査が行われました。調査の目的は、人権が尊重され差別のない

明るい社会の実現と、さまざまな人権問題に関する取り組みを進めるための指針となる

人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画策定のための基礎資料とするとされて

おります。アンケートも終わりまして行動計画を策定する作業に入っているとのことで

すが、人権に関する基本的なことで疑問を持ちました。意識調査票の設問にも触れなが

ら幾つかお聞きいたします。 

  まず、基本的人権のとらえ方という点です。Ａ３の１枚目の資料、Ⓐと横向きになっ

ておりますが、その資料をごらんになりながら聞いてください。この左側が調査票のコ

ピーですけれども、「（人権全般）」とありまして、この問４のところで「香美市民一

人ひとりの人権意識は、４～５年前に比べて高くなっていると思いますか。」という設

問になっています。問３の「基本的人権について知っていますか。」というこの設問の

流れから読み取りますと、市では一人一人の人権意識が高まれば基本的人権が尊重され

る社会になるととらえているのかということと、基本的人権を尊重するのは市民一人一

人というとらえ方をしているのかという問題です。基本的人権という概念が憲法上どう

なっているのか、もう一度考察し直す必要があるのではないでしょうか。 

  Ａ３の資料の２枚目をごらんになってください。右側に表のようなものがありますが、

これは少し古いですが中学校の公民の教科書です。中学校では基本的人権をどのように

教えているか。国家が個人の領域に対して、日本国憲法における基本的人権の体系とい

うのがありまして、憲法における基本的人権の地位、そして人権の体系がずっと示され

ております。その中に人身の自由とか精神的自由とかいろいろありまして、その自由権

的基本権というのが、国家が個人の領域に対し権力的に介入することを排除した自由権

的基本権というのがありまして、憲法上の基本的人権というのはこの自由権で半分以上

が占められております。そして、法のもとの平等などの平等権、あとは社会権的基本権、

そして参政権、請求権とあります。問題はこれをだれが国民に保障するのかということ

です。 

  憲法第９７条では、あちこちしますけれどももう一度Ａ３の１枚目の資料に戻ってく

ださい。右側のＡ″のところに憲法の基本的人権に関する条文を載せてあります。この

第９７条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自

由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来

の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」こうい

うふうにうたっております。憲法が国民の人権を保障しているのであって、そして、そ

の憲法を遵守する義務を負っておりますのは、その下の第９９条に定められております

ように「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を
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尊重し擁護する義務を負ふ。」となっております。公務員の方は入職されるとき服務宣

誓をするかと思うのですがここから来ているのではないでしょうか。憲法は天皇や大臣

などの公権力に国民の基本的人権を守りなさいと言っているのです。 

  ここでお聞きします。この調査票の人権のとらえ方は、基本的人権の基礎をなす公権

力や社会的権力と国民という縦の問題が抜け、法的手段や私人同士の話し合いで解決で

きる横の問題、国民相互の問題としてのみ描き出しているという弱点があるのではない

でしょうか。ですからこういう設問になるのではないでしょうか。人権擁護推進審議会

の２年にわたる議論の中でもこの公権力と国民との関係が欠落していることは指摘され

つつ、答申は横の問題、横の問題でも社会的経済的権力と国民の関係は審議の対象外と

され、極めて狭い国民個々人の関係に絞られてしまったという経過があります。その縦

の関係、横の関係につきましては、さっきの憲法の条項の下にあります図を見ていただ

きましたらよく関係がわかると思いますのでつけてあります。今説明しましたように、

そういう流れをくむ形で人権教育及び啓発が推進されてきました。基本的人権を市民に

対し保障する義務を負う公権力、もう少し言えば公務員は、基本的人権を憲法的見地か

ら考察し直す必要があると思いますがいかがでしょうか。 

  次に、人権教育についてであります。人権教育という概念は日本では比較的新しく、

地域改善対策協議会意見具申や国連人権教育の１０年などの国連関係機関からの影響を

受けています。国連関係機関などでは、人権教育は人権としての教育と人権についての

教育の２つの側面をもって議論されています。本市に限らず行政の言う人権教育は、こ

れまで主に人権についての理解を深めるという側面から教育啓発が追及されてきたので

はないでしょうか。もちろん人権尊重の理念について深めることは大事ですが、それは

人権としての教育の充実を前提として達成されるものです。教育それ自体が人権として

の性格を持っている、つまり基本的人権にふさわしい教育、人権としての教育を行政が

どういうふうに実現をしていくか、この観点に留意して議論することが大事ではないで

しょうか。 

  次に、調査票の設問について具体的にお聞きをいたします。調査票資料Ⓒ、３枚目で

すが、同和問題のところの設問です。「同和地区や同和問題について」という記述があ

ります。同和地区という概念は、２００２年、平成１４年にすべての同和対策事業が失

効し一般対策に移行することによりまして解消されています。一般対策とは同和地区、

同和関係者に限定しない通常の施策のことであって、そのことが十分に認識されていな

いのではないでしょうか。行政が同和地区や同和地区の人が存在するとの認識を持って

いるとしたらそのこと自体が問題です。逆に、「ここに書いてある同和地区とはどこで

すか。」と問われて答えることができるでしょうか。また、この設問の目的は何なのか

お尋ねをします。 

  次に、問９と、資料のⒷですがその副題、そして資料のⒸ３枚目の問１３、問１４の

設問の問題点についてお聞きしたいと思います。「（あなたご自身が差別をした体
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験）」のところで、問９ですが、副題の７は別にしまして副題１から副題１２までの項

目は人権侵害事象が差別を要因として起きたもの、人権イコール差別とする書き方には

問題があるのではないでしょうか。また、市が市民の方々にあなたは他人を差別したこ

とがあるかと聞くことが問題です。市民から市に向かってあなたは市民を平等に扱って

いるかと聞くのであればまだわかります。副題１２、副題１３、副題１４の設問も市が

市民の意識に介入しており、憲法で保障されました内心の自由を侵すもので問題がある

と思います。人権が尊重される社会を目指す意識調査において、こうした取り扱いをす

ること自体がこの問題から市民を遠ざける結果になっているのではないかと思いますが

いかがでしょうか。 

  次に、⑤です。人権教育、啓発の主体はだれかということであります。これまでの行

政主導の人権教育、啓発には幾つかの課題が見えてきたと思います。人権に対する国民

の理解は不十分であるという認識を前提とした、行政があたかも国民の意識変革を担う

かのような教育、啓発は、人権問題の解消につながらないばかりかおくらせる要因とな

っております。意見具申にも指摘をされております。国民の間に人権問題に対する理解

を深めることはもちろん必要ですが、その場合も行政としてできることは、学習会、講

演会などを通して多様な物の見方、考え方、知識、技術などを提供することであります。

また、学習会の内容が偏重したものにならない、参加、不参加の自由、発言の自由が保

障されることが肝要です。そうした自由な人間発達の中でこそ、いわゆる差別的意識や

偏見も解消されていくのではないでしょうか。人権教育、啓発をするのは行政で市民は

それを受ける側という図式を脱却し、市民みずからが生活を通して実感された生活課題

を解決するための学習の場、社会教育の場の保障こそが大事ではないでしょうか。 

  以上、お伺いをいたします。 

  次に、内閣府が行いました男女間における暴力に関する調査の平成２０年度の結果に

ついてです。 

  調査対象は全国の２０歳以上の男女５,０００人を対象としたものです。調査による

と女性の３人に１人は配偶者から何らかの暴力を受けたことがあり、このうち１

３.３％が命の危険を感じたと答えています。また、最近未婚のカップル間での暴力も

デートＤＶと呼ばれ問題になっています。１０代から２０代のときに交際相手から暴力

を受けたことがあるとした女性が１３.６％、このうちの約半数はけがや精神的不調を

こうむったとし、命の危険を感じたと答えたのは２割強に及んでおります。被害女性は

仕事、アルバイトをやめたなどの生活上の支障があらわれています。これらの結果を一

読して思うのは女性から男性への暴力もふえつつあるということです。また、異性から

性的暴力を受けた女性が３.１％で、その時期が小学校入学前や小学校のときとの回答

もあり、人権を著しく侵害される男女間の暴力が減っていかないことに暗たんたる思い

です。 

  そこでお聞きします。この男女間の暴力は、不安定な雇用とか貧困、後に問う自殺者
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の増加などとともに人権の問題として今最も今日的な行政の課題ではないでしょうか。

ＤＶ防止法や法改正が整備されまして社会的認知は大分深まってきております。本市に

おいてもＤＶ被害者に定額給付金を給付するなど進んだ取り組みをされておりますが、

相談体制や被害者を危機から直接救う手だてなど根本のところで十分とは言えません。

少なくとも被害者が加害者から逃げ回りながら暮らさなくてはいけない状況の解消が急

がれます。市としてこの問題で一度調査をするなどして包括的に取り組む必要があるの

ではないでしょうか、お伺いをいたします。 

  次に、人権の問題で最後の質問です。先日の同僚議員へのご答弁も踏まえお聞きをい

たします。２００８年の自殺率は３０代が過去最高との報道がありました。自殺の原因

で就職失敗が４０.６％ふえ、失業が２０.４％、生活苦が１３.４％などとなっており、

昨年来の経済不況や内定取り消し、派遣切りなどの影響が見てとれます。また、つらい

と思うのは中学生の自殺が４５.１％増、小学生も１２.５％増になっていることで、子

どもから高齢者まで本当に生きにくい世の中になってしまっている、周囲の援助も届か

なかったのかと無念です。 

  ここでお伺いをいたします。先日のご答弁では、県のほうで自殺予防情報センターが

立ち上がりまして、それがまだ間がないので連携には至ってないとのことだったと思う

のですが、連携して情報を伝え合うことも大事ですし、県下的にネットワークづくりは

急がれると思います。この問題でもう１点大事な視点として、市民と行政がつながる場

があるということではないでしょうか。先日の同僚議員へのご答弁の中で次長が、少年

を指導をする中で就職の相談にも乗って、自分で仕事を見つけてといういいお話があっ

たんですけれども、でも話していただくのに、なかなか人間関係をつくるまでに時間が

かかるということで、時間のかかる問題ではありますけども市と行政がつながる、信頼

関係ができるということがとても今大事ではないでしょうか。若い人が、派遣切りに遭

っても自分が悪いんだと思ってしまいだれにも相談できなかったというような話を聞き

ます。今自己責任の名のもとに人と人とが分断されている状況があります。失業、病気

や営業不振などで、まず市役所には納税に関する相談、国保保険税に関する相談、生活

保護の相談などさまざまな相談が寄せられていることと思います。その相談に丁寧に応

じ、その人の最良の方法を一緒になって考える姿勢を持つだけでも随分違うのではない

でしょうか。東北地方のある市役所で、納付相談に来た市民の方で何か様子が違う、気

になると感じたら小まめに電話をするなどして様子を伺い自殺予防対策をしているとの

テレビ報道がありました。そんなきめ細かな手だてが要るのではないでしょうか、お聞

きをするものです。 

  地域交通体系についてお聞きします。 

  市内の交通体系が見直されまして、試験的にではありますがこれまで運行していなか

った地域にも市営バスが運行されるようになりました。土佐山田町内に限って言います

と町田線、岩村線が新設、そして不寒冬線、西又線が植、久次を経由して走行するよう
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になりました。地域を回ってみますとおおむね歓迎の声が多く喜ばれております。一方

で同じように不便を来している地域がまだ取り残されており、そこへ延伸ができないも

のでしょうか。例えば、具体的に言いますと私の住んでいる地域の近くということで佐

岡地域ですけれども、ここは以前北岸線というバスが運行していました。今はなくて、

地域の方々は自分で運転するかタクシー、また佐野大橋のたもとの杉田まで自転車で自

分で行きましてそこからバスに乗って山田方面に行くという方もおいでました。 

  そこでお伺いをいたします。一方で週５日便が来るところもあれば全く自前で何とか

しなくてはいけないところがあるというのは、公平性が問われる問題ではないでしょう

か。１つの提案ですが、遠回りになるという声もあったんですが、例えば不寒冬線が入

野から大法寺へ折れ、全部が植、久次のほうへ行かないまでも大法寺から折れまして大

平、佐野経由で山田駅へ向けて走行させるようなことは考えられないでしょうか。 

  また、土佐山田駅から高知方面行きの列車が朝８時１３分発となっておりますが、こ

の便のバスが山田駅に到着するのが（午前）８時１７分になっております。出発を数分

早めて列車に連絡するようにできないかとのご要望もありましたので、それもあわせて

お聞きをいたします。 

  もう１点、福祉タクシー制度についてです。現在の福祉タクシー制度は、合併を機に

市内全域に広がったのはいいですが、かかった料金から１,０００円引いて残りの額の

２分の１の助成です。往復ならまだいいですが片道で計算され、しかも香美市内の医療

機関に限定されますので、全域対象と言いながら一部の遠隔地の人に限られてしまいま

す。以前はかかった料金から幾らか引いた残りをとか、生命保険でいう免責みたいな取

り扱いはなかったと思います。せめて免責部分を取り消すか、その額を５００円ぐらい

にするとか、また往復料金で計算するとかできないものでしょうか。また、せめて（香

南市）野市町や南国市のエリアぐらいまで広げられないものか検討していただきたいと

思いますがいかがでしょうか。 

  次に、平成１７年秋の旧香北町の市営住宅の火災についてお聞きします。 

  合併前の平成１７年昼ごろにＡさんの住まいする市営住宅、火災発生当時は（旧香北

町）町営住宅ですが、香北裕・ＹＯＵの向かいの香北裕・ＹＯＵⅡウエストの１階１０

４号室から出火しました。住人が１１９番通報しまして、消防車が来るまで間団地の住

人らが備えつけの消火器を持ち寄って、１０４号室のベランダから入るなどして消火に

当たったとのことです。Ａさんは出火当時要介護の父親と暮らしていたため、「どうや

って父親を無事に連れ出そうかと大変困惑しましたけれども、幸い大火に至らず胸をな

でおろした。」と言います。しかし、消防車が駆けつけても消火栓も防火水槽も付近に

ない状態で、今後乾燥して風の強い日などに火災が起きたりしたら無事では済まないだ

ろう、団地には小さな子どものいる世帯もあり不安になってＡさんは役所（旧香北町役

場）に問い合わせをしたそうです。対応された職員の方が防火水槽をつけるようにした

い旨の返事をしてくれたらしいのですが、その後何の音さたもなく合併で話が立ち消え
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になってしまっているとのことです。Ａさんから私たちに不安を訴えられまして、香北

裕・ＹＯＵ第２のほうへ出向きました。Ａさんの訴えられたとおり近くに消火栓、防火

水槽はなく、一番近い消火栓は２００メートルほど歩いた韮生野第１、市営住宅の北側

の路上でした。徒歩で３分少々ですが、問題は住宅から見えないことです。ですから、

火事のときに、消防車の到着時には火はほとんど鎮静化しておりましたけれども、到着

した消防の方が消火に当たるのに近くに消火栓、防火水槽が見当たらず、ごみステーシ

ョンの水道の蛇口にホースをつなごうとしたというのです。そこで、住人の方にとって

は幾つかの不安や疑問が起こりますのでその点をお聞きします。 

  まず①です。あってはならないことですが、今度ここで火災が起きたときはどうする

のか。一番近い消火栓で２００メートル先ですが、迅速な消火ができるのかと懸念され

ます。香北裕・ＹＯＵ第２の近くに消火設備の早急な設置を求めるものですが見解をお

聞きします。 

  次に②です。香北町内にある各市営住宅の消火施設が建物からどれぐらいの距離のと

ころにあるのか確認してみました。韮生野第１は近くの路上に消火栓が、韮生野第２は

防火水槽が団地敷地内に、上町、上町第２は消火栓が近くの路上に、また下野尻、五百

蔵住宅も近くの路上に、いずれも建物からそこに消火施設があると確認できるところに

ありました。そこでお聞きしますが、香美市内の市営住宅で消火施設から遠く離れた住

宅がほかにも存在するのか、把握できているかどうかお伺いをいたします。 

  次に③です。到着した消防の方が口の合わないごみステーションの水道の蛇口にホー

スをつなごうとしたのはなぜなのかということです。目撃した方は「その行為も不審に

思ったが、居合わせた署員の方が消火栓のある場所を知らなかったとしか思えない。」

と言います。そんなことがあり得るのでしょうか。また、消防署員や団員の方々は日ご

ろから訓練や点検はされていると思うのですが、今回聞いたようなことがあるとしたら

住民の方は大変不安だと思います。資機材の点検、消火施設の場所の把握など適切にで

きているかどうかをお聞きするものです。 

  乳幼児健診についてお聞きします。 

  乳幼児健診が、現在土佐山田町内１カ所での実施となり香北町や物部町の当該者が大

変不便を感じています。「小さな子どもを連れてこれまでより遠くまで行かなくてはい

けない。車のない人は行けない。また、プラザ八王子の駐車場は美術館やほかの利用者

の車でいっぱいのことが多く、遠くの駐車場から生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて、

ときにはもう１人の子どもも連れておむつなどの荷物も持ち、子どもの足では結構遠い

ところを歩かなくてはいけません。何とかならないでしょうか。」というお話を若いお

母さんから聞きました。雨の日などは一層大変だと思いますが、香北エリア、物部エリ

アでも実施ができないでしょうか。せめて香北エリア、保健福祉センターででも実施で

きれば、駐車場も広いですし物部の方も便利になるかと思うのですが検討できないもの

かお伺いをいたします。 
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  最後に、チャイルドラインについてお聞きします。 

  今子どもを取り巻く状況は、虐待やいじめ、家庭の貧困や家庭が崩壊しかけている子

どもなど年々厳しさを増しています。中学生や小学生の自殺率がふえているという報道

も先ほど紹介しました。子どもの持てる力ではどうしようもない問題で、多くの子ども

が傷つき悩んでいます。こうした状況は子どもの健全な発達にも影響します。そんな中

で１８歳未満の子どもが全国どこからでもかけられるフリーダイヤルの取り組みが、１

９７０年代からヨーロッパで始まりました。日本では１９９９年にチャイルドライン支

援センターが立ち上がりました。現在全国３６都道府県６６カ所までに広がり、国会に

は超党派の議員も、これの支援の議員連盟もあるようですが、これまでに７５万件の子

どもの声が寄せられております。チャイルドラインは、問題の解決を目的とする相談電

話などとは違いまして子どもの声をひたすら傾聴し、子どもをありのまま丸ごと受けと

めるというものです。本に紹介されました子どもの声は全く深刻です。少しご紹介をし

ますと、電話をかけてきた中学生の男の子です。「おやじがさ、怒ってばかりでさ、嫌

になっちゃうよ。」お父さんと何かトラブルがあったようです。「何で頑張らないんだ

って、養ってやってるのに親の言うことを聞けないなら出ていけって言うんだよ。おれ、

やってるんだよ。なのにさ、出ていけるものなら出ていくけどさ、できないこと言うな

んてひきょうじゃん。」父親から「受験を控えてもゲームばかりしている。」と言われ

けんかになったとのことです。ゲームばかりしているわけではない、勉強していて息抜

きをしていただけだと主張しております。「この間の試験の結果が悪かったのは何も勉

強してないからだって。できなくてショックだったのはおれなのに。」こういうふうに

電話口で訴えておられます。そして、学校から帰ってきたらお母さんがいなくなってた。

（午後）８時過ぎに中学生の女の子が電話をかけてきた。「きょう学校から帰ったらお

母さんがいないの。お父さんに聞いたらそのことはもう言うなって怒るんです。私はど

うしたらいいんだろう。このままお父さんと二人暮らしになってしまうの、そんなの無

理、とにかくお母さんに会いたい。」「きょうお母さんとけんかになってご飯食べてな

い、けんかをしたらお母さんがご飯をつくってくれないということが時々あるんだ。お

父さんが帰ってくるまで待って、お父さんが帰ってきたらご飯が食べられるけれども、

お父さんの帰りは（午後）１０時ごろになる。」（午後）９時ごろの電話です。そして、

「大人に体をさわられて、その大人が自分の横をこの前通るのを見たときにすごく怖か

った。」また、「教室で先生に、教室の隅に連れていかれてさわられた。だれにも言う

なと言われた。」親には言えないんですね。それから、ぐあいが悪くて学校を休んで寝

ていたら、高校生の女の子が、「子どもが病気で困ってたりしたら心配するのが親でし

ょう、なのにうちの親は違う。おまえなんかうだうだしてて目ざわりだ。体のぐあいが

悪くて寝てるのに、だから休んでるのに、本当に自分だってこんな自分が嫌なのに、

「おまえなんか死んだらいいのに。」とまで言われる。」こんな声が７５万件ほど寄せ

られておりまして、チャイルドラインというのはそのことについて、じゃあ児童相談所
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に行って対応しましょうとかそういうものではありません。ひたすら声を聞く、子ども

の気持ちを引き出すことに専念しまして、一方的に切ってしまう場合もあるけれども、

切るのもかけ続けるのも子どもの主体性に任せてとにかく受けとめる、そうすることで

子どもは自分の気持ちを整理して、また問題に立ち向かっていく力を何とか見出す、そ

ういう取り組みがあるわけです。大人に不信感を持ちながら、それでも試すように電話

をかけてくる子、無言を繰り返しながら少しずつ自分の気持ちを吐き出す子、そうした

子どもの気持ち、声に寄り添い、聞くうちに子どもたちは自分のやるせない気持ちを受

けとめてもらえたということで、自分の存在意義を見出したかのように元気を取り戻し

ていくことがあるといいます。そして、この支援センターの方々はこうして子どもの声

を聞き、そこから見てとれる社会の状況について啓発をして、じゃあどこを変えればい

いとかいうふうな働きかけも行っていく場でもあります。そこの支援センターの方が心

配をしておりますのは、日本は幼児期からテレビとかビデオ、ゲームといった電子メデ

ィアへの接触時間が長い。また、子どもをターゲットにした商業主義も諸外国に比べて

目に余る。国や行政の教育費のかける公的支出はデンマーク、スウェーデンの約半分。

日本の子どもへのまなざしを指摘しております。実に子どもに丁寧にかかわることが今

忘れられております。 

  昨年の全国キャンペーンで高知県から１,７８５件ものアクセス数があったそうです

が、近くの回線から順につながっていきますのでアクセスできたのはわずか１１.５％

だったということです。チャイルドラインは子どもの声を大人がつなぐ、子どもの居場

所づくりと同時に大人たちの子育て支援の輪づくりの場でもあることを目指しています。

電話機と受ける人、そして部屋があれば可能です。本市でも同じような取り組みを始め

ることができましたらたくさんの子どもの心のケアに役立つのではないでしょうか。電

話の受け手の講習は若干ありますが、本市にもチャイルドラインの実施に意欲を持った

方がいらっしゃることがわかっております。事業導入の検討ができないか、また立ち上

げようという民間団体の支援等ができないものかお聞きをいたしまして私の１回目の質

問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君） 大岸議員の米軍の低空飛行訓練について、香美市物部町

矢筈山山頂近くで米軍機の低空飛行訓練が行われたことに関するご質問にお答えいたし

ます。 

  本県では、本山町で平成６年に米軍機が早明浦ダムに墜落するという事件などを初め、

たびたびの米軍の低空飛行により住民が不安や恐怖を与えられています。平成２０年１

２月には本山町において計１０回、平成２１年１月には２５回の飛行が確認され、この

ため県において平成２０年１２月１７日に米軍に対して低空飛行訓練の中止を求める要

望書を外務大臣に提出し、また、本年１月２１日に高知県危機管理部長が外務省に出向

き再度中止要請を行っています。そういう中で、今年１月２７日に香美市の山間部で高



 

－13－ 

度違反を侵した飛行訓練の目撃情報及び資料が高知県へ提出されました。香美市としま

しても県に協議いたしましたが、今回の件につき高知県の方針として、今後適切な時期

に外務省に対し低空飛行の実情について報告し改めて中止要請を行うことを考えており、

また、このたびの情報を関係機関に地域の声として届けていくという見解でございます。

香美市としても同様に考え、住民を脅かす低空訓練飛行の中止を県を通じて訴えてまい

りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   ふれあい交流センター所長、田中育夫君。 

○ふれあい交流センター所長（田中育夫君）   大岸議員の人権調査を含めた人権につ

いて、５点についてご回答いたします。 

  １点目の、基本的人権について、香美市民の人権意識の調査は、人権が尊重され、差

別のない明るい社会の実現と、さまざまな人権問題に対する取り組みを進める指針とな

る人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画の策定のための基礎資料とするため

人権問題についての考えを伺ったものであります。人権教育及び人権啓発の推進に関す

る法律においても、国の責務、地方公共団体の責務、国民の責務のそれぞれ定めており

ます。日本国憲法が国民に保障する基本的人権は国の責務とされていると考えておりま

す。 

  ２点目の、人権としての教育に留意すべきについてでございます。国連等では、人権

教育について、人権尊重の精神を基盤として人権を尊重する個人を育てたり社会を築い

たりすることを目的とする学校等の教育の人権のための教育、基本的人権の大事な要素

を学ぶ権利を保障する教育、現在も学ぶ権利が保障されていない子どもや女性がたくさ

んおり児童の権利に関する条約の中でも取り上げられています。義務教育制度で保障さ

れている小・中学校で学ぶ権利、基本的生活を営む上での文字の習得を保障する識字教

育の人権としての教育、人権尊重の理念や個別の人権問題について取り扱う教育で、さ

まざまな人権問題をみずからの課題として人権を尊重する社会を築く人権についての教

育、人権尊重の精神を基盤として行われる教育でございます。主体性が尊重される学習

方法で互いを尊重し合い、安心して発言できる人権関係の中で行われる教育の人権を通

しての教育を、それぞれの目的や課題を位置づけて推進しております。 

  ３点目の、調査票の同和問題の設問で、同和地区や同和問題について、それは同和問

題にかかわる地区として行政用語である「同和地区」と記述させていただいております。

同和問題は生まれた場所やそこの出身というだけで差別される著しく不合理な差別で、

日本固有の差別であり現在行政、企業、民間団体等が撤廃に取り組んでおります。しか

し、今日に至っても結婚や就職などの日々の暮らしの中で差別事件としてあらわれる、

早急に解決が必要な現実の社会問題であります。同和対策特別措置法は失効しており現

在法に基づく対象地域はありませんが、同和問題は現在も解決していない人権問題であ

ります。 
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  ４点目の、人の内心に踏み込んだ内容についてですが、今回の人権意識調査は回答者

が特定できる面接法ではなく２０歳以上の市民を無作為に選びアンケートにお答えいた

だく方法での実施で、人権に関してどのような考え、思いを持っているかという調査で

あり、問９ほかは回答者自身の経験と直面した場合の設問であります。また、自由回答

であり、今後に生かす目的からご協力をお願いするものです。 

  ５点目の、学習の場の保障についてでございます。学校、地域、家庭、企業、職場が

一体となり、住民が主体となった地域ぐるみの人権教育の推進を目指し、住民の積極的

な参加、参画の学習を進め、リーダーの育成を初めさまざまな機会と場を活用した日常

的な取り組みを進め、日常生活の中で実践に結びつくために人権問題の学習に住民が主

体的に参加し、具体的な行動や実践の方法まで学ぶ取り組みが重要で、学ぶ権利を保障

する教育は基本的人権の大事な要素と考えます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   福祉事務所長、小松美公君。 

○福祉事務所長（小松美公君）   おはようございます。大岸議員の人権問題のドメス

ティック・バイオレンス関係についてお答えします。以後ＤＶと省略させて言わせても

らいます。 

  ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であります。ＤＶの防止と被害者を

保護するための総合的な取り組みを行っていかなければなりません。 

  まず、１点目として、安心して相談できる体制としまして、福祉事務所においてＤＶ

被害者に対する相談や助言を行っております。専門的な相談への対応や、相談者の状況

に応じて女性相談支援センターとの連携による電話相談や、香美市への出張相談、法律

相談等の体制もとっております。また、研修等を通じて相談に携わる職員のＤＶ問題へ

の理解と資質の向上にも努めております。 

  ２点目としまして、被害者を安全に保護する体制としまして、配偶者暴力相談支援セ

ンターや警察と連携を図り、緊急時等には一時保護施設に保護できる体制をとっており

ます。また、加害者が被害者に接触することを禁止する保護命令制度についての情報を

被害者に周知し、申請の手続が迅速に行われるよう支援も行っております。また、被害

者の早期発見と救済への協力について住民への啓発に努め、民生・児童委員や人権擁護

委員などの地域で福祉活動にかかわる方々や医療関係者等へ通報などの協力も求めてい

きます。 

  ３点目としまして、被害者の自立を支援する体制としまして、母子生活支援施設への

入所が適当であると認められる場合には施設への入所措置をとっております。また、被

害者の自立支援のために必要な各種援護制度等が適切に措置されるように取り組んでお

ります。 

  ４点目としまして、ＤＶを許さない社会づくりとしまして、暴力を許さない気運づく

りを家庭、地域、職場、学校など社会のあらゆる分野で進めるため、ふれあい交流セン
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ター、教育委員会などと連携しましてＤＶ問題について効果的な広報、啓発に努めてい

きたいと思います。 

  ５点目としまして、ＤＶ対策連携支援ネットワークとしまして、高知県が行政や関係

機関等で構成しますＤＶ対策連携支援ネットワークを設置してます。被害者への総合的

な支援や暴力のない社会づくりへの取り組みを進めております。このネットワークの構

成機関として、情報の共有や研修を通じて被害者の支援に連携して取り組んでいきたい

と思います。 

  次に、地域交通についての中の福祉タクシー制度の拡充についてお答えします。 

  第四期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に当たりアンケート調査を行って

おります。その中で一般高齢者の結果を見ますと、市が重点的に取り組むべきと考える

ものとして病院等への交通サービスの充実が２番目に多く、これが３３.４％、また、

今後利用したいサービスとしては通院タクシー料金助成事業、これが一番多くて５

０.６％もありました。この通院タクシー制度への要望は多いところでございます。 

  このような結果もありまして、高齢者福祉計画を策定する際にも委員の方からこの制

度の拡充を求める意見もございました。この計画の中で、平成２１年度から平成２３年

度までの取り組みとしまして今後も現在の事業を引き続いて実施していくと。ただ、香

美市外への通院には適用されておりませんでしたが、特殊な疾患がある方は、特に市長

が認める場合に香美市外の医療機関への通院にもできるようにというふうになりました。

この特に市長が認める場合としましては、香美市で開催しております地域ケア会議にお

いてその都度協議をしまして、決裁を経て決定していきたいと思ってます。 

  また、病院等への通院サービスの充実という点では、昨年度までは物部町においてだ

け実施しておりました通院乗り合いバス料金助成事業を香美市内で運行する市営バスの

全路線で利用できるようになりました。この通院タクシー料金助成制度とあわせてご利

用いただきたいと考えております。 

  次に、チャイルドラインの実施につきましてお答えします。 

  私は勉強不足でして、このチャイルドラインっていう言葉、この質問が出るまではち

ょっと知りませんでした。大岸議員が指摘のように、チャイルドラインとはこどもの権

利条約の理念に基づき、子どもからの声を電話で聞き子どもの心を受けとめる活動で、

子どもの匿名性、プライバシーを守り、何よりも話すのも切るのも子どもが決める主体

性を重視している、そして、子どもの気持ちを聞くことで子どもが自分で考え自立する

ことを支援するものです。１９９８年度に３都県３団体であったものが、２００９年５

月ですか、３６都道府県６５団体に増加しております。開設しております団体はほとん

どが民間のＮＰＯの団体であります。現在高知県ではありませんが、チャイルドライン

こうち開設準備会を立ち上げて開設準備中のようです。チャイルドラインの活動は社会

に開かれた活動であり、民間の非営利団体により市民のネットワークを生かした柔軟な

運営をしていくことが望ましいと思います。現時点では市独自で設置する考えはありま
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せん。 

  それと、立ち上げの支援ですが、５月ですか、チャイルドラインこうち開設準備会が

「事務所として農業振興センター等を借りれないか。」という問い合わせはあったよう

です。ただ、電話とかに出る場合にほかの人が電話をとってはいけないとか、かぎがか

からなければとかいう条件とかもあったようで、貸し出しできる部屋がないっていうこ

とでお話をしているようです。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   大岸眞弓議員さんの自殺問題について、具体

的な対策についてお答えいたします。 

  大石綏子議員さんにお答えしましたとおり自殺は失業、倒産、多重債務、長時間労働

などの社会的要因と、その人の性格傾向、家族の状況、生死観など複雑に関係していま

す。このため、自殺を予防するためには経済的な問題など社会的要因に対する働きかけ

と、心の健康問題について個人に対する働きかけ、うつ病の早期発見、早期治療などの

両面から総合的に取り組んでいかなければならないと考えます。当課が担当しています

精神保健衛生的な視点だけでなく社会的、経済的な視点を含む包括的な取り組みが重要

です。香美市としては、多重債務の担当課の商工観光課や教育委員会、福祉事務所など

との連携を図りながら実施しなければなりません。行政も含めたさまざまな分野の人々

が組織的に密接に連携し、包括的な取り組みを実施していかなければならない問題です。

心が傷ついている自殺未遂者や遺族に接し、心のケアをしながら自殺の動機と原因を究

明しその対策を実施しなければなりません。大変困難な取り組みです。議員の方々や地

域の方々のご協力も不可欠ですのでご協力をどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  乳幼児健診についてお答えいたします。 

  現在乳幼児健診が土佐山田町エリアでしか行われていない、香北町、物部町でも実施

するようにできないかとのご質問ですが、合併時乳幼児健診は香北町と土佐山田町で実

施していました。香美市内の小児科医の先生がすべてしてくださっておりました。平成

１８年７月にこの先生がお亡くなりになられました。その後、香美市内にはもうそれで

小児科医の先生がいなくなりましたので土佐長岡郡医師会にお願いをし、南国市内の小

児科医４名の派遣が実現しました。平成１８年、平成１９年は香北町でも実施しており

ました。しかし、平成１９年度に４名中１名の先生が体調を崩されまして３名の方で実

施をしていただくようになりました。ご自分の診療所や病院での診療に加え南国市や香

美市での乳幼児健診で大変ご無理をおかけしております。南国市から香北町までの所要

時間は、移動時間と健診時間を含むと３時間を超えてしまいます。このことについて先

生方は何もご不満をおっしゃいませんでしたが、診療を中断する時間が余りにも長時間

であることから上層部と協議した結果、香北町での乳幼児健診を断念しました。高知大

学医学部にも打診してみましたが小児科医不足であるとのことでした。香北町、物部町
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の方々には大変ご迷惑とご不便をおかけしておりますが、小児科医の不足でやむを得な

い変更でしたのでどうぞご了承くださいませ。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   大岸議員の地域交通に係るご質問についてお答えをいた

します。 

  大岸議員には、市営バス再編の際には関係地元での周知等大変お世話になりました。

また、折に触れてさまざまな情報をいただきますこと、改めて御礼を申し上げたいと思

います。 

  さて、ご質問にございます。一方で要望がありながらまだ運行されていない地域では

どうかという点につきましては、具体例といたしまして佐岡の地域が出されたわけです

けども、この地域につきましては、記憶が定かではございませんけども確か議員協議会

か本会議の場で、この市営バスの再編に係って説明をする中で申し上げてきましたけれ

ども、検討委員会の中でこの地域に係る路線についても検討はされました。ただ、対岸

を走っておりますＪＲバス路線との絡みで影響もあるだろうということから、検討の結

果設定をされないといういきさつがございましたので、改めてそのことについてはご説

明を申し上げておきたいと思います。 

  市バス再編につきましては、市といたしましては長時間をかけて検討の結果としてい

ただきました答申にのっとり現行のような運行をしておるところでございまして、この

現在の再編につきましては、この答申の求めるところを踏み外した状態ではないものと

考えております。まだまだおっしゃられるように住民要望はあるかとは思いますけども、

行政といたしましてはいただいた答申を最大限尊重して事業実施をしておりますし、現

段階ではそういったことからそれ以上の展開は考えておらないところではございます。 

  ただ、現行の運行状況等も見ながら、答申でも求めておられますとおり今後市内交通

全体を見直す必要があると考えておりますので、この間さまざまな要望とかニーズをい

ただきながら、その作業に取りかかる時点でまた参考にしていきたいというふうに思っ

ておりますのでご理解よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

 （４番、大岸眞弓君、自席から「ＪＲとの時間の、４分違いで、到着時間の変更。」と

発言する。） 

○議長（中澤愛水君）   山田駅へ到着の時間。 

○企画課長（濵田賢二君）   山田駅の到着の時刻ですけども、１つは始発をいたしま

す繁藤駅でのダイヤとの関係もありましてそういう時間設定をしておりますので、どう

してもどちらかに合わしていかざるを得ないという状況で現在のダイヤ編成となってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   消防長、竹村 清君。 
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○消防長（竹村 清君）   ４番、大岸議員の平成１７年の旧香北町、市営住宅の火災

についてのご質問にお答えを申し上げます。 

  まず１点目の、香北裕・ＹＯＵ第２の近くに消火設備の早急な設置をということでご

ざいますが、確かに消防水利が２００メートル離れたところにあるということで、これ

では不安であるからもっと近くにということでございましょう。確かにこれがすぐ近く

にあると安心感を得るという、また消火活動も少しは早くなるというのは確実でござい

ます。市営住宅のみならず市全体を見てみますと、中山間、また山間地域では、今年の

防火水槽の設置の計画箇所も含めまして、住宅から消防水利の部署まで２００メーター

はおろか水利確保が簡単ではないような地域もまだまだたくさんございます。水槽や消

火栓の新たな設置につきましては、地域からの要望や、また消防のほうで地理的なこと

も判断をいたしまして、現地を確認し、またその地域を管轄する消防団の関係者と現地

調査を行いまして、また火災発生等の活動のシミュレーションなども行い、その上で設

置場所の選定や土地の提供など総合的に詰めた後、緊急性を要する地域から順次設置を

しております。このため、ご質問の住宅につきましても必要性は感じておりますが、今

すぐに設置ということにはなりませんのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

  次、２点目の、市内の市営住宅で消火設備から遠く離れた市営住宅がほかにも存在す

るのかということでございますが、改めまして市営住宅の一覧表と消防水利の地図、消

火栓や防火水槽設置の位置をプロットした地図でございますが、突合をしてみましたが

特に遠方で消火活動に支障が出るというようなところはございません。 

  次に、３点目の、消防署員や団員は消火訓練や資機材の点検、消火施設の場所の把握

など適切にできているかということでございますが、消防署員につきましては、消火訓

練というのは勤務上常に定期的に行っております。また、資機材の点検につきましても

機械器具は毎日、その他の資機材につきましても定期的に実施しております。そして、

消防水利等の施設の場所等の把握につきましては、日常業務におきまして点検を兼ねて

場所の把握は行っております。本署と分署との異動もございますので、異動した場合に

は署員は休日を利用してみずから現地を回って場所の把握に努めております。また、消

防団員の方々も、初日の市長の行政報告でもありましたが火災を想定した実践の訓練は

消火活動に関する訓練として定期的に実施しております。また、幹部団員さんや中堅団

員さんは、順次消防学校へも入校して、指揮等も含めて火災の想定訓練をしております。

消防ポンプなどの資機材の点検につきましては、各分団が月１回以上、多いところで３

回ぐらい行っておるようでございますが、必ず実施をしております。そして、水利につ

きましては、各分団それぞれ管轄区域がございますので管轄水利についてはそれぞれの

団員さんが、自然水利も含めまして十分把握しているものというふうに認識しておりま

す。また、消火栓や防火水槽の設置場所につきましても、管内地図にその位置をプロッ

トしたものをそれぞれお渡ししておりますので場所の把握等は適正にできているという

ふうに考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   暫時１０分間休憩をいたします。 

（午前１０時０６分 休憩） 

（午前１０時１７分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   ２回目の質問を行います。４番、大岸です。 

  さっき私が１回目の質問のときに低空飛行のところで、「たかさかやま」と間違って

申しましたけれども「こうのいたやま」の誤りですので発言を訂正いたします。 

  それでは、少し順序があちこちするかもわかりませんけれども１回目のご答弁をいた

だきまして再質問をしたいと思います。 

  低空飛行訓練の問題につきましては、県のほうとも連携をしてこれから通じて訴えて

いかれるということでございました。この写真撮影をした方のもとに、あの写真も新聞

に載りましたので見たという方から、物部町とか登山をする方たちから、そういえば米

軍の飛行機飛びよったねというような情報が寄せられているようです。これは危機管理

の問題ですので、市のほうも今後意識を持って情報収集に努めていただき、そして県と

の連携のもとにしかるべき対策を講じていただきたいと思います。 

  人権問題についてです、ご答弁をいただきました。 

  ただ、基本的人権のとらえ方の問題、それから人権教育の問題、お聞きをしましたけ

れども、所長がおっしゃるように基本的人権のとらまえ方ができておればこういうアン

ケートの設問にならないはずなんですね。人権教育、啓発はしなければならないという

ことはもちろんありますけれども、人権教育のための国連１０年で指摘をしております

のは、教育、啓発の対象は市民ではなくて国家とか裁判官とか警察とか公権力に向かっ

て人権教育のための国連１０年では言ってるんですよ、教育、啓発が必要と。そのとら

え方が市にないのではないか、そこが抜けているんではないかという指摘でございます。 

  同和対策事業の終結をしておりますけれども、そのもとになりましたのが１９８６年、

昭和６１年の地域改善対策の今日的課題ということで、この意見具申にあります。これ

を、私の申し上げてる質問の意味合いがよりわかっていただけると思いますので少し読

みますが、これが政府のとらえ方ですね。「地域改善対策の今日的課題。今日、同和地

区における実態面の改善に比べて、心理的な差別の解消は不十分な状況にある。同和地

区の実態が大幅に改善され、実態の劣悪性が差別的な偏見を生むという一般的な状況が

なくなってきているにもかかわらず、差別意識の解消が必ずしも十分進んできていない

背景としては、昔ながらの非合理な因習的差別意識が、現在でも一部に根強く残されて

いることとともに、今日、差別意識の解消を阻害し、また、新たな差別意識を生むさま

ざまな新しい要因が存在していることが挙げられる。」差別意識がまだあるから教育、
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啓発をしなければならないというふうなことのとらえ方なんですけれども、この意見具

申では、「近代民主主義社会においては、因習的な差別意識は、本来、時の経過ととも

に薄れゆく性質のものである。実態面の改善や効果的啓発は、その過程を大幅に早める

ことに貢献する。しかし、新しい要因による新たな差別的な意識というのは、その新し

い要因が克服されなければ解消されることは困難である。」この新しい要因の４つの中

に何が入っているかといいますと行政の主体性の欠如であります。そして、その次に同

和関係者の自立、向上の精神の涵養な視点の軽視。そしてえせ同和行為の横行、民間運

動団体の行き過ぎた言動に由来する、同和問題は怖い問題であり避けたほうがよいとの

意識の発生はこの問題に対する新たな差別意識を生む要因となっているが、同時にまた

えせ同和行為の横行の背景となっている。４つ目が同和問題についての自由な意見の潜

在化傾向である。所長は、住民が主体的に勉強も学習もするんだというふうにおっしゃ

っておられましたけれども、自由な意見発言の場がきちんと保障されているか、何かし

らこれを発言したら何か言われるんじゃないかとかいうふうな思いがあるのではないか。

また、先日の一般質問で会議の参加者が少ないことも取り上げられておりました。その

ことの原因が何なのか、この意見具申の中にその要因を見つけることはできないか。こ

ういう見解が、もう（昭和）６１年ですのでかなりの状況は改善をされてきております

けれども、この意見具申の指摘にあったことも踏まえ、そして段階的に解消されていっ

ておりまして、平成１３年１月２６日付の総務省大臣官房の通達はもっと明瞭でありま

す。平成１３年１月２６日の地域改善対策室、総務省の大臣官房、地域改善対策通達文

書によりますと、今後の同和行政についてということで特別対策は終了するんだ、「平

成９年の「地域改善対策特別事業に係わる国の特別措置に関する法律」（地対財特法）

の改正（平成９年経過措置法）により、同和地区（対象地域）・同和関係者に対象を限

定して実施して特別対策は、基本的には終了し、着手済みの物的事業等一部の事業につ

いて平成１３年度までの経過措置として実施。平成１３年度末（平成１４年３月３１

日）に地対財特法の有効期限が到来することにより、特別対策の法令上の根拠がなくな

る」、「特別対策の法令上の根拠がなくなることから、平成１４年度以降同和地区の施

策ニーズに対しては、他の地域と同様に地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努め

た上で、所用の一般対策を講じていくことによって対応。」このように経過措置を、期

間を過ぎましてもう一般対策に移行したんだと、同和地区、同和関係者に対象を限定し

ない通常の施策のことであります、一般対策というのは。そして特別対策を終了し一般

対策に移行するその主な理由として、「（１）特別対策は、本来時限的なもの。これま

での膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化。」「（２）特別

対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効でない。」「（３）人口移動が

激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上

困難。」こういう通達文書等もありまして、現在までかなり香美市も乗り越えてきまし

た。いろんな弊害の中で乗り越えてきてやっているわけですけれども、このアンケート
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調査にあらわれました、あなたは人を差別したことがあるかとかいう設問、「同和地

区」、「同和地区の人」とかいう文言ですね、行政用語とおっしゃいましたけども法の

根拠がもうないわけですので、そういう行政用語もないんですよ。じゃあ「同和地区っ

てどこのことですか。同和地区の人ってだれですか。」って聞かれて答えることができ

ますか。このアンケートの設問は平成１３年の総務省大臣官房、地域改善対策室通達文

書以前に戻るものであると私は思いますが、その見直しを求めるものであります。行動

計画ができるということですので申し上げているわけです。こういう通達文書の立場に

きちんと立脚する必要があるのではないでしょうか。 

  それから、人権教育のところでは教育の二面性を言いました。それで教育の機会の保

障のことをおっしゃいましたけど、もう１つ、人権としての教育にふさわしい内容の保

障もなくてはいけません。その１つもあると思います。 

  人権問題については以上が再質問です。 

  ＤＶ関係でございますけれども、当初からいいますとかなり対策が具体的に進んでい

るということでよかったと思うんですけれども、一時保護施設に保護をしたりとか、自

立支援の母子で入所できるところへとかいう、そういう振り分けをしてやっているとい

うことですがなかなか、例えば、母子医療にしましても離婚が成立しなければ受けるこ

とができないとかいうふうなことが最近までありまして、なかなか離婚に至るまでＤＶ

の関係というのは時間がかかりますので、そういう点で救われないままずっと時が経過

していくとかいうふうなこともあるわけですが、そういう法律との関係では、ＤＶの場

合はそれを飛び越えて対策するというふうなこともできておりますでしょうか。 

  それと、本当に一時保護の場所が少なくて困っております。ですから、助かるものも

助からない、それから、また逃げてきた夫のもとに帰っていくとかいうふうな事例も何

件もあるわけですけれども、安心して逃れることのできる、安心して逃れて暮らすこと

のできる住居の確保という点で以前にあいている市営住宅の一室を緊急的に提供できな

いかという提案もさせていただいたんですけどもそのあたりはどうでしょうか。 

  それから、この問題で一度香美市は調査をすべきではないでしょうか。どういう実態

になっているのか、そのあたりのことをお伺いをいたします。 

  それから、地域交通体系と福祉タクシー制度についてご答弁をいただきました。 

  地域交通体系は、私の具体的な提案に対しまして、佐野地域は検討したけれども実現

をしなかった、その理由が（ＪＲ）路線バスが対岸を走っているからということでその

路線バスへの配慮ということですが、どうせなら市民のほうに配慮をしていただきたか

ったなと。路線バスへの配慮ではなくて現実にそういう要望があるわけですから、この

線の実現ができないものか検討をしていただきたいと思います。 

  それから、時間の変更についてなんですけれども、その（午前）８時１７分の列車に

間に合うのであれば乗るという方もおいでるわけですので、四、五分では無理か、１０

分ぐらいの朝早く出るとかいう調整はきかないもんでしょうか。そういう検討はできな
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いかなおお伺いをいたします。 

  それから、福祉タクシー制度ですけれども、検討したけれども、今、所長おっしゃっ

たように介護保険に関するアンケート調査でも介護保険以外のサービスでこの交通関係、

通院とかのタクシー代の助成に関する答えが最も多かったということですよね。それを

受けて検討をして、でも当面のところ現在の事業でいくことにしたと。これは、先日公

民館でやりました、田中きよむさんらを中心にした研究で限界集落における高齢者の孤

立問題というのがありまして、その中でも住みなれた地域で暮らし続けていきたいとい

うことで、何が一番要望かということで、移動手段に関しては通院目的でタクシー、バ

スが利用されているものの費用負担や便数の不足に悩んでいる様子がうかがえる。もう

地域を維持していくためにもこれはまとめられているわけですので、先ほど言いました

福祉タクシーの額の増額ですよね、それが検討できないでしょうか。 

  それと、もしわかりましたらで結構ですけども合併前の交通対策に対する各旧３町村

の対策費の費用の合計とですね、各旧３町村の、香美市になってからの対策費がどのよ

うに推移してるか、ちょっとこんなこと突然言うてもわからんかもしれませんけどもし

わかりましたらお願いをしたいと思います。やっぱり重点的に施策としてやっていかな

ければならない、地域の維持のためにも思うわけですのでご検討をお願いします。 

  火災の件に関してご答弁をいただきました。 

  香北裕・ＹＯＵ第２の近くで２００メートルほど離れたところにしか消火栓がないと

いうことで、不安はわかるけれどもほかにも防火水槽、それから水利の確保ですか、簡

単な問題ではないと、現地調査も行ってシミュレーションを総合的にした上でないとい

かないからすぐにはいかないでしょうというご答弁でございましたけれども、１つには、

今ご答弁がありましたように他の市営住宅はそんなことはないと、すぐに水の確保が可

能やと、この香北裕・ＹＯＵ第２だけ（消防水利が）ない状態で、市営住宅ですので私

はお聞きしているわけですが、もちろんほかの地域も問題はあることはわかっておりま

すけれども市営住宅ですので、市としてやっぱり、そういう消火、火事のときにはきち

んと消すことができるんだという安心を住人の方は持ちたいのではないでしょうか。そ

れで、検討に時間がかかるということですけれども、火事が起こったのは平成１７年で

す。合併の問題でうやむやになってしまったと、もう今平成２１年ですか、年数がたっ

ておりますのでこの問題を早急に検討をしていただきたいと思います。ちなみに、消火

栓とか防火水槽１基を設置するのに費用がどれぐらいかかかりますでしょうか、わかり

ましたらあわせお答えください。 

  乳幼児健診ですが、結果としては小児科医の不足ということでもうこれは全国的な問

題にもなってくるかと思うんですが、お医者様が自分の診療時間を割いてこられてるか

らということでいろいろ模索した結果ということでしたが、例えば県の医師会とか、県

のこういう所管課がありますよね、そこと相談をして何とか、やむを得ないということ

なんですけどもそこにも問い合わせをしまして、何とか香北エリアでできるようにでき
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ないものか、なお努力をお願いをしたいと思うものです。少子化対策が叫ばれておりま

す。こういう身近な問題からきちんと対策をすることが少子化対策にもなっていくと思

いますので課長にはお願いをしたいと思います。 

  チャイルドラインについて所長のほうから丁寧なご答弁をいただきました。 

  施設を借りることができないかということで問い合わせもあったということなんです

が、ちょっと該当する部屋がなかって無理だったということですね。ですが、このチャ

イルドラインのこの、今私は子どもの声を二、三紹介しました。こんな声が満載されて

まして、今の日本の子どもの置かれている状況というのは本当に将来の社会にとって深

刻な問題だと思います。子どもが自分の気持ちを受けとめてもらえない状況がずっと累

積されていきますと、子どもは自尊感情もなくなるし、将来社会に出たときに対人関係

もうまく結べない、社会生活が送れないという。子どもが気持ちを置き去りにされたま

ま成長していきますと犯罪につながったりとかいうこともあると思いますので、このチ

ャイルドラインの取り組みは、この事業そのものをということではなくて何らかの形で、

市としても自殺予防の面からもご検討をいただきたいと思うんです。例えば今保育所が

統廃合されまして、新しい園が建ちまして空き保育所も幾つかできると思うんですけど、

そういうところの利用などは不可能なものでしょうか。 

  以上をお聞きしまして私の２回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   防災対策課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君）   大岸議員さんの米軍の低空飛行訓練に関しまして、

危機管理上意識を持って香美市として取り組んでもらいたいというご意見でございまし

て、まことにそのとおりでございまして、住民の安全のため恐怖や不安を与える米軍の

低空飛行訓練、中止するよう住民の声にも今後注意を払いながら県と共同歩調をとって

外務省や防衛省のほうへ要望してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   ふれあい交流センター所長、田中育夫君。 

○ふれあい交流センター所長（田中育夫君）   大岸議員の２回目のご質問にご回答い

たします。 

  基本的人権のとらえ方ですが、人権教育にはうちが今回意識調査をしましたもとの人

権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づいて、これに記述しておる内容から人権

教育というのをとらえておりますけれども、国連では、先ほどご説明しましたように人

権のための教育と、人権としての教育、人権についての教育、人権を通しての教育とそ

の４点でいっておりまして、まだまだ目標には達しないということで継続して国連の人

権教育というものをやっておる次第であります。 

  今回の人権教育に対しましては、設問にありました人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律に基づいて、人権問題の行動計画の資料にするということでやっておりまして、

大岸議員の言われる人権としての教育、それは大岸議員がおっしゃる学ぶ権利を保障す
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るというところが市として足らんじゃないろうかとご指摘をしゆうと思いますけれども、

それも留意して、今後は課題としてそれをやっていかないかんということはありますけ

れども、この法律に基づいたものでこの意識調査というものをしております。 

 それから、先ほども同和問題、同和地区という名前はないというようなことのご質問

の趣旨はわからんことはありませんけれども、この意識調査の中において国民的課題で

あって、解決をしておらないときから同和問題では同和地区ということで一般の、一般

といいますか住民に対して浸透しちゅうというようなことで、行政用語であるので差し

支えないことで使わさせてもらっております。ほんで、どこを言いましたかね？どこを

指摘しゆうということは言うてないですかね？同和地区とはいうところ？もう１回、済

みません。どこを？ 

 （４番、大岸眞弓君、自席から「こういうふうに設問をして、では所長に、「あなたは

どこを同和地区と思っているのか、同和地区の人とはだれなのか。」と逆に聞かれたら

どう答えますか、この設問には、設問の仕方が問題ではないですかという質問をしまし

た。」と発言する。） 

○ふれあい交流センター所長（田中育夫君）   はい。お答えいたします。 

  （同和地区とは）歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上がまだ阻害されて

おる地域を指しております。ほんで、これは香美市民に対しての意識調査でありますけ

れども、この同和問題に対しましては香美市だけの問題ではありませんので、同和対策

事業特別措置法は失効しておりますが、そのときに指定をしちゅう地域を指してはおり

ません。差別を今でも受けておるという現実を指して「同和地区」というようなことで

記述させていただきました。 

  それと、３点目の、人権教育の内容ですが、それぞれの状況に合った教育の機会の提

供を、いうたら住民の自主性に基づいた教育でいけば（それを）図ること、学習への意

欲、学ぶ喜びが実感され主体的に教育が進めればいいとは思います。ほんで、現在も高

齢者学級や婦人会等いろいろなところに取り入れている研修会などが発展していけばい

いという思いをしてます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   福祉事務所長、小松美公君。 

○福祉事務所長（小松美公君）   大岸議員の２回目のご質問にお答えします。 

  まずＤＶ問題ですが、法律関係を飛び越えて対策とかはできるかというご質問ですけ

ど、ある程度法律に沿った対応をしていかなければならないと思います。そういった中

で、国とかからの通知とか指針の中でそういった対策ができるようでしたらそういった

ことは行っていきたいと思います。 

  なお、平成２０年度ですけどＤＶ関係の相談というのは３件ありました。割と少ない

ですけど、そのうち１件ですけど今ありましたような一時保護とか施設へ入所とか、そ

れから裁判所への、何といいますかね手続とか踏みまして、今は市外で就職とか、住宅
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も市外で構えて就職とかして過ごされてます。そういった事例は去年度ありました。そ

ういった対策はある程度とれていけるんではないかと思っております。 

  それから、一時保護の場所が少ないので市営住宅の確保はできないかということです。

これは、基本的に香美市外から逃げてきたといいますかそういった方を想定してるんで

すかね？ＤＶ被害者の相談とかに直接かかわる現場サイドとしましては、住宅とかの確

保をする選択肢がふえるっていうことは歓迎しますけど、市営住宅を管理する課とかも

あります、いろいろな制約もあると思いますので、全体的なところから今後は協議、検

討を要していかなければと思います。 

  それから、ＤＶについての調査はできないかということですが、今年度すぐに調査と

かする予定はありませんが、今後の動向を見ながらいろいろ検討はしていきたいと思い

ます。 

  それと、通院タクシーの料金助成事業についてですが、これにつきましても高齢者福

祉計画を策定する中で策定委員会とかその前の幹事会とかの中でも検討は行っておりま

す。額をふやせないかということですが、毎年くらしと医療を守る全県キャラバンの訪

問というのがあります。これは各市町村を回って聞き取りとかをしておりまして、その

中で福祉タクシーの実施状況というのをここでいただいております。その中で、２００

８年９月１日現在の数値ですが、県下で福祉タクシーを実施している市町村は３４市町

村中１３市町村であります。それで、タクシーチケットの配付とかさまざまですが、助

成額を見てみますと年間（１人当たり）１万円前後といったところです。香美市の場合

ですとタクシー料金の１,０００円を越える部分の２分の１っていう助成にはなります

けど、上限が３,０００円で２４回の利用券ですので、年間で言いますと上限が７万

２,０００円までの助成になります。総助成額の上限を見ますと、県内の市町村と比べ

てみますと大変多い額になっております。すべて一般財源での対応ですので財政上の制

約もあります。引き続き現行の制度でいきたいと、そういうところでございます。 

  それと、チャイルドラインの件ですが、何らかの助成とかの検討をいただけないかと

いうことです。このチャイルドライン、どちらかといいますと教育委員会関係部門とい

いますかそっちの意味合いが強いと思います。また、空き保育所とかにつきましても教

育委員会の管理ですので、そういったところと協議、検討をしていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   大岸眞弓議員さんの２回目のご質問にお答え

いたします。 

  全体の小児科医不足ですので、おっしゃるとおり県の医師確保推進課にお願いをした

り香美郡医師会にお願いをしたりと、あらゆる手段で小児科医の確保に努めてまいりた

いと思います。 

  以上です。 
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○議長（中澤愛水君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   大岸眞弓議員の地域交通についての２回目のご質問につ

いてお答えをいたします。 

  ご指摘のとおりＪＲ土佐山田駅での接続については、バスのダイヤからいいますと到

着時刻は朝１便は（午前）８時１７分、下りの列車といいますと（午前）８時１３分

（ＪＲ土佐山田駅発）発になっておりまして４分ほど（バスが）後着ということになっ

ておりますが、このバス路線についてはそもそも繁藤地域を走っておったバスを延伸を

しておるという事情もございまして、もともとそういった意味では繁藤地域の方々の便

益性と、もう１つは繁藤駅を利用する方のことを考えますと繁藤駅発着の列車が非常に

少ないと、本数が少ないということもあって、ある意味繁藤駅の利用者の利便性を考え

るところに軸足を置いたダイヤ編成に現在のところはなっておるわけです。そういった

ことの事情はありますけども、おっしゃるように４分後着になりますと、次の下り列車

でいいますと（午前）８時５４分を待たなければならないということもありますので、

さまざまなことを考えながら、両方にとっての利便性を維持しながら片側で高めていく

という作業は必要だろうというふうには認識をしております。 

  ご指摘もありましたことも踏まえて委託をしております事業者との調整等を図って、

見直しについては可能ならば柔軟に対応していきたいというふうに思っておりますので

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   消防長、竹村 清君。 

○消防長（竹村 清君）   ４番、大岸議員の２回目のご質問にお答え申し上げます。 

  防火水槽につきましては、単価、今年は当初予算に計上させていただいておりました

けれど、１カ所四、五百万円要ったんやなかったかというふうに、四、五百万円、詳細

の額はちょっと忘れましたけんど。それと、消火栓につきましては水道のほうが詳しい

かと思いますけんど、場所によって単価が相当変わってくると思います。それと、消火

栓につきましては消防力の整備指針の消防水利の基準というのがございまして、基本的

には本管径が１５０ミリ以上となっております。ただ、７５ミリの水道の場合にはバイ

パスという、有事の場合に取水してももう一方から来ると、一方通行ではないところで

すね、そこの場合には７５ミリで設置でも可能ということになっております。ただ、場

所によってはやむを得ずつけている場合もございます。 

  市営住宅の入居者の方々にも安心していただくということに努めなければならないと

いうのは認識しておりまして、ご質問にもありましたように、平成１７年の火災の後で

旧香北町のほうに防火水槽をつけるようにしたいというふうに問い合わせをしたことと

いうことで、自分も旧香北町におりましたんで、管轄しちょった総務課におりましたの

で、ひょっとしたらそういうふうにお答えをしたかもわかりません。それから、やはり

設置の候補としては現在のところ上げておりますので、先ほど申し上げましたように要
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望等がございますと総合的にやはり判断をして、緊急性を要するところから順次整備を

しております。また、防火水槽につきましては、非常に補助のほうが厳しくなっており

ますので、５基一気にやらないと補助がつかんというような状況になっておりますので、

候補地を選定して、積み上げて実施できるように努めていきたいというふうに思います

ので、以上、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

  あと６分です。 

○４番（大岸眞弓君）   丁寧なご答弁をありがとうございました。 

  人権問題ですけれども、今まで私が質問した内容がどうも所長のとらえ方と違うよう

な気がします。人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づいてやっておられると、

それはわかります。けれども、教育の推進に関する法律の中の、私は１回目で述べまし

たようにそのもとになっておる人権擁護推進審議会の議論の中で、横の問題だけがやっ

ぱり強調されて議論されたからこんなふうになってきてるんですよね、縦の関係という

のは抜けてるから、したがってこういうアンケートになるんですよ、そこの縦の視点が

必要ではないですかという。所長は、基本的人権については国が保障するものというの

はわかっておるというふうにおっしゃったんですけれども、わかってるかどうかじゃな

くて、そうじゃなくて憲法的な見地がちゃんと入っているかと、こういう人権問題を行

政が調査するときに、ということを申し上げているわけですので。 

  それと、「同和問題」、「同和地区」という言葉について、大岸の言ってることもわ

からんではないけれどもこの言葉が浸透しているからとか、社会的に阻害されている地

域があるからというふうにおっしゃいました。それこそが今私が申しました総務省大臣

官房の地域改善対策室通達文書を無視しております。この通達はもうないと言ってるん

ですね、法的に根拠がないんです、同和地区、同和地区の人というのは。その文言を用

いたこういう調査というのが問題であると申し上げているわけです。この立場に立つべ

きではないですか、もう時代が進んでいるわけですので、それを申し上げているわけで

す。 

  可能でありましたら、市長にもこのことに関してのご答弁をお願いしたいです。その

通達文書に立脚して、今後同和教育、人権啓発を進めていくかということに関しまして、

行政の主体性の欠如ということがこれまでずっと言われてきておりましたので、お構い

なければ市長にもご答弁をいただきたいと思うものです。 

  それから、福祉タクシー制度のことで、所長が香美市は年間７万２,０００円で金額

は多いほうだというふうにおっしゃいましたけど、それだけ対策する地域が広いという

ことだと思います。決して十分ではないと思いますので、なお私が今回提案しましたよ

うな方向で、何とかこの交通対策の手厚い配慮がお願いできないものか再度お伺いをし

たいと思います。 

  それと、火災の、さっきの件でございますけれども、防火水槽であれば粗計算で四、
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五百万円ではなかろうかと、そして、優先順位を検討してやっていくというふうにご答

弁をいただきました。例えばこの前火災警報器を全戸に１個ずつ配って、あれが４００

万円か５００万円か、何かそんな金額じゃなかったですかね？私の認識違いかもしれま

せんが。ああいう生活対策臨時交付金のようなものがあったときには、また今度ここの

消火施設のことも検討内容に加えていただきたい、優先順位の中に加えていただきたい

と思いますので何とぞよろしくお願いいたします。 

  最後に、チャイルドラインのことですが、私もこの質問を通告しましたときにご答弁

が福祉事務所長になっておりましたので教育長じゃないかなと思っていたところなんで

す。それで、そういうご答弁がありましたので教育長に振らせていただきますが、私が

さっき声をご紹介しました、あれはほんの一部です、もっとひどいのもあります。教育

長はついこの前まで教育現場にいらっしゃってこういう状況というのは安易に想像でき

ると思います。以前議場でもそういうことおっしゃってましたよね、本当に困難な子ど

もさんがいらっしゃるということは、ふえてきているということは教育長の認識の中に

もおありかと思うんですが、こういった取り組み等について今度、教育委員会でもどう

かということで検討課題に加えていただく、行政課題に加えていただく、それをお願い

したいですがご答弁をお願いしまして私のすべての質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（中澤愛水君）   市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   大岸議員の人権問題についてお答えをさせていただきます。 

  この人権意識調査というものは、この質問事項にもございますように人権教育及び啓

発の推進に関する香美市行動計画の策定のための基礎資料とするものです。あくまでも

香美市のいわゆる行動計画を策定をする部分でございます。そうした中で、現実をとら

えた中での質問をしておる場合と、同時にそうしたさまざまな資料の中での質問をして

いる部分があろうと思います。特に特別対策から一般対策へ変わった中で同和地区に対

しという部分についてのご質問があるわけですが、本市におきましても同和問題につき

ましては、私今までの中で、人権問題そのものの中で、１つの同和問題というとらえ方

の中でさまざまな研修やまた学習をしてきました。そうした中でも、やはり現存として

同和に対する差別用語であるとか、あるいはまた落書きであるとか、そうしたものが現

実としてあるわけであります。そうした中で市民の方々が同和というものをどのように

とらえておられるのか、それから同和というものをどのように見ておられるのかという

１つの意識調査としてこれが行われたものがあるというふうに思います。 

  しかしながら、今おっしゃられましたように今社会は大きく変化をしておりますし、

また同時にそうした法的な部分につきましても大変大きく転換をしているわけでありま

すので、その現実にのっとって、やっぱりこれからはそうしたものを大事にしながらそ

の方向を定めていかなければならない、そんなふうに思っております。今回こうした調

査をさせていただきましたが、今後そうしたことも十分考慮しながらやはり取り組んで
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いかなければならない、そのように考えております。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中澤愛水君）   福祉事務所長、小松美公君。 

○福祉事務所長（小松美公君）   大岸議員の３回目のご質問にお答えします。 

  福祉タクシー制度のことです。 

  広いということで、交通対策として額をもう少し多くできないかということでござい

ますが、確かに住民の交通対策に対する要望とかは多いとは思います。ただ、うちの高

齢者福祉計画なんかの中でも盛り込んでおります福祉のサービスにつきまして、介護保

険事業が始まりまして、それから包括支援センターとかができまして、やはり国なんか

の、何ていいますかね流れとしてはやはり介護保険事業とかそういった事業のほうへ流

れておりまして、福祉事務所で行う事業とか配食サービスとか緊急通報サービスとか、

そういったサービスも昔は国・県の補助がありまして、４分の３の補助がありましたん

で今の額の４分の１の事業でできておりました。それが全部一財とかになっております。 

  こういった交通対策もふやしていくっていうことになればそういった部分、ほかの部

分とかも見直しとかしまして、こちらはふやすけどこちらは減額するとかそういったこ

とも検討していかなければならないとは思います。ただ、老人福祉への政策っていいま

すか、こういったのは一度始め出しますと定着してきますので、なかなかやめるってい

うことも難しい部分はあります。確かにこの交通対策でふやしていくっていうことは喜

ばれるとは思いますけど、ただふやしていくだけっていうことではちょっと無理がある

と思いますので、現状ではなかなか困難というのが実情でございます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   消防長、竹村 清君。 

○消防長（竹村 清君）   ４番、大岸議員さんの３回目の質問にお答えを申し上げま

す。 

  交付金の今年の住警器ですけんど、あれは予算的に３,８００万円ぐらいお認めいた

だいております。 

  それと、交付金が今度来た場合ということでございますが、防火水槽の場合先ほど申

し上げましたように５基そろえば辛うじて、消防は非常に補助事業が少なくなっており

ますが防火水槽は補助対象になっておりますので、５基そろえば補助事業で対応したい

と。本年度予算書見ていただいたらおわかりだと思いますが補助金として１,０００万

円ちょっといただけるので、残りに過疎、起債を打つなりなんなりの対応をしたいと。

交付金が来たら、先日、ご承知と思いますけんど救急車が事故を起こしまして、緊急消

防援助隊のほうでは補助金がありますが、あれ（救急車）も昨年度新しく１台新車にか

えておりますので、５年以上は登録できませんので、その間であれば、補助金いただい

たら救急車のほうを更新したいなというふうに考えておりますのでどうぞよろしくお願

いします。 

○議長（中澤愛水君）   教育長、明石俊彦君。 
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○教育長（明石俊彦君）   大岸議員さんのチャイルドラインについてのご質問にお答

えをしたいと思います。 

  おっしゃるとおり今子どもたちを取り巻く状況というのは本当に厳しいものがあると

いうふうに思っております。虐待の問題であるとか、いじめの問題であるとか、あるい

は貧困の家庭、そういったさまざまな問題が子どもたちに迫ってきている、本当に子ど

もたちが伸び伸びと健やかに育っていける環境というのは非常に厳しい状況になってき

ているというふうに思うところです。 

  ただ、香美市の教育委員会としてもさまざまな取り組みをしておりまして、チャイル

ドラインのように子ども専用ではありませんけれども、香美市の教育支援センターふれ

んどるーむでは１９歳までの子どもたちや、あるいは保護者の方を対象にして不登校の

問題、いじめの問題、あるいは非行、虐待に関するさまざまな教育相談活動も行ってい

るところであります。そのふれんどるーむの行っている活動につきましては、相談者が

どんな問題で困っているのかということを受けとめながらその課題について、また生き

方について一緒に考えていく、そういう基本的な方針を持ってふれんどるーむの相談活

動を行っているところでありまして、チャイルドラインの視点と重なる部分もあるとい

うふうに思っております。また、それぞれの学校に依頼をしまして、毎月の長期の欠席

状況調査を行ったりしながら児童・生徒のそういった問題に対しての早期発見に努めて

いるところでもあります。また、ふれんどるーむ便り等を発行しながら保護者や家庭、

地域への啓発活動にも努めたり、地域のミニ集会等へも参加しながら子どもたちへの声

がけを依頼をしたり、地域の教育力をおかりするような、そういった努力もしていると

ころであります。 

  また、夜間の子どもたちからの相談ということに関しましては、例えば、こころトー

クいじめ電話相談ということで県教委の行っている２４時間相談オーケーというふうな

電話での相談窓口もありますし、また、心の教育センターで行っている相談窓口もある

ところでありまして、そういった現在香美市や県で行われているものをさらに充実させ

ていくという方向をまず大事にしたいというふうに思っているところです。 

  ただ、おっしゃいますようにチャイルドライン等を通じて民間の団体、ともに協力し

ていただいてというふうな方向については、できるだけさまざまな団体、機関等と協力

をし合っていくということが大事だというふうにも思いますので、それは今後検討をし

ていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   大岸眞弓君の質問が終わりました。 

  以上で一般質問を終わります。 

  以上で本日の日程はすべて終わりました。 

  本日はこれで散会をします。 

  次の会議は６月２６日午前９時から開会をします。 
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  どうもお疲れでございました。 

（午前１１時１１分 散会） 
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              １号） 
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 日程第５ 議案第 ７２号 香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例 

              の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議案第 ７３号 香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第 ７４号 土地の取得について 



 

－3－ 
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 ７番、千頭洋一君、８番、小松紀夫君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過  

（午前 ９時００分）  

○議長（中澤愛水君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２５人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。  

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。  

  これから、議案質疑を行います。なお、議案第６８号、平成２１年度香美市一般会計

補正予算（第１号）については、本会議散会後、連合審査会がありますので、その時点

にて質疑を行ってください。その他の案件については各常任委員会へ付託となりますの

で、各議員は付託されていない議案についての質疑を行うようにお願いをいたします。  

  日程第１、議案第６８号、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第１号）、本案に

ついて質疑を行います。  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  日程第２、議案第６９号、平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  日程第３、議案第７０号、平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  日程第４、議案第７１号、香美市表彰条例の一部を改正する条例の制定について、本

案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  日程第５、議案第７２号、香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  日程第６、議案第７３号、香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  日程第７、議案第７４号、土地の取得について、本案について質疑を行います。質疑

はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 
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  日程第８、議案第７５号、土地の取得について、本案について質疑を行います。質疑

はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  以上で日程第１、議案第６８号から日程第８、議案第７５号までの質疑はすべて終わ

りました。各案件はお手元にお配りました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会

に付託をいたします。  

  お諮りをします。付託しました各案件は、６月２８日までに審査を終えるように期限

をつけることにしたいと思います。これにご異議はありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   異議なしと認めます。よって、付託の案件は６月２２日まで

に審査を終えるよう期限をつけることに決定しました。  

  以上で本日の日程はすべて終わりました。  

  本日はこれで散会をします。  

  次の会議は６月３０日午前９時から開会をします。  

  どうもお疲れでございました。  

（午前 ９時０３分 散会）  
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 日程第３ 議案第 ６９号 平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第 

              １号） 

 日程第４ 議案第 ７０号 平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

              １号） 

 日程第５ 議案第 ７１号 香美市表彰条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議案第 ７２号 香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例 

              の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第 ７３号 香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第８ 議案第 ７４号 土地の取得について 

 日程第９ 議案第 ７５号 土地の取得について 

 日程第10 請願等第 ２号 香美市内業者の育成と併せて入札参加資格の見直しを求め 

              る請願について 

 日程第11 請願等第 ３号 香美市水道業者の育成と入札参加条件の見直しを求める請 

              願について 

 日程第12 議案第 ７６号 平成２１年度香美市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第13 議案第 ７７号 平成２１年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１ 

              号） 

 日程第14 議案第 ７８号 香美市菌床生産センターの設置及び管理に関する条例を廃 

              止する条例の制定について 

 日程第15 意見書案第 ６号 核兵器廃絶の国際条約締結へ、政府の具体的な努力を求 

               める意見書の提出について 

 日程第16 意見書案第 ７号 企業・団体の政治献金を全面的に禁止し、政党助成金の 

               廃止を求める意見書の提出について 

 日程第17 意見書案第 ８号 「農地法の一部を改正する法律」の凍結を求める意見書 

               の提出について 

 日程第18 意見書案第 ９号 ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書の提出につい 
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               て 

 日程第19         閉会中の所管事務の調査について 

会議録署名議員 

 ７番、千頭洋一君、８番、小松紀夫君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時１２分） 

○議長（中澤愛水君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２５人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  （午前）８時３０分から議会運営委員会を開いておりますので、議運委員長の報告を

求めます。山本芳男君。 

○議会運営委員会委員長（山本芳男君）   改めまして、おはようございます。議会運

営委員会より報告をいたします。 

  本日、議会運営委員会を開催をいたしましたので、委員会の協議事項及び協議結果に

ついて委員長報告をいたします。 

  協議事項は、まず、本日上程される報告２件、議案３件の追加議案等の確認を行いま

した。 

  次に、太陽光発電単結晶製造工場誘致に対する協力要請陳情書についてを協議をいた

しました。 

  まず、本件は、去る６月２３日火曜日午後、繁藤地区振興協議会会長、前田泰祐氏よ

り、緊急を有するとのことで、繁藤地区の北滝本に太陽光発電単結晶製造工場誘致に対

する協力要請陳情書が議長あてに提出され、議長、副議長と私が陳情内容をお聞きし、

次回の議会運営委員会で協議することとしたもので、誘致企業のエム・セテック社は、

本社が東京で、太陽光発電装置用単結晶の製造販売等の事業を行っており、その製造の

最先端技術は高い評価を得ておるようであります。製造過程でのクリーンな無公害工場

は、国内では埼玉県、宮城県、福島県など東日本３県に工場を有し、本県では須崎市内

に２つの工場があり、太陽光発電事業も推進中です。輸出を含めた増産計画による次の

工場立地の候補地として、高知県のほか徳島県、山口県が候補に挙がっているとのこと

で、地区としては、優良企業の進出による雇用の増大、従業員による人口増加等多大な

効果が見込まれ、繁藤地区の、香美市はもちろん高知県にとっても波及効果ははかり知

れず、企業立地の候補地を有している香美市及び市議会としてこの企業誘致に対する協

力を求める内容の陳情であり、この件の取り扱いにつきましては、議長預かりとして執

行部に強力に要請することに決定をしました。 

  続いて、意見書案第８号、「農地法の一部を改正する法律」の凍結を求める意見書の

提出について協議をいたしました。 

  この件につきましては、去る６月１１日の議会運営委員会でも協議をしたものですが、

その協議以降に調整の上、全会一致で提出してはどうかという意見が提起されたため本

日改めて協議をしたものです。 

  協議の結果、意見書及び提出理由の字句を調整し、全会一致を目指して産業建設常任

委員会の委員長が提出者になり、他の総務常任委員会及び教育厚生常任委員会の委員長

が賛成者になって上程しようということに決定をしました。 
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  最後に、その他の協議事項についてを議題とします。 

  まず、お手元に配付してあります、市民が来庁し口頭で事務局に要望があった件の報

告書について、事務局長より説明を求め協議をいたしました。 

  この件の取り扱いについては、文章化されておらず要望書として受け付けないが、議

長預かりとして議長において処理をすることに決定をいたしました。 

  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   以上で議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。 

  日程第１、諸般の報告についてを議題とします。 

  市長から、地方自治法第１８０条第１項の規定による報告第１７号、報告第１８号の

専決処分事項の報告について報告書のとおり報告がありました。 

  それでは、市長の専決処分事項の報告について質疑を受けたいと思いますが質疑…。 

（２２番、西村成君、自席から「議事進行。」と発言する。） 

○議長（中澤愛水君）   ２２番、西村成君。 

○２２番（西村成君）   議運の委員長についての質疑はないか、ちょっと先諮って

もらいたいですがね。 

○議長（中澤愛水君）   一応きょうの問題で質疑は余りないと思いましたので省略を

いたしましたけれども、今意見が議事進行で出ましたので質疑を受けたいと思います。 

  ２２番、西村成君。 

○２２番（西村成君）   その報告書ですけども、議長預かりという、議運で決める

のはおかしいわけですので、既に議員に配られちゅうわけですけんね。これは議長預か

りじゃなしに、そのことについては議員の皆さんに資料として配りましたということで

えいわけですよ。議長預かりじゃなしに、議員全員にこのことが市民から声としてあっ

たということを事務局でまとめておりますので、そのことについては議員の皆さんにお

配りしてありますだけでとめてもらうと、議長預かりやったらこれ配られんわけですよ。

そういうことはやっぱりきっちりしてもらいたいと思う。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   先ほど質問が出ましたが、一応私のほうで、きのうはちょう

ど別のほうに出席をいたしておりましたので事務局長が対応いたしました。議運のほう

には皆さんにお配りをするということで、一応内容を知っていただきたいということで、

文書をお配りをするということで、議運のほうにもそういう報告をいたしました。 

  以上です。 

  ほかにございませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   それでは、報告に対する質疑を続行いたします。質疑はござ

いませんか。 
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「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですので、質疑を終了いたします。 

  日程第２、議案第６８号、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第１号）から、日

程第１１、請願等第３号、香美市水道業者の育成と併せて札参加条件の見直しを求める

請願について、以上１０件を一括議題とします。 

  これから、各常任委員会の委員長の報告を求めます。総務常任委員会委員長、黒岩 

徹君。 

○総務常任委員会委員長（黒岩 徹君）   今期第３回定例会におきまして総務常任委

員会が付託を受けました案件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

  総務常任委員会が付託を受けました案件は、議案第６８号、議案第７１号、議案第７

２号、議案第７３号であります。 

  まず、議案第６８号、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第１号）を議題としま

したが、この案件は既に連合審査会において質疑が終わっておりましたので、すぐに採

決を行いました。 

  採決の結果は、全員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第７１号、香美市表彰条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

し、執行部からの補足説明を受けた後、質疑に入りました。 

  質疑におきまして、「「補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする」とあるが、補

欠委員の現状と、その改正を要する必要性は。」との問いに、「現在選考委員は１０名

全員そろっている。改正は、任期切れで選考委員さんが欠ける可能性が出てきたためで

ある。」との答弁がありました。 

  以上の質疑の後、採決の結果、議案第７１号は、全員賛成をもって原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

  次に、議案第７２号、香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とし、執行部からの補足説明を受けた後、質疑

に入りました。 

  補足説明では、「４月１日から再編等に伴う条例改正を行ったところであるが、回数

券に係る条項は設定していなかった。これは、答申でもこの取り扱いは求めていなかっ

たこともあって条例に入れてなかった。「回数券を導入してほしい。」との要望があり、

その要望にこたえての設定である。」との説明がありました。 

  質疑としましては、「５割引き該当者の回数券の利用は。」との問いに対し、「回数

券は額面が表示されているので、その都度半額の割引を受けるようにされたい。」との

答弁がありました。また、「やはり５割引き該当者への回数券の利用には何らかの配慮

をしては。」との問いに対し、「回数券の券面金額を５０円にした場合は可能。」との

答弁がありました。確認として、「複数の券面金額の、１０枚つづりの回数券を買って

もらうことか。」との問いに対し、「運用面で回数券の額面はどうするか検討を加え
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る。」との答弁がありました。「回数券を購入しているとき、利用している路線が廃止

になった場合払い戻しはできるか。」との問いに対し、「路線を限定していないので、

その路線がなくなったといって払い戻しにはならない。」との答弁がありました。さら

に、他の委員から、「一定区間しか乗らない人は無駄になる、払い戻しはすべきだ。」

との問いに対し、「通勤、通学定期を含め払い戻しの規定はない。購入段階でリスクの

伴わない判断をお願いしたい。」との答弁がありました。次に、「回数券は旅客使用料

の１０倍とした金額とのことで割引がない、このことは検討委員会の議題としては。」

との問いに対し、「次の検討委員会で説明し、改めて審議をいただく方向で進めた

い。」との答弁がありました。今回の条例改正は回数券の導入でありましたが、関連質

問として幾つかの発言がありましたのであわせご報告いたします。「試行路線の廃止は、

金額面、住民の乗りやすさ等の努力の後判断してもらいたい。」「５割引きの範囲の再

検討をしては。」「６カ月、１年試行路線における利用の少ない場合の路線廃止の問題

は検討委員会で検討してはどうか。」であります。 

  以上の質疑の後、採決の結果、議案第７２号は、全員賛成をもって原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

  次に、議案第７３号、香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

とし、執行部からの補足説明を受けた後、質疑に入りました。 

  質疑につきましては、「確認として、（香美市営住宅条例）第４３条第５項にある６

カ月前までに通知するとの現状は。」との問いに対し、「今回の改正で（香美市営住宅

条例）第４３条第５項は第１項第７号該当のみとなり、第７号、市営住宅の借り上げは、

香美市においてはない。」との答弁がありました。 

  以上の質疑の後、採決の結果、議案第７３号は、全員賛成をもって原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

  以上で総務常任委員会の報告を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   次に、教育厚生常任委員会委員長、比与森光俊君。 

○教育厚生常任委員会委員長（比与森光俊君）   おはようございます。今議会におき

まして、教育厚生常任委員会が付託を受けました案件について、審査の経過と結果をご

報告いたします。 

  付託を受けました案件は、議案第７０号、議案第７５号の２議案でございます。 

  まず、議案第７０号、平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）を議題とし、執行部から提案理由の説明を受けた後、質疑に入りました。 

  質疑の中で、「後期高齢者医療広域連合納付金がどのように納付されるのか。そして、

その積算根拠は。」との問いに、「期ごとに納付される。納付金は広域連合がすべて把

握しているので、特別徴収分と普通徴収分を合わせて納付依頼の通知がある。」と答弁。

次に、「保険料還付金について。」の問いに、「保険料を納めるときに還付金が発生し

た場合、相殺される。」との答弁でございました。「繰越金が発生しているが、その理
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由は。」との問いに、「３月末が年度の最終納期であるが、平成２０年度分で４月、５

月に入ってきたものがあり、繰越金としている。」「徴収職員時間外手当はどのような

内容のものか。」との問いに、「職員の時間外手当だが、当初予算で組んでいなかった

ため補正で計上した。」との答弁でございました。 

  以上、質疑の後、採決の結果、本案は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

  次に、議案第７５号、土地の取得についてを議題とし、執行部から提案理由の説明を

受けた後、質疑に入りました。 

  質疑の中で、「今回取得しようとしている土地に決定するまでの経緯と、ほかに候補

地はなかったのか。」との問いに、「幾つかの候補地はあったが、他の候補地は市街化

調整区域で、開発許可基準では市街化区域内でとの指導もあり、一定の広さということ

で今回の土地に決定した。」との答弁。「Ｂ保育の土地は、なかよし保育と比較してそ

の広さはどうか。」との問いに、「２,０００平米弱ほど広い。なかよし保育には旧明

治保育があり、職員の駐車場が確保されている。Ｂ保育は、周辺に駐車場がないことか

ら今回の広さとなった。」と答弁がございました。「取得予定の土地価格は地域の標準

価格か、多少高いのか。」との問いに、「価格については不動産鑑定をとっている。普

通の市場価格だと認識している。」との答弁。「取得予定用地が四角でなく、北東部分

の一部が予定地に入ってないが、承諾がとれなかったのか、それとも当初より取得の予

定がなかったのか。」との問いに、「現在住宅があり避けた形となっている。」との答

弁。関連して、「Ｂ保育は住宅に隣接するのか。」との問いに、「住宅に隣接する。」

との答弁でございます。「住宅に隣接することにより何らかの問題が発生することも考

えておく必要があるのでは。」との問いに、「土地取得が終わり、基本設計もでき、一

定の説明ができるようになれば住民説明会、保護者説明会を開催していく。」との答弁

でございました。「建設に向けた今後のスケジュールは。」との問いに、「用地取得が

済むと直ちに基本設計に入り、基本設計ができると土地の開発許可申請を提出。申請が

通ると造成、そして実施設計に入る。平成２１年度には実施設計まで持っていきたい。

平成２３年４月の完成を目指す。」との答弁でございました。次に、「Ｂ保育でもなか

よし保育同様多くの木材を使用する予定か。」との問いに、「Ｂ保育も香美市産の木材

を使っていきたい。」との答弁でございます。「Ｂ保育園の構造は。」との問いに、

「現場サイドからは南向きをとの希望も聞いている。なかよし保育とは土地の形状、広

さが違うので、使い勝手を考慮をしていく。また、Ｂ保育園には子育て支援センターは

置かない。」との答弁。次に、「なかよし保育園では二度にわたり多額の補正が組まれ

たが、今回はそのようなことにならないような計画を。」との問いに、「指摘のとおり

に心がけ、精度の高い設計に取り組んでいく。ただ、建築途中で多少の変更が発生する

場合もあり、やむを得ない場合はご理解していただきたい。なかよし保育園のように大

きな金額の変更が生じないよう努めていく。」との答弁でございました。 
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  以上の質疑の後、採決の結果、本案は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

  常任委員会終了後、山崎幼保支援課長より、「土地取得完了後、地元住民には土地購

入とできるだけ早い時期での住民説明会を開催する趣旨のあいさつをする。」と報告が

ございました。申し添えておきます。地元とのコミュニケーションを大切にしていきた

いとのことでございました。 

  以上、教育厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   次に、産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。 

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）   １７番、竹内です。産業建設常任委員

会委員長の報告を行います。 

  産業建設常任委員会は、全員出席で、議案第６９号、議案第７４号、請願等第２号、

請願等第３号を審査しました。 

  最初に、議案第６９号、平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とし、まず、執行部からの提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りまし

た。 

  質疑として、「下水道事業団というのは、全国の下水道の関係で講習を受けるところ

があるのか。」との問いに、「全国で公共下水道を行っている事業者で設立している水

道事業団で、全寮制で２週間、また３週間で一つの科目を習得していく施設で、埼玉県

にある。全国から新人職員や下水道にかかわっている技術者等を集め、処理場、管渠、

管理等について研修を行っているところである。また、事業団は各市町村の代行で処理

場の建設とか行っている。東部流域処理場は事業団で行った。」との答弁。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、全員賛成でもって、議案第６９号は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第７４号、土地の取得についてを議題とし、まず執行部からの提案理由の

補足説明を受けた後、質疑に入りました。 

  質疑として、「墓地の売買で問題はなかったか。」との問いに、「用地については本

年度購入となっているが、従前から下話はしてきた。平成２１年度に秦山公園がすべて

完成するので、今回お譲りをいただいた。」との答弁。また、「今回の購入で最後か、

今回の面積で何台置けるか。」との問いに、「今回買収で秦山公園は完了という予定で

ある。今回の用地では１０台とは置けないが、第３が４０台から５０台、全体では２５

０台駐車できることになる。」との答弁。また、「歴史の森、現在畑で個人が使用して

いるところがあるが、いつごろ工事を行う計画か。」との問いに、「計画はできている

が、排水問題が解決し次第取りかかりたい。用地買収は済ませている。」との答弁。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、全員賛成でもって、議案第７４号は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

  次に、請願等第２号、香美市内業者の育成と併せて入札参加資格の見直しを求める請
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願についてを議題とし、委員間で協議を行いました。 

  幾つか意見は出ましたけれども、採決の結果、委員会としては「早急に契約等審議会

を開き対処するように強く要望する。」という附帯事項をつけて、全員賛成でもって、

請願等第２号は、採択すべきものと決定をいたしました。 

  次に、請願等第３号、香美市水道業者の育成と入札参加条件の見直しを求める請願に

ついてを議題とし、協議をしました。 

  委員からの幾つかの意見の後、採決をしました。記（から下の要望）の部分には問題

もあるが、香美市内業者の育成という観点から、全員賛成でもって、請願等第３号は、

採択すべきものと決定しました。 

  以上で産業建設常任委員会の委員長の報告を終わります。 

○議長（中澤愛水君）   常任委員会委員長の報告を終わります。 

  常任委員会委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   討論がないようですから、これで討論を終わります。 

  これから、議案第６８号、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第１号）を採決し

ます。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第６８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  これから、議案第６９号、平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第６９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  これから、議案第７０号、平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ
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て、議案第７０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  これから、議案第７１号、香美市表彰条例の一部を改正する条例の制定についてを採

決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第７１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  これから、議案第７２号、香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第７２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  これから、議案第７３号、香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを

採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第７３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  これから、議案第７４号、土地の取得についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第７４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  これから、議案第７５号、土地の取得についてを採決します。 

 本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第７５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、請願等第２号、香美市内業者の育成と併せて入札参加資格の見直しを求める請

願を採決します。 
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  本案についての委員長の報告は採択であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、請願等第２号は、委員長報告のとおり採択されました。 

  次に、請願等第３号、香美市水道業者の育成と入札参加条件の見直しを求める請願に

ついてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は採択であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、請願等第３号は、委員長報告のとおり採択されました。 

  暫時休憩をいたします。 

（午前 ９時４３分 休憩） 

（午前 ９時４６分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  お諮りをします。日程第１２、議案第７６号、平成２１年度香美市一般会計補正予算

（第２号）から、日程第１８、意見書案第９号、ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意

見書の提出についてまでの案件は追加案件であります。会議規則第３７条第２項の規定

により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議はありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   異議なしと認めます。よって、日程第１２、議案第７６号か

ら、日程第１８、意見書案第９号までの案件は、委員会の付託を省略することに決定し

ました。 

（２１番、西山 武君、自席から「議事進行。」と発言する。） 

○議長（中澤愛水君）   ２１番、西山 武君。 

○２１番（西山 武君）   先ほど休憩中に西村議員が発言しましたが、日程第１の諸

般の報告、今までは前で執行部が報告して、それに対する質疑をやっておりましたが、

今回はありませんが、聞いた覚えがありません。どうされますか？これはしてください。 

（２２番、西村成君、自席から「執行部が諸般の報告ちゃんとしゆうろう。」と発言

する。） 

（２１番、西山 武君、自席から「質疑もやってました。」と発言する。） 

○議長（中澤愛水君）   その件につきましては、もう終了いたしましたし報告だけで

ありまして、承認を求める報告案件ではありませんので、一応文書で配付をし、質疑が

あればお受けをするということで議事を進行させていただきました。 
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  以上です。 

  日程第１２、議案第７６号、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第２号）を議題

とします。 

  執行部から提案理由の説明を求めます。財政課長、後藤博明君。 

○財政課長（後藤博明君）    議案第７６号、平成２１年度香美市一般会計補正予算

（第２号）を補足説明いたします。 

  議案第７６号、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第２号） 

  平成２１年度香美市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２億２,７４４万８,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５５億２,３７１万１,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成２１年６月３０日提出、香美市長 門槇夫 

  提案理由 

  地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業及び地域活性化・公共投資臨時交付金事業

の追加等により変更が生じたため、補正予算を調製したので、地方自治法第２１８条第

１項の規定により提案する。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入歳出補正予算事項別明細書及び款・項・目・節の内

訳は、議案７６－３１ページの提案説明書を朗読いたしまして説明にかえさせていただ

きます。 

  平成２１年度香美市一般会計補正予算（第２号）提案説明書 

  今回の補正予算の規模は、歳入歳出予算の総額に１２億２,７４４万８,０００円を追

加し、歳入歳出予算それぞれ１５５億２,３７１万１,０００円としました。 

  概要は、歳入では地域活性化・経済危機対策臨時交付金の追加、地域活性化・公共投

資臨時交付金の追加、安全・安心な学校づくり交付金の追加、前年度繰越金の追加等が

主なもので、歳出では地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業（６億６,８１６万

９,０００円）の追加、地域活性化・公共投資臨時交付金事業（４億７,１９２万３,０

００円）の追加となっています。 

  以下、歳入歳出補正予算の、款別の補正予算の概略については省略させていただきま

すのでご参照ください。 

  次に、議案７６－７ページ、第２表 地方債補正についてご説明いたします。 

  義務教育施設整備事業債は、繁藤小・中学校耐震改修事業費３５０万円増、鏡野中学

校耐震改修事業７００万円増で、１,０５０万円増の３億５,１２０万円としました。表
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にございます補正後の起債限度額は、１,０５０万円増の１８億９,３９８万１,０００

円としました。起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございます。 

  以上で説明を終わりますので、ご審議よろしくお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

（４番、大岸眞弓君、自席から「歳入歳出一括で行います？」と発言する。） 

○議長（中澤愛水君）   歳入歳出一括で行います。 

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   議案７６－１８ページでお聞きをしたいです。保育園費の中

の工事請負費、空調設備工事、それから防水工事、この空調設備等については全保育園

かどうかということと、防水工事はどこの保育園、雨漏りをしているところがあるかど

うかということと、それと、議案７６－２３ページですが市営住宅、これも工事請負費

の市営住宅改修工事ですが、市営住宅のどこどこで何カ所か、まずその２点をお聞きし

ます。 

○議長（中澤愛水君）   幼保支援課長、山崎泰広君。 

○幼保支援課長（山崎泰広君）   それでは、大岸議員の議案７６－１８ページ、保育

園費のうちの工事請負費の空調設備工事の箇所でございますが、これは現在空調がつい

てない室の補完ということで、双葉、片地、美良布、新改の４保育園が対象となってお

ります。合計で１６基となってます。 

  それから、防水工事ですが、これは新改保育園の屋根の改修工事でございます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   香北支所地域振興課長、竹内 敬君。 

○香北支所地域振興課長（竹内 敬君）   大岸議員さんのご質問にお答えをいたしま

す。 

  議案７６－２３ページの市営住宅の改修工事の件につきましては、まず屋根、それか

ら壁の補修、塗りかえ工事が、住宅名で申しますと韮生野東が５棟、韮生野第２が１４

棟、五百蔵が５棟、茶園が２棟の計２６件でございます。それから、外装の改修が韮生

野１で５件、屋根の塗りかえが韮生野第１で１件の、以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   １１番、片岡です。 

  議案７６－１９ページの１８節、これは初めてのことなんですけど、不法投棄に対す

るカメラを設置するということですが、これはどういう計画を持ってるのかということ

と、こういう設置をした場合のモニターというかそういうものも必要やし、それから警

察との絡みもこれは出てくると思いますけど、そこのあたりはどういうようになるのか、

それを１点。 

  それから、議案７６－２４ページのヘリポート整備工事、これは１,０００万円とい
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うことなんですけど、何カ所でどういう内容のものが設置されるのか、わかればお願い

します。 

○議長（中澤愛水君）   環境課長、横谷勝正君。 

○環境課長（横谷勝正君）   片岡議員さんのご質問にお答えいたします。 

  今回、不法投棄監視カメラシステムを導入させていただきます経緯につきましては、

本市におきましては不法投棄の対策といたしまして、現在まで市民からの情報提供によ

り監視や指導、啓蒙活動を展開しておりますが、行政や住民による監視体制が弱い昼間、

休日を中心に、市内の林道や河川敷など人目につかない場所への不法投棄が後を絶ちま

せん。このため、不法投棄や違反ごみの防止を図ることを目的にいたしまして、今回シ

ステムを３台設置するものでございます。内容といたしましては、移動式でソーラーに

よります充電方式を採用しまして、記録媒体としてフラッシュメモリーを採用します。

この記録画像につきましては、不法投棄監視カメラシステム運用要綱を制定いたしまし

て、不法投棄を抑止するためにのみ用いるものとして、目的外での利用は行わないこと

を予定しております。 

  それと、設置につきましては、設置場所の土地所有者の許可をいただいた上、そして

当該地域の所属する自治会とも協議いたしまして、監視カメラ設置システム承諾書をい

ただきまして設置をいたします。それと、カメラを設置した場合は、その周知のため周

辺に監視カメラが作動中であることを記載した看板等を同時に設置いたします。 

  それと、警察の協力をいただきまして、行為者を特定し、不法投棄された廃棄物の適

正な処理を推進することを目的にいたしております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   防災課長、吉村泰典君。 

○防災対策課長（吉村泰典君）   私のほうから、議案７６－２４ページのヘリポート

整備工事についてお答えいたします。 

  このヘリポートは、緊急用のヘリポートとして整備したいと考えております。特に自

然災害等で孤立が懸念される市街地から離れたような場所を、香美市内でも幾つか必要

と感じておりますが、そのうち今回緊急経済対策で上げましたのが、別府の使っていな

いテニスコートがありますが、そこを利用しての緊急ヘリポート、それと、もう一つは

繁藤地区で哀悼の広場がありますが、そこを利用しての緊急ヘリポートを予定しており

ます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  まず、議案７６－１７ページについての、関連について伺いたいんですが、プラザ八

王子のほうのボイラーの取りかえ工事ということで、これはわかるんです。これについ
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ての説明はいいんですけど、実際同じように傷んでいる、老人憩いの家も傷んでいると

いうことを言われてましたわね。それについては今回この経済危機対策では取り上げら

れなかったのかという点。それから、実際前回の論議では、老人憩いのほうのおふろを

どうするかということについては今後の検討課題みたいなことを言われてたんですけれ

ども、困窮している方が「おふろに入れない。」と言うて困ってる。相談に来られる方

もおると思うんですが、そういう方にやっぱり、公衆浴場とかなくなって、どういうふ

うな市として配慮をしていくのか。それをあわせて、この件に関して伺わせてもらいま

す。 

  それと、提案説明書の最後にちょっと、議案７６－３２ページに、教育費のところで

すが、説明として「地域活性化・公共投資臨時交付金事業として」云々と書かれてるん

ですけど、耐震関係は公共投資臨時交付金事業というだけではなく、やっぱり安全・安

心な学校づくり交付金と、先ほど提案説明でもあった起債等も充当してやるという認識

でよろしいのか、合算してやるという認識でよろしいのか。その点について、２点まず

お尋ねします。 

○議長（中澤愛水君）   福祉事務所長、小松美公君。 

○福祉事務所長（小松美公君）   山﨑議員のご質問にお答えします。 

  老人憩いの家の検討はしなかったかということですけど、緊急ということもありまし

たし、それからまた公衆浴場ですかね、そういったことの検討ということをしなかった

かということですけど、公衆浴場としての機能とかそういったものを持たせるような考

えは、検討はしておりません。プラザ八王子のほうは、ここ二、三年ぐらい前から当初

予算にも修繕ということで上げておりましたので、今回この事業を契機に上げさせてい

ただきました。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田 隆君）   山﨑議員のご質問にお答え

します。 

  耐震工事のほうですけれども、繁藤小・中学校、鏡野中学校を今回補正で上げており

ます。その財源については、安全・安心な学校づくり交付金と先ほど言いました地域活

性化・公共投資臨時交付金事業の中で実施するようにしております。公共投資臨時交付

金事業、それを活用しながら行います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   福祉事務所長のほうは私の質問の趣旨が伝わってないよう

ですので、まず、プラザ八王子に関してのおふろに対して、困窮している方々に、今後

そしたら老人憩いの家のほうのおふろがもしもたない、ボイラーがもたないという場合

に入ってもらうような格好になっていくのかということを私最終的に聞きたいわけです
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わ、市が公衆浴場をせえということはもちろん申しておりませんので。だから、実際プ

ラザ八王子のことについては重々承知しておりますけど、ボイラーが傷んでるというこ

とも。ただ、あわせて老人憩いの家のほうのボイラーも傷んでるということを伺ってた

ので質問しましたので、再度の答弁をお願いします。 

  それと、議案７６－３２ページのほうですけれども、ということは、ここは地域活性

化・公共投資臨時交付金事業等としてと、財源の内訳は今の説明でわかったんですけれ

ども、この事業としてやるんじゃなくてすべての事業、交付金等を網羅してやるという

認識でいいですね。確認だけです。 

○議長（中澤愛水君）   福祉事務所長、小松美公君。 

○福祉事務所長（小松美公君）   山﨑議員のご質問にお答えします。 

  プラザ八王子のほう、おふろ等で困ってる方に利用させるかというところは検討して

おりません。介護保険事業等に主に使っておりますので、そういうところは考えており

ません。 

  老人憩いの家のほうに関しましても、今回緊急ということでしたのでそこまでは考え

ておりません。ふろ自体は現在もまだ使用できておりますので。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １５番、依光美代子君。 

○１５番（依光美代子君）   １５番、依光です。３点ほどお聞かせください。 

  議案７６－１５ページの５目の備品購入費、公用車を購入されるということで、どの

ようなものを何台買われるか、どこへ配置されるのか教えてください。 

  そして、その次のページの議案７６－１６ページに航空写真撮影及びデジタルオルソ

作成事業、どのような事業で、どういうことに活用されるのか教えてください。 

  もう１点が、議案７６－２５と議案７６－２６ページ、小学校も中学校も備品購入費

の中に学校ＩＣＴ環境整備事業を使って何か備品を購入されるということですが、どの

ようなものを購入されるか教えてください。 

○議長（中澤愛水君）   財政課長、後藤博明君。 

○財政課長（後藤博明君）   議案７６－１５ページ、備品購入費、公用車の件につい

てお答えいたします。 

  現在、香美市の公用車につきまして、登録年数が１５年以上たったものが１４台、そ

れから登録が１０年から１５年未満が３６台、合計で５０台の古い車があります。この

車を順次、最近申してます環境に優しい車、エコカーに入れかえをしたいと、計画では

２０台を予定しております。配属につきましては、基本的にはどこにも配属しません。

一元管理とします。 

○議長（中澤愛水君）   税務課長、高橋 功君。 

○税務課長（高橋 功君）   依光議員の議案７６－１６ページの航空写真撮影及びデ

ジタルオルソ作成業務についてお答えをいたします。 
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  この業務につきましては、固定資産の適正な課税に資するために行うものであります。

内容は航空写真撮影、これはＤＭＣカメラといいますかデジタルマッピングカメラを用

いまして、座標をとりながら撮影をします。そうしたものをデジタルオルソ、写真に落

として、垂直投影写真といいますか上から見た写真というふうな写真を作成するという

業務であります。この作成したデジタルオルソのデータとかいうことにつきましては、

固定資産に限らず他の業務でも活用できる部署があれば活用していただきたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田 隆君）   依光議員のご質問にお答え

いたします。 

  議案７６－２５ページ、議案７６－２６ページの学校管理費の中の備品購入、学校Ｉ

ＣＴ環境整備事業ですけれども、これは、教員の方々にパソコンが全員には整備されて

おりませんので、小学校費の中では６８台、中学校費のほうでは３２台のパソコンを各

学校に整備しようというところです。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   １１番、片岡です。 

  議案７６－２２ページの１５節ですけど、市道中組７号線の改修の予算がついてるん

ですけど、これは起点のほうは今ちょっと拡張していきゆうと思うんですが、これは西

に向かって南国市との境界が、市の境界までこれは完成するのかどうかということを１

点お尋ねします。 

  それからもう一つ、議案７６－２３ページの１５節の工事請負費、前山住宅の取り壊

しということで予算化されてますけれども、これ壊した後そのまま放置したら大きな草

原になると思うんですけど、後の利用についてはどのように考えているかということ。 

  それから、先ほど答弁がありました公用車のことに関連してですけれども、新聞記事

にも大きく発表されたとおり救急車の事故が香美市で発生してると、香美市の車が故障

を起こしたということで、これの経過が何の説明もないですけど、流れとしてどういう

ような状態に現在あるのか説明をお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井 潤君）   片岡議員のご質問にお答えします。 

  議案７６－２２ページの市道中組７号線でございますが、ファミリアのところをちょ

っと何十メートルか昨年整備をいたしました。地元からの要望がずっとあって長いこと

お待たせをしておりましたけども、今回の新しい交付金事業でできるということになり

まして、なるべく南国のほうまでやりたいということで、現在計画をしておりますのが、

今のところ延長６５０メートルというところで、ほとんどあっちのほうまで行き着くん
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じゃないだろうか、あっちのほうといいますか南北の通りになるべく近いところまで行

きたいというふうには思ってます。今のとこ６５０メーターの予定です。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   財政課長、後藤博明君。 

○財政課長（後藤博明君）   議案７６－２３ページ、住宅建設費の中で、前山住宅の

跡地利用の件でございますが、ここにおきましては６世帯おりまして、現在既に黒土の

ほうへ５世帯、それからあと任意で１世帯退去して全員引っ越しを済んでおりまして、

今年のこの事業におきまして取り壊しを行いたいと。ただ、ここを改めて建てかえると

なると用地的にも狭いということで、最終的には処分していく方向で考えております。 

○議長（中澤愛水君）   消防長、竹村 清君。 

○消防長（竹村 清君）   初日の諸般の報告の中の１３ページのほうでかなり詳しく

ご説明をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   議案７６－１５ページでお聞きをします。（６目、企画費、

１８節、備品購入費）地デジ対応テレビですが、これは公共施設のテレビの買いかえと

いうことで、どこどこ、すべての公共施設で買いかえるのか、そして今使っているテレ

ビはどうするのか、買いかえたときに廃棄処分になるのか、あるいはまた廃棄処分にな

ると環境問題等にも影響すると思うんですが、チューナーをつけて使えるもんは使える

ようにするとかそういうことは考えなかったものか。 

  それと、議案７６－２８ページですが、教育集会所費の工事請負費の宝町集会所改修

塗装工事ですが、これは改修も入っておりますので、ご存じかと思うんですけどあそこ

の集会所、非常階段がぼろぼろになってる、危ないということを聞いております。それ

の改修も入っておりますか。その２点をお聞きします。 

○議長（中澤愛水君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   大岸議員のデジタルテレビに関するご質問にお答えをい

たします。 

  買いかえを予定しておりますテレビの台数ですけども、公共施設に設置をしておりま

す現在のテレビについて、買いかえを要するものの調査をいたしました。その結果、２

９台買いかえが必要であるということで、これに係る経費を予算をお願いをしておると

ころでございます。 

  後の処理の問題ですけども、当然もう使用に耐えられない部分を含めて買いかえると

いうことでございますから、廃棄処分をさせていただくということになります。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   生涯学習課長、凢内一秀君。 

○生涯学習課長（凢内一秀君）   議案７６－２８ページの教育集会所費の宝町集会所
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改修塗装工事ということでございますが、ほとんどメーンの工事としましては塗装がメ

ーンですが、若干非常階段が傷んでおりますので、そちらのほう、手すりが外れておる

ところとかそういうのはちょっと改修して塗装をするような予定にはしております。 

○議長（中澤愛水君）   １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   諸般の報告の１３ページ（に詳しく説明している）という

ことでの説明ですけど、事故の内容についてはわかってます。しかし、その後の流れを、

修理しゆうか修理は不可能なのかどうか、そのことを聞きゆうのであって、事故の内容

はここにも報告されてるとおり、新聞誌上でもわかってます。そのことを私は聞きゆう

ところです。 

○議長（中澤愛水君）   消防長、竹村 清君。 

○消防長（竹村 清君）   片岡議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 

  現在双方の保険屋さんのほうが協議をしております、対応については。消防のほうの

救急の対応につきましては、申し上げたとは思いますが予備車、昨年度に１台更新をい

たしまして、それの更新した古いほうを廃車にする予定で置いておりました。９月まで

車検がありますので、それを緊急の場合ということで置いておりました、３台目の車で

すね。それを現在予備車として対応しておりますので、事故をした明くる日から通常ど

おりの救急体制をとれるようにしております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   僕が聞きゆうのは、その車は修理可能なのか、もうだめな

のか、そのことを聞きゆうんです。今の答弁は僕は前にも聞いちょったから。 

○議長（中澤愛水君）   消防長、竹村 清君。 

○消防長（竹村 清君）   お答え申し上げます。 

  車屋さんへ現在入れておりまして、見積もりかれこれ、詳しいことを現在まだ調査を

していただいておりますが、概算でとりあえず知らせてくれということで知らせていた

だいておりますところによりますと、修理は１５０万円を超すのではないかということ

での報告は受けております。エンジンのところまでの影響につきましては、現在まだ詳

細を調査しておりますが、１５０万円を超す修理をかければ直せるのではないかという

ふうに連絡を受けておりますが、何さま更新をしたように、走行距離がもう２０万（キ

ロ）を超しておりますので、修理をして次の更新までそれを乗るのか、現在廃車にする

予定でおったやつを、今現在予備車にしておりますがそれで次の更新まで耐えるのか、

どちらにするかを現在検討しておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   議案７６－２０ページでお伺いをします。菌床生産センター
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の件で、後で議案も出てきますし、議員協議会で一定の説明を受けて、大変わかりにく

い説明でして…。 

（笑い声あり） 

○４番（大岸眞弓君）    資料もちょっといただきました。その資料等見ながらこの

３,８００万円の、これは高圧殺菌がまを更新する費用と思うんですが、高圧殺菌がま

が３,８００万円するのか、もうちょっと（値段が）する高圧がまに対して３,８００万

円を補助するという額なのか、それを１点お聞きをしたいです。 

  それから、このフローシートによりますと、左のほうですが、真ん中辺の２つ囲みの

枠がありまして、「組合への譲渡移管と高圧殺菌がま更新事業について県と協議」とい

うふうに云々とありまして、そのときに、県と協議をしておるときには林業構造改善事

業、国庫補助を使って、あるいは高知県元気のでる市町村総合補助金を使ってとかいう

ふうな検討もされておって、そうしゆううちに今回この経済危機対策の臨時交付金事業

が出たので、それで対応することにしたということなんですが、当初国庫補助とか県の

補助金を使ってやろうとしたときも３,８００万円ほどの額を想定して協議をしていた

のかということが１点と、それから、下のほうに行きましてフローシートですが、「平

成２１年６月２２日の定期総会で高圧殺菌がま等の予算案等可決」とありますが、これ

がちょっとわからない。補正を今議会では審議中でして、先にこっちのほうで予算が可

決されているというところの辺が何かいま一つわからないんですが、どういう話がされ

ておるものかお聞きをしたいです。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   まず最初の高圧殺菌がまの内容でございますが、これは、

全体の事業費は４,０００万円かかります。ただ、市から生産組合に補助金で出す場合

は、消費税は生産組合の自己負担ということになりますので一応３,８００万円の予算

を計上しております。中身につきましては、殺菌がまの撤去費とか、それから殺菌がま

のそのものの経費、また配管工事とか、それから殺菌台車とか、それと菌床自動詰め機

一式とかというふうな内容になっております。 

  それと、今回の地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業でやる、これ途中から出て

きましたので、その前にいろんな、平成２１年の、今年３月に実は香北町菌床生産組合

のほうから小型殺菌がまの更新をしたいということで香美市のほうに要望がございまし

た。それで、林政課を含めていろいろ事業の導入等につきまして検討した中で、林業構

造改善事業とか、それから高知県元気のでる市町村総合補助金とかいうことでも検討し

ました。その中で、要望の段階では３,８００万円ぐらいということで見積もりをとっ

ていただいて、要望も出てきておりましたので大体これで作業を進めてきました。 

  平成２１年６月２２日、組合のほうで高圧殺菌がま等の予算案可決ということですが、

これは事業をやる場合に、要は生産組合でその施設、事業をやるかどうかという議決を

いただいておかんとうちとしては事業ができないというところもありまして、事前にそ
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ういう形で議決をいただいております。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）    さっき生産組合のほうから３,８００万円の見積もりで来て

おったと、それでいろんな補助事業を模索をしよったということですが、その見積もり

に対して、例えば林業構造改善事業とか高知県元気のでる市町村総合補助金とかいうの

を使った場合も３,８００万円丸々補助されるという事業ですか、この２つは。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   大体そういうことで進めておりましたので、そういうこ

とです。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   後で議案も出てきますのでそのときにまたお聞きしたいと思

うんですが、無償貸与ということで、当初譲渡と言ってたのがいろいろ支障が出まして、

無償貸与ということで条例廃止の議案が出るんですけれども、組合に対して市が、市の

財産であり、いろんなものを無償貸与することがそういうふうに議案として上がってき

ている段階で、この３,８００万円のお金を打ってかまを市が買いかえる、更新すると

いうことについて、地域の地場産業の育成ということではもちろん支援するのはいいこ

とだと思うんですけれども、少し、ほかにもいろんな産業ありますよね、そういうとこ

ろとの整合性といいますか、市民の理解がこの３,８００万円について得られるという

ふうにお考えでしょうか。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   今までは、香北町菌床生産組合のほうの施設につきまし

ては市のほうで管理して、組合に貸し付けをして、使用料をいただいて運営をしてきま

した。生産組合のほうの経営的な内容も、現在はある程度積み立てもできて安定をして

おります。そういうところもありまして、今でないとなかなか、市の資産を菌床生産組

合のほうに渡して事業を行っていただくということは今以外にないということもありま

して、高圧殺菌がまの導入も含めてお願いしたいというところで進めております。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   議案７６－１５ページの先ほどの公用車のことについて、

再度関連して伺うんですけど、２０台ということで説明を受けたんですけど、エコカー

という、エコの中身ですわね、私以前、議会等ではアイドリングストップとかいうこと

で、そういう車のことも踏まえて言ったんですけど、高いのでなかなか買えないとかい

う当時の財政課長の答弁があったと思うんですけど、今度のエコの中身はどういう中身

で、またエコカーやったらどういうふうに職員に周知していくのかと、乗り方等ですわ

ね、そういうことは全然ないのかと。 

  それと、２０台になると大きな規模になるんですが、発注は香美市の市内の車屋さん

からお買い求めになるのか、一括発注なのか、順次していくのか、その点についてお尋
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ねします。 

○議長（中澤愛水君）   財政課長、後藤博明君。 

○財政課長（後藤博明君）   お答えいたします。 

  今回の公用車の買いかえにつきましては、先ほど申しましたように古い車５０台あり

ます。その部分について、現在も順次古い分につきましては廃車をしてきております。

その中で、今回こういう交付金事業がございましたので、この際老朽化それから修理費

がかさむものにつきましては、環境対応車、ほとんど想定しているのは軽自動車なんで

すが、その分について置きかえていこうという趣旨でございます。先ほど基本的にはど

こにも配車はしないということでございましたけど、出先の分とか、それから特殊なダ

ンプ、そういった部分についてはその所属が決まっておりますけど、その他の部分につ

いては管財のほうで一括管理して、最終的に新庁舎のときには公用車は５０台前後にな

ろうかと思いますので、それを目指して対応していきたいと。ただ、基本的には入札に

なりますので、私どものほうへ指名競争の申請が来ておる部分の中で入札をしていきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   関連。 

  最後の部分の指名（入札）されるということですが、それは市内、市外を問わないと、

地域性という加味されるときにどうなのかということで、やっぱりそこら辺の配慮につ

いてのご見解を求めます。 

○議長（中澤愛水君）   財政課長、後藤博明君。 

○財政課長（後藤博明君）   お答えします。 

  今までも公用車の買いかえにつきましては、市内業者さんで指名願が出ておる方を中

心に選考して入札を行ってきた経過がございますんで、それに準じていきたいというふ

うには考えております。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   討論がないようですから、これで討論を終わります。 

  これから、議案第７６号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第７６号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時１０分間休憩をいたします。 

（午前１０時３０分 休憩） 
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（午前１０時４２分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  日程第１３、議案第７７号、平成２１年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

  執行部から提案理由の説明を求めます。水道課長、久保和昭君。 

○水道課長（久保和昭君）   議案第７７号を提案説明します。議案７７－２ページを

お願いします。 

  平成２１年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２１年度香美市の簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５億９,４７０万７,０００円とする。 

  第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年６月３０日提出、香美市長 門槇夫 

  提案理由 

  事業費等に変更の必要が生じたため、補正予算を調製したので、地方自治法第２１８

条第１項の規定により提案する。 

  第１表、歳入歳出予算補正、議案７７－３ページ、議案７７－４ページ及び議案７７

－５ページ、議案７７－６ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、議

案７７－９ページの補正予算提案説明書により説明させていただきます。議案７７－９

ページをお願いします。 

  平成２１年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）提案説明書 

  今回の補正予算規模は、歳入歳出予算の総額に２億円を追加し、歳入歳出予算それぞ

れ５億９,４７０万７,０００円としました。 

  補正予算の概要は次のとおりです。 

  （歳入） 

  ２款「繰入金」 

  一般会計繰入金２億円を追加しました。 

  この財源は、地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業によるものでございます。 

  （歳出） 

  １款「事業費」 

  １項簡易水道費で、水道施設集中監視装置更新工事費２億円の追加となりました。 

  議案７７－８ページをお願いします。水道施設集中監視装置更新工事費の２億円につ
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きまして説明申し上げます。 

  市域の水道施設は、土佐山田町地域８施設、香北町地域１０施設、物部町地域９施設

の合計２７の水道事業施設があります。その事業区域の中には、水源地、浄水場、配水

池などの主要施設が３６施設ありますが、施設の管理、監視につきましては、依然とし

て旧町村単位でそれぞれ行っております。新市としまして、一体性を確保する面からも

本庁にて集中管理する必要があります。また、本庁、各支所に設置しています監視装置

は、経年による物理特性の劣化、能力の低下や計装の未設置施設があることから、この

装置の更新と補完が必須となっています。今回のシステムの更新と新規設置で市内の水

道施設を一元に集中監視し、施設機能の充実、維持管理費の軽減を図りながら、近い将

来発生が予想されている南海地震など、災害による被害を短期間に復旧できるよう防災

機能も強化していきます。 

  次に、契約方法につきましては、この補正予算額２億円を上限としましてプロポーザ

ル方式、提案型で、既設の計装機器を最大限に活用しまして、提案、設計、製作、現地

施工までの契約を予定しております。また情報技術の進む中、各社それぞれ提案のイニ

シャルコスト、初期経費やランニングコスト、運転経費を総合的に慎重に審査いたしま

して、最適者を特定し契約する予定でございます。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（中澤愛水君）   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

  ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  丁寧な説明をいただいたわけですけど、説明の中で本庁で集中的管理をするというこ

とですが、以前聞いて、水道課のほうは旧フジヤ、第２北庁舎のほうで、将来的には構

想ということも言われてたんですけど、これ実際この仕組み自体は（本庁舎の）３階へ

来るわけですか、それとも第２北庁舎のほうへ行くんですかね、その点をまずお伺いし

ます。 

○議長（中澤愛水君）   水道課長、久保和昭君。 

○水道課長（久保和昭君）   施設更新の内容につきましてですが、基本設計につきま

しては、現在検討中でありますが各施設の運転状況、水位や流量ポンプ、それから故障

等を集中監視するわけでございますが、それは第２北庁舎に、本庁舎の移転時に移ると

いうことで、本庁舎で集中管理をするということでございます。なお、現在情報技術が

大変進んでおりますので、携帯電話、パソコン等で各支所にも情報が伝達できるという

ふうなことを今のところ考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   第２北庁舎ということの認識でいいと思うんですけど、そ
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したら職員の配置ですわね、当面は、新庁舎ができるまでは。それから、稼働がいつに

なるのか、集中監視自体の、新庁舎より（稼働が）早ければ職員も配置せんといかんと

いうふうになるんですけど、そこら辺の課としての見通しはどうなってるのかお願いし

ます。 

○議長（中澤愛水君）   水道課長、久保和昭君。 

○水道課長（久保和昭君）   お答えします。 

  稼働につきましては、平成２１年度３月末の完成を予定しております。ただ、新庁舎

ができ上がるまで、１年間ぐらいの時間がありますが、両方並行して監視できるような

体制でやっていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   プロポーザル方式でやりたいということですけど、そうい

う業者さんとしてはどれほどな業者が予定されてるかいうことをちょっと。それは、そ

ういうことのできる業者さんというものは市内にはいないのではないかと思うんですが、

どうですか。 

○議長（中澤愛水君）   水道課長、久保和昭君。 

○水道課長（久保和昭君）   お答えします。 

  業者といたしましては、水道の計装設備、計装設備いいましたら浄水場とかの流量と

か残留塩素の測定する機械を扱っている業者の、情報技術を持った業者で全国的な業者

ということでございます。市内の業者には今のところそんな大きい、こういった情報技

術をやっている業者はいないところでございます。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １３番、竹平豊久君。 

○１３番（竹平豊久君）   １３番です。 

  先ほど詳しい工事内容等についてもご説明がありました。私が聞きたいのは、今回の

２億円、これが事業費のマックスであって、今言われたようなプロポーザル方式という

ことであればこれを踏まえた、この金額を踏まえたそういったプロポーザル方式でこの

計画を実施に向けているのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（中澤愛水君）   水道課長、久保和昭君。 

○水道課長（久保和昭君）   お答えします。 

  この２億円が高いか安いか、２億円がどのように予算計上したというご質問であるか

と思います。この２億円を決定する前に各業者それぞれ見積書を提示をいただきました。

最低価格が１億９,５００万円ぐらいだったと思います、それから３億４,０００万円ま

で幅広く、業者それぞれいろんな形態での、見積書をいただきました。その中で平均的

が２億５,０００万円。２億５,０００万円でやろうと思いましたけど、金額も大きいと
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いうことで、１億９,５００万円があったことから２億円という設定をさしていただき

ました。その２億円の上限で、各社にできることをやっていただくことで、１億円にな

るかもしれません、安かろう悪かろうではいきませんけど、そんなことで、２億円の上

限で、２億円の中で業者にそれぞれ提案していただいて、えいものをつくっていただく

よう考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   １３番、竹平豊久君。 

○１３番（竹平豊久君）   関連です。 

  ご説明わかりました。要は、この金額はともかくといたしまして、今の説明でいいま

すと１億９,５００万円から３億円近い幅があったといった中で、今回こういった金額

でという、予算化をしたということですが、これは非常に水道事業のことで、日々欠か

すことのできない大切な業務でございますので、そこのあたりは、金額ももちろん大事

ですが市が目指そうとしているそういった水道の施設の監視システム、これが十分に生

かせれるかどうかというのが一番の問題であろうかと思うんですね。ですから、そこの

あたりを、金額とにらめ合わせしながらプロポーザル方式でやっていただきたいという

ふうに思うわけですが、どうでしょうか。 

○議長（中澤愛水君）   水道課長、久保和昭君。 

○水道課長（久保和昭君）   お答えします。 

  プロポーザル方式でそれぞれ各社からご意見、ご提案をいただいていますが、その中

で先進事例もありますので、先進事例を踏まえた上で、今のところ水道課のほうでコン

サルタントに委託して基本設計を立ち上げておるところでございます。７月末には基本

設計が仕上がり、その基本設計の中に我々が望んでいる、香美市として最高の水道維持

管理システムということであります。そんなことも含めまして、いろいろ勉強しながら

この事業を完成させたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑ありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   討論がないようですから、これで討論を終わります。 

  これから、議案第７７号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第７７号は、原案のとおり可決されました。 
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  日程第１４、議案第７８号、香美市菌床生産センターの設置及び管理に関する条例を

廃止する条例の制定についてを議題とします。 

  執行部から提案理由の説明を求めます。林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   議案第７８号を説明させていただきます。 

  議案第７８号、香美市菌床生産センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例

の制定について 

  平成２１年６月３０日提出、香美市長 門槇夫 

  香美市菌床生産センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

  香美市菌床生産センターの設置及び管理に関する条例（平成１８年香美市条例第１７

９号）は、廃止する。 

  附則 

  この条例は、平成２１年７月１日から施行する。 

  提案理由 

  当施設は、旧香北町が山村地域の産業振興、活性化に寄与するために平成２～４年度

に整備し、当時から香北町菌床生産組合が施設使用者として菌床の生産を続け、行政が、

施設の管理者として、施設の増設や修繕、備品の新規購入、更新等で組合の事業を支援

してきた結果、現在、組合の経営もある程度安定し、菌床椎茸生産量では、当市が高知

県下第１位の産地となっている。このことから、町立で始めた菌床生産センターは、政

策上、一定の成果を上げることができたと判断される。 

  こうした経過をふまえ、今後のセンターの運営については、当センターの使用者であ

り市内で唯一の菌床製造者である当組合が、施設の管理、製造も含めて全般的に自立し

ていけるような支援の方向に転換したい。 

  ついては、地方自治法第２３８条の４第１項の規定により条例で定めた行政財産は当

組合に貸し付けることができないことから、本条例を廃止し普通財産にしたうえで、当

組合に、センターの敷地を除く全施設を現状で無償貸与したく条例を廃止するものです。 

  ご審議をお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   いただいております資料をもとにもう少しお聞きをしたいと

思うんですが、平成２年から平成４年まで、ここに、提案理由にもありますように旧香

北町が山村地域の産業振興のために整備をして、菌床組合が施設使用者として菌床の生

産を続けたと。それで、当時組合の方も幾らか出資をされたと思うんですが、その出資

額等がわかりましたらということと、構成メンバー、それがわかりましたらお聞きをし

たいです。 

  それと、このいただいておりますフローシートで、菌床生産センターが建設をされま



 

－30－ 

して、すぐ下の囲みに、平成１７年９月に移管を検討して、譲渡を協議をしてるわけで

すが、組合に譲渡を打診したときに、現状維持というふうに立ち消えになったと、この

譲渡の話が。このときなぜ立ち消えになったのか、そのときの詳しい経過がわかりまし

たらお願いをします。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   お答えします。 

  出資額ですけど、創業当初借り入れた、これは多分連名で借り入れたんじゃないかと

思いますけど５,０００万円ほどあったようです。 

  それから、メンバーですが、現在の香北町菌床生産組合のメンバーは、従業員数が、

正職員が２名、臨時とパートが９名で、計１１名となっております。 

  それから、今までの途中で譲渡の方向で検討もしておりました。そのあれですけど、

譲渡を考えておりまして、それがどうしてできなかったかというところでございますが、

国庫事業の場合、補助対象事業費が３,０００万円以上の施設を他の団体に移管する場

合は、法人格がある農事組合法人などの資格が必要でございますが、その当時の菌床生

産組合は法人の資格を有しておりませんので移管を受けることができませんでした。ま

た、市が施設を譲渡することによりまして、譲渡施設に対する固定資産税が発生するこ

とは承知しておりましたが、税理士などの話としまして、耐用年数が残っております鉄

骨平家スレートぶきの建物４棟、これは３５年の耐用年数がございまして、平成２年か

ら平成３年にかけまして建てられておりますのでまだ１７年ぐらいの耐用年数が残って

おります。それで、この４棟につきましては、耐用年数に応じた償却率で算出した施設

の残存価格が約１億２,０００万円ぐらいになります。この中で、国・県の補助金相当

額を除く旧香北町の自己負担額が約４０％で４,８００万円となります。補助金相当額

は非課税ですが、旧香北町の自己負担額相当額の分が、組合に譲渡を受けた場合利益が

あったと判断され、無償譲渡物の評価額が４,８００万円、法人税率の実効税率が、約

４０％ぐらいに当たる１,９００万円が課税されるということがわかりましたので、こ

の無償譲渡についての話は取りやめになりました。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   その説明はこの前もお聞きして不思議に思うのが、平成１７

年９月に（移管を県と協議）、この（平成１７年）１２月（旧香北町）議会に提案して、

譲渡日が平成１８年２月と予定したけれども、このときも譲渡する話が立ち消えになっ

てるわけですね。今回のことじゃなくて、そのときの経過を聞きゆうわけですが、それ

同じご答弁ですか。 

（林政課長、岡本博臣君、自席から「ええ。」と発言する。） 

○４番（大岸眞弓君）   そうなると、今回なぜ、無償譲渡言ってたのに貸与にすると

言いましたわね、同じことを２回やったのかなと思って、ちょっと不思議に思って聞い

たんですが、平成１８年２月でそういう方法はだめだということになってたのを、また



 

－31－ 

今回そういう話をしようとしていたのか。 

  それと、今構成員をお聞きしましたら、人数は教えていただきましてあれですが、組

合長はどなたでしょうか。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   平成１７年９月に、資料のほうに書いておりますけど、

当時のいきさつは旧香北町の時代のことでございますので、内容的にちょっとわからな

いところがあります。 

○議長（中澤愛水君）   香北支所長、二宮明男君。 

○香北支所長（二宮明男君）   大岸議員さんのご質問にお答えいたします。 

  当時の、平成１７年９月でございますけれども、この段階におきましては、菌床生産

組合のほうに一応打診をいたしただけでございます。その段階におきまして、先ほど林

政課長が申しました、平成３年の設立当時から５,０００万円の借り入れもございまし

て、まだ自己資金の積み立てが少なく、借り入れもございましたので、組合として建物

を譲渡するということは非常に難しいということでございますので、議会にもかけては

おりません。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   菌床生産組合の組合長は、旧香北町長の野島民雄氏でご

ざいます。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  この提案理由の中での無償貸与について、るるこの間説明を受けたわけですけれども、

その説明の中で、今後も、貸与しても修繕等については補助金を使って云々らいうこと

も言ってたんですが、実際に契約の素案自体はできてるのか。また、内容等にはきれい

に、今後のかかわりも含めてのことはのけて、純粋なやっぱり契約書として結ばれてい

くということについてちょっと不安が残るんですけど、そこのところいかがでしょうか、

お尋ねします。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   契約書につきましては、一応作成しております。今後に

つきましては、今までは市のほうで管理して、貸し付けて使用料をいただいておりまし

たが、今後につきましては無償貸与、使用貸借を行いますので、借り受けたほうがもう

すべて、維持修繕費、維持管理費、すべて受けたほうが行っていくということで、それ

と、市として後々の支援ができるということになりますのは、補助事業の導入をしてあ

げたりとか、そういう面では支援ができると考えております。 

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   最後に言われた市としての支援という分は、もちろん組合
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があってやりゆうわけですので、組合がいろいろ要望してくると思うんですけど、ほか

にもいっぱい組合あったりして、支援もしてもらいたいと思ってるけど、今後無償貸与

していく中でやっぱり独立性を確保して、自分んくの経営は自分んくが、自分んくの経

営手腕で乗り切っていくということが大切になろうと思いますので、市内さまざまな組

合等があって頑張ってやっていく中で、やはり公平的な扱いを、もちろん産業育成の側

面はわかりますよ。そういうことについて、契約等も素案ができてるということですの

で、実際またお見せいただきたいということをお願いしておきます。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   契約書、一応案ということでできておりまして、それで、

結んだ後に、もし、何ていいますか情報公開の対象にもなろうかと思いますので、そう

いう請求がございましたらお出ししたいと思います。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑ありませんか。 

  １３番、竹平豊久君。 

○１３番（竹平豊久君）   １３番です。ただいま答弁の確認という意味合いでお聞き

をいたします。 

  要するに、この提案理由の、なかなか詳しく説明をいただきましたのでよく理解でき

ました。今後は生産組合が基本的には自己完結でこの事業を運営していくということで、

一方では市のほうが、そういった運営をしていく中で施設とか設備等にいろいろふぐあ

い等が生じた場合に補助事業、先ほども議案でも出ておりましたが、そういったことを

側面から事務手続上とかいうようなことで支援をしていくということと理解したわけで

す。 

  そして、もう１点は、この資料にもございますように無償で貸与と、貸借契約という

ことがございましたが、単年度契約ということですが、一応これ、ただいまの説明によ

りますと契約書はできておるということでございましたが、その契約の内容というもの

は一応情報開示という方向でいけるのか、その２点を確認をしておきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   契約につきましては、毎年度更新ということで、期間は

１年で行っていきたいというふうに考えております。 

  それと何やったかな？済みません、もう１点？ 

○１３番（竹平豊久君）   この提案理由にございますように、これの内容を読みます

と一応今後は生産組合が運営事業については自己完結を基本とすると、行政側はこうい

った組合に対して、いわゆる側面といいますか、いろいろの補助事業等が生産組合のほ

うから上がってきた場合に事務手続等で支援をしていくというかかわり、かかわりと言

うと言葉が悪いですが市はそのような方向でやっていくのかということと、契約につい

ては情報開示ができるのかということです。 
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○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   そういう方向でやっていきたいと考えております。 

  それと、情報開示につきましては、情報開示ができます。 

○議長（中澤愛水君）   ちょっと資料の訂正をしたいと思いますので。 

  林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   資料の中ほどよりちょっと下に、平成２１年６月１７日

の「議運」となってますけど、そこ、「議員協議会」に訂正をお願いします。 

  それと一番下の、６月２５日に「議運」に追加議案の説明変更となってますけれども、

これも「議員協議会」でございます。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   全体伺って、議員協議会で、今ご説明ありましたが、譲渡と

いうことで説明を受けておったらまた無償貸与だと。非常に走りながら急いでやってお

るというふうな感じが否めないんですけれども。それで、さっき情報公開請求があった

ら公開するということでしたが、議会はこの条例を議決をせんといかんわけですので、

無償貸与ということで議決をせんといかんわけですが、その貸与の条件というのは非常

に重要になってくるんじゃないかと思います。素案ができておればそういうものも示し

て、やっぱり資料として議会には出すべきじゃないかと思うんですが、請求があったら

公開するじゃなくて。どうでしょうか、そのあたり。 

○議長（中澤愛水君）   林政課長、岡本博臣君。 

○林政課長（岡本博臣君）   走り走りになりました事業の推進ですが、これは実はシ

イタケの菌床高圧殺菌がまは受注生産というところがありまして、会社が受注を受けて

（納品まで）約５カ月かかるというところがあります。それで、もしこれが９月議会で

議決いただきましたら、多分１０月中旬ごろから発注をして、契約をして、作業を進め

ていかなければならないというところがありまして、できるのが多分２月の終わりか３

月初めぐらいというところで、もし受注を受けたほうで何かトラブルでもありましたら

作業が非常におくれて、年を越すという可能性もありましたので、どうしても無理をし

て６月議会に上げて、全部作業が進めれるようにしておかなければいけないということ

で、走り走りのことになりましていろいろ不備が生じております。 

  それと、無償契約の契約書の内容ですが、確かに議員協議会等で案を示して、皆さん

にご協議をしていただいておればよかったのですが、そういうことすら手が回りません

でしたので、今後はこういうことがないように、またこれを機会に勉強しまして対応し

ていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   今のかまのご説明を聞きまして、緊急性が非常によくわかり

ました。当初からそういう説明をきちんとしておってくださればこんなにいろいろ言う
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ことないわけですよ。なぜ６月議会なんだと、急にこんなに来て、今のご説明でよくわ

かりました。今、課長もおっしゃいましたように、やっぱり執行部の方は議案を出すの

にそういうことがないように、やっぱりそういう不備がないように留意をして、それか

ら資料もちゃんと整えて、このフローシートも要望してやっと出していただいたもので

すが、審議が十分できるような形で提案をしていただきたいと思いますので、その点は

指摘しておきたいと思います。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑はございませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   討論がないようですから、これで討論を終わります。 

  これから、議案第７８号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第７８号は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１５、意見書案第６号、核兵器廃絶の国際条約締結へ、政府の具体的な努力を

求める意見書の提出についてを議題とします。 

  まず、提案者から提案理由の説明を求めます。黒岩 徹君。 

○１６番（黒岩 徹君）   意見書案の朗読をもって提案理由の説明にかえたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

  意見書案第６号、核兵器廃絶の国際条約締結へ、政府の具体的な努力を求める意見書

の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し下記の意見書を提出します。 

  平成２１年６月３０日、香美市議会議長 中澤愛水殿、提出者 香美市議会議員 黒

岩 徹、賛成者 同 比与森光俊、賛成者 同 竹内俊夫 

（案文朗読） 

  以上でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いします。 

【意見書案第６号 巻末に掲載】 

○議長（中澤愛水君）   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 
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「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   討論がないようですから、これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第６号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   ありがとうございました。全員賛成であります。よって、意

見書案第６号は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１６、意見書案第７号、企業・団体の政治献金を全面的に禁止し、政党助成金

の廃止を求める意見書の提出についてを議題とします。 

  まず、提案者から提案理由の説明を求めます。４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   ４番、大岸眞弓です。 

  意見書案第７号、企業・団体の政治献金を全面的に禁止し、政党助成金の廃止を求め

る意見書の提出について 

  案文を朗読しまして提案理由とさせていただきます。 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し下記の意見書を提出します。 

  平成２１年６月３０日提出、香美市議会議長 中澤愛水殿、提出者 香美市議会議員 

大岸眞弓、賛成者 同 久保信、賛成者 同 山崎晃子 

（案文朗読） 

  以上でございます。同僚議員の皆様のご賛同をよろしくお願いします。 

【意見書案第７号 巻末に掲載】 

○議長（中澤愛水君）   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

  ３番。 

  討論がありますが、まず、原案に反対の方の討論を許します。討論はありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   それでは次に、賛成の方の討論を許します。 

  ３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番、山﨑龍太郎です。 

  意見書案第７号、企業・団体の政治献金を全面的に禁止し、政党助成金の廃止を求め

る意見書案に賛成の立場で討論を行います。 

  ６月１９日に西松建設献金疑惑問題で国沢前社長の初公判が行われ、検察側は冒頭陳

述で、「岩手、秋田両県の公共工事の談合で、小沢一郎民主党代表代行の事務所の意向

が天の声とされ、本命業者選定に決定的な影響力を及ぼした。」との報道がありました。
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また、献金の違法性を裏づける証拠として、既に起訴されている公設第一秘書の供述調

書では、政治団体からの献金が実際には西松建設からの献金と知っていたとされていま

す。国沢前社長は、「小沢先生の関心を買い、工事を受注させていただくために違法献

金した。」と供述しているとのことであります。同様の疑惑は二階経済産業省（大臣）

の名前も上がっています。つい先日は、先物取引会社オリエント貿易など、グループ数

社が与謝野財務大臣や渡辺元行革担当大臣に迂回献金を行っていたのではないかとの疑

惑も報じられました。ダミー団体を通じての献金は、西松建設の違法献金疑惑と同様の

構図です。これまでも日本の政治史上ロッキード、リクルート、佐川急便などなど、政

治家と金をめぐる疑惑事件は後を絶たず、主権者国民は政治不信を募らせています。 

  政治資金オンブズマン代表の上脇博之神戸学院大学大学院教授は、各政党本部に企

業・団体献金の全面禁止を求める要求書を提出しています。その中で今回の政治資金疑

惑に触れ、「このような事態は、議会制民主主義の危機であり、国民主権の点でも看過

できない重要問題」だと指摘し、企業・団体献金などを全面的に禁止すべきであると訴

えています。その理由として、「（１）企業・団体献金の本質は利益誘導である！」一

般論として企業が自己の利益にならない寄附をすれば背任罪になる可能性が、他方、自

己の利益になる寄附をすればわいろになる可能性があり、いずれにしても問題がある。

また、「企業・団体が個人よりも高額な政治献金をして利益誘導を行ってしまえば、政

治や選挙が不正に歪められる危険性がある。」と指摘しております。２点目に、そもそ

も政治的な寄附は主権者である国民個人だけが行えるものである。政治における寄附は、

政治的主義、主張、思想、信念に基づいて行われるもので、その政治的主義などを有す

るのは、本来、個々の人間だけである。政治的寄附は選挙権と表裏一体の関係にあるか

ら、選挙権を有しない企業・団体には政治献金をする資格がないと言わざるを得ないと

述べております。また、企業・団体献金は、１９９４年に政党助成法が導入されたとき、

５年度後には禁止されるはずだったが、いまだに禁止されず、二重取りの状態が続いて

いるので、一日も早く国会公約を果たすべきであると述べていますが、まさにそのとお

りではないでしょうか。さらに、日本経団連は、２００３年９月に１０項目の優先政策

事項を発表し、２００４年１月にはそれに基づき自民党と民主党の各政策を評価し、そ

れに応じて傘下の企業に政治献金をあっせんし始め、今日まで続いております。これは

主権者国民からすると日本経団連による政党政策の買収に相当するものであり、こうし

た買収に利用されないためにも企業・団体献金は禁止するべきであると主張しており、

一々当然至極です。 

  また、政党助成金が導入されて２００８年までの１４年間で、日本共産党以外の政党

が受け取った総額が４,４００億円に達しています。政党助成金の使い道は自由で、タ

クシー代や高級料亭での飲食代、事務所の応接セット、自動車代の支払いや党大会の会

場費などにも使われています。国民には医療費の抑制や生活保護、母子加算の削減、障

がい者福祉費の削減などを押しつけながら、一方で国民の税金を分け取りにして使途が
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問われないなどの政党助成金は、すぐにでも廃止すべきと考えます。 

  以上の点から、本意見書案に賛成の旨を表明し討論といたします。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   討論がないようですから、これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第７号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   賛成少数であります。よって、意見書案第７号は、否決され

ました。 

  日程第１７、意見書案第８号、「農地法の一部を改正する法律」の凍結を求める意見

書の提出についてを議題とします。 

  まず、提案者から提案理由の説明を求めます。１７番、竹内俊夫君。 

○１７番（竹内俊夫君）   意見書案第８号、「農地法の一部を改正する法律」の凍結

を求める意見書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両院議長及び内閣総理大臣並びに関係各大

臣に対し下記の意見書を提出します。 

  平成２１年６月３０日提出、香美市議会議長 中澤愛水殿、提出者 香美市議会議員 

竹内俊夫、賛成者 同 黒岩 徹、賛成者 同 比与森光俊 

（案文朗読） 

  以上です。よろしくお願いします。 

【意見書案第８号 巻末に掲載】 

○議長（中澤愛水君）   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

  ２２番、西村成君。 

○２２番（西村成君）   ちょっと字句を修正したらどうかと思います。提案者にち

ょっとお尋ねしますが、（２枚目の）文の下から５行目「安全な国産食料の安全供給」

という、これは「安全」が先に入っておるわけですが、「安全な国産食料」であります

ので、次は「安定供給」やと思いますね。そうと違いますろう？「安定供給」になりま

すろう。 

（１７番、竹内俊夫君、自席から「そうそう。」と発言する。） 

○２２番（西村成君）   「安全」が先に入っちゅうき、後は安定な供給やというこ

とが正しいと思いますが、それでよかったら、その１字訂正しちょいたらどうかと思い

ますが。 

○議長（中澤愛水君）   提出者、１７番、竹内俊夫君。 

○１７番（竹内俊夫君）   字句の訂正をいたします。先ほど指摘もありましたところ

ですが、（２枚目の）最後の下から５行目です。「安全な国産食料の安全供給のために
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も」となっておりますが、そこを「安全な国産食料の安定供給のためにも」と直してい

ただきますようにお願いいたします。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   討論がないようですから、これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第８号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、意見書案第８号は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１８、意見書案第９号、ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書の提出につ

いてを議題とします。 

  まず、提案者から提案理由の説明を求めます。３番、山﨑龍太郎君。 

○３番（山﨑龍太郎君）   意見書案第９号、ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見

書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し下記の意見書を提出します。 

  平成２１年６月３０日提出、香美市議会議長 中澤愛水殿、提出者 香美市議会議員 

山﨑龍太郎、賛成者 同 片岡守春、賛成者 同 山崎晃子 

  案文を朗読して提案をさせていただきます。 

（案文朗読） 

  補足説明を若干させていただきます。 

  昨年７月１４日、南裁判長は、ソフトランディングできないかと和解提起を行いまし

た。原告４団体、国労闘争団全国連絡会議、鉄道運輸機構訴訟原告団、全動労・鉄道運

輸機構訴訟原告団、鉄建公団訴訟原告団でございますが、この原告４団体は受け入れを

表明し、被告の鉄道運輸機構を管轄する冬柴国土交通大臣も、記者会見で和解に応じる

ように促すとともに、みずからも「誠心誠意努力する。」と発言したところです。そし

て、翌日７月１５日、閣議後の記者会見で、お受けし、その努力はすべきだと鉄道運輸

機構に応じるよう促した経過がございます。しかし、被告が弁護士の和解への抵抗と内

閣改造で大臣がかわったこともあり、政府主導の解決の道は現在閉ざされております。 

  本市には、争議団に参加し闘争されている方はおられません。しかし、数多くの支援

者はおられます。この問題の全面解決を求める団体、個人署名も進めていると伺ってお

ります。本意見書は、そのような地方の支援者の声を受け、和解のテーブルを徹底する
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よう強く求めるものであります。 

  以上、補足説明いたします。よろしくお願いいたします。 

【意見書案第９号 巻末に掲載】 

○議長（中澤愛水君）   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず、原案に反対の方の討論を許します。討論はありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   次に、賛成者の討論を許します。 

  １０番、山崎晃子君。 

○１０番（山崎晃子君）   １０番、山崎晃子です。私は、意見書案第９号、ＪＲ不採

用問題の早期解決を求める意見書案に賛成の立場で討論を行います。 

  １９８７年の国鉄分割民営化に際して、８,０００名以上の労働者が、国労などの特

定組合に所属していたことを理由にＪＲから採用を拒否されました。そして、１９９０

年４月に国鉄生産事業団から解雇されました。これによって、解雇された労働者とその

家族は、生活を破壊され経済的に困難な生活を余儀なくされています。意見書にもあり

ますように、１９８７年に国会の法案審議の中で、当時の中曽根首相は、「１人も路頭

に迷わせない。」と明言しています。また、当時の橋本運輸大臣も、「ＪＲの採用に当

たって、労働組合所属による差別があってはならない。」と答弁し、附帯決議もされて

いました。しかし、実際にはそれらの答弁や決議は守られませんでした。国労以外の組

合に加入していた職員は、病気などの理由で採用されなかった２９人を除くと採用率は

ほぼ１００％であるのに対し、国労組合員の場合はＪＲ北海道で４５％、ＪＲ九州で４

４％の採用率であり、他の組合と比べ半分程度の採用率となっていること、そして、Ｊ

Ｒ全体で不採用者の７割を国労組合員が占めているということが１９８７年２月２０日

の朝日新聞の報道で明らかにされました。国際労働機関ＩＬＯは、１９９９年１１月以

降、２００４年６月までに６回にわたって、「政府によって対処される問題であり、早

急に政府関係者が多くの労働者に受け入れられる公正な解決を見出す努力を促す。」と

勧告、報告を日本政府に行っています。 

  国家的不当労働行為と言われ、長期にわたり労働者と家族を苦しめている採用差別事

件をこれ以上放置することは、人道的にも絶対に許されません。これまでの政府答弁や

国会決議に基づき、誠実に対応され、一日も早い解決を望む立場から、ぜひとも本意見

書を香美市議会でも採択をすべきであると申し上げます。 

  なお、これまでに全国で６００を超える自治体で意見書の採択がされていることも申

し添えまして、賛成討論とします。 

○議長（中澤愛水君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（中澤愛水君）   討論がないようですから、これで討論を終わります。 
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  これから、意見書案第９号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤愛水君）   賛成少数であります。よって、意見書案第９号は、否決され

ました。 

  日程第１９、閉会中の所管事務の調査についてを議題とします。 

  お手元にお配りしました閉会中の所管事務調査の申出書及び別表のとおり、会議規則

第９９条の規定によって、議会運営委員会及び各常任委員会並びに特別委員会から閉会

中の所管事務調査及び継続審査について申し出がありました。 

  お諮りをします。議会運営委員会、各常任委員会及び特別委員会からの申し出のとお

り、閉会中の所管事務調査及び継続審査を実施することにご異議はありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（中澤愛水君）   異議なしと認めます。よって、議会運営委員会、各常任委員

会及び特別委員会からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査及び継続審査を実施す

ることに決定をしました。 

  以上で今期定例会に付された事件はすべて議了しました。 

  平成２１年第３回香美市議会定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

  本議会に上程されました議案はすべて慎重な審議の上、適切妥当な決定がなされまし

た。 

  あすからいよいよ７月、夏本番となります。各地での夏祭りやイベント、各種行事も

盛りだくさんに予定をされております。 

  さて、新型インフルエンザの感染者が（６月）２８日に県内で初めて確認をされまし

た。５月上旬に国内初の新型インフルエンザが確認されて以来、感染者は１,０００人

を超え、発生都道府県も約４０となったとのことであります。今秋にも第２波が予想さ

れ、ウイルスの強毒性への心配もされております。幸い情報通信網の発達で世界の状況

を瞬時に把握することができます。たとえ感染のリスクが身近に迫ったとしても、情報

を味方にして冷静な対応と行動が求められます。 

  議員各位におかれましても健康に十分ご留意の上、市民全体の代表としての立場を十

分自覚し、今後の議員活動に邁進されますように、あわせて香美市の発展のため、市民

の代表者としての責任を果たしていかれますようにお願いをいたしまして、閉会のあい

さつといたします。 

  次に、市長から発言を求められておりますので、これを許します。市長、門槇夫君。 

○市長（門槇夫君）   閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

  １７日に開会をいたしました６月定例議会も、議員各位の慎重審議のもと、ここに提

案をいたしました全議案すべて可決いただき、まことにありがとうございました。今議

会中、一般質問などを通じいただきましたご意見、ご提言につきましては、十分意を配
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してまいりますので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

  今期定例会には、一般会計補正予算（第１号）とともに、同じく補正予算（第２号）

として、地域活性化・経済危機対策臨時交付金など新たな国の経済対策に関しての１２

億２,７００万円余りの補正予算を提出をし、可決をいただきました。本当にありがと

うございます。新たな事業実施に当たりましては、職員には仕事量の増大など大変負荷

がかかりますが、交付金の持つ意味合いも十分認識し、健康には十分気をつけ、ともに

頑張ってまいりたいというふうに思っております。なお、議員各位のご協力をよろしく

お願いを申し上げます。 

  さて、今年もはや半年が過ぎ去りました。夏の季節を迎えましたが、議員の皆様方に

は厳しい暑さを迎える折、お体には十分ご自愛をいただきましてご活躍いただきますよ

う心からご祈念をさせていただきまして、閉会のごあいさつにかえさせていただきます。

どうかよろしく、ありがとうございました。 

○議長（中澤愛水君）   ありがとうございました。 

  これをもって平成２１年第３回香美市議会定例会を閉会をいたします。 

  どうもお疲れでございました。 

（午前１１時５６分 閉会） 
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平成２１年第３回香美市議会定例会 

会期及び会議（審査）の予定表 

 

会  期 月日（曜日） 会        議        等 

第１日 

６月１７日 

(水) 

本会議 

会議録署名議員の指名、会期決定、諸般の報告・議長の報告、

市長の行政の報告並びに議案提案・提案理由の説明まで。 

（庁舎建設特別委員会）（議員協議会） 

第２日 １８日(木) 休  会 

【一般質問通告期限（午前１０時）】 

議案精査のため 

第３日 １９日(金) 休  会     〃 

第４日 ２０日(土) 休  会 休日、議案精査のため 

第５日 ２１日(日) 休  会  〃       〃 

第６日 ２２日(月) 休  会 議案精査のため 

第７日 ２３日(火) 本会議 一般質問 ①       （まちづくり推進特別委員会） 

第８日 ２４日(水) 本会議 一般質問 ②       （行財政改革推進特別委員会） 

第９日 ２５日(木) 本会議 一般質問 ③       （議員協議会） 

第 10 日 ２６日(金) 本会議 

追加議案の提案 議案質疑～委員会付託 

本会議散会後、連合審査会（議案第 68号） 

連合審査会終了後、各常任委員会 

  総務常任委員会の審査 

  （議案第 68・71・72・73 号） 

  教育厚生常任委員会の審査 

  （議案第 70・75 号） 

  産業建設常任委員会の審査 

  （議案第 69・74 号） 

 （追加議案） 

第 11 日 ２７日(土) 休  会 議案審査整理のため 

第 12 日 ２８日(日) 休  会 〃 

第 13 日 ２９日(月) 休  会 〃 

第 14 日 ３０日(火) 本会議 

議案採決（付託議案の報告～採決） 

追加議案の提案 

（委員会付託省略し、説明から採決まで。） 

 



意 見 書 案 第  ６  号  

 

 

核 兵 器 廃 絶 の 国 際 条 約 締 結 へ 、  

政 府 の 具 体 的 な 努 力 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 に つ い て  

 

 

 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 、 衆 ・ 参 両 議 院 議 長 及 び 内 閣 総 理 大 臣

並 び に 関 係 各 大 臣 に 対 し 下 記 の 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

平 成 ２ １ 年  ６ 月 ３ ０ 日  

 

 

香 美 市 議 会 議 長   中  澤  愛  水  殿  

 

 

提 出 者  香 美 市 議 会 議 員   黒  岩    徹  

 

賛 成 者     〃           比 与 森  光  俊  

 

賛 成 者     〃           竹  内  俊  夫  

   

 

 

核 兵 器 廃 絶 の 国 際 条 約 締 結 へ 、 政 府 の 具 体 的 な 努 力 を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 

  

米 国 の オ バ マ 大 統 領 と ロ シ ア の メ ド ベ ー ジ ェ フ 大 統 領 は 、 ４ 月 １ 日 、 ロ

ン ド ン で 共 同 声 明 を 発 表 し 、「 米 国 は 、核 兵 器 の な い 世 界 を 実 現 す る た め 努

力 し て い く 」と 表 明 し ま し た 。そ し て ５ 日 に は 、オ バ マ 米 大 統 領 が 、「 核 兵

器 を 使 用 し た こ と の あ る 唯 一 の 核 兵 器 保 有 国 と し て 、 米 国 は 行 動 す る 道 義

的 責 任 が あ る 」と 明 言 し 、「 核 兵 器 の な い 世 界 」に 向 け て 世 界 に そ の 協 力 を

呼 び か け ま し た 。  

  し か し 、 そ の 一 方 で 、 北 朝 鮮 を 含 む 不 安 定 な 国 家 で の 核 兵 器 の 拡 散 や テ

ロ リ ス ト に よ る 核 兵 器 の 入 手 、 使 用 が 脅 威 と な っ て い ま す 。 自 身 の 核 保 有

に よ っ て 、 相 手 の 核 攻 撃 を 抑 止 す る と の 核 抑 止 論 は 、 役 立 た な い こ と を 認

識 さ せ る た め に も 、核 不 拡 散 条 約（ Ｎ Ｐ Ｔ ）の 体 制 強 化 が 必 要 で あ り ま す 。

Ｎ Ｐ Ｔ 再 検 討 会 議 の 準 備 委 員 会 は ５ 月 ６ 日 、 来 年 ５ 月 の 再 検 討 会 議 の 議 題



に 、「 核 兵 器 の 全 面 廃 絶 に 対 す る 核 兵 器 の 保 有 国 の 明 確 な 約 束 」を う た っ た

２ ０ ０ ０ 年 の 再 検 討 会 議 の 合 意 文 書 を 踏 ま え て 、 Ｎ Ｐ Ｔ の 運 用 見 直 し を 含

め る こ と を 全 会 一 致 で 合 意 し ま し た 。  

  オ バ マ 大 統 領 は 、 こ の 準 備 委 員 会 で 「 核 兵 器 の な い 世 界 の 平 和 と 安 全 保

障 の 追 求 」を あ ら た め て 訴 え 、「 米 国 が Ｎ Ｐ Ｔ の 約 束 を 果 た す 」と の メ ッ セ

ー ジ を 発 表 し て い ま す 。 核 兵 器 廃 絶 に 向 け 、 国 際 的 な 機 運 は 高 ま っ て い ま

す 。  

今 も な お 、 世 界 に は 膨 大 な 核 兵 器 が 維 持 ・ 配 備 さ れ 、 北 朝 鮮 の 核 実 験 で

は 、 拡 散 の 危 険 も 現 実 の も の と な り 、 日 本 の 安 全 を 脅 か し て い ま す 。 世 界

で は 、核 軍 縮 、核 兵 器 廃 絶 へ の 流 れ が 大 き く 広 が ろ う と し て い ま す 。「 日 本

は 、 核 軍 縮 の 分 野 の リ ー ダ ー で あ り 、 今 後 共 に 取 り 組 ん で い き た い と オ バ

マ 大 統 領 が 述 べ た よ う に 、 日 本 は 唯 一 の 被 爆 国 と し て 、 来 年 の Ｎ Ｐ Ｔ 再 検

討 会 議 で は 、 核 兵 器 廃 絶 の 明 確 な 約 束 が 再 確 認 ・ 履 行 さ れ 、 主 導 的 役 割 を

果 た す と と も に 、 核 保 有 国 を は じ め 国 際 社 会 に 対 し て 核 兵 器 廃 絶 に 向 け た

国 際 条 約 締 結 を 目 指 し て 、 政 府 は 具 体 的 な 努 力 を す る こ と を 強 く 要 望 し ま

す 。  

  

 以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

平 成 ２ １ 年  ６ 月 ３ ０ 日  

 

  

衆 議 院 議 長  河 野 洋 平 殿     

参 議 院 議 長  江 田 五 月 殿     

内閣総理大臣  麻 生 太 郎 殿 

外 務 大 臣  中 曽 根 弘 文 殿 

 

 

高 知 県 香 美 市 議 会 議 長    中  澤  愛  水   



意 見 書 案 第  ７  号  

 

 

  企 業 ・ 団 体 の 政 治 献 金 を 全 面 的 に 禁 止 し 、  

政 党 助 成 金 の 廃 止 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 に つ い て  

 

 

  地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 、衆・参 両 議 院 議 長 及 び 内 閣 総 理 大 臣 並 び

に 関 係 各 大 臣 に 対 し 下 記 の 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

    平 成 ２ １ 年  ６ 月 ３ ０ 日  提 出  

 

 

香 美 市 議 会 議 長    中  澤   愛  水  殿  

 

 

                    提 出 者   香 美 市 議 会 議 員   大  岸  眞  弓  

 

                    賛 成 者        〃       久  保  信    

 

                    賛 成 者        〃       山  崎  晃  子  

 

 

 

企 業 ・ 団 体 の 政 治 献 金 を 全 面 的 に 禁 止 し 、  政 党 助 成 金 の 廃 止 を 求 め る 意 見 書

（ 案 ）  

 

 こ の 度 の 西 松 建 設 の 違 法 献 金 疑 惑 事 件 は 、 さ ら な る 国 民 の 強 い 怒 り と 政 治

へ の 不 信 を 引 き 起 こ し ま し た 。「 政 治 と カ ネ 」 の 問 題 に よ る 政 治 腐 敗 事 件 は 後

を 絶 た ず 、 そ の 多 く が 政 治 家 を め ぐ る 企 業 ・ 団 体 献 金 に 起 因 し て い ま す 。  

元 々「 営 利 を 目 的 と す る 企 業 や 業 界 団 体 が 政 治 献 金 を す る の は 、何 ら か の 見

返 り を 期 待 し た も の と 推 察 す る の は 当 然 の こ と 」と し 、現 行 の 政 治 資 金 規 正 法

で は 、企 業 や 団 体 に よ る 政 治 家 個 人 の 資 金 管 理 団 体 へ の 献 金 を 禁 じ て い ま す が 、

政 党 や そ の 支 部 に い っ た ん 献 金 し 、資 金 管 理 団 体 な ど の 政 治 団 体 に ま わ す 迂 回

献 金 の 抜 け 道 は 残 さ れ て い ま す 。  

ま た 、政 党 助 成 金 は 、リ ク ル ー ト 事 件 や ゼ ネ コ ン 汚 職 な ど 、企 業 と 政 治 家 を

め ぐ る 金 権 ・ 腐 敗 事 件 が 相 次 い だ 時 、 企 業 ・ 団 体 献 金 を な く す と い う 名 目 で 、

１ ９ ９ ５ 年 か ら 導 入 さ れ ま し た 。し か し 、今 で も 企 業・団 体 献 金 は 全 面 禁 止 さ



れ る に は 至 っ て お ら ず 、 政 党 助 成 金 と の 二 重 取 り が 続 い て い ま す 。  

支 持 政 党 に か か わ り な く 、国 民 一 人 当 た り ２ ５ ０ 円 が 強 制 的 に 取 り 立 て ら れ 、

年 間 の 交 付 額 ３ ０ ０ 億 円 以 上 も の 国 民 の 税 金 が 毎 年 政 治 家 に 還 流 し て い ま す 。

こ の こ と は 、憲 法 が 定 め る「 国 民 の 思 想・信 条 の 自 由 」を 侵 害 す る も の で あ り 、

政 党 に 寄 付 す る か ど う か は 国 民 が 自 由 に 判 断 す る こ と で す 。  

深 刻 な 金 融・経 済 危 機 が 国 民 生 活 を 脅 か す な か 、国 民 の 暮 ら し を 守 る 財 源 に

回 す こ と こ そ 政 治 の 責 任 で あ り 、こ う し た 企 業・団 体 か ら の 政 治 献 金 は 全 面 的

に 禁 止 し 、政 治 活 動 に 要 す る 資 金 は 、党 費 な ど 、政 党 自 ら の 努 力 に よ っ て つ く

ら れ べ き も の で す 。  

 よ っ て 、 政 府 に お か れ て は 、 企 業 ・ 団 体 か ら の 政 治 献 金 を 全 面 的 に 禁 止 し 、

政 党 助 成 金 を 廃 止 す る よ う 強 く 要 望 し ま す 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 、 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

    平 成 ２ １ 年  ６ 月 ３ ０ 日  

 

 

衆 議 院 議 長  河 野 洋 平 殿 

参 議 院 議 長  江 田 五 月 殿 

内 閣 総 理 大 臣    麻 生 太 郎 殿 

総 務 大 臣   佐 藤 勉 殿 

 

 

 高 知 県 香 美 市 議 会 議 長    中  澤   愛  水     



意 見 書 案 第  ８  号  

 

「 農 地 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 の 凍 結 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 に つ い て  

 

  地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 、衆・参 両 議 院 議 長 及 び 内 閣 総 理 大 臣 並 び

に 関 係 各 大 臣 に 対 し 下 記 の 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

    平 成 ２ １ 年  ６ 月 ３ ０ 日  提 出  

 

香 美 市 議 会 議 長    中  澤  愛  水  殿  

 

                    提 出 者   香 美 市 議 会 議 員   竹  内  俊  夫  

 

                    賛 成 者        〃            黒  岩    徹  

 

                    賛 成 者        〃            比 与 森  光  俊  

 

 

「 農 地 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 の 凍 結 を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 

今 国 会 で 成 立 し た 農 地 法「 改 正 」は 、当 初 、こ れ ま で の 農 地 法 に 規 定 さ れ た「 農

地 は 耕 作 者 み ず か ら が 所 有 す る こ と を 最 も 適 当 で あ る と 認 め 」、「 耕 作 者 の 農 地 の

取 得 の 促 進 」「 耕 作 者 の 地 位 の 安 定 」 を は か る と い う 記 述 を す べ て 削 除 し 、「 農 地

を 効 率 的 に 利 用 す る 者 に よ る 農 地 に つ い て の 権 利 の 取 得 を 促 進 す る 」 と し て い ま

し た 。衆 議 院 の 審 議 の 中 で 、こ れ ら の 文 言 が 一 部 復 活 し ま し た が 、そ れ で も な お 、

今 回 の 法 改 正 は 、 戦 前 の 地 主 制 度 へ の 反 省 か ら 確 立 し て き た 、 農 民 的 な 土 地 所 有

と 家 族 的 な 農 業 経 営 に よ る 農 業 生 産 の 発 展 と い う 、戦 後 農 政 の 根 幹 を 覆 す も の で 、

や が て 大 企 業 の 農 地 所 有 に 道 を 開 く こ と に な り か ね な い と い う 懸 念 を 払 拭 で き ま

せ ん 。  

「 改 正 」 で は 、 修 正 の 過 程 で 「 業 務 執 行 役 員 の １ 人 以 上 の 者 が 農 業 に 常 時 従 事 す

る 」と い う 規 制 を 付 加 し た と は い え 、「 農 地 を 適 正 に 利 用 し て い な い 場 合 は 貸 借 を

解 除 す る 」 旨 の 契 約 条 項 が あ れ ば 、 農 業 に 関 わ ら な い 大 企 業 や 外 資 系 企 業 を 含 む

一 般 企 業 で さ え 農 地 を 利 用 す る こ と が で き る こ と に な り ま す 。 し か も 、 こ れ ま で

農 家 間 の 農 地 の 賃 貸 借 を 安 定 さ せ る た め に 地 域 ご と に 定 め て き た 「 標 準 小 作 料 制

度 」 を 削 除 す る こ と は 、 財 力 の あ る 大 企 業 に 優 良 農 地 が 集 積 さ れ 、 政 府 が 育 て よ

う と し て き た 認 定 農 家 や 集 落 営 農 さ え 、そ の 存 立 を 脅 か さ れ か ね ま せ ん 。し か も 、

貸 借 契 約 期 間 が ５ ０ 年 も の 長 き に 亘 る こ と は 、 大 企 業 に よ る 優 良 農 地 へ の 権 利 を

固 定 す る も の に な り ま す 。  



政 府 は 、 耕 作 放 棄 地 の 広 が り を 防 止 し 、 食 料 供 給 力 の 強 化 を 農 地 法 「 改 正 」 の

目 的 と し て い ま す 。 し か し 、 耕 作 放 棄 地 が 増 大 し て い る 原 因 は 、 農 地 法 に 問 題 が

あ る の で は な く 、 農 民 の 努 力 が 欠 如 し て い た か ら で も あ り ま せ ん 。 農 産 物 の 輸 入

自 由 化 や 市 場 原 理 等 に よ っ て 、 家 族 経 営 農 業 の 継 続 が 困 難 に な っ た た め で あ り 、

こ れ ま で の 農 政 の 結 果 に ほ か な り ま せ ん 。  

内 需 を 活 性 化 さ せ る た め に 地 域 を あ げ て 農 林 業 を 振 興 し 、 循 環 型 の 地 域 経 済 を

確 立 し よ う と 懸 命 な 努 力 が 全 国 各 地 で 行 わ れ て い る 中 で 、「 農 地 法 改 正 」は こ う し

た 努 力 に 重 大 な 障 害 を も た ら す も の で す 。 今 必 要 な こ と は 、 国 際 的 な 食 糧 需 給 の

ひ っ 迫 に 対 応 し て 食 料 自 給 率 を 向 上 さ せ る 農 政 で あ り 、価 格 補 償 や 所 得 補 償 な ど 、

頑 張 っ て い る 農 家 が 営 農 を 継 続 し 、 生 活 で き る 展 望 を も た ら す 施 策 で す 。 い ま 各

地 で 、 新 規 就 農 者 へ の 支 援 制 度 が 広 が り つ つ あ り ま す が 、 後 継 者 も そ の 対 象 に し

て 担 い 手 を ふ や す こ と 、 あ る い は 、 地 域 を あ げ て と り く ま れ て い る 耕 作 放 棄 地 を

解 消 す る 努 力 等 に 対 す る 支 援 を 、 抜 本 的 に 強 化 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。 こ の よ

う な 施 策 こ そ が 、「 安 全 な 国 産 食 料 の 安 定 供 給 の た め に も 、 食 料 自 給 率 の 向 上 を 」

と 求 め て い る 国 民 世 論 に 応 え る 確 か な 道 と 考 え ま す 。  

以 上 の 趣 旨 か ら 、 政 府 に お か れ て は 「 農 地 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 を 凍 結 す

る よ う 強 く 求 め ま す 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 、 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

    平 成 ２ １ 年  ６ 月 ３ ０ 日  

 

 

衆 議 院 議 長  河 野 洋 平 殿 

参 議 院 議 長  江 田 五 月 殿 

内 閣 総 理 大 臣  麻 生 太 郎 殿 

法 務 大 臣  森 英 介 殿 

農 林 水 産 大 臣  石 破 茂 殿 

                

 高 知 県 香 美 市 議 会 議 長    中  澤   愛  水    



意 見 書 案 第  ９  号  

 

 

  JR 不 採 用 問 題 の 早 期 解 決 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 に つ い て  

 

 

  地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 、衆・参 両 議 院 議 長 及 び 内 閣 総 理 大 臣 並 び

に 関 係 各 大 臣 に 対 し 下 記 の 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

 

    平 成 ２ １ 年  ６ 月 ３ ０ 日  提 出  

 

 

香 美 市 議 会 議 長    中  澤  愛  水  殿  

 

 

                    提 出 者   香 美 市 議 会 議 員   山  﨑  龍 太 郎  

 

                    賛 成 者        〃       片  岡  守  春  

 

                    賛 成 者        〃       山  崎  晃  子  

 

 

 

 JR 不 採 用 問 題 の 早 期 解 決 を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 

 

 １ ９ ８ ７ 年 の 国 鉄 分 割 ・ 民 営 化 時 に 、 当 時 の 内 閣 総 理 大 臣 が 「 一 人 も 路 頭

に 迷 わ せ な い 」と 明 言 し 、参 議 院 で は「 採 用 に あ た っ て は 組 合 差 別 が あ っ て は

な ら な い 」と の 付 帯 決 議 も 採 択 さ れ ま し た 。し か し 、北 海 道・九 州 を 中 心 に １ ,

０ ４ ７ 人 が JR を 不 採 用 に な り 、２ ２ 年 が 経 過 し た 今 も こ の 問 題 が 解 決 に は 至

っ て お り ま せ ん 。    

１ ,０ ４ ７ 人 と そ の 家 族 は 、 あ ま り に も 長 く 厳 し い 生 活 と 名 誉 回 復 の 闘 い を 強

い ら れ て き ま し た が 、多 く の 子 弟 は 親 の 解 雇 が 就 職 に も 影 響 し 、そ し て ま た 収

入 の 道 が 閉 ざ さ れ た 中 に あ っ て 、思 う よ う な 教 育 も 受 け さ せ ら れ な い ま ま 、歳

月 だ け が 経 過 し て し ま い ま し た 。 す で に 被 解 雇 者 の 平 均 年 齢 は ５ ５ 歳 と な り 、

解 決 を 見 る こ と な く 亡 く な っ た 方 も ５ ２ 名 を 数 え 、病 床 に 伏 し て い る 方 も 後 を

絶 ち ま せ ん 。文 字 通 り 当 事 者 は 塗 炭 の 苦 し み に あ え い で お り 、こ の 問 題 の 解 決  



は 一 刻 の 猶 予 も 許 さ れ な い 状 況 に あ り ま す 。  

本 年 ３ 月 ２ ５ 日 、 東 京 高 裁 は 、「 国 労 組 合 員 を 採 用 者 名 簿 に 登 載 せ ず に Ｊ Ｒ

不 採 用 と し た こ と を 不 当 労 働 行 為 と 認 め 、鉄 道 運 輸 機 構（ 旧 国 鉄 ）に 賠 償 と し

て 一 人 ５ ５ ０ 万 円 の 支 払 い 」を 命 じ ま し た 。さ ら に 南 敏 文 裁 判 長 は「 こ の 判 決

を 機 に 、 １ ,０ ４ ７ 名 の 問 題 が 早 期 に 解 決 さ れ る よ う 期 待 す る 」 と の コ メ ン ト

を 発 表 し ま し た 。  

南 裁 判 長 の 言 を 待 つ ま で も な く 、い た ず ら に 解 決 を 先 送 り せ ず 、今 こ そ 解 決

に 向 け て 当 事 者 で あ る 鉄 道 運 輸 機 構 を 指 導 す る こ と が で き る の は 、ま さ に「 政

治 の 決 断 」 に よ る 解 決 以 外 に は あ り ま せ ん 。  

 よ っ て 、政 府 に お か れ て は 、こ の 問 題 の 早 期 解 決 を 図 る よ う 強 く 要 望 し ま す 。 

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

    平 成 ２ １ 年  ６ 月 ３ ０ 日  

 

 

衆 議 院 議 長  河 野 洋 平 殿 

参 議 院 議 長  江 田 五 月 殿 

内 閣 総 理 大 臣  麻 生 太 郎 殿 

厚 生 労 働 大 臣  舛 添 要 一 殿 

国 土 交 通 大 臣  金 子 一 義 殿 

                

 高 知 県 香 美 市 議 会 議 長    中  澤   愛  水    



平 成２ １ 年  ６ 月 ３ ０日  

 

香 美市 議 会 議長   中  澤  愛  水  殿  

 

総 務常 任 委 員会 委 員 長   黒  岩   徹   ㊞     

 

常 任委 員 会 の審 査 報 告に つ い て  

 

  本常 任 委 員会 に 付 託さ れ た 議案 を 審 査し た 結 果、 下 記 のと お り 決定 し ま した

の で会 議 規 則第 １ ０ ４条 の 規 定に よ り 報告 し ま す。  

 

記  

 

１ ．審  査  の  年  月  日       平 成２ １ 年  ６月 ２ ６ 日（ 金 ）  

 

２ ．審 査 の 議案 等 及 び結 果  

 

議  案  

番  号  
議         案         名  

審 査  

結 果  

議 案  

６ ８  
平 成２ １ 年 度香 美 市 一般 会 計 補正 予 算 （第 １ 号 ）  可 決  

議 案  

７ １  
香 美市 表 彰 条例 の 一 部を 改 正 する 条 例 の制 定 に つい て  可 決  

議 案  

７ ２  

香 美市 営 バ ス事 業 に 係る 施 設 の設 置 及 び管 理 に 関す る  

条 例の 一 部 を改 正 す る条 例 の 制定 に つ いて  
可 決  

議 案  

７ ３  
香 美市 営 住 宅条 例 の 一部 を 改 正す る 条 例の 制 定 につ い て  可 決  

   



平 成２ １ 年  ６ 月 ３ ０日  

 

香 美市 議 会 議長   中  澤  愛  水  殿  

 

教 育厚 生 常 任委 員 会 委員 長   比 与 森  光  俊   ㊞     

 

常 任委 員 会 の審 査 報 告に つ い て  

 

  本常 任 委 員会 に 付 託さ れ た 議案 を 審 査し た 結 果、 下 記 のと お り 決定 し ま した

の で会 議 規 則第 １ ０ ４条 の 規 定に よ り 報告 し ま す。  

 

記  

 

１ ．審  査  の  年  月  日       平 成２ １ 年  ６月 ２ ６ 日（ 金 ）  

 

２ ．審 査 の 議案 等 及 び結 果  

 

議  案  

番  号  
議         案         名  

審 査  

結 果  

議 案  

７ ０  

平 成２ １ 年 度香 美 市 後期 高 齢 者医 療 特 別会 計 補 正予 算  

（ 第１ 号 ）  
可 決  

議 案  

７ ５  
土 地の 取 得 につ い て  可 決  



平 成２ １ 年  ６ 月 ３ ０日  

 

香 美市 議 会 議長   中  澤  愛  水  殿  

 

産 業建 設 常 任委 員 会 委員 長   竹  内  俊  夫   ㊞     

 

常 任委 員 会 の審 査 報 告に つ い て  

 

  本常 任 委 員会 に 付 託さ れ た 議案 を 審 査し た 結 果、 下 記 のと お り 決定 し ま した

の で会 議 規 則第 １ ０ ４条 の 規 定に よ り 報告 し ま す。  

 

記  

 

１ ．審  査  の  年  月  日       平 成２ １ 年  ６月 ２ ６ 日（ 金 ）  

 

２ ．審 査 の 議案 等 及 び結 果  

 

議  案  

番  号  
議         案         名  

審 査  

結 果  

議 案  

６ ９  

平 成 ２ １ 年 度 香 美 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

（ 第１ 号 ）  
可 決  

議 案  

７ ４  
土 地の 取 得 につ い て  可 決  

請 願等  

２  

香 美 市 内 業 者 の 育 成 と 併 せ て 入 札 参 加 資 格 の 見 直 し を 求

め る請 願 に つい て  
採 択  

請 願等  

３  

香 美 市 水 道 業 者 の 育 成 と 入 札 参 加 条 件 の 見 直 し を 求 め る

請 願に つ い て  
採 択  

  



２１香美議発第３８号 

平成２１年 ６月３０日 

 

 

  香美市長   門    槇  夫  殿  

 

 

香 美市 議 会 議長   中  澤  愛  水   ㊞     

 

 

議 決し た 議 案等 の 送 付に つ い て  

 

 

  平成 ２ １ 年第 ３ 回 香美 市 議 会定 例 会 にお い て 議決 し た 下記 の 議 案等 を 送 付し

ま す。  

 

記  

 

議 案  

番 号  
案                 件  

議     決  

年  月  日  

議 決 の

結   果  

議 案  

６ ８  
平 成２ １ 年 度香 美 市 一般 会 計 補正 予 算（ 第１ 号 ） H21.6 .30  可   決  

議 案  

６ ９  

平 成２ １ 年 度香 美 市 公共 下 水 道事 業 特 別会 計  

補 正予 算 （ 第１ 号 ）  
〃  〃  

議 案  

７ ０  

平 成２ １ 年 度香 美 市 後期 高 齢 者医 療 特 別会 計  

補 正予 算 （ 第１ 号 ）  
〃  〃  

議 案  

７ １  

香 美 市 表彰 条 例 の 一 部 を 改正 す る 条 例 の 制 定に

つ いて  
〃  〃  

議 案  

７ ２  

香 美 市 営バ ス 事 業 に 係 る 施設 の 設 置 及 び 管 理に

関 す る 条例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 の 制 定 に つい

て  

〃  〃  

議 案  

７ ３  

香 美 市 営住 宅 条 例 の 一 部 を改 正 す る 条 例 の 制定

に つい て  

〃  〃  

議 案  

７ ４  
土 地の 取 得 につ い て  〃  〃  



議 案  

番 号  
案                 件  

議     決  

年  月  日  

議 決の

結   果  

議 案  

７ ５  
土 地の 取 得 につ い て  H21.6 .30  可   決  

議 案  

７ ６  
平 成２ １ 年 度香 美 市 一般 会 計 補正 予 算（ 第２ 号 ） 〃  〃  

議 案  

７ ７  

平 成 ２ １年 度 香 美 市 簡 易 水道 事 業 特 別 会 計 補正

予 算（ 第 １ 号）  
〃  〃  

議 案  

７ ８  

香 美 市 菌床 生 産 セ ン タ ー の設 置 及 び 管 理 に 関す

る 条例 を 廃 止す る 条 例の 制 定 につ い て  
〃  〃  

請 願 等  

２  

香 美 市 内業 者 の 育 成 と 併 せて 入 札 参 加 資 格 の見

直 しを 求 め る請 願 に つい て  
〃  採  択  

請 願 等  

３  

香 美 市 水道 業 者 の 育 成 と 入札 参 加 条 件 の 見 直し

を 求め る 請 願に つ い て  
〃  〃  

意 見 書  

６  

核 兵器 廃 絶 の国 際 条 約締 結 へ 、政 府 の 具体 的 な  

努 力を 求 め る意 見 書 の提 出 に つい て  

〃  可  決  

意 見 書  

７  

企 業・ 団 体 の政 治 献 金を 全 面 的に 禁 止 し、 政 党  

助 成金 の 廃 止を 求 め る意 見 書 の提 出 に つい て  

〃  否  決  

意 見 書  

８  

「 農 地 法の 一 部 を 改 正 す る法 律 」 の 凍 結 を 求め

る 意見 書 の 提出 に つ いて  

〃  可  決  

意 見 書  

９  

Ｊ Ｒ 不 採用 問 題 の 早 期 解 決を 求 め る 意 見 書 の提

出 につ い て  

〃  否  決  

 



２ １ 香 美 議 発 第 ３ ９ 号 

平 成２ １ 年  ６ 月 ３ ０日  

 

香 美市 長   門    槇  夫  殿  

 

香 美市 議 会 議長   中  澤  愛  水   ㊞     

 

 

会 議結 果 の 報告 に つ いて  

 

  地方 自 治 法第 １ ２ ３条 第 ４ 項の 規 定 によ り 平 成２ １ 年 第３ 回 香 美市 議 会 定例

会 の会 議 結 果を 次 の とお り 報 告し ま す 。  

 

記  

 

１ ． 会 議 の 別           定   例   会  

 

２ ．開       会       平 成２ １ 年  ６ 月 １７ 日  

 

３ ．閉       会       平 成１ ９ 年  ６ 月 ３０ 日  

 

４ ．会       期       １ ４日 間  

 

５ ．議 員 の 出欠       ６ 月１ ７ 日     出 席    ２ ５ 人       欠席   ０ 人  

                    ６ 月２ ３ 日     出 席    ２ ４ 人       欠席   １ 人  

                    ６ 月２ ４ 日     出 席    ２ ５ 人       欠席   ０ 人  

                    ６ 月２ ５ 日     出 席    ２ ５ 人       欠席   ０ 人  

                    ６ 月２ ６ 日     出 席    ２ ５ 人       欠席   ０ 人  

                    ６ 月３ ０ 日     出 席    ２ ５ 人       欠席   ０ 人    

                          計            １４ ９ 人             １ 人  

 

６ ．議 案 の 提出       市 長提 出 の もの    １ １件 （ 議 案  １ １）  

                    議 員提 出 の もの      ４件 （ 意 見書  ４  ）  

                    請 願等              ２件 （ 請 願  ２ ）  



７ ．議 決 の 状況       可   決     １３ 件 （予 算  ５ ・ 条例  ４ ・ その 他  ２  

・ 意見 書  ２ ）  

 

採   択        ２件 （ 請願 等  (請願 ) ）  

不 採択        １件 （第 1 回 定 例会 に て 継続 審 査 の請 願） 

否   決        ２件 （ 意見 書  ２ ）                      

                    合   計      １ ８ 件  

 

８ ．委 員 会 付託 の 状 況       総 務 常 任 委 員 会              ４ 件  

                          教 育 厚生 常 任委 員 会      ２ 件  

                          産 業 建設 常 任委 員 会      ４ 件 （請 願 等 ２件 含 む） 

                                  計            １０ 件  

 

９ ．そ   の   他       閉 会中 の 所 管事 務 の調 査  

 

10．議 決 書 の写       別 紙の と お り  

 

11．会 議 録 の写       作 成次 第 後 送  


